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叢書 28 「所得概念の再検討」発刊によせて

　日本租税理論学会 2017 年度大会・会員総会は，2017 年 12 月９日（土），10
日（日）の両日，名古屋市内にある椙山女学園大学星ヶ丘キャンパスにおいて
開催された。租税理論研究叢書 28 は，この 2017 年度（第 29 回）研究大会の特
別講演，シンポジウムの報告と討論，一般報告，グループ報告を収録したもの
である。
　2017 年度研究大会では，シンポジウムのテーマを「所得概念の再検討」とし
た。このテーマに沿って，「ミード報告にみるイギリス型支出税の意義と課題」

（川勝健志氏），「法人税における課税所得概念の再検討」（依田俊伸会員），「包
括的所得概念の問題点と市場所得概念」（奥谷健会員）の表題で，研究報告が行
われた。
　今回のシンポジウムでの研究報告の核となったのは，イギリス型の支出税構
想，ドイツの市場所得概念，さらには，わが国の法人税法上の課税所得概念の
あり方などであった。「報告」をベースに，望月爾会員の司会で「討論」が行わ
れた。「討論」では，川勝報告のイギリス型支出税構想については，そのグロー
バルな展開状況，北欧型の二元的所得課税論やわが国の金融所得一体課税論と
の接点上の課題，課税ベース論の視点などから議論が展開された。また，依田
報告の法人税における課税所得概念については，わが国会計基準のコンバージ
ェンス（国際共通化）の是非，いくつかの勘定科目を取り上げたうえでの課税
ベースの浸食防止・確保の視点から企業会計とわが国法人税法上の益金・損金
概念との接点上の課題などについて議論が展開された。さらに，奥谷報告の市
場所得概念については，包括的所得概念と市場所得概念との異同などを含め議
論が展開された。研究者と実務家が一体となって多角的に展開された本書に収
録された「討論」は，各報告者の基礎的な研究「報告」について，さらに理解
を深める意味でも貴重な資料である。
　一般報告（自由論題）では，「消費税増税をめぐる議論と課題」（齊藤友里恵
会員）と「会計学批判—税法研究の現場からみる企業会計中心の会計学の問題
点と一般会計学の提唱」（黒川功会員）について，それぞれ研究報告が行われた。
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いずれの研究報告も，専門的な視角から精査されており，有益である。とりわ
け，黒川会員の学際的な報告については，今後，税務会計専攻者からの反論も
ありうるのではないかと推測される。
　グループ報告では，「債務免除益課税」について，多角的に検討したもので
ある。「企業再生税制と事業再生税制の差異」（藤間大順会員），「法人税におけ
る債務免除益課税の法解釈と制度の概要」（峯岸秀幸会員），「所得税法上の債
務免除益課税問題」（櫻井博行会員），「債務免除益課税の諸問題—判例等の状
況を中心に—」（木山泰嗣会員）の表題で，税法上の制度分析や裁判例等の分析
に傾注する形で，それぞれ研究報告が行われた。
　今研究大会では，開催地である名古屋市の市長を務めている河村たかし氏に，

「名古屋市の市民減税条例—自治体租税政策の羅針盤—」と題する特別講演を
お願いした。政官学がひたすら増税路線を走るなか，河村市長は，市民が主役
の立場から，「多額の市の税収が議員報酬や職員などの人件費に消えるのでよ
いのか」という納税者からの素朴な疑問に応えるべく「小さな政府，大きな福
祉」の政治姿勢を貫き，市条例で減税の実現にこぎつけた。生の政治過程や国
法との整合性などの問題を含め，減税実現・福祉拡充までの道のりを，統計や
現場実例などを駆使して披露いただいた。否応なく中央政府の増税路線を走ら
されがちな多くの自治体はもちろんのこと，私たち税の研究者や実務家にとっ
ても，はたと目を開かせる存在（eye-opener）に映った。税の学会に一石を投
じた高話に対し心から感謝申し上げる。
　末尾ながら，2017 年度大会・会員総会の開催・運営にご尽力いただいた椙
山女学園大学現代マネジメント学部教授の浪花健三理事とその関係者の皆さま
に心から感謝申し上げる。
　また，本学会の租税理論研究叢書の発行にご尽力いただいている財経詳報社，
同社の宮本弘明社長に対して心からお礼申し上げる。

 石村耕治（日本租税理論学会理事長・白鷗大学） 　
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 特別講演
 名古屋市の市民減税条例

─ 自治体租税対策の羅針盤 ─

河　村　たかし
（名古屋市長）

　それでは，きょうは非常にハイクラスなムードでございまして，品の悪い男
がやってまいりまして申しわけありませんけれども，日本で一番給料の安い市
長と言っております。これは減税が関係するんですけれども，８年になりまし
て，大変なことでございます。
　ずっと野党が続いておりましたので，連戦連敗でございまして，本当に泣け
てまいりますけれども，私が給料を下げまして，下げたのは，それも実は減税
なんかに大きくかかわってくるので，聞いていてもらいたいんだけれども，僕
がこういうことをやらなければ，今の名古屋市長の年収というのは実は ₂︐₈₀₀
万円あるんですよ。今 ₂︐₈₀₀ 万円あって，私は ₈₀₀ 万円。４年ごとに ₄︐₂₂₀ 万
円退職金というものがもらえまして，これも廃止しましたということで，この
８年間で２億 ₄︐₀₀₀ 万円，毎年 ₈₀₀ 万円もらって，プラス２億 ₄︐₀₀₀ 万円，皆
さんにお返しした，もらうべきものをもらわなかったと。
　口で言えばそれだけのことですけれども，どんだけうちのおっかあが怒った
かということで，しばらくうちに帰れなかったもので，名古屋の人はみんな知
っていますけれども，某カプセルサウナに泊まっておったと。うちへ入れえせ
んもんで，うちのかみさんが怒ってまって。
　確かに国全体がそういうふうになれば，パブリックサーバントということで，
それになればそれでもいいんですけれども，日本も戦前は，書いてあったんで
すけれども，地方議会は名誉職，そういうふうに実は戦前は書いてあったんで
す。国会議員の給料も，だいたいが局長よりちょっと安いぐらいということだ
ったんです。だけれども，昭和 ₂₂ 年，戦争が終わってすぐ，マッカーサーのこ
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ろですけれども，アメリカはジャスティン・ウイリアムズという人が国会，そ
ういう政治担当，日本は西沢さんという方が担当しまして，国会法 ₃₅ 条とい
うのをまずつくりまして，これは日本しかないです。国会議員はあらゆる職の
一般職の公務員より少なくない給与を受けるというのをつくったわけです。そ
れから，₃₆ 条は，国会議員は退職金を受けることができる。これは今で見ると
当たり前のようなことを言いますけれども，全然当たり前じゃないんですよ。
　戦後，昭和 ₂₂ 年につくったんです。繰り返しますが，戦前は地方議員さん
は名誉職という条文をちゃんと持っておりまして，ボランティアだった。なん
でそんなことをやったかというと，事実として言われておるのは，たしか西沢
さんなんかが言っておったと思いますけれども，なぜ日本はこんな大戦争をや
ってしまったか。議員というのは，なぜ軍部をストップできなかったかという
ことで，議員，議会というのをもっと大事にしよう。大事というか，立派にし
ようというふうに考えた。
　ところが，昭和 ₂₂ 年ですから焼け野原で，ボランティアで議員をやるとか，
そんな状況ではとてもなかったということで，それだけの立派なものにしよう
と思ってやったと。ここからは僕の推測ですけれども，なかなか証拠は出てこ
んですけれども，やっぱり共産化を防ごうとしたんじゃないのかというふうに
思いますね。まだ朝鮮戦争はないですけれども，中国内戦は始まっております
し，そういうことで議員というものを完全に日本においても民主主義みたいな
ことをしてしまうと，社会主義になってしまうんじゃないのかということで，
ようけ給料を出すと。一般職の最上位の事務次官よりたくさんの給料を出すか
ら，どうぞ，なれよと。
　それから，やめたときには退職金をもらうことができるということで，やめ
てからもちゃんと飯は食えるぞという仕組みを，そうすると，これは家業化に
なりますわね。だから，この西沢さんが，何かで私が調べたときに，やっぱり
失敗したところは，私たちは別に家業化するつもりはなかったんだと。実は議
員というものを立派にしようとしたんだということだけれども，そのための手
段として収入を保証しちゃ本当にいかんですよ。収入を保証された権力者とい
うのは，実は国王というか，そういうものであって，というふうにわざわざつ
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くったところで，私らからすると，もう戻さないかんということです。
　ということを考えておって，だから，議員というのは，納税者の代表者なの
であって，納税者の代表者が納税者の何倍も給料をもらうというのはそもそも
間違っておりますわね。最近，どういう新聞でもマスコミでもええですけれど
も，全く真逆のことを言いますから。河村の言っておることは間違っておる，
ええ仕事をやるために，ようけ給料をもらって，それでいいじゃないかと。給
料を下げると，普通の人は議員になれんようになるとか，とろいことばっかり
言っておって，そんなことを言っておるのは戦後の日本だけだということでご
ざいます。
　議員で言うと一番ようけ給料を出しておるのが日本，それからロサンゼルス
の市会議員が一番多いと言われておりますけれども，ほぼ給料だけで ₁︐₅₀₀ 万
円とか ₁︐₃₀₀ 万円とか，プラスベネフィット ─ 手当でございますけれども，
ロサンゼルスの場合は連続３期 ₁₂ 年を超えて立候補できない。やっぱり家業
化しないようにちゃんと仕組みを持っておるんですね。ということでございま
す。
　そういう中で自分だけ給料を下げると，どういう悲劇が待っておるかという
ことでございまして，私が下げたもんで，後で資料が出てきますけれども，あ
と何が行われたかというと，やっぱり議員さんも下げました。リコールまでや
りましたから，減税条例を市議会が否決しましたものですから，一丁目一番地
の公約を否決された場合は，これはリコールだと，とことんやらないかん，守
らないかんということでございまして，リコールまでやりまして，結局，初め
は ₁₀％減税だと言っておったんだけれども，最後，過半数はとれませんでした
し，その後，いろんなことが起きまして。
　アメリカの場合はもっと市民の力が強いもので，候補者が社会の中に養成さ
れておって，新たな議員をリクルートしますと，議員候補者をリクルートしま
すと，それなりのことが起こるんですけれども，日本で新たな候補者をリクル
ートしますと，この苦労たるや大変なことでございまして，いろんなことがあ
って過半数をとれないこともありまして，５％減税ということで可決されたと
いうことでございます。
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　可決されて，大きい財源としましては，市会議員さんも給料を半分にしたん
です。私の給料を３分の２カット，₈₀₀ 万円を全会一致で認めて，自分らの給
料二千何百万円というのはどうなっておるんだ。手当を全部入れてですけれど
も，給料だけだと当時 ₁︐₄₀₀ 万円か ₁︐₅₀₀ 万円だったかな。うわあ，何だとい
うことになりまして，一応議員さんも半分に減らした。その後，いよいよ御本
体であります公務員の給料になるわけです。
　これも後で出てきますけれども，減税するためには，地方税の減税は，日本
の場合は総務大臣の許可が要る。許可の通知が添付してありますので後で見て
いただくとわかりますけれども，許可はどういう意味かというか，結局，それ
は全部起債を起こして，それを財源にして減税してはいかんだろうというよう
な議論ですわ。絶対いかんとは申せませんけれども，一般的にそうも言えると
いうことで，財源をつくらないかん。
　₁₀％減税だと大きいけれども，５％だと年間だいたい ₁₁₀ 億円ですね。名古
屋で年間 ₁₁₀ 億円減税するためには，₁₁₀ 億円の真水をどこかでつくらなあか
んのです。それは総務大臣が，毎年，総務省が審査いたします。商売で言った
ら，本当にばからしいですね。それでは，値下げするのに経済産業大臣の許可
が要るのかという話ですね。考えられない状況でございますけれども，そうい
う仕組みになっております。
　どうやってお金をつくったかというと，御本体は職員ですね。これが名古屋
市で当時２万 ₆︐₀₀₀ 人，これもグラフをつけておきましたけれども，２万 ₆︐₀₀₀
人おったわけです。今，２万 ₅︐₀₀₀ 人ぐらいですけれども，私が市長になると
きに給料は日本一高かったんです。東京都を除きまして，たしか平均 ₆₈₉ 万円
だったと思いますけれども，これを１割総人件費をカットだということをワー
ワーワーワーやりまして，実は交渉もあったんですよ。
　そんなことを市役所の職員に言って，どえらい優しい，心が温かいやつばっ
かりだなという人がおりますけれども，そんな生易しいものではありません。
世界中に自分の給料を下げて喜ぶような人は誰もいませんから，某飲み屋で市
役所の某現場をやっている連中と話をしておったら，それじゃ，河村さん，お
れたちに一肌脱いでくれ，それを乱発し合うものだから，起債を減らすとか，
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そういうもんじゃない，減税するんだ。減税ということは，市民にそれだけお
返しするんだと。あなたたちが給料を減らした分は市民に戻るんだ。だで，一
肌脱いでくれという話を聞きまして，それから毎日のように一肌脱いでくれと
いうのを連発しまして，それと自分が下げとるということね。
　市長が，悪いけれども，当時は ₂︐₅₆₀ 万円だ，今は ₂︐₈₀₀ 万円まで上がって
いますけれども，やっぱり政治というのはすごいですね。知らぬ間に給料がぼ
んぼん上がっていきますけれども，₂︐₅₆₀ 万円だったと思います。ちょっと違
うかわかりませんけれども，わしがそれを ₈₀₀ 万円まで減らす，３分の２カッ
トするんや。退職金も廃止するんだと，４年，１期で１億 ₂︐₀₀₀ 万円，２期８
年で２億 ₄︐₀₀₀ 万円，市民に返すんだ。その返し方というのは市民税の減税な
んだと言いましたら，ウーンということで，まあ，しようがないということに
なりまして，名古屋市の市の職員が日本で一番高かったのが今 ₁₄ 位まで下が
っております。
　政令都市で ₁₄ 位まで下がって，₆₈₉ 万円だったのが ₆₁₈ 万円ですか，１人頭
₇₀ 万円，２万 ₆︐₀₀₀ 人になりますと，₇₀ 万円掛ける２万 ₆︐₀₀₀ 人は幾つになる
かというと，普通はすぐわからんですけれども，私はしょっちゅうしゃべって
いますので，毎年 ₁₈₀ 億円になります。毎年です。これは人件費ですから，ち
ゃんとした固定費で毎年，₁₈₀ 億円の本当の真水ですわね。ほかの改革もあり
ますよ。人件費だけで，金に色がついておらんもので，いろいろまざって改革
になりますけれども，人件費の現金というのは一番わかりやすいですから，
₁₈₀ 億円財源をつくった。
　実は河村さんが市長になったときに，ああじゃ，こうじゃありましたけれど
も，そのときに，今から言えば８年前ですけれども，名古屋市は ₁₈₀ 億円の現
金を別個につくったわけです。そのうち ₁₁₀ 億円が減税です。₁₁₀ 億円が減税
で，初めは ₁₀％でしたからもうちょっとですけれども，今はずっと平均５％で
やっておりますので，名古屋は ₁₀₀ 万世帯ありますので，５％でいきますと ₁₁₀
億円。
　ぱっと言いますと年間１万 ₁︐₀₀₀ 円，法人市民税減税分が ₃₂ 億円あります
ので，₃₀ 億円だとして ₁₁₀ 億円だと ₈₀ 億円だとすると ₈︐₀₀₀ 円ですけれども，
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法人市民税減税分も市民に影響もあると。ちょっと減らかしていって，覚えや
すく言っていただくと，この中の名古屋市民の皆さんは誰も「ありがとう」と
言ってくれませんけれども，１世帯当たり年間１万円ずつ減税になっておりま
して，もう既に８年たちますから８万円戻っておるんだけれども，誰も「Thank 
you very much」と言ってくれん。やっておれんな，河村さんといって。
　この間，某政府高官と会いまして，えらい言っていましたよ。市長，自分の
お給料をこんだけ下げて。言っておきますけれども，覚悟すれば ₈₀₀ 万円です
から暮らせますから。₂₀₀ ～ ₃₀₀ 万円であるとなかなか苦しいから，手取りで
じゃないですよ，総支給ですから手取りは ₅₀₀ 万円ぐらいじゃないですかね。
それを受けて，議会は半分にしたけれども，またこの間，戻してまったがな，
３分の２持っておるもんだで，でしょう。
　ちなみに，私はしょっちゅう言っておりますけれども，ここでワーワー言う
のはあれなんですけれども，市長と議会を両方選ぶ場合は，アメリカの物まね
なんですけれども，アメリカは議会はノンパーティーなんです。これはちゃん
とルールに，ロサンゼルスシティーチャーターですか，あれにノンパーティー
と書いてありまして，１人１人がちゃんと同意をせい。電話をかけたら，あの
市長よ，あんなもんよ，みんなで否決したろかいというのは，それは違法なん
ですよ。そんなもの当たり前じゃないか。そんなことができたら，市長は解散
権を持っておるのに対抗できませんよ。
　二元代表制なんて，私は国会議員になってみて，あれは和製英語であって，
あれは美濃部さんが議会がなんでも決めるけれども，おれも都民から選ばれた
んだということで，あちら側から二元代表と言ったことで，二元代表なんてい
うことはあり得ないんですよ。市長も選ばれたなら，議員も選ばれたら立派で
すよ。しかし，徒党を組んで政党政治をやるんだったら，それに対して市長と
いうのは対抗手段が，解散権がないとおかしいですから。だから，ロサンゼル
スなんかは無所属なんですけれども，みんなそう。
　たしか地方議員は立候補のときから党派を名乗れないというルールですよ。
ニューヨークの市会議員だけは名乗れたかどうか知りませんけれども，みんな
そうだし，だいたいみんな連続３期 ₁₂ 年でやめますので，誰か親分がおった
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としても，おまえ，賛成しろと言ったって，３期 ₁₂ 年でやめる人とか，ほかの
ようにボランティアでやっておるところなんかは，何のために議員になったん
だということでありまして従いませんよね。しかし，名古屋はそうなっており
ませんので，これはまた市会議員さんの給料が倍に戻ってしまったんです。３
分の２持っていますから，私は減税日本で本当は過半数とりたかったんだけれ
ども，正直言って，これはうまいこといかんですわ。
　ということになりまして，さっきの話を繰り返しますと，ある政府高官が言
っていましたのは，河村さん，本当にやっておれんでしょう。こんだけ給料を
減らして，ほんで市役所の職員も１割減らして。
　市民に税金をそれだけ返して，ほかの改革もあるけれども，₁₈₀ 億円財源を
つくって ₁₁₀ 億円減税。いま１つわかりやすいので，今まだ ₇₀ 億円あるじゃ
ないですか。₁₈₀ 億円つくって ₁₁₀ 億円，₇₀ 億円ありますわね。
　あと，有名な政策では，今，日本中，待機児童の話をようしていますわね。
下手をしましたら，この待機児童が多分日本でナンバーワンの政治課題じゃな
い。私が市長になるとき，名古屋市は実は待機児童２年連続ワーストワンだっ
たんです。具体的に言うと，３年ぐらいかけて保育園は７つか８つしかつくっ
ていなかった。それはいかんわということになって，それから３年で ₇₀ 個か
₈₀ 個保育園を一遍につくりましたよ。ほぼ ₁₀ 倍。今，名古屋はどうなってお
るかといったら，待機児童は４年連続ゼロですね。名古屋と京都だけです。
　なんでできるのかといったら，それはお金がかかるんですけれども，今言い
ましたように，₁₈₀ 億円現金をつくって，₁₁₀ 億円は減税ですから，まだ ₇₀ 億
円，実際はもっとほかの改革もあるんですけれども，₇₀ 億円あって，使ったお
金は ₃₀ 億円ぐらいですね。もっと金は使っておりますけれども，国から，い
わゆる補助金が出ます。補助金といったって，実際は名古屋が上納しておる金
ですけれども ─ ということが起こったということでございまして，あと，資
料をつくってまいりました。

　１ページ目，減税条例はこういうことでございまして，税率は５％軽減した
税率とするということで細かく書いてありますが，それは後で見たってくださ
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い。
　減税の規模は，次のページ，減税額 ₁₁₇ 億円で，法人が ₃₂ 億円，個人市民税
が ₈₅ 億円ということでございます。
　条例の目的としましては，これは条例に書いてありますけれども，「現下の
経済状況に対応し，市民生活の支援及び地域経済の活性化を図るとともに，将
来の地域経済の発展に資する」と，市長提案理由として，行財政改革を不断に
実行していくための強力な推進力，納税者の皆様に対する感謝のメッセージ，
地域社会に寄附文化を根づかせるためのかけ橋ということで，先ほど言いまし
たように，行政の許可が要りまして，許可の内容というのは全部真水で出すこ
と，行革で出すこと。端的に言いますと，起債でぼんとつくって，それを減税
に充てることはできないということですから，おのずと行革になりますという
ことで，減税の規模は今書いてあったとおりでございます。
　次のページに行きまして，市民税減税ができるようになった経緯，２ページ
ですね。これが平成 ₁₁ 年に成立した地方分権一括法により地方財政法が改正
され，平成 ₁₈ 年度から標準税率未満の自治体においても，総務省の許可を前
提に地方債の起債が可能となったということで，平成 ₁₈ 年以前においては減
税すると，標準税率未満課税をやりますと起債ができないという状況だったん

・河村たかし率いる名古屋市は，市民生活の支援，地域経済の活性化を図るとともに，将来
の地域経済の発展に役立てようということで，個人については平成 ₂₄ 年度，法人につい
ては平成 ₂₄ 年４月１日以後に終了する事業年度分から，市民税の税率を一律５％引き下
げている。

●名古屋市の個人市民税の税率

区分 税率（他の市町村）

均等割 ₃︐₃₀₀ 円（₃︐₅₀₀ 円）

所得割 ₅．₇％（６％）

・「増税は正義」のような考え方が蔓延し，政治がそうした考え方を後押しし「重税国家」路
線を走るのでは，この国の国民に未来はない。

・血税浪費につながるムダを削り，「市民・納税者ファースト」の立場から実施している名
古屋市の市民税減税を紹介し，自治体租税政策の羅針盤となる税財政政策のあり方を探っ
てみる。
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 【平成 ₂₉ 年 ₁₂ 月９日特別講演】

名古屋市の市民税減税条例

 １　目的

　現下の経済状況に対応し，市民生活の支援及び地域経済の活性化を図るとともに，将来の
地域経済の発展に資する

 ２　税率

　名古屋市市税条例に定める税率から５％を軽減した税率とする

（１）個人市民税
　【均等割】　減税前　₃︐₅₀₀ 円 → 減税後　₃︐₃₀₀ 円
　【所得割】　減税前　　 ６％ → 減税後　　 ₅．₇％

（２）法人市民税
　【均等割】

法 人 の 区 分 税　　　率

資本金等の額 従業者数 減税前 減税後

公共法人・公益法人等 —
５万円 ₄．₇₅ 万円

１千万円以下
₅₀ 人以下

₅₀ 人超 ₁₂ 万円 ₁₁．₄ 万円

１千万円超　１億円以下
₅₀ 人以下 ₁₃ 万円 ₁₂．₃₅ 万円

₅₀ 人超 ₁₅ 万円 ₁₄．₂₅ 万円

１億円超　　₁₀ 億円以下
₅₀ 人以下 ₁₆ 万円 ₁₅．₂ 万円

₅₀ 人超 ₄₀ 万円 ₃₈ 万円

₁₀ 億円超　　₅₀ 億円以下
₅₀ 人以下 ₄₁ 万円 ₃₈．₉₅ 万円

₅₀ 人超 ₁₇₅ 万円 ₁₆₆．₂₅ 万円

₅₀ 億円超
₅₀ 人以下 ₄₁ 万円 ₃₈．₉₅ 万円

₅₀ 人超 ₃₀₀ 万円 ₂₈₅ 万円

　【法人税割】

法 人 の 区 分
税　　　率

減税前 減税後

資本金１億円超
₁₂．₁％ ₁₁．₄₉₅％

資　本　金
１億円以下

法人税額 ₂︐₅₀₀ 万円超

法人税額 ₂︐₅₀₀ 万円以下 ₉．₇％ ₉．₂₁₅％
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 ３　減税の規模

平成 ₂₉ 年度 （億円）

区　　　分
均等割 所得割・法人税割

減　税　額 ₁₁₇ ₈ ₁₀₉

個人市民税  ₈₅ ₂  ₈₃

法人市民税  ₃₂ ₆  ₂₆

 ４　適用関係

（１）個人市民税　　　平成 ₂₄ 年度分から
（２）法人市民税　　　平成 ₂₄ 年４月１日以後に終了する事業年度分から

 ５　その他

　条例の施行後３年以内に市民税減税について検証する旨を附則に規定
　平成 ₂₆ 年 ₁₁ 月に検証結果を公表（市公式ウェブサイトに掲載）
　平成 ₂₉ 年 ₁₁ 月に再度検証し，結果を公表（市公式ウェブサイトに掲載）

 ６　個人市民税減税額のモデルケース（夫婦と子ども２人世帯）

平成 ₂₈ 年度分の個人の市民税に適用される税制に基づく試算

収入額 減税前の税額 減税後の税額 減税額

₃₀₀ 万円  ₁₆︐₇₀₀ 円  ₁₅︐₄₀₀ 円  ₁︐₃₀₀ 円

₅₀₀ 万円  ₉₁︐₁₀₀ 円  ₈₆︐₁₀₀ 円  ₅︐₀₀₀ 円

₇₀₀ 万円 ₁₇₈︐₄₀₀ 円 ₁₆₉︐₃₀₀ 円  ₉︐₁₀₀ 円

₁︐₀₀₀ 万円 ₃₂₀︐₆₀₀ 円 ₃₀₄︐₄₀₀ 円 ₁₆︐₂₀₀ 円

（注１）夫婦のうち１人が，もう１人に扶養されているものとして試算
（注２）子２人のうち１人が ₁₉ 歳以上 ₂₃ 歳未満，１人が ₁₆ 歳未満として試算
（注３）一定の社会保険料が控除されるものとして試算
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です。起債ができないと行政はできませんので，したがって，減税というのは
できないというのがそれまでだったんですけれども，平成 ₁₁ 年にこういう法
律が通ったということでございます。
　そのときの通った状況を調べてみますと，通したのは国会ですけれども，実
際は総務省がやっておりまして，総務省が言っておるのは，やっぱり行政改革
をやって減税という格好で市民に戻すということはええことじゃないかという
のが１つ。それから，やっぱり地方税も競争すべきじゃないかと，総務省もえ
えこと言っていましたね。たまにはええことをやるぞ。
　確かにそうですよ。私は零細企業をやってきましたけれども，なんで経済が
発達したかというと，これはよりよいものをより安くつくる，これは自国の競
争のおかげですわな。よりよいものをより安く。それじゃ，地方税だって，よ
りよい公共サービスをより安く提供するというのは競争してもいいじゃないの
かと思いますね。私はこれは思います。そういう精神で平成 ₁₈ 年にできたと
いうことで標準税率の改正，いろいろごちゃごちゃ書いてありますけれども。
　ただ，なおの後，なお，地方税法第 ₃₁₄ 条の３において個人市民税所得割の
税率は，１つの率でないとならないとされておりまして，これが……。
　要は地方税法 ₃₁₄ 条の３というのがありまして，個人市民税所得割の税率が
１つでないといかんという条文を実はつくったものだから，普通わかりますけ
れども，金持ちの減税率を少なくして，庶民の減税率を多くするとすると，人
聞きがええことは，これはそうじゃないですか。それだし，そういうことも言
えるということで，平成 ₁₈ 年までだったと思いますけれども，市民税の税率は，
庶民は３，普通は８，それから金持ちは ₁₀ じゃなかったかな。たしか累進税
率だった。だけれども，平成 ₁₉ 年に単一税率に変わりまして，１つの税率と。
それが今回の６％の１つの税率にする。
　その考え方は，会費収入みたいなものだと。金持ちのうちも庶民のうちも，
ごみの収集車は同じように来るという考え方で，単一税率にしようということ
になりまして，したがって，減税した場合でも，これは単一税率ですから，金
持ちの税率を，減税率を少なくするということはできないというふうに，これ
は総務省からはっきり言われまして，大分やったんですけれども，税はもう１
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個条文があって，地方税は自治体に応じていろいろ柔軟にできる（不均一課税）

という条文もたしかありますから，そっちでいいじゃないかと，相当熱心にわ
しも総務省にワーワーやったんですけれども，この条文がある以上は，１つの
と明確に書いてあるから，それはやっぱりだめだということになりまして５％
減税ということ。
　それから，税はシンプルという１つの大きな命題もあって，ややこしいバー
っとなるよりも，当時，初めは ₁₀％と言いましたけれども，５％減税と言った
ほうがわかりやすいのではないかということでそうなったということでござい
ます。
　それから，効果のことがいろいろ書いてありますけれども，いろんなことが
ありまして，疲れますけれどもね。
　あと，こっちのほうはよしと。

　あと，資料のほうに行きましょうか。資料１でいきますと，先ほど言いまし
たように，資料１は地方財政法５条の４に明確に書かれておりますけれども，

「いずれかが標準税率未満である地方公共団体は」云々と書いてありまして
「総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない」と，政令市の場
合は総務大臣の許可が要るということになったわけです。

　次の資料２です。これが総務省の許可の通知という恐ろしいものです。こう
いうものをいただくことになる。これは申請して，毎年出さなければいけませ
ん。聞くところによると，アメリカには地方税法というのがそもそもないんで
しょう。そうだよね，たしか。たしかそのはずですけれども，たしか石村さん
がそう言っていました。地方税法というのはないんだよ，そんなものといって。
確かにそうだね，それは。
　アメリカの場合は州がやっていますからあれですけれども，だから，日本に
は地方税法というのがありますから，これは地方財政法に従って，ここに書い
てありますように，平成 ₂₉ 年云々の「地方財政法第５条の４第４項の規定に
基づき申請のあった起債については，許可する」，平成 ₂₉ 年９月 ₂₈ 日総務大
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臣と。これは毎年もらうんですわ。だから，減税分というのは真水でちゃんと
生み出しておるということを証明せないかんということでございます。
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　資料３に行きますと，これが先ほど言いましたように，所得割の税率が第
₃₁₄ 条の３と，これね。「₁₀₀ 分の６の標準税率によって定める率を乗じて得た
金額とする。この場合において，当該定める率は１つの率でなければならな
い」という規定がありますので，盛んに金持ち優遇だとかいって。ふるさと納
税も金持ち優遇だと言われてますね。
　減税も同じ率で５％減税しますので，そのかわり，この条文があるからしょ
うがないんですよ。本当は金持ちのほうがようけ持っておりますわね。しかし，
その分，ようけ払っておったわけですよ。しようがないわな，これは。１つの
率の定率でやった税ですので，残念ながら，違法なことはとりあえず革命でも
起こさないとできんものですから，違法なことはできないということで，こう
いうふうになっております。

　資料４，これはいろいろありますけれども，これもいろいろあって減税，政
治的な問題を言いますと，減税というのは，それから平成 ₁₈ 年に法律ができ



18

て減税ができるようになった。平成 ₁₈ 年，₁₉ 年，名古屋が減税をやりかけた
ころには，たしか ₁₀ 都市ぐらいがやったんじゃなかったですかね。日本中で
₁₀ 都市ぐらいが。では，今はどうなったかといったら，これは全部やめという
ことで，相変わらずというか，やせ我慢というか，恒久で減税を続けておるの
は名古屋市だけでございます。当時，₃︐₃₀₀ ぐらい自治体があったと思うけれ
ども，今は ₁︐₇₀₀ 幾つだと思いますけれども，名古屋市だけ。えらいもんです
よ，これは本当に。誰も褒めてくれへんと。
　なんでみんな減税をやめると思いますか。先ほど言った僕のところへ来た政
府高官と，わしがよう言っておるのは，酒を飲まなやっておれんと。どういう
ことかといったら，問題は広がりゃせんからですよ。ある意味では起債を財源
にできませんので，行革をやらなければ減税ができないんですわ。
　だから，一番わかりやすいので言うと，やっぱり公務員の給料ですね。よく
僕らに文句を言う人は，いや，それは河村君，名古屋だでできるんだろうと。
トヨタ自動車がある名古屋だで。だけれども，公務員の給料というのは，実は
田舎のほうが官民格差は大きいですよ。だから，５％とか１割とか，公務員が
ちょっと自分のところの給料を辛抱すれば，財源はできるんですよ。
　それぞれ皆さんのお住まいの自治体で，公表されていますから計算されてみ
たらいいですよ。職員の平均給与と何人おってと，それを５％なり１割減らす。
そうしたら，どうなるか，それを市民税の額に当てはめてみると，本当に減税
できるがやということになります。だで，せっかくつくったんですけれども，
いかんですね。税金で食っとるほうの人は誰がおるかといったら，首長，それ
から議員さんと公務員ですわね。こっちは減税されるとそれは嫌でしょう。一
番嫌じゃないですか。これは公務員の一番おいしい食べ物といったら税金です
から，増税すれば，自分の仕事というか，テリトリーがふえますので，いろい
ろなことができるということになりますわね。
　減税されるのが一番嫌だ。自分の給料が減る可能性があって，現に名古屋が
減りましたから，ということになって，これは公務員が強いで何ともならんで
しょう。となると，本当はマスコミがある程度言わないかんわな。最後の結論
を出していくといいんですけれども，名古屋の場合は ₁₁₀ 億円毎年減税してい
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ますけれども，税収は私，これでもう８年やっていますけれども，４年で ₁₁₀
億円分戻りました。さすが，全部減税のためとは言いません。それはトヨタ自
動車のおかげもあるかもわからない。あるかもわからんですけれども，４年間
で ₁₁₀ 億円分戻りまして，もう４年たちますので，来年か何か，₁₁₀ 億円減税
したのが ₂₂₀ 億円実は増収になっております。ということなんです，これは。
　わしがよう言っておるのは，国の政治もそうだけれども，ほかの地方の方も
よう言いますけれども，福祉のために税金を上げないかんとよう言うじゃない
ですか。名古屋なんか減税しておるので，それこそ福祉ががたがたにならない
かんじゃないですか。とかいって，誰も褒めてくれんですけれども，待機児童
もそうですし，敬老パスだってむちゃくちゃ安いし，私は名古屋が福祉日本一
だと思いますよ。どこか文句言っていただいてもいいですけれども，日本一で
す。話がおかしいんじゃないのといって。ということは，やっぱり減税すると
増収になると思うんですよ。可処分所得をふやしますから，そのほうが，そう
いう政治がいいじゃないですか。そうでしょう。
　だけれども，もう１つ言いますけれども，問題は，それを決めるのは議会で
すね。議会がリコールまでやりまして，代理戦争もいろいろありましたで，可
決しましたけれども，先ほど冒頭に言いましたように，みんな日本では家業に
なっていますから，外国はボランティアないし任期制限なの。そうすると，議
員というのは何年かやったらやめるんですわ。やめて民間で仕事をやらなあか
ん。となると，民間の目から見ますから，やっぱりそれは減税のほうになるわ
けですよ。
　反対に，日本みたいにずうっと議員で食っていこうと，これは平安時代だね。
藤原道長だ，今の日本はこんなものですよ。ということです。議員が家業にな
って，議員でずっと飯を食って続ければ，これはそんなもの，減税より増税の
ほうがええに決まっているじゃないですか，こんなの。そうでしょう。という
ことになってしまって，議会が何と減税はいかんと言いかけるんですよ。とい
う話になって，ちょっと待って，議員というのは納税者のラーメン屋のおやじ
の味方じゃないのか，公務員の味方かいと。いやいや，実は公務員の味方なん
だ，これが本音ですわね。わかります，それは。
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　ということで，要は減税というのは，今やっておるのは日本中で名古屋市だ
けでございます。だから，総務省から感謝状をもらわなあかん言うとるの。こ
んなばかなというか，本当にその気になりますよ。

　それでは，次の資料５というのに行きましょうか。これで何が言いたいかと
いうと，一番右，細かいやつはちょっとわかりませんのであれしますと，資料
５の縦になったグラフがあるでしょう。これが平成 ₂₆ 年度市内総生産の対 ₂₁
年度増減寄与度（名目）とやってございまして，名古屋が，実は GRP という指
標があるんです。GDP というのは国家のことですけれども，グロス・リージ
ョナル・プロダクトということで，それぞれ名古屋市とか，ここでいきますと
横浜，京都，大阪，神戸というところが ₂₁ 年，₂₂ 年，₂₃ 年，₂₄ 年，₂₅ 年，₂₆
年の６年間でどれだけ成長したかというのが数字でちゃんとわかるようになっ
ております。
　これを見ていただきますと，名古屋がトップ，₅．₂％ということです。名古屋
が一番成長しておると。第２位が次の神戸ですか，₄．₇％，次が京都の ₃．₈％，
それから次が大阪の ₁．₈％，横浜なんかマイナス ₀．₁％というふうに成長して
おります。事業のこれも言っておるんだけれども，テレビや何かを見て，コメ
ンテーターか何かが出てきまして，財政がどうのこうの，皆さんの前で言うと
感じ悪いけれども，財政とかああいうものは，要するに総務部であって，私は
名古屋市役所で言っておるんですよ。名古屋市役所というのは，名古屋市全体
が栄えておればええんだと。これは言ってみれば総務部なんですよ。
　日本国もそうだけれども，日本国が財政赤字だと，そんなの大うそで，名古
屋もそうだけれども，日本ほど財政の健全な国はありませんよ。金が余ってま
って，余った場合は貯蓄投資バランスに従って一般勢力が使うのであって，そ
れを起債と言っておるんで，何を言っておるんだということで，要するに，市
民全体の経済規模は，ちゃんと延びておるかどうかが全てなんですよ。この経
済規模にかける何％ということで，税金程度はもらえますから。あまり財政が
─ 財政か何か知りませんけれども，本当に威張らんことだね。何なんだとい

うことでございますよ。



22



23

 　名古屋市の市民減税条例

　これを見ていただきますと，名古屋が一番，₅．₂％で，ずっとグラフを各業種
別にいろんなマークがついておりますけれども，業種別にいろいろ見ておるん
です。特に別に製造業はいいですけれども，全体的に非常にバランスがとれて
マイナスが少ない。₀．₀ より下はマイナス，足を引っ張っておる産業分野とい
うのがほかの都市と比較して少ないということで，減税という毎年 ₁₁₀ 億円ず
つ皆さんに戻しておるというお金が底辺としてきいておるのではないかという
ふうに ─ これはもうちょっと分析できんかと言っていますけれども ─ 思わ
れますけれども，これはトヨタだけのおかげでしょうか。
　トヨタはすごいですけれども，名古屋港なんか毎年６兆円も貿易黒字がある
んですよ。ことしは７兆円になるんじゃないかと。輸出は ₁₀ 兆ぐらいありま
すけれども，輸出から輸入を引いた，名古屋港は毎年６兆円でしょう。半分は
トヨタ自動車ですけれども，部品まで入れると６割ということで，物すごい金
が，名古屋港は南のほうですから，どっちのほうになるかよくわかりませんけ
れども，見ていただきますと，毎日すごい金が海外から入ってきております。
アメリカですか，中国も今多いですかね。すごいお金がありますね。
　ということでございまして，実は名古屋なんか金が余ってまってどうしよう
もない。
　毎年，名古屋市の担税力といいますか，たしか毎年上納しておるお金が１兆
₅︐₀₀₀ 億円だったと思いますよ。交付税は ₁₁₀ 億円ですか，これは思うんです
わ。そういう仕組みなんですわ。数年前，私が調べたところでは税金，最大上
納都市ですね。都市でいきますと，２位は川崎，３位は大阪ということでござ
いまして，皆さんは物すごい金を国家に上納しておる。そのお金が北海道や沖
縄やら，ずっといろいろなところに分配されて行っておるということでござい
ます。誤解されませんように。
　ということで，GDP，GRP と言いますけれども，伸びは名古屋がトップだと。
なぜなんだということは，やっぱり減税は関係ないのと。関係ないと言う人も
おるかもわからんけれども，GRP がトップなら，それでいいじゃないのという
ことですわな。ようけ税金をむしり取るところのほうがええんですか。そう思
うが，言っておきますけれども，威張っておる会社はつぶれますよということ
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です。

　次の資料６では，名古屋市の市税決算額はどうなったか，これはわかりやす
いですよ。私が市長になったときは平成 ₂₁ 年だったですね。これを ₁₀₀％とし
ますと，そのときが平成 ₂₁ 年度は市税決算額が ₄︐₉₃₈ 億円ですね。それで初
めは ₁₀％減税しましたから，だから，次の年は ₁₆₀ 億円どかんと下がっており
ます。そこで議会と大もめになって，リコールまでいったわけです。
　それからどうなってきたか，次は５％減税で，しようがない，過半数とれん
もんだで，正直言って５％で妥協したわけです。それで次の年は，いや，これ
だけ戻りまして，一番下がったときは市税が ₄︐₇₆₂ 億円，次が ₄︐₈₆₁ 億円とい
うことで，一番最初のところまで，₁₁₀ 億円戻ったところはどこだったかな，
減税額 ₁₁₀ 億円で，４年ぐらい下げといった話ですわ。これはグラフ全体を見
ていただければわかりますけれども，だいたい ₁₀₀％のところへ平成 ₂₆ 年で
₁₀₂ になっていますから，減税額はここで取り戻しています。
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　それからまた，平成 ₂₇ 年，₂₈ 年となりまして，₁₀₃．₄ ということで，もうち
ょっとで最高税収に達する。平成 ₁₉，₂₀ 年，この辺のところになっております。
先ほど言いましたお話はうそではなくて，実際 ₁₁₀ 億円減税したらもう１～２
年かかりますけれども，₂₂₀ 億円になって返ってきたというのが名古屋市の税
収でございます。

　それからもう１つは，これを見せると公務員が怒っておりますけれども，次
の資料７，名古屋市の普通会計決算における人件費の推移についてというのが
次でございます。これは，このように平成 ₂₁ 年 ₁︐₇₉₈ 億円だったのが ₁︐₆₁₄ 億
円ということですね。これだけドカーンと下がっておりまして，これは怒るわ
ね。わしも名古屋市役所を歩いておれんですわ，これは本当に。ここ椙山女学
園に来たら，どんだけ酸素が多いことかと。市役所は酸素が少なくて困ってお
るんや。こういうことをやればええ。これで ₁︐₆₁₄ 億円ですけれども，これが
今割りますと平均 ₆₁₈ 万円です。
　だけれども，民間から比較すればええですよ。今，一番苦労していらっしゃ
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るのは，ろくでもないおとっつぁんと結婚して，１～２回別れたお母ちゃんた
ち。これはみんな年収 ₂₀₀ 万円ないですよ。夜８時，９時までパートのかけ持
ちをやって必死になって生きておる。夜までパートのかけ持ちしていたら，う
ちへ帰れんせん。子供たちがうちで飯を食えんもんで，コンビニにみんな集ま
って不幸が起こる。これは物すごいですよ，こういうの，名古屋でもです。
　ここでは言えませんけれども，表に出んような話はたくさんあります。特に
高校生なんかも多いです。高校生とそのおっかさん，みんな頭を抱えちゃって，
いじめの話ばっかりよく出ますけれども，いじめは法律ができたから，いじめ
って別にありますけれども，いじめではない，例えば発達障害があるとか，ち
ょっと成績が悪いとか，親がけんかしておるとか，それからちょっと体が不自
由だとか，そういうことを深刻に思って最悪のケースに至る場合が物すごくぎ
ょうさんありますよ。そういうお母ちゃんたち，収入 ₁₀₀ 万円以下。それで民
間の人はみんなだいたい ₄₀₀ 万円台でしょう。公務員が ₆₁₈ 万円あればええや
ないの。
　数年前に人事委員会勧告というのがありまして，わしもそんなもん，文句を
言っておりますのであれですけれども，ことしは若干なりましたし，若手のほ
うを割と上げて，上は上げんというのを出しましたから，これはええかとは思
っていますけれども，公務員は優秀だで，ようけ給料を上げたってくれと言う
もんね。公務員って優秀なんですか。試験を受けたことだけは認めるけれども，
なんで公務員が優秀なんですか。
　こういうことはあまり言わんほうがいいですよ。なぜかというと，権力を持
っていますから。どのぐらいの権力かといいますと，名古屋市の予算というの
は２兆 ₅︐₀₀₀ 億円から ₆︐₀₀₀ 億円あるんですね。水道とか地下鉄とか入れまし
て，全会計２兆 ₆︐₀₀₀ 万円。職員が２万 ₅︐₀₀₀ 人でちょうど割れるんですよ。
となると，公務員１人頭，年間だいたい１億円の処分権を持っています。
　１億円というと，皆さん，民間の会社で割ってやってください。全然ありま
せんから。売り上げで割っちゃいけないよ。公務員の場合は一応処分しますか
らと言ったら，そんな勝手には使えんで，当たり前だ，そんなことを言って，
これはほとんど義務的経費ということで，保育園のお金だとか，生活保護だと
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か，そういうのが多いですけれども，しかし，自分で処分する権限を持ってお
るわけです。会社で言いますと，粗利益ですね。売り上げから売り上げ原価を
引いた粗利益を従業員で一遍割ったってみてくださいよ。１億円なんてとんで
もない，ありません。だから，公務員というのはすごい権限を持っています。
　いろんな話もごちょごちょと，公務員と民間の方と相談すると，一発で民間
はだいたい撃沈してきますね。ちょこちょこっと言われると，みんなアウトと
いうことです。それはそれだけの許認可と金も持っておるんでという，すごい
ところですから。その分，全公務員に年間１億円ずつ皆さんが納税しておると
いうことです。いわゆる公共料金も入れてね。水道とか，そういう交通も入れ
てですけれども，だから，すごいよということで，これだけ人件費を減らしま
したということで。

　あと，もう１つ資料８ということで，これは……。
　新しく差し替えですけれども，これはなんとなく左の隅のあれがあると，こ
れは大阪とか神戸がよく見えますけれども，何か計算方法が違っておるんやな
いか。計算方法が違うやつを持ってくるなと言うんだけれども，これは市債現
在高ということで，ずっと大阪，横浜，名古屋，京都，神戸と人口比がいろい
ろありますので，裸の数字ではいけませんけれども，名古屋は私が市長になら
せていただいてから，市債残高で言うと ₅︐₀₀₀ 億円減りましたですね。これは，
いわゆる健全だということです。減税すると実は財政は健全化すると思うんで
す。逆だでね。頭に置いておいてちょうだいよ，本当に。いわゆる健全化です。
　だけれども，しょっちゅう言っておりますけれども，実は財政危機というの
はうそなのであって，日本は金が余って困っておるんです。外国から来た金と
いうのは内部で余るんですよ。三面等価の原則と言いますけれども，これは説
明するのはなかなかいかんわい。わしは古紙屋の息子だもんでよ，どうしても
おれの言うことを信じてくれへんです，世の中は。もっとペケペケ大学みたい
な権威のある人が言うんだったら，やっぱりリチャード・クーさんですね。リ
チャード・クーさんは本物の経済学者です。ペケペケ大学のそういう人たちは，
別に受験勉強でペケペケ大学へ行っただけで，そんなものは学者でもなんでも
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ないですから。
　ということで，どうやっていったらいいかというのは，この間うちからいろ
いろ考えておるんやけれども，じゃ，トヨタのレクサス，₁︐₀₀₀ 万円でいいや
つがあったとしますね。国内で売った場合，誰かレクサスを買ったと。そうす
ると，皆さん御承知のように，生産＝分配＝消費ということで，生産したもの
を誰かが買った場合は，その雇用者に対してお金が回っていかないかんです。
それは ₁︐₀₀₀ 万円で買った人がサラリーマンだったら，その会社の社長のとこ
ろへ ₁︐₀₀₀ 万円いかないか，それは国内だと回ります。
　しかし，これは外人が買った場合ですよ。要するに，外国から借りてきた，
入ってきたお金。外人がトヨタのレクサスを ₁︐₀₀₀ 万円で買った場合は，お金
は入ってきますわね。お金は入ってくるけれども，外国人の，例えばアメリカ
人の雇用主のところにお金が ₁︐₀₀₀ 万円行かんじゃないですか。だから，お金
というのは余るんですよ。その場合はかわりに政府部門が引き受けるというこ
とで，当然のように名古屋市とか愛知県とか日本国だとか，そういうところが
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引き受けて，お金を回す，お金だけ入ってきますから。というのが三面等価の
原則なのであって，先ほど言いましたように，名古屋港に毎年６兆円入ってき
ますので，これはすごいですね。
　どのくらいの金額かようわからんもので，わしは一杯飲みながら，給料が安
いで，いつも古出来町の居酒屋でよう飲んでおりますけれども，あと，人の金
で飲むときは高い酒を飲みます。ええやつねぇかと言って，自分の金で飲むと
きはだいたい某焼酎ですわ。その居酒屋で飲むと，ボトルが入っておって飲む
だけなら，₂︐₀₀₀ 円で飲めんことはないです。₂︐₀₀₀ 円で６兆円って，どのくら
い名古屋港だと飲めるかといったら，₃₀ 億回飲めますね。この間，飲みながら
計算しておった。
　₃₀ 億回飲むと何年かな思って，一応 ₃₆₅ 日飲んでおるといかんで，₃₀₀ 日に
しますと，₃₀ 億回と ₃₀₀ 日になると ₁︐₀₀₀ 万年飲めるということで，すごいで
すよ。毎日，居酒屋で ₁︐₀₀₀ 万年，₆₅ 日は休肝日にしまして，飲み続けるよう
な物すごいお金が名古屋に入ってきまして，これは某銀行というのが，実は河
村さんの言うとおりですわ言うて。物すごい金で，名古屋なんかでもこうやっ
て起債を減らしたり，日本中財政危機だといって，要は自治体がみんな金を使
えへんわけですよ。何か借金だ，借金だ言われて，利息を払わないかん。
　この間，気づいたんだ。利息分は既に，実はお金が外国から入ってくるとい
うだけで，トヨタはもうそれだけ分のレクサスは生産していますから。だから，
実はそれだけの経済効果はもう既に発生しておるんです。ということでござい
まして，某銀行なんかでも困っちゃっておりますね。お金はどうしたらええん
だということで，名古屋で使わない場合は，普通は国債を買うんですわ。
　国債を買うんですけれども，最近は国債に資金を持っていってまうもんで，
どうしておるんだいうたら，何か日銀に金を積んでおくだけでええという制度
があるんだってね。それは何じゃいうたら，逆金利で金利を払わないかんじゃ
ないかといったら，いや，一定の限度額までは金利をもらえるんだと言ってい
ましたけれども，積んでおる金で日銀がやっぱり国債を買っておるという状況，
それで金利が低いということは，実は日本は物すごい金が余っておるというこ
とでございますけれども，金がねえ，金がねえと言って地方は使わないという
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状況になってしまったということでございます。

　学問，あまりうちらみたいな商売は，本当に零細企業をやってきましたので，
今，息子がやっていますけれども，従業員５人かそこらのを零細企業でやって
きまして，あまり関係なかったですね。
　ただ，言えることは，僕らだと変なことをやっていると倒産するんですよ。
だから，常にあるものを利用しようと，それは名古屋城だってそうですね。あ
れだけのものがあって図面があれば，木造にしようとしたり，いろいろ考える
んですわ。だから，本当に金がないのかと思いますわね。なんで金がないなら
金利が低いんだと，普通思うでしょう。それで国会議員，本当は総理にならな
いけなんだですけれども，なかなかうまいこといかんもんじゃないですか。あ
のようになるかわからんといって。こんなことですか。

　それでは，子供のことを１つ言っておきますか。これは僕が死んだらぜひ語
り継いでいってほしいんですけれども，先ほど言いましたように，名古屋も子
供さんの不幸というのが物すごくありまして，４年前にある中学生が亡くなっ
て，彼が遺言書でもしあの世があったら見てみますと。ありがとうと亡くなっ
たけれども，それからすぐまた次の年も亡くなって，アメリカはどうなってお
るのかなと思ったんですね。
　名古屋とロサンゼルスというのは ₅₀ 何年ですか，姉妹都市で物すごく古い
んですね。アメリカ人というのは優しいし，キリスト教だということもありま
すけれども，それから異民族国家だから，これはどうなっておるんやろうかと。
ロサンゼルスに行って驚くべきことがね。向こうの教育委員と話をしたんです。
そうしたら，女の人ですけれども，４人か５人いましたけれども，こう言いま
したよ。私たちは数学の授業は苦手です。だけれども，数学の先生は，私たち
のような仕事は苦手なんですと。いわゆるスクールカウンセラーというんです
ね。日本もいますけれども，日本はみんな非常勤なんですね。学校は教職をと
った教師のものなんです。スクールカウンセラーといって別の常勤がおるとい
うのはないんですよ。
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 　名古屋市の市民減税条例

　私はびっくりしまして，それからこれはえらい発見をしたなということで，
これは日本で名古屋しかありません。いわゆる専門職による常勤のスクールカ
ウンセラー，そのかわりトレーニングせなあかんから，これは大変ですよ。ア
メリカは，そのときに名前も言いますと高原さんといいまして，僕が直接電話
をしたんです。教員は，どれだけ言われたって教員でない人を自分たちで入れ
ることはしないんです。これはえらい発見をしたなということで，アメリカの
ケンタッキーのルイビルというところで，アメリカのスクールカウンセラーを
₁₀ 年やった日本人がいまして，僕が電話して，ええよと言って，ほいじゃ，一
遍名古屋に行くわと言って，彼が今来てくれるからできるんですけれども，試
行錯誤で大変でしたわ。
　養成するのは自分のところでやらないかんのだもの。今，だいたい ₁₀₀ 人に
なりまして，この４年間でもう子供さんの悩みの相談は ₅︐₀₀₀ 人を超えますよ。
₅︐₀₀₀ 人，もっとふやさなあかん。だから，先ほど言いましたように，それは
どちらかというと，いじめのところからやってきたんだけれども，それもそれ
ですけれども，発達障害があるとか，ちょっと成績が悪いだとか，親が離婚し
て大変だとか，そういうお母ちゃんたちに夜行って１時間，２時間の話し相手
になってあげる。そういうことをやる人をつくらないかんです。
　そういう話をしておって，じゃ，アメリカはどうなのかといったら，教員養
成するところの中に数学とか社会とか理科の先生はもともと教育学部に半分し
かいないの。あと半分は，だから，子供さんたちをどう運営していくかという
ことをやっておるんですよ。それを今名古屋でやろうということで，もう大変
ですよ。これはやる人をつくらな。
　椙山女学園もやっていただければええですけれども，今のところやっておる
のは，名古屋市立大学がことしから ₁₁ 人ですけれども，これは大学院ですけ
れども，そういう人たち，カウンセラーの専門職をつくる。それから，愛教大
は，学部ですけれども，₅₀ 人だったかな，こういうのが始まっていくのは日本
で初めてですよ。
　ということが始まっていくというんだけれども，さらにやらなあかんのは，
みんな日本の中でもそうだけれども，中学校でもがんがんに内申点でやられる
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でしょう。内申点がちょっと悪いとか，発達障害が何かあると，みんな将来を
悲観しちゃうんですよ。アメリカの場合はどうかというと，小学校ぐらいから
大きくなったら何になるのということで，あなたはこういうことが合っている
よと。就労支援といって，リクルートのああいうやつじゃないですよ。もっと
この子供さんに対して，どういう人生がいいのかということを応援してあげる
キャリアカウンセラー，こういう人たちが学校に１人ぐらいちゃんとおるんで
す。₅₀₀ 人に１人ぐらい。
　これがわかりまして，今，さらに今までのスクールカウンセラーを拡充して
やっていこうということ……。
　まとまりのない話になりましたが，こんなところです。ご清聴ありがとうご
ざいました。



Ⅰ　シンポジウム

所得概念の再検討

2017 年 12月9・10日　第 29回大会（於　椙山女学園大学）
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1  ミード報告にみるイギリス型支出税の意義と
課題

1）

川　勝　健　志
（京都府立大学公共政策学部准教授）

はじめに

　₁₉₇₀ 年代後半から始まった支出税論議の隆盛は，主要先進国で支持論が台
頭し，導入勧告が相次いだ点に特徴がある。スウェーデンの「ロディン報告」

（₁₉₇₆ 年）やアメリカ財務省の「ブループリント」（₁₉₇₇ 年），そして本稿で取り
上げるイギリスの「ミード報告」（₁₉₇₈ 年）などがその代表的な勧告である。
　本稿では，ミード報告の主柱を成す支出税論（支出税を中心とする税制改革）

がいかなる租税理論に基づいて主張され，制度設計されているのかをその背景
をふまえつつ所得概念を再考し，その特徴や問題点を整理・検討する。その上
で，同報告書の税制改革案をめぐる論点が示唆する支出税の意義や限界とは何
かを明らかにしたい。

Ⅰ　ミード報告の背景

　ミード報告が公表される背景となる ₁₉₇₀ 年代のイギリス経済は，戦後長き
にわたって主要先進国の中で常に相対的に低水準の成長率しか実現できない中
で，₁₉₇₃ 年の第一次石油ショックによって他の先進各国と同様に甚大な影響
を受け，狂乱インフレと不況の深化の同時的進行によって，激しいスタグフレ
ーションに見舞われた時期であった。そのため，ミード報告では税制改革がイ
ギリス経済再建の手段として，また同時に不平等ないし不公平の是正の手段と
して強調されている

2）
。

　本稿では，ミード報告の主柱をなす所得税中心の税体系から支出税中心の税
体系への切り替え改革をめぐる議論を主たる検討対象とするが，その出発点は，
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当時のイギリス税制が以下のような問題を抱えていたことにある。
　第１に，投資所得の最高税率が極めて高く設定されていることが，租税回避
を目的とした投資を促す誘因となっているという点である。イギリスの所得税
制は，基本税率（basic rate）とよばれる適用階層の広い税率が設けられている
ことが特徴の１つとなっている。イギリスの所得税率を示した表１を見てみる
と，ミード報告が公表される前年度の ₁₉₇₇ 年度で，₃₃％という高い基本税率
が ₆₀₀₀ ポンドまでの課税所得階層に適用されていることがわかる。また同表
から見て取れるもう１つの特徴は，投資所得については，付加税率が適用され
ていることである。所得税の最高税率は ₈₃％であるが，投資所得を ₁₅₀₁ ～
₂₀₀₀ ポンド得ている場合には ₁₀％，₂₀₀₀ ポンドを超えると ₁₅％の税率が上乗
せされる。つまり，２万 ₁₀₀₀ ポンドを超える勤労所得を得ていて，かつ ₂₀₀₀
ポンド以上の投資所得を得ている場合には，₉₈％という極めて高い限界税率が
適用されることになる。
　第２に，所得税と社会保障給付が非体系的に組み合わされているという点で

（出所）IFS（₁₉₇₈）p. ₈₉, Table ₅．₆.

課税所得階層（ポンド） 税率（％）

基本税率 ₀ ～ ₆₀₀₀ ₃₃

基本税率以上の税率 ₆₀₀₁ ～ ₇₀₀₀ ₄₀

₇₀₀₁ ～ ₈₀₀₀ ₄₅

₈₀₀₁ ～ ₉₀₀₀ ₅₀

₉₀₀₁ ～ ₁₀₀₀₀ ₅₅

₁₀₀₀₁ ～ ₁₂₀₀₀ ₆₀

₁₂₀₀₁ ～ ₁₄₀₀₀ ₆₅

₁₄₀₀₁ ～ ₁₆₀₀₀ ₇₀

₁₆₀₀₁ ～ ₂₁₀₀₀ ₇₅

₂₁₀₀₁ ～ ₈₃

投資所得への付加税率 ₀ ～ ₁₅₀₀ なし

₁₅₀₁ ～ ₂₀₀₀ ₁₀

₂₀₀₁ ～ ₁₅

表１　イギリスの所得税率（1977 年度）
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1　ミード報告にみるイギリス型支出税の意義と課題

ある。当時のイギリスでは，社会保障制度で保障されている最低生活水準が所
得税の課税最低限よりも高くなっていた。そのため，課税最低限を少し超えた
所得階層では，所得税と社会保障給付の減少を合わせた限界税率が ₁₀₀％を超
える「貧困の罠」とよばれる状況が最低所得階層においても存在していた。
　第３に，特定の資産を優遇する税制上の措置が貯蓄行動に歪みを与えている
という点である。イギリスでは当時，家計部門の純貯蓄のほとんどすべてを構
成している３つの貯蓄，すなわち持ち家，年金，生命保険への投資には免税や
高度の優遇措置がなされていた

3）
。その結果，イギリスではこれら３つの優遇資

産で貯蓄することが，他の形態で貯蓄するよりも有利となっていたのである。
　第４に，所得税と法人税に共通して高率の減価償却が認められていることで
ある。イギリスの税制では初年度に ₁₀₀％に近い減価償却が税法上認められて
いる投資支出が多い。そのため，イギリスでは全資本控除の ₇₅％が ₁₀₀％の初
年度償却によって占められており，その規模は国内総資本形成の約 ₅₀％に相
当する

4）
。いいかえれば，イギリスの所得税・法人税では，企業活動による所得

の課税ベースが収入と支出の差額（キャッシュフロー）でみた所得に近くなって
いるといってよい。このような課税ベースの資金ベース化傾向は，前述した当
時のインフレの高進に対応し，企業固定資産の減価あるいはインフレ利益の課
税を避けるために拡充ないし導入された一連の特別措置からもたらされたもの
といえる

5）
。

　以上，当時のイギリスの所得税制が所得階層の両極端で極度に高い限界税率
が設けられていたこと，企業の投資支出を事実上控除した形になっていたこと
が支出税の提案，あるいはキャッシュフロー基準の法人税提案の背後にあった。
前述のように，貯蓄や利子に対してかなりの優遇措置が設けられ，基本税率で
かなり高いレベルの所得階層まで比例的に課されていたこと，また ₁₀₀％の資
本控除が認められていた法人税についても，事実上キャッシュフロー基準での
法人所得に近い課税ベースをとっていたことは，当時のイギリスの所得税制が
すでに支出税に近い課税ベースになっていたとみることができる。
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Ⅱ　支出税提案の概要

　ミード報告では所得税の抜本的改革案として，カーター委員会が提案したよ
うな包括的所得税についても検討されている。その結果，包括的所得税につい
ては，税務行政上の負担増大が最大の難点になると評価され

6）
，課税ベースは所

得よりも消費の方が適切であるとして，ミード報告では所得税よりも支出税の
方が望ましいと主張されている。ただし，実際に支出額を算出する場合にはい
くつかの方法があり

7）
，中でも所得調整方式をあらゆる潜在的な納税者に適用す

る「普遍的支出税」（Universal Expenditure Tax, 以下 UET）が最も望ましいと
されている。UET は，あらゆる源泉からの収入を加算すると同時に，それか
ら消費以外の目的のすべての支払いを控除するものとされている。具体的には，
表２で示されているように，まず第１の項目では賃金，俸給，配当，利子など
が個人所得として，第２の項目では資本資産を売却した時に受け取った収入な
どが資本収入として，相続や受け取った贈与などが偶発所得として，課税ベー
スに加算される。次にこれらの合計額から資産取得や貸付けなど貯蓄とみなさ
れるものが非消費支出として控除され，当該年度の消費支出が算出される。こ
のようにして算出された各個人の消費支出に累進税率を適用し，これをもって
現行の所得税に代えるという提案である。これによってどの程度支出するかは，
すべての納税者が決められるので，支出力のある人を特定できるようになるが，
その実現には申告納税制度の導入が前提となる。
　この UET 提案の根拠は，課税ベースの選択問題として提起されている。す
なわち，経済効果としての視点のみならず，公平な税負担という点からみても
消費が所得よりも望ましいという点である

8）
。所得は完全な定義が困難であり，

特にウインドフォールやキャピタル・ゲインの捕捉が所得税では困難であるの
に対して，支出の定義はそれほど難しくなく，またそれは経済的生産を刺激し
つつ富の浪費に基づく高度の消費を重課しうるとしている

9）
。しかし，所得税と

支出税には，それぞれ所得と消費支出をどのように具体的に定義するかという
税法上，あるいは行政上の問題がある。たとえば，所得税に関して言えば，人
的資本とその他の資産からの要素所得を同一に取り扱ってよいかという疑問が
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生ずる。人的資本はやがて高齢化等により減価するのに対して，その他の資産
に関しては，減価償却が認められているか，あるいは減価が生じない性格のも
のであるからである。したがって，所得税では，勤労所得を軽課するか，それ
とも投資所得を重課するかという取扱いが必要になる。支出税においては，こ
のような取扱いは配慮する必要がなく，ミード報告もこの点を支出税の長所の
１つに数えている

10）
。

　しかし，支出税の場合に人的資本であることが特別な配慮を必要としないか
と言えば，そうではなく，教育費を消費支出に含めるか否かという問題が生じ
る。通常の人的資本の見方をとれば，教育費は投資支出であるから消費に含め
ない方が望ましいが，いずれにしても消費の定義を現実に適用する場合に特別
の取り扱いが必要となる点では所得税の場合と大きな差異がないように思われ
る。また，所得税の場合には帰属家賃を所得に含める方が望ましいという所得
算定上の問題が生ずるが，他方で支出税では耐久消費財への支出を消費支出か
ら除くという複雑さが生ずる。

Ⅲ　UET 下での資産の取扱い

1 登録資産と非登録資産
　ミード報告のキャッシュフロー・ベースを用いた課税ベースの算定方式は，
一見すると包括的所得税よりも容易であるかのように思えるが，消費支出額の
測定を「所得－純資産の増加ないし純貯蓄」として行うとしても，実際にはど

（出所）IFS（₁₉₇₈）p. ₁₅₁, Table ₈．₁ より作成。

表２　普遍的支出税の課税ベース算定方式

加算項目 控除項目

１，個人所得
　　 賃金，俸給，配当，利子，賃貸料，利潤，

ロイヤリティ
２，資本収入
　　 資産売却，借入れ，債務返済受取り，現金

勘定減
３，偶発所得
　　相続，贈与受取り

４，非消費支出
　　 資産取得，貸付け，債務返済，現金勘定増，

（贈与），（直接税支払い）

　消費支出
　　₁＋₂＋₃－₄
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のような項目を所得とみるのかという定義問題は残る。また，そのことが一定
の解決をみたとしても，諸所得をどのような方法で測定していくかという問題
も出てくる。そのため，この提案では様々な工夫がなされているが，最も注目
すべきは，控除される代表的な貯蓄である資産購入をその性質に応じて登録資
産（registered assets）と非登録資産（unregistered assets）に区別し，控除可能
なのは前者のみとしている点である。UET を前述のような形で算出するには，
資産を把握しなければならないが，税務当局は納税者が行う資産の購入・売却
行為がわからないため，資産の登録が必須条件となる。つまり，すべての納税
者が金融資産や実物資産などのストックとそれらから生じる利子・配当などの
資産所得（フロー）をともにカバーする帳簿のようなものをもち，それを税務
当局に登録しておかなければならない。このように金融取引について膨大な量
の記録保持が必要となる登録勘定方式の実行が税務行政上，困難であることが
従来，支出税の実現可能性を拒んできた最大の要因の１つであったが，ミード
報告ではそのような資産の登録は必ずしも必要ないとされたのである。
　支出税の課税ベースは（所得－貯蓄）であるから，登録勘定を用いて課税ベ
ースを算定する場合には，収入（粗所得）から資産購入（貯蓄）を控除する必要
がある。具体的には，まず投資支出は「貯蓄」として当該年度の課税ベースか
ら控除され，その後投資収益（資産所得）が発生した時点でそれぞれの時期の
課税ベースに算入される。また，当該資産が売却されると，「貯蓄の引出し」と
してその売却収入（貯蓄引出し額）が算入されることになる。これに対して，非
登録勘定を用いた場合には，税務当局がその資産を把握できないために，課税
ベースの算定において，登録資産とは逆に投資支出は貯蓄と認められず，当該
年度の課税ベースから控除されないが，売却時にはその売却収入が無視（不算

入）される。しかし，その保有期間に発生する投資収益については，登録資産
と同様に，それぞれの時期の収入に算入される。
　他方，借入金の取扱いについては，どうであろうか。登録勘定を用いて課税
ベースを算定する場合には，まず借入れにより受け取った資金は「負の貯蓄」

（dissaving）として算入されるが，返済時にはその元利返済金が「貯蓄」として
すべて当該年度の課税ベースから控除される。これに対して，非登録勘定を用
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いて課税ベースを算定する場合には，登録資産の場合とは逆に借入れにより受
け取った資金は無視（不算入）され，返済時にはその元利返済金は貯蓄と認め
られず，当該年度の課税ベースから控除されない。
　以上のような UET 下での資産の取扱いを整理したのが表３である。同表か
ら，登録勘定方式の下では，貯蓄であれ借入れであれ，資産の購入資金の方は
全額課税ベースに算入される一方，資産の購入は全額控除されることがわかる。
他方，非登録勘定の場合には，貯蓄と借入れを問わず購入資金は課税ベースに
算入されないが，資産の購入については控除が認められない。
　資産の管理を登録勘定と非登録勘定に分類する理由について，ミード報告は
税務行政上の問題を提起している。すなわち，納税者の貯蓄と貯蓄の取り崩し
をすべての資産について記録し，査定するのは事実上不可能であることは明ら
かであり，ポケットの中の硬貨や衣装ダンスの中の衣類といったものまで，そ
の増減について評価するのはばかげている

11）
。非登録勘定では，非登録資産から

生ずる所得（income yield）を課税ベースに算入する以外は，あらゆる取引が課
税ベースの計算から除外される。その意味で，納税者にとっても，税務当局に
とっても，記録やモニタリングなどの必要がなくなり，税務執行の簡素化が図
れるというのである。
　他方で，ミード報告はこの非登録勘定の存在を税負担の平均化を実現する手
段としても積極的に評価している

12）
。すなわち，家族の休暇旅行，教育，住宅や

自動車の購入など，将来の高額消費支出に備えて非登録勘定で貯蓄を行う場合，
貯蓄（控除不可）に応じて毎年少しずつ支出税を納付しつつ，一定の時点で貯
蓄を引き出して（不算入）高額消費に充てることにより，消費時の異常な課税

（出所）筆者作成。

表３　UET下での資産の取扱い

課税ベースの構成項目 登録勘定 非登録勘定

資産（貯蓄） 資産購入
資産所得
資産売却（貯蓄引出し）

控除
算入
算入

控除不可
算入

不算入

借入れ 借入れ
返済（元本，支払利子）

算入
控除

不算入
控除不可
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ベースの膨張を回避することが可能になるからである。あるいは，高額消費の
ために借入れを行う場合でも，借入れ（不算入）には支出税は課税されないが，
以後，元利の返済（控除不可）を行うのに応じて，徐々に支出税を納付してい
くことができる。いずれの場合にも，非登録勘定は，高額消費にあたって税負
担を均す手段として役立つのである。

2 非登録資産の制限
　以上のように非登録資産を認めることによって，確かに支出税を運用する税
務行政は大幅に簡素化され，税負担を自発的に平均化することもできる。しか
し，UET は登録資産と非登録資産を混ぜ合わせたいわば妥協案であるがゆえに，
次のようないくつかの大きな租税回避の機会が生み出され，特に垂直的公平が
侵害される恐れが強くなる。第１に，キャピタル・ゲインの不算入である。た
とえば，株式や不動産などキャピタル・ゲインの期待できる資産を非登録資産
として蓄積しておけば，キャピタル・ゲインを非課税のまま消費に充てること
ができてしまう。
　第２に，税率の変化に応じた勘定方式の選択である。将来の売却時または引
き出し時に税率の低下が確実に予想される場合（政策的引き下げないし限界税率

の低下）には，登録資産として資産を購入（または非登録資産として借入れを利

用）し，逆に税率の上昇が確実に予想される場合には，非登録資産として資産
を購入（または登録資産として借入れを利用）すれば，税負担の軽減を図ること
ができる。
　したがって，非登録勘定をオプションとして認めることは，支出税の実行可
能性を高める反面，様々なループホールを生み出すことになり，公平という観
点からは望ましくない効果を生むことになる。そのため，ミード報告は非登録
勘定を認めながらも，以下のような場合には可能な限りその適用範囲を例外的
なものとして制限しようと努めている点に特徴がある

13）
。

・ 大きなキャピタル・ゲインが期待される資産の登録
・ 非登録資産が生む投資収益への課税
・ 非登録借入金の制限
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・ 高価な個人動産へのキャピタル・ゲイン課税
・ 住宅の登録
　など
　ミード報告は非登録勘定方式の適用を極めて限定し，公平性を一定確保する
努力をしている点で，アンドリュースが提唱した前納勘定方式やその自由な選
択をすべての貯蓄と借入れに認めるブループリントの支出税とは対照的である

14）
。

筆者が本稿のタイトルにおいて，ミード報告の支出税案を「イギリス型」支出
税としたのも，そのためである。しかし，ミード報告の支出税にも次のような
明らかな欠点がある。第１は，非登録資産を認めると，課税時と控除時の資産
価値に変化が起きた時にキャピタル・ゲイン課税が必要になるという点である。
そのため，ミード報告は大きなキャピタル・ゲインが生じる資産に非登録勘定
方式を適用することを制限しているが，非登録資産とせざるを得ない高価な個
人動産には結局，キャピタル・ゲインを認めて課税しなければならなくなり，
キャピタル・ゲイン課税が不要になるという支出税のメリットの１つが失われ
ることになる。
　第２は，資金フロー法による課税ベースの算定を重視するために，資産（貯

蓄），資産所得，借入れ，支払利子などについて所得税以上に情報の記録，管理，
把握が必要となり，納税コスト，徴税コストとも高くつくことは避けられない
という点である。しかも，課税ベースの構成が複雑になるため，ほぼ全面的に
申告納税に依存せざるを得ず，執行面のネックはますます厳しくなる。実際，
消費額を確定するに際して，納税者に資産売却を含む収入額と同時に貯蓄額を
申告させることは容易ではない。

Ⅳ　『ミード報告』支出税論の評価

1 所得の「定義A」と「定義B」
　イギリス税制の弱点の多くは，所得とは何かについて首尾一貫した視点がな
いことから生じている。ミード報告の背景には，こうした不確実でしばしば不
適切な区別を認めない所得の定義を見出すことが，ますます重要になってきて
いるという問題意識があった

15）
。
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　ミード報告は，報告書の第３章で所得には原理上，２つの定義が可能である
とし，それぞれについて言及している。１つは，包括的所得税における所得の
定義，すなわちシャンツ，ヘイグ，サイモンズによって「資産価値を一定にし
た時の消費可能額」と定義され，報告書では「定義 A」とよばれているもので
ある。この定義は，納税者が資源をどのように取り扱ったとしても，当該年度
に発生したすべての経済的機会を真に測定したものになるため，課税目的にお
いて最も公平であるとされている。しかしその一方で，キャピタル・ゲイン

（ロス）やウインドフォールを所得に含めてしまうという欠点があると指摘さ
れている。
　もう１つは，「将来のどの年であっても同一水準の消費を維持可能にするで
あろう資産や遺産が，当該年度末に保有されたままでの消費可能額」と定義さ
れ，報告書で「定義 B」とよばれているものである。つまり，定義 A ではスト
ックの価値の変化まで含まれるのに対して，定義 B では将来確実に出てくるで
あろうフローの方に注目している。つまり，「定義 B」は担税力をライフタイ
ムで見た，安定した恒常所得の部分に依拠しており，キャピタル・ゲイン（ロ

ス）は課税所得から除外されるため，ミード報告は上述の「定義 A」の問題を
解消しうる「定義 B」を高く評価しているのである。
　このような課税所得の定義は，イギリスの所得税の伝統的な見方を受け継い
でいる。イギリスでは，キャピタル・ゲインを所得に含めないという考え方が
一般的であるからである。地主にとっては資産の主たる形態であった土地を保
有することがその富と権力を維持するために必要であった一方で，借地人にと
っては毎年の収穫を処分することはできても，土地を売ることはできないとい
う伝統的な社会の慣行に従っていたのである。つまり，ミード報告は決して新
奇な提案をしているわけではないが，課税所得の「定義 B」を優れた所得の定
義として，より積極的に主張しているのは，それがたとえば，１年という短い
期間で担税力を測定しようとした包括的な所得の定義に比べて，一生涯の個人
の担税力という視点からはより信頼度の高い担税力の測定になりうるという意
味で，理論的な厳密さを備えているからである

16）
。

　しかし，そのことが即座に「定義 B」が「定義 A」よりも優れているといえ
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るわけではない。実際，ミード報告も「定義 B」は，将来の消費を一定に保つ
という将来の期待にかなり依存した所得の定義であるため，実践的な基準とし
て用いられないことを認めている。この定義に従えば，納税者各人が当該年度
に享受し，将来も無期限に享受することを期待できる消費支出の水準は，それ
ぞれが将来に稼得する所得や将来の利子率がどう変化するのか，また支出力の
維持を目的とする当該年度の貯蓄行動に影響を与えるあらゆることに依存する
ことになり，そのような納税者各人が予想するものを税務当局が客観的に捉え
ることは，ほぼ不可能だからである。
　そうすると残された道は，税制上採用可能な「定義 A」に再び戻って包括的
所得税を採用するか，それとも「定義 B」に基づいて所得を定義することに代
わりうる直接税を追い求めるかの２つの方向がある。ミード報告が下した結論
は後者，すなわち長期的なライフサイクルでの所得の定義に年々の支出額で近
似することによって，支出税を採用するという選択である。そして，その選択
を強力に支持する理由として挙げられているのが，「納税者が自らの消費を目
的に社会の資源を使い尽くすたびにいつも行われる請求に課税する

17）
」という点

である。いいかえれば，ミード報告が支出税を所得税より望ましいとしている
根拠は，個人に課税する場合，財およびサービスの消費を通じて，個人が社会
から取り出した価値に課税した方が，労働の対価あるいは資本サービスの提供
に対する利子という形で個人が社会に貢献した価値に課税するよりも公正であ
るという点にある。これは，「累進的な」個人課税の課税ベースとして消費支
出を採用することを強力に支持する論拠にもなっている。累進支出税は，資産
から高水準の消費を賄っている富裕者に対して，累進所得税より重い負担を求
めると同時に，私的な貯蓄で私的な事業の発展や成長をファイナンスするもの
にはるかに大きな機会を与えるからである。
　しかし，恒常所得部分のみで担税力を認めてよいのだろうか。従来の包括的
な所得ベースのアイデアから言えば，やはり変動所得にある程度の担税力があ
るとみないわけにはいかないのではないだろうか。確かに「定義 B」は，首尾
一貫性をもち，優れた特徴を有するが，この定義を近似的に満たす消費課税を
採用すると，もっぱらキャピタル・ゲインを得て，貯蓄を増加させ（消費を節
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約す）る納税者は，支出税の負担がかなりの程度軽減されてしまう可能性があ
るからである。

2 課税ベースの選択論再考
　ではミード報告が，消費支出を課税ベースとする支出税が所得税よりも優れ
ているとしているのは，どのような理由からであろうか。その第１は，年々の
消費支出を課税ベースとして測定することは，定義 A の所得のように発生レ
ベルでのキャピタル・ゲイン（ロス）を課税ベースに含めることに伴う問題も
なければ，定義 B の所得のように将来について主観的な見通しに依存すること
もないという点である

18）
。しかし，ここでも問題が残る。納税者は将来の不確実

性をどう評価するかによって，消費計画を安定的に立てるという保証はないか
らである。また，資本市場が不完全で資産をあまりもたない納税者は，十分な
投資機会をもたないとすると，将来の消費計画はこれらの納税者には不利にな
り，消費を課税ベースにとることは不公平になる。
　第２は，キャピタル・ゲインやウインドフォールのような一時的・偶発的に
生じる所得を税制上の措置によって平均化することは難しいが，支出であれば
個人の自発的な消費時期の決定によって自由に調整できるという点である。し
かしこれは，納税者の消費が所得よりも生涯にわたってより均一に分散させた
場合に限られる。実際には，たとえば出産・入学・病気・死亡その他の事故や
高価な耐久消費財の購入など，多額の出費がなされるであろうから，消費活動
自体はライフタイムでかなり変動的である

19）
。つまり，固定的な課税ベースをも

つ納税者と変動的な課税ベースをもつ納税者との間での累進課税を平等に取り
扱うには，所得課税と消費課税のいずれにおいても税負担を平均化するいくつ
かの調整が求められる。
　第３に，勤労所得と投資所得を差別的に取り扱うことから生じている現在の
問題は，支出税下ではあまり重要でなくなるという点である。たとえば，もし
A 氏が減少すると予想される年間 ₅₀₀₀ ポンドの勤労所得を有しており，他方
で B 氏は永久に維持されると予想される年間 ₅₀₀₀ ポンドの投資所得を有して
いるなら，A 氏は B 氏ほど高い消費水準を維持できる立場にない。消費課税で
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あれば，こうした担税力の違いが自動的に認識される。B 氏は，より多く消費
する余裕があるので，より多く消費すれば，自動的により多くの税を支払うこ
とになる。支出税では，どうしても恣意的にならざるを得なかった資本と所得
の間の境界をもはや維持する必要はなくなるため，キャピタル・ゲインや投資
所得のインデクセーションに伴う資本市場および税制の混乱を避けることがで
きるという主張である。しかしこれは，プレストが指摘しているように，ミー
ド報告は不完全な現行所得税制度と完全な将来の支出税を比較し，後者の方が
優れているとしているが，この前提そのものが誤っているように思われる

20）
。

3 公平課税と資産課税改革案
　支出税の公平性の評価は，世代を超えて移転される資産の課税方法に依存す
るところが大きいため，公平性を確保するには，贈与・遺産税の徹底した強化
が不可欠の条件になる。その意味では，資産課税に関する提案は，公平な課税
を確立しようというミード報告の基本的考えが最もよく表れている。プレスト
は，伝統的な支出税の提唱には貯蓄促進の目的があったが，ミード報告に関し
ては必ずしもそうではないと主張し，その理由として貯蓄の利子弾力性の程度
に対する疑問等に加えて，所得税から支出税への移行に伴う貯蓄の優遇は，後
述する資産課税の仕組みによってかなりの程度失われてしまう点を挙げている

21）
。

これはいいかえれば，ミード報告の支出税提案が貯蓄促進よりもむしろ公平課
税の実現を重視している証左の１つであるように思われる。
　ではミード報告は，公平課税の実現のために，具体的にどのような資産課税
改革案を提案しているのであろうか。課税の具体的あり方としては，贈与者

（遺贈者）に課税するか，受贈者（遺産取得者）に課税するかという問題がある
が，ミード報告では，基本的には累積的継承税（cumulative tax on accessions）

の形での取得者課税が望ましいとされている。ただし，無条件のそれでは欠陥
があるので，年齢要因を考慮して，たとえば若い受贈者には，便益の享受期間
が長いことを理由に高い税率を課すといった配慮が必要であるとしている。こ
れによって，世代を飛び越えた贈与ないし遺贈を制限することができるからで
ある。
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　提案された継承税には，累進税率のものと比例税率のものとがあり，前者を
PAWAT（Progressive Annual Wealth Accession Tax），後者を LAWAT（Linear 

Annual Wealth Accession Tax）として区別している。ミード報告において，理
論的に望ましいと考えられた累積的年次資産取得税は，移転者の段階で贈与税
と遺産取得税とを統合した PAWAT を採用し，さらに富裕税とも統合して，
税率表を一本化するというものであった

22）
。具体的には，受領者に対して資産を

譲り受けた時点で，資産を将来保有し続ける期間の富裕税の将来価値を，受領
時に一括して前払いさせるというもので，税額は以下のように算定されるもの
であった。

　 税額＝受領遺産額×富裕税の超過累進税率×平均余命に対応する年価値乗数

　PAWAT では，受領遺産額の大きさ，富裕税の超過累進税率（＝受領者が便

益を得る期間）が租税負担の大きさを決定する。これは，受領遺産額が大きけ
れば大きいほど，受領者の資産保有期間が長ければ長いほど，租税負担が大き
く，受領遺産額が小さければ小さいほど，受領者の資産保有期間が短ければ短
いほど，租税負担が小さいことを意味している。通常，受領者の平均余命が長
ければ資産を保有している期間も長くなるので，結果として，移転者と受領者
の年齢差が租税負担の大小を決定するともいえる。つまりミード報告は，
Vickrey ［₁₉₄₇］と同じように，資産移転額の大小による累進課税と並んで，
実質的に移転者と受領者の年齢差に応じた累進課税を行う方式によって，公平
性と経済的中立性の両立を図ろうとしたのである

23）
。

おわりに

　以上，ミード報告が勧告した所得税から支出税への移行は，インフレの高進
に苦しむ経済状況下で当時のイギリスの所得税制が事実上，支出税に近い課税
ベースになっていたこと，その目的が古典的支出税において提唱されてきた貯
蓄促進効果というよりもむしろ，非登録勘定方式の適用を制限するとともに，
資産課税を強化・組み合わせて税体系全体でできる限り公平課税の実現に近づ
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けるための提案であった
24）

。しかしそのことによって，ミード報告の支出税案は，
皮肉にも理論上および執行上における複雑さと多様な困難を伴うものとなった

25）
。

いかに公平な税法であっても，それが納税者によって遵守されない限り，ある
いは税務当局によって適正に執行されない限り，実質的に公平な税制とはいえ
ないからである。
　また，支出税は所得税よりも課税ベースが狭いことに加えて，その移行に伴
う問題解決に求められるであろう必要な措置によって，同じ税収をあげるため
には，支出税の税率の方が高くなると考えられ，脱税へのインセンティブも高
まる可能性がある。さらに，現行所得税のように多様な特別措置が設けられた
り，当然に消費支出であるべきものが広範囲に非課税や免税支出にされたりす
ると，税負担の累進度は低下し，その点では現行所得税と少しも変わらなくな
ってしまう場合もありうる

26）
。したがって，支出税が所得税に比べて税務行政上，

あるいは制度上の複雑さの観点から優位性を主張するに十分な根拠があるとは
思えない

27）
。

　実際，イギリスでは ₁₉₈₀ 年代に入ってからの税制改革は，支出税の導入ど
ころか消費ベース課税あるいは資金ベース課税への移行傾向に歯止めがかかり，
むしろ所得ベース課税への税制の再建という逆の傾向すらみられるようになっ
た
28）

。ただし，こうした動きは付加価値税の定着と比重の増大を前提にしている。
イギリスでは，消費ベース課税は支出税への移行ではなく，付加価値税などの
間接消費税に，所得ベース課税は所得税，法人税などの直接税にという伝統的
なタックス・ミックス論または租税体系論が追求されていったのである。
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2  法人税における課税所得概念の再検討
─ 税務会計論から見た企業利益と課税所得の乖離の変容 ─

依　田　俊　伸
（東洋大学教授）

Ⅰ　はじめに

　本報告では，本シンポジウムのテーマ「所得概念の再検討」について，税務
会計学の観点から考察する。
　税務会計学とは，法人税法上の課税所得（以下，課税所得と略す。）を計算す
るための会計である。税務会計学は，企業会計による企業利益に対して，法人
税法における別段の定めとして規定された項目に基づき加算・減算という調整
を行い，課税所得を計算するというプロセスの理論的解明を目的とする。
　課税所得の算定が，企業利益に加算・減算という調整により行われることか
ら，課税所得は，必然的に企業利益から乖離するという現象が生じる。
　法人税法における所得金額の計算構造は，各事業年度の益金の額から損金の
額を控除した金額とされ（法法 ₂₂ ①），包括的に構成されているため，法人税
法においては，基本的に包括的所得概念が採用されている。
　しかし，時の経過により，上記加算・減算調整の対象となる項目の内容に変
化が生じているのみならず，新しい会計基準の公表により企業利益の内容にも
変更が生じているため，包括的といえども課税所得の内容・範囲に変化が生じ
ている。
　そこで，本報告においては，加算・減算対象項目の変遷，企業利益の内容の
変化及び企業会計に対する法人税法からの対応を踏まえて，課税所得の内容・
範囲にどのような変化が生じているのかについて模索する。
　具体的には，まず，現状における主要な加算・減算対象項目の内容を確認す
る（Ⅰ）。次に，それらが時の経過とともにどのように変化しているかを確認す
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る（Ⅱ）。そして，決算確定主義の元となる企業利益を導く企業会計自体の変化
に触れる（Ⅳ）。また，変化する企業会計に対する法人税法からの対応，特に公
正処理基準の規範的な性質の変化について触れる（Ⅴ）。以上を踏まえて最後に，
課税所得の内容・範囲にどのような変化が生じているといえるのかを模索する

（Ⅵ）。

Ⅱ　現状における主要な加算・減算対象項目

　上述したように，法人税法においては，課税所得＝益金－損金という計算構
造が採用されていることから，企業利益に対して加算・減算の調整を行う際に
は，益金または損金のいずれかに対して加算・減算を行うことになる。よって，
加算・減算の調整項目としては，益金に対する加算項目として①益金算入項目，
減算項目として②益金不算入項目，損金に対する加算項目として③損金不算入
項目，減算項目として④損金算入項目に分けることができる。
　なお，法人税法の別段の定めとして，一定の資産の譲渡等について益金また
は損金に算入すべきとする規定やその他の規定が存在するので，それらについ
ては便宜的にその他として列挙する。

①益金算入項目
　　無償による資産の譲渡に係る収益及び無償による役務の提供に係る収益

の益金算入（法法 ₂₂ ②）

②益金不算入項目
⑴　受取配当の益金不算入（法法 ₂₃，₂₃ の ₂）

⑵　資産の評価益の益金不算入（法法 ₂₅）

⑶　還付金等の益金不算入（法法 ₂₆，₂₇）

③損金不算入項目
⑴　資産の評価損の損金不算入（法法 ₃₃）

⑵　役員給与の損金不算入等（法法 ₃₄，₃₆）

⑶　寄附金の損金不算入（法法 ₃₇）

⑷　法人税額等の損金不算入等（法法 ₃₈～₄₁）
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⑸交際費等の損金不算入（措法 ₆₁ の ₄）

④損金算入項目
⑴　圧縮記帳（法法 ₄₂～₅₀）

⑵　引当金（法法 ₅₂，₅₃）

⑶　新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等（法法 ₅₄）

⑷　不正行為等に係る費用等の損金算入（法法 ₅₅）

⑸　繰越欠損金等（法法 ₅₇～₅₉）

⑹　特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額（法法

₆₀ の ₃）

⑤その他
⑴　短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益（法法 ₆₁）

⑵　有価証券の譲渡損益及び時価評価損益（法法 ₆₁ の ₂～₄）

⑶　デリバティブ取引に係る損益（法法 ₆₁ の ₅）

⑷　ヘッジ取引による損益（法法 ₆₁ の ₆）

⑸　外貨建取引の換算等（法法 ₆₁ の ₈～₁₀）

⑹　連結納税開始の伴う資産の時価評価損益（法法 ₆₁ の ₁₁～₁₂）

⑺　完全支配関係がある法人間の取引による損益（法法 ₆₁ の ₁₃）

⑻　組織再編成に係る所得の金額の計算（法法 ₆₂～₆₂ の ₉）

⑼　収益費用の帰属事業年度の特例（長期割賦販売契約，工事請負）（法法 ₆₃～

₆₄）

⑽　リース取引（法法 ₆₄ の ₂）

⑾　法人課税信託（法法 ₆₄ の ₃）

Ⅲ　加算・減算対象項目の変遷の特徴

1 新設規定の存在
　新設規定は，従来の別段の定めのように，個別の収益・費用項目について益
金・損金への算入の可否を規定する形式とは異なり，新しい形態の取引につい
ての法人税上の取扱いを示すような体裁で規定されているものが多い。上記Ⅱ
の「⑤その他」に列挙されている項目がこれに該当する。
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　最も典型的な例として，有価証券の譲渡損益及び時価評価損益（法法 ₆₁ の ₂

～₄）を挙げることができる。時価評価損益の規定は，金融商品会計基準の公表
に対応して平成 ₁₃ 年に創設されたものであるが，売買目的有価証券の期末評
価損益を損金または益金に算入すべきことを定めている。
　これは，期末時点における資産評価についての課税処理の規定という性質を
有することから，損失または利益のいずれかが算定されることになるため，損
金・益金に共通する別段の定めという性質を有する。規定の位置づけも「益金
の額の計算」，「損金の額の計算」とは別に，「利益の額又は損失の額の計算」と
して位置づけられている。また，新たな取扱いが定められていることから，法
人税法の条文の規定場所として適切な位置づけをするために，枝番の条文とし
て挿入されていることが多い。

2 従来から存在していた規定
　従来から存在していた規定の中にも，会社法や企業会計基準の影響により内
容が変更された規定がある。たとえば，会社法施行に伴う役員給与規定の改正

（法法 ₃₄）である。
　これは，会社法が役員に対して支払われる金銭等については，すべて職務執
行の対価として整理されたことに起因する。すなわち，利益処分による役員賞
与という概念が無くなったため，それまでの損金に算入される役員報酬と損金
に算入されない役員賞与という区分を廃して，役員が支給を受ける給与のうち
損金に算入されるものを限定的に列挙するという内容に変更したものである。
　なお，平成 ₃₀ 年 ₃ 月に収益認識に関する新しい会計基準として，「収益認識
に関する会計基準」が公表された。これを受けて，平成 ₃₀ 年法人税法改正に
おいて，新たに ₂₂ 条の ₂ という規定が新設されたが，この規定も従来から存
在していた法人税法 ₂₂ 条 ₂ 項の別段の定めと位置づけることができる。

Ⅳ　企業会計自体の変化

1 会社法の主な変遷
　昭和 ₃₇ 年　株式会社の計算規定の整備と会社事務手続きの軽減
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　　　　　　　・資産評価に原価主義を導入
　　　　　　　・繰延資産の範囲拡大
　　　　　　　・引当金の容認
　昭和 ₄₉ 年　監査制度の改善強化と計算規定の整備
　　　　　　　・監査役の地位強化
　　　　　　　・中間配当制度の導入
　　　　　　 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の公布
　昭和 ₅₆ 年　昭和 ₄₉ 年に始まる会社法の根本改正計画の一部実現
　　　　　　　・株式単価の引上げ，子会社による親会社株式の取得禁止。
　　　　　　　・株主提案権の創設
　　　　　　　・取締役会の権限拡大
　　　　　　　・監査役の独立性の強化
　平成 ₂ 年　大小会社区分立法の計画とその一部の実現（法第 ₆₄ 号）

　　　　　　　・発起設立の合理化
　　　　　　　・最低資本金制度の導入
　　　　　　　・社債の発行限度枠の緩和
　平成 ₆ 年　自己株式取得の規制緩和
　平成 ₉ 年　自己株式の取得規制の再緩和（法第 ₅₆ 号）

　　　　　　　・ストックオプション制度の導入
　　　　　　　・合併法制の整備
　　　　　　　・罰則の強化＜利益供与罪の強化＞
　平成 ₁₁ 年　株式交換，株式移転制度の導入と時価評価の導入
　　　　　　　・株式交換，株式移転制度の創設
　　　　　　　・市場性のある金銭債権等に対する時価評価の導入
　平成 ₁₂ 年　昭和 ₄₉ 年に始まる商法改正のしめくくり
　　　　　　　・新設分割制度，吸収分割制度の創設
　平成 ₁₃ 年　企業金融の緩和に関する改正 < 金庫株等解禁に伴う改正 >
　　　　　　　・金庫株の解禁
　　　　　　　・額面株式の廃止，単元株制度の導入
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　　　　　　　・種類株式の弾力化，新株予約権制度の創設
　　　　　　　・会社関係書類の電子化，招集通知等の電子化
　　　　　　　・監査役の機能強化，株主代表訴訟の見直し
 　　　　　　・取締役等の責任軽減制度の創設
　平成 ₁₅ 年　自己株式の取得規制の緩和（法第 ₁₃₂ 号）

　平成 ₁₆ 年　株式の決済制度の合理化（法第 ₈₈ 号）

　　　　　　　・株券の不発行制度の導入
　　　　　　　・新しい株式振替制度の導入
　平成 ₁₈ 年　会社法施行

　平成 ₁₁ 年から ₁₂ 年にかけて，株式交換・株式移転制度の創設及び会社分割
制度の創設により会社法における組織再編成の制度が完成した。
　平成 ₁₈ 年に会社法が施行された。

2 会計制度の主な変遷
　昭和 ₂₄ 年　企業会計原則
　昭和 ₃₇ 年　原価計算基準
　昭和 ₅₀ 年　連結財務諸表原則
　昭和 ₅₄ 年　外貨建取引等会計処理基準
　昭和 ₆₃ 年　セグメント情報開示基準
　平成 ₅ 年　リース取引会計基準
　平成 ₁₀ 年　中間連結財務諸表等作成基準
　平成 ₁₀ 年　連結キャッシュ・ロー計算書等作成基準
　平成 ₁₀ 年　研究開発費等会計基準
　平成 ₁₀ 年　退職給付会計基準
　平成 ₁₀ 年　税効果会計基準
　平成 ₁₁ 年　金融商品会計基準
　平成 ₁₄ 年　減損会計基準
　平成 ₁₅ 年　 企業結合会計基準
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　平成 ₂₅ 年　改訂企業結合会計基準
　平成 ₂₇ 年　自己株式及び準備金の額の減少に関する会計基準
　平成 ₂₇ 年　改定退職給付会計基準
　平成 ₃₀ 年　収益認識会計基準
　
　平成 ₁₀ 年に始まる会計ビッグバンの下で，会計の透明化と国際調和を図る
ために多くの会計基準が設定された。
　その後，平成 ₁₃ 年に民間の機関である企業会計基準委員会（ASBJ）が設立
されて，以後，ASBJ から新しい会計基準が公表され，国際基準へのコンバー
ジェンスが推し進められた。た。
　新しい会計基準は，資産負債アプローチと呼ばれる資産を概念の基礎におく
会計観の下で新しい会計事象に対応するために設定されたものが多い。

Ⅴ　企業会計に対する法人税法からの対応

1 別段の定めの規定の仕方
　上記Ⅲで述べたように，新設規定は，従来の別段の定めのように，個別の収
益・費用項目について益金・損金への算入の可否を規定する形式とは異なり，
新しい形態の経済取引についての法人税上の取扱いを示すような体裁で規定さ
れているものが多い。
　立法の方法としては，公正処理基準（法法 ₂₄ ④）を媒介として，企業会計に
おいて既に存在している会計基準をいったん法人税法で受け止め，適正な課税
所得計算を実現するための調整のために何らかの計算や根拠に基づき，益金・
損金の算入不算入の規定を設けるという方法も論理的にはあり得る。
　しかし，新しい形態の経済取引それ自体が複雑な場合があり，そのため，そ
のような経済取引を対象とする会計基準も複雑化するということがあり得るの
で，従来型の益金・損金の算入不算入規定の形式では，さらに複雑化する恐れ
があり，その内容が極めて分かりにくくなる可能性がある。
　このような状況を踏まえると，法人税法の立場からは，新しい形態の経済取
引は，なるべく企業会計基準に依拠せずに，仮に企業会計基準と類似した内容
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であっても，自己完結的に法人税法独自の規定を設け，これにより課税処理を
行うことを目指していると推測される。
　以上を前提にすると，新しい形態の経済取引について，法人税法においても
企業会計基準の内容とまったく同じ内容の課税処理を行うのが合理的である場
合にも，法人税法に独自の規定を置くことに意味が出てくる。それに対して，
企業会計基準の内容と異なる内容の課税処理を行う必要がある場合には，法人
税法において自己完結的な内容の規定を設ける必要性は極めて高い。
　有価証券の評価損益が損金・益金に算入されるかに関して，売買目的有価証
券の評価損益については，法人税法 ₆₁ 条の ₃ において損金または益金に算入
されているが，その他有価証券については特段の規定はない。金融商品会計基
準においては，その他有価証券を時価評価した場合，その評価損益を全部純資
産直入法により，損益計算書に反映せず，直接貸借対照表に計上することとし
ているが，例外的に，評価損が発生した場合だけ損益計算書に反映させる部分
純資産直入法が行われることがある。しかし，法人税法がそれに言及していな
いということは，部分純資産直入法により生じた評価損は損金に算入しないも
のと推測できる。
　また，法人税法においては，以前，賞与引当金，退職給与引当金が規定され
ていたが，現在は廃止されている。賞与引当金については，それを廃止する代
わりに明確に債務として確定したものを確定した内容どおりに翌期に支払うこ
とを条件に損金に算入する扱いがなされている。これは，通常の債務確定基準
をより厳格に適用することにより，未払計上された賞与を損金算入することを
認めたものといえる。それに対して，退職給与引当金については，企業会計に
おいて退職給付に関する会計基準が設定されているが，法人税法では特段の規
定を置いていないため，退職給付費用は損金不算入の処理がなされている。
　これは，公正価値という概念を導入してキャッシュ・フローの割引計算を重
要な要素としている点が見積もり計算を含んでいることから，不確実性が高い
ことを理由に税務計算に取り込まれていないものと思われる。
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2 公正処理基準の機能
　上記 ₁ を踏まえると，法人税法において完結的な課税処理規定が設けられる
と，特に，企業会計基準に依拠しなくても課税処理が可能になる。その意味で，
公正処理基準の役割は相対的に小さくなりそうである。
　しかし，実際には，企業会計基準に付随して，適用指針，実務指針といった
ルールが存在しており，法人税法の立場からも細かな部分については，そのよ
うなルールに依拠する必要がある場合もある。ただ，その場合には，公正処理
基準を媒介にして，必要なルールを取り込んで課税取扱いを行うということが
考えられる。
　このようなことが行われるということは，適正な課税所得の計算を実現する
という税務会計の目的に相応しい基準やルールであるか否かについて公正処理
基準を通して判別するという作業が行われることを意味する。そうすると，公
正処理基準には規範的意味が付与され，企業会計基準の中から課税所得計算に
相応しい基準を識別するという機能が期待されることになる。
　大竹貿易事件（最高裁平成 ₂ 年 ₁₁ 月 ₂₅ 日判決民集 ₄₇ 巻 ₉ 号 ₅₂₇₈ 頁）の判決に
おいては，初めて公正処理基準に規範性を認めて，問題となった事案に適用さ
れていた会計ルールについて公正処理基準性を否定した。

Ⅵ　結びに代えて―課税所得の内容・範囲の決定の仕方の変化―

　以上から明らかになったことは，次のとおりである。
①　法人税法における加算・減算対象項目についての規定の仕方は，新しい

経済取引に対応して新しい会計基準が設定されていても，法人税法におい
て独自の課税処理規定を設置する傾向が強い。

②　法人税法において独自の課税処理規定を設置した場合にも，会計基準や
その他のルールに依拠する必要があるので，その場合には，公正処理基準
に規範的性格を持たせて，適正な課税所得計算に資するものだけを公正な
会計処理の基準として識別する傾向が出て来るようになった。

③　会計基準の中で，割引現在価値を求めてそれを基に見積もり計算を行う
ような会計基準については，法人税法において特段の規定を置かないとい
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う方法により，課税所得計算から排除している。
　上記の傾向は，会計ビッグバンが行われた時期から顕著になっている。
　新しい経済取引・事象が多く出てくる現在の経済状況の下では，上記傾向は
今後も続くと予想される。
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3 包括的所得概念の問題点と市場所得概念

奥　谷　　　健
（広島修道大学）

はじめに

　周知のとおり，わが国の所得税は課税対象である「所得」について，包括的
所得概念，いわゆる純資産増加説（Reinvermögenszugangstheorie）を採用して
いる。これによれば，「所得」とは「一定期間内における純資産の増加」と観念
される。これは，「担税力の増加」を示し，「自己のそれまでの資産それ自体を
減少させることなく自由に処分できるものとして，一定期間内にある者に流入
したもの」と説明される

1）
。

　このような包括的所得概念が一般的に支持を得ている理由として，①一時
的・偶発的・恩恵的利得であっても担税力を増加させるものである限り課税対
象とすることで公平負担の要請にかなうということ，また②そのようにすべて
の利得を課税対象とし，累進税率を適用することが所得の再分配機能を高める
ということ，および，③所得を広く捉えることによって，所得税制度のもつ景
気調整機能が増大することが挙げられている

2）
。つまり，公平性の観点から包括

的に「所得」を構成することが望ましいと考えられているといえる
3）
。

　しかし，担税力を増加させる利得，すなわち「所得」であるにもかかわらず，
課税対象から除外されているものがある。例えば，未実現利得（未実現のキャ

ピタルゲイン）と帰属所得である。これらが除外されている理由は，捕捉し評
価することが困難だからといわれる

4）
。しかし，これらは包括的所得概念の下で

は「所得」である。それにもかかわらず課税対象から除外されているのである。
つまり，実行可能性という点から，これらは課税されていないといえる

5）
。

　このことから考えられるのは，本来は包括的に構成されているはずの「所
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得」について，立法政策上の観点から一定の制限がなされているということで
ある。そしてそのことは，包括的所得概念の正当性である公平性を揺るがすも
のといえる。つまり，包括的所得概念は包括的であることから公平であると考
えられ，支持を集めている。それにもかかわらず，実行可能性という理由から
その包括性を貫徹できずにいるのである。このことは課税の公平を損なうこと
になりかねないといえる

6）
。このような問題が包括的所得概念について考えられ

る。そして，それは包括的所得概念を採用する現行所得税法の根幹に関わる問
題とも思われる。
　そこで本稿では，現行所得税法における包括的所得概念の包括性に関する問
題を取り上げて検討することにしよう。また，それらの問題との関連で，別の
所得概念，ドイツにおいて支持されている市場所得概念の有用性についてもみ
ていこう。

Ⅰ　現行所得税における包括的所得概念の問題

　上記のように，現行所得税において包括的所得概念が貫徹されているとはい
い難い。そこで，包括的所得概念が貫徹されていないと思われる現行所得税法
の問題についてみていくことにしよう。

1 「収入金額」と未実現利得
　上記のように，包括的所得概念においては本来「所得」であるにもかかわら
ず，未実現利得と帰属所得は原則課税されていない。
　未実現利得とは，法律上または事実上発生してはいるがまだ実現していない
ものと説明される

7）
。そして，所得税法が所得を「収入金額」（₃₆ 条１項）で捉え

ていることから，原則として課税対象から除かれている。つまり包括的所得概
念の下で実現主義を採用していると解されている。これは，未実現利得の把握，
評価の困難による納税者・税務行政双方に対する負担の問題，課税に伴う納税
資金の問題など実際上の考慮に基づくものといわれる

8）
。

　しかし，「実現」があれば「収入金額」を伴うとは必ずしもいえないように思
われる。というのも，包括的所得概念によれば，譲渡所得の本質は，資産の値
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上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として，その資産が所有
者の支配を離れて他に移転するのを機会に，これを清算して課税することであ
ると考えられているからである（増加益清算説

9）
）。この考え方によれば，有償・

無償を問わず，資産の移転の時点で譲渡者に対する譲渡所得課税が問題となる。
この点については判例も同様で，例えば最高裁昭和 ₄₃ 年 ₁₀ 月 ₃₁ 日判決

10）
では，

譲渡所得に対する課税の趣旨について，「資産の値上がりによりその資産の所
有者に帰属する増加益を所得として，その資産が所有者の支配を離れて他に移
転するのを機会に，これを清算して課税する趣旨のものと解すべきであ」ると
述べている。さらに，その後の最高裁昭和 ₅₀ 年５月 ₂₇ 日判決

11）
でも同様に譲渡

の有償性が問題にならないことが指摘されている。
　この考え方によれば，無償による資産の移転，つまり「収入金額」がなくと
も課税されることになる。資産が他に移転する際に保有期間中の値上り益が

「実現」するからである
12）

。この点については，例えば最高裁昭和 ₄₇ 年 ₁₂ 月 ₂₆
日判決

13）
において「年々に蓄積された当該資産の増加益が所有者の支配を離れる

機会に一挙に実現したものとみる」と述べられている。また，最高裁平成 ₁₈
年４月 ₂₀ 日判決

14）
でも同様に，資産の譲渡によって所得が「実現」することが

示されている。つまり，譲渡によって「所得」が「実現」するという考え方で，
包括的所得概念の「所得」を制限しているのである。その上で，「収入金額」に
よってさらに課税の範囲を限定している。そうすると，包括的所得概念を実現
主義と「収入金額」との二段階で限定していることになる。
　他方で，「実現」とは「金銭その他の換価可能な経済的価値の，外部からの流
入」という理解

15）
によれば，譲渡の段階では「実現」していないとも考えられる。

つまり，譲渡に伴い「収入金額」などの経済的価値の流入がなければ資産の値
上り益は未実現と考えられるのである

16）
。しかし，この考え方は上記の増加益清

算説とは矛盾する。そうであれば，この考え方は包括的所得概念との関係で問
題があるといえる。なぜなら，上記最高裁昭和 ₄₃ 年 ₁₀ 月 ₃₁ 日判決でも示さ
れているように，包括的所得概念の下では未実現利得も本来「所得」であって，

「対価を伴わない資産の移転においても，その資産につきすでに生じている増
加益は，その移転当時の右資産の時価に照らして具体的に把握できる」からで
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ある。だからこそ，「この移転の時期において右増加益を課税の対象とするの
を相当と認め」ている。つまり，増加益が「所得」であるという包括的所得概
念によれば，未実現であっても「所得」は観念されるのである

17）
。

　しかし，その未実現の「所得」について，実現主義という制限を課すことで
「所得」が具体的に把握できることになる

18）
。これが「実現」であって，「収入金

額」を伴わないと考えられる。それにもかかわらず，所得税法は「収入金額」
という制限を付して「所得」の範囲を限定しているのである

19）20）
。

　この点について，「実現」（＝譲渡）の段階では「形式的担税力」があるのみ
で，収入によって「実質的担税力」を伴うことになるという指摘もある

21）
。しか

し，ここでいう「担税力」とは何を指すのかが判然としないように思われる。
なぜなら，「所得」とは別に「担税力」があるとも解することができるからであ
る。所得税は「所得」に対して「担税力」を見出して課税する。つまり，「所
得」があれば「担税力」があるという前提で所得税は構築されている。そして，
包括的所得概念は資産の増加益についても「所得」があるものと捉えている。
つまり，未実現利得であっても「所得」であり，「担税力」はあるのである

22）
。だ

からこそ，上記最高裁昭和 ₄₃ 年 ₁₀ 月 ₃₁ 日判決でも，「所得のないところに課
税所得の存在を擬制したものではなく，またいわゆる応能負担の原則を無視し
たものともいいがたい」と述べていると考えられる。
　また仮に，「担税力」の「形式」と「実質」の区分を収入の有無によって行っ
ているのであれば，「納税のための資力」＝「（実質的）担税力」ということにな
ると思われる。そうであれば，「収入金額」などの経済的価値の流入をもって

「実現」と捉えることとその意味するところは同じと考えられる。つまり，こ
の考え方によっても，所得税法は「収入金額」（＝「実現」）という制限を付して

「所得」の範囲を限定していることになるのである。
　そしてこの「実現」概念は所得法上にない。それにもかかわらず，「実現」に
基づいて「所得」の範囲が限定されている。つまり，不明確な基準に基づいて

「所得」の範囲が限定されているのである。このことも問題であると考えられ
る
23）

。
　さらに，所得の「実現」を所得の「処分可能性」によって規律することも可
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能である。この考え方によれば，「実質的」な担税力も説明できるように思わ
れる。そして，このような「処分可能性」によって「実現」を規律する考え方
は，包括的所得概念によって正当化できると考えられている。というのも，包
括的所得概念の創始者であるシャンツは，所得の構成要素として「自分自身の
資産を費消したり外部資金（債務）を追加することなしに当該期間内にどれほ
どの資金を自由に使えるか」ということを挙げているからである

24）
。しかし，こ

のように解したとしても，「実現」に基づいた「収入金額」という基準で包括的
所得概念を制限していると考えられる

25）
。

　また帰属所得についても，その範囲が不明確で広範に及び，そのすべてを把
握することが極めて困難であることや，納税資金の問題も理由として指摘され
ている

26）
。これらの理由も，上記の未実現利得と同じと考えられる。

　つまり，包括的所得概念は，未実現の利得や帰属所得も「所得」として捉え
ながら，「実現」と「収入金額」という制限を受け，現実的には包括性を有して
いないといえる。それは，包括的所得概念の公平性を損なうという問題を生じ
かねないのである。

2 必要経費控除
　このように，包括的所得概念は収入という面でその包括性が貫徹されておら
ず問題があると考えられる。しかし，現行所得税法における包括的所得概念の
問題はこれだけではない。というのも，「所得」の構成要素のもう一方である，
必要経費についても現行所得税法が包括的所得概念と結びついていないと考え
られるからである。
　周知のとおり，必要経費は所得を得るために必要な支出である。そして，こ
の必要経費について，所得税法 ₃₇ 条１項は，個別対応の必要経費と一般対応
の必要経費を定めている。そして，一般対応の必要経費は収益との個別対応が
認識できないため，期間の経過によって認識される。
　これまで必要経費の判断において事業との直接関連性が求められてきた。例
えば，東京地裁昭和 ₅₃ 年２月 ₂₇ 日判決

27）
において，「事業の業務と関連性をも

ちもっぱら業務の遂行上の必要性にもとずくと認められる限り，所得税法上，
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通常かつ一般的に必要とされる経費と認めるのが相当である」と，事業との関
連性を必要経費に要求している。そして，水戸地裁昭和 ₅₈ 年 ₁₂ 月 ₁₃ 日判決

28）

では，「当該支出が必要経費として控除されるためには，それが事業活動と直
接の関連をもち，事業の遂行上必要な支出であることを要する」と，事業活動
との「直接」の関連性を求めている。また，最高裁平成９年 ₁₀ 月 ₂₈ 日判決

29）
で

も，「業務を営む者が支出した費用のうち，必要経費に算入されるのは，それ
が事業活動と直接の関連を有し，当該業務の遂行上必要なものに限られるべき
であ…る」と述べた地裁判決

30）
を認め，事業との直接の関連性を求めている。さ

らに，東京地裁平成 ₂₃ 年８月９日判決
31）

でも，「ある支出が事業所得の金額の計
算上必要経費として控除されるためには，当該支出が所得を生ずべき事業と直
接関係し，かつ当該業務の遂行上必要であることを要すると解するのが相当で
ある」と示されている。つまり，これまでの裁判例は，必要経費について，①
当該所得を生ずべき業務との直接的関連があり，②その業務遂行上必要な支出
であることを要件としてきたといえる。
　しかし，一般対応の必要経費が控除されるために求められる業務との関連性
について，東京高裁平成 ₂₄ 年９月 ₁₉ 日判決

32）
（以下，「東京高裁判決」とする。）

では，事業活動（収益獲得）との直接の関連性を否定している。すなわち東京
高裁判決は，「所得税法施行令 ₉₆ 条１号が，家事関連費のうち必要経費に算入
することができるものについて，経費の主たる部分が『事業所得を…生ずべき
業務の遂行上必要』であることを要すると規定している上，ある支出が業務の
遂行上必要なものであれば，その業務と関連するものでもあるというべきであ
る。それにもかかわらず，これに加えて，事業の業務と直接関係を持つことを
求めると解釈する根拠は見当たらず，『直接』という文言の意味も必ずしも明
らかではない」と示し，一般対応の必要経費について業務との「直接」の関連
性を否定している。
　この東京高裁判決は，現行所得税法の基礎となった昭和 ₄₀ 年の所得税法全
文改正に係る議論で示された昭和 ₃₈ 年税調答申

33）
をもとに解したものと評価さ

れている
34）

。すなわち同答申では，「費用収益対応の考え方のもとに経費を控除
するに当たって，所得の基因となる事業等に関係はあるが所得の形成に直接寄
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与していない経費又は損失の取扱いをいかにすべきかという問題については，
純資産増加説的な考え方に立って，できるだけ広くこの種の経費又は損失を所
得計算上考慮すべしとする考え方と，家事費を除外する所得計算の建前から所
得計算の純化を図るためには家事費との区分の困難な経費等はできるだけこれ
を排除すべしとする考え方との広狭二様の考え方がある。
　所得税の建前としては，事業上の経費と家事費とを峻別する後者の考え方も
当然無視することができないが，事業経費又は事業損失の計算については，で
きる限り前者の考え方を取り入れる方向で整備を図ることが望ましい」と述べ
られている

35）
。つまり，必要経費の考え方には広狭２つの考え方があり，家事費

との区別という問題を考える場合には，必要経費を狭く解することもできるが，
可能な限り広く，純資産増加説的な考え方によるものと記されている。そして，
東京高裁判決は純資産増加説的な，つまり包括的所得概念的な考え方に基づい
て必要経費について判断したと評価されている。
　ここで示されている純資産増加説的な必要経費の考え方については，ドイツ
所得税の必要経費（Werbungskosten）と事業支出（Betriebsausgaben）との関連
で次のような議論がある

36）
。すなわち，ドイツ所得税法（Einkommensteuergesetz

（以下，「EStG」とする。））は，所得を算定するために控除される費用として２
つの概念を用いている。それが必要経費（９条１項）と事業支出（４条４項）で
ある。これらは所得分類に応じて用いられている。具体的には，EStG におい
ては７つの所得分類が採用されている。そして，この７つはその性質によっ
て２つに大きく区分される。 利得性所得 （Gewinneinkünfte） と余剰性所得

（Überschußeinkünfte）である（２条２項）。このうち，余剰性所得の計算過程に
おいて控除されるのが必要経費で，利得性所得において控除されるのが事業支
出である。
　この２つの概念についての定義は，事業支出が「事業に基因する支出」，必
要経費が「収入の稼得，保全および維持のための支出」と定められている。そ
して，この定義の差異からその範囲も異なるものとして考えられている。すな
わち，必要経費は「ため（zur）」という文言から一定の目的に向けてなされる
支出として目的的（final）概念であるといわれる。それに対して事業支出は，
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「基因する（veranlassen）」という文言から事業活動を原因とする支出として，
原因的（kausal）概念であるといわれている

37）
。

　このような控除される支出についての理解の差は，上記の所得の２つの区分
が所得概念に基づいて生じていることに関連する。すなわち，余剰性所得はい
わゆる制限的所得概念に基づき，独立した（反復継続的に利得を生じる）所得源
泉から生じる経済的利得のみが課税対象として把握される。それに対して利得
性所得は，前事業年度終了時の事業財産と今事業年度終了時の事業財産の差額
として示されている（４条１項）ように，包括的所得概念に基づいているとい
われる

38）
。そして，このような所得概念との関連から，必要経費は制限的に理解

され
39）

，事業支出は包括的に理解されている
40）

。そしてそれに基づき，ドイツの判
例においてこれら２つの範囲は異なるものとして解されてきた。
　実際に，必要経費の範囲を限定的に捉えた判例として，連邦財政裁判所

（Bundesfinanzhof（以下，「BFH」とする。））₁₉₅₇ 年 ₁₁ 月 ₁₅ 日判決
41）

がある。そこ
では次のように述べられている。「必要経費概念は一次的には目的的なもので
ある。すなわち，当該費消は，所得の獲得，保全および維持という目的のため
になされなければならない。本件相続税は〔所得の獲得と

42）
〕目的的な関連はなく，

原因的関連にあるといえる。…費消は，それが必要経費であるならば，ある個
別の所得区分と〔そのような目的的な〕経済的関連がなければならない」。この
ように，必要経費について経済的利得を得るためなどの目的的な関連性を要請
している。
　それに対して，事業支出が問題になった事例では包括的に経費性を認める判
断が示されている。例えば BFH₁₉₉₇ 年 ₁₁ 月 ₂₆ 日判決

43）
においては，「費消が事

業支出として，EStG４条４項によって控除されるためには，その費消が事業
に基因していなければならない。このこと〔基因〕は費消と事業との間に経済
的関連を要求している」と示されている。このように，事業との関連性を求め
るのみで，収入を得るためなどの目的には着目していない。このことから，重
要なのは事業に「基因」していることであると考えられる。
　このように，事業支出と必要経費は，条文上の文言の違いから，その範囲も
異なるものとして捉えられてきた。しかし，これらはいずれも純所得を算定す
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るために控除されるものである。そして，いずれも所得を獲得するための費消
である点においても共通している。この点は，BFH₁₉₆₂ 年３月２日判決

44）
でも，

「その性質について所得獲得のための消費であるという点で一致する」と認め
られている。
　このような判断を受けて，事業支出と必要経費が同一のものであるというこ
とが判例において認められるようになった。そして，BFH₁₉₇₇ 年 ₁₁ 月 ₂₈ 日
判決

45）
が必要経費に対しても，事業支出で認められてきた包括的な考え方を用い

るべきであると示した。つまり，必要経費の判断も事業支出と同様に基因性に
基づいて判断しているのである。
　このように，判例を通じて，必要経費と事業支出が同質のものであることが
認められ，基因性に基づいて判断されるようになったと考えられる。そして，
このことは近時の裁判例においても維持されている

46）
。

　また，これは連邦憲法裁判所も認めている。例えば，連邦憲法裁判所 ₁₉₆₉
年 ₁₀ 月２日判決

47）
では，「所得税は，人税として担税力を把握する。ここから，

特に所得の純額課税の原則が導かれる。これによれば，…所得に関して，収入
の必要経費を超える余剰だけが所得税に服し，原則としてすべての職業に基因
する費消も必要経費となる」と示されている。このことから，基因性によって
必要経費も捉え，それを収入金額から控除することが認められていると考えら
れる

48）
。

　そして，この基因性に基づいて必要経費および事業支出への該当性を判断す
る考え方を基因原則（Veranlassungsprinzip）という

49）
。この基因原則は，「稼得行

為に基因するすべての費用が控除可能でなければならない」という原則である
50）

。
この原則は，もともとは事業支出にのみ認められていたものである。そして，
事業支出は純資産増加説に基づく利得性所得に対応して控除される支出である。
つまり，この基因原則こそが，昭和 ₃₈ 年税調答申において示された「純資産
増加説的な考え方」であると考えられる。
　これに対して，わが国では上記のように，これまで必要経費の判断において
事業との直接関連性を求められてきた。これらの要件は，業務のために必要で
あるとか，所得を生じるために必要であるといった目的性が観念できる。つま
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り，このような必要経費の理解は上述したドイツ法における目的的な必要経費
概念と類似していると思われる。
　このことから，現行法における必要経費の理解は，包括的所得概念と結びつ
く基因性を重視したものではない，つまり純資産増加説的なものではないと考
えられる。むしろ，業務との直接的関連性，すなわち所得を生じるために必要
なものとして，必要経費を「所得計算の純化を図る」ために，目的的な捉え方
によって限定的に解釈してきたといえる。
　このようにみると，現行所得税法は，所得を包括的所得概念に基づき広く捉
える一方で，必要経費概念を所得源泉説に基づき目的的に狭く捉えているとい
える。この点において，所得概念との関係で，必要経費が適切に理解されてお
らず，問題が生じていることが指摘できる。

3 小　括
　ここまでみてきたように，現行所得税法は包括的所得概念を採用していると
いわれているが，現実にはそれが貫徹されていないと考えられる。すなわち，

「所得」の構成要素である「収入金額」については，所得税法上にない実現原則
による制限が加えられている。また，もう一つの構成要素である「必要経費」
についても，本来は包括的に構成すべきものであるにもかかわらず，裁判例等
で求められている基準は，制限的所得概念に対応した目的的に狭く解するもの
であると考えられる。
　このように，現行所得税法において包括的所得概念は貫徹されていない。包
括的所得概念が採用されるのは，公平性がその主たる要因である。その公平性
は包括性があるからこそ認められるものである。それにもかかわらず，「収入
金額」においても「必要経費」においても，現実には包括的な構成でないのが
現状である。このことは，包括的所得概念の正当性根拠として公平性を損なう
という問題を生じかねないと考えられる。

Ⅱ　市場所得概念

　上記のように，包括的所得概念はその包括性から公平であると考えられてい
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る。しかし，その包括性には問題があるといえ，その正当性に疑問が生じる。
　これに関連して，ドイツでは「所得」について，所得源泉説でも，純資産増
加説でもない，第３の説である市場所得説（Markteinkommenstheorie） が台頭
し支持を集めている

51）
。では，この市場所得説は所得をどのように捉えているの

だろうか。この市場所得説についてみていこう
52）

。

1 市場所得概念の発端
　市場所得説は，所得源泉説の１つとして紹介されるノイマルク（F. Neumark）

の経済活動説
53）

を起源としている。ノイマルクは，所得の一般的定義を法律上
に定めることを提唱し， 自身の所得概念を国庫的所得概念 （fiskalischer 

Einkommensbegriff
54）

）と称した。
　ノイマルクは，それまでの所得概念を経済理論上の所得概念（wirtschaftstheo-

rietischer Einkommensbegriff）とし，それぞれを自己の理論と比較・検討して
いる。源泉説に対してはその「源泉」および「循環性」という基準を批判し，
純資産増加説に対してはその包括性ゆえの不明確性を指摘している。また，法
律上この両説が結びつけられ，その結果，法は所得源泉を考慮しながら包括的
に所得を構成していると主張している。それに対してノイマルクは，「所得税
の構成要素となる所得は，第一に取得者の国民総生産形成への関与の結果であ
り，第二に当該経済主体の経済的処分権限を実際に（実質的に）増加させるよ
うな利得のみを把握するものである

55）
」と示している。これがノイマルクの国庫

的所得概念である。
　そしてノイマルクは，帰属所得の問題について原則として所得とは考えてい
ない。これらを所得と考える理論は擬制的であり，所得を満足の流入という観
点で捉えているからである

56）
。

　またノイマルクは，帰属所得への課税が極めて政策的な観点から行われてい
ることを指摘している。例えば，個人が自己の所有する居宅に住んでいる場合，
帰属家賃が生じそれに対する課税が問題となる。賃貸住居に住むことが慣行的
になっている場合には，帰属家賃は比較的捕捉可能で課税しやすいが，国民の
多くが抵抗することが考えられる。また，帰属家賃に対して課税する一方で，
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自家用車や家具などの利用価値に対しても課税をしなければ不平等を生じるこ
とになる。しかし，自家用車や家具などは，利用価値が捕捉困難であるととも
に，自己で所有することのほうが一般的である。そのため，それらに対しても
課税することはより多くの国民が抵抗すると考えられる。このような理由から
政策的にこれらに対する課税はまず行われない。つまり，政策的な観点から，
住居の利用価値は課税対象となり，その他の動産などは課税対象とならない。
もし，このような課税が認められるならば，為政者がその課税対象を恣意的に
区別することが想定される。その結果，納税者の予測可能性は低くなり，かつ
課税において不平等を生じることになる。ノイマルクはこの点を問題にしてい
る。
　さらにノイマルクは未実現のキャピタルゲインを問題にしている

57）
。なぜなら，

このような所得は能動的な活動の結果ではないからである。このような利益は，
財産増加ではあるが純粋な所得経済においては評価されず，所得の構成要素で
はないのである。
　この点についてノイマルクは実現原則の採用を唱えている。そして，譲渡益
課税について，事業性のあるもののみを所得に取り入れることを示している。
これは，事業性のある譲渡益が会計によって把握できるからと思われる。また，
それらの譲渡益が未実現の場合は所得に組入れることを原則否定している。つ
まり，ノイマルクの理論は，未実現の譲渡益を排除している点で純資産増加説
とは異なる。しかし，企業会計に基づき譲渡益への課税を認めようとする点は，
源泉説とも異なっている。

2 市場所得概念への展開
　このような，ノイマルクの示した経済活動説が市場所得説の発端と考えられ
る。そして，ここから発展した市場所得説は，上記のように今日のドイツにお
いて支持を集めている。市場所得説の理論についてみてみると，今日の代表的
論者は，ルッペ（H. G. Ruppe），ラング（J. Lang），キルヒホフ（P. Kirchhof）で
ある。これらの論者は，所得を市場で獲得される利得に限定している点で一致
している。そのため例えば，相続・贈与や帰属所得による利得は市場で獲得さ
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れないため「所得」に含まれない。さらに，未実現のキャピタルゲインは，獲
得されたものでないため「所得」に含まれない。しかしながら，これらの利得
を所得から排除する理由はそれぞれの論者によって異なっている。そこで以下
では，各論者の理論の特徴，とりわけ一定の利得を所得から排除する根拠を中
心に，市場所得説の展開についてみていこう。

⑴　ルッペの所得帰属論
　ルッペは，もともと所得概念を論じるのではなく，所得の人的帰属論を展開
した

58）
。そして，その帰属論の前提とされたのが市場所得説である。このルッペ

の理論は，「市場で稼得された所得のみに所得税が課せられている，という指
標をてがかりに各種所得の帰属にドグマを立てた」ものである

59）
。ルッペは，当

時の所得税法における７つの所得区分について検討し，「市場における給付の
売上（Umsatz von Leistungen am Markt）」が「共通の最小分母（der kleineste 

gemeisame Nenner）」であり，これが市場における収益に対して課税する根拠
であると主張している

60）
。そして，ルッペは「所得源泉（Einkunftequelle）」とい

う概念を確立した。この「所得源泉」とは，「市場取引への参加〔および〕給付
の売上」，すなわち「市場における給付の有償利用（entgeltliche Verwertung von 

Leistungen am Markt）」である。
　このようにルッペは，所得概念について直接に言及していないが，所得の帰
属主体に関する議論の前提として所得区分に共通する分母である「所得源泉」，
すなわち「市場における給付の有償利用」を導き出している。そして，この

「市場における給付の有償利用」から生じる利得が「所得」と考えられる。つま
り，ルッペは，「所得」とは「所得源泉である市場における給付の有償利用から
生じる利得」であると解している。このことから，ルッペは，市場所得説が

「所得」を市場における経済活動に限定する根拠を示したと評価できる。
　またルッペは，当時の所得税法における所得区分を考慮した上で，所得の範
囲に関する理由付けを行っている。当時の所得概念には，相続，贈与，公的扶
助など，所得税法上非課税または免税のものが含まれていた。しかしながらル
ッペは，本来それらが所得税法上の所得区分に含まれていないことを根拠に，
それらの利得を「所得」から除外するよう主張している。つまり，ルッペによ
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れば，所得税法上「所得」に含まれていないものは「所得」の範囲から除外さ
れるべきということになる。

⑵　ラングの理論
　このようなルッペの議論とは異なり，所得の範囲に何が含まれるか，という
点から市場所得概念を捉えるのが，ラングである。すなわち，市場所得説が台
頭した背景には趣味からの収益（Liebhabereieinküfte）が所得に含まれるか否か
に関する議論もあり

61）
，ラングはその点を特に意識している。

　ラングは，純資産増加説が，すべての純収益を所得とみなしているにもかか
わらず，実際には課税できないものを含んでいることを批判している。すなわ
ち，ラングが市場所得説を唱えた当時，ドイツにおいては帰属家賃課税が行わ
れていた（旧 EStG ₂₁ 条２項）。しかしラングは，その他の帰属所得に課税され
ていなかったことから，帰属家賃への課税は不平等であると批判している

62）
。つ

まりラングは，純資産増加説による「所得」と所得税の実際の課税対象とが一
致していないために，純資産増加説は実務上失敗していると主張している。さ
らに，純資産増加説が包括的な構成であるため，財産の増減原因を個別に考慮
していない点を批判している。すなわち，課税対象所得には，社会保障給付額
などに対する課税を排除する課税対象所得の質的適格性（適格化）と最低生活
費を所得から排除する所得の量的適格性（定量化）が，観念的に必要であると
主張している

63）
。しかし，純資産増加説がこれらを考慮していない点を批判して

いる。その上でラングは，適格化および定量化によって純資産増加説を適切な
範囲に限定し，所得税の課税対象を獲得された所得のみに限定すべきであると
主張している

64）
。

　またラングは，「市場への参加」を，そこで実現されるすべての利得を公平
に所得と観念するためのメルクマールと解している。そのためラングは，課税
対象所得の基本的メルクマールとして，市場における「経済的交易への参加」
行為を通じた所得の「獲得（Erzielen）」を強調している

65）
。そして，この「獲得」

が所得の客観的要件であると主張している。
　さらに，市場所得説が自由市場経済の要素として所得に対して根本的意義を
もつことを認め，所得概念の決定には「営利目的（Gewinnerzielungsabsicht）と
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いう主観的要件」が必要であるとも主張している
66）

。この営利目的という主観的
要件は，課税対象所得と課税対象ではない私的な領域における所得とを区別す
るためのメルクマールとして必要であると考えられている。
　このような，所得の客観面と主観面の２つの要素から，自家消費および帰属
所得を市場外での獲得であることを理由に所得から排除している。また，相続
および贈与はそれぞれ相続税および贈与税に服し当該財産が市場で利用された
時点で課税されることになる。趣味からの収入，スポーツおよび賭事は，営利
目的をもたないため非課税であると主張している

67）
。さらに公的扶助は，市場で

獲得されるものでもなく営利目的ももっていないため，非課税になる。
　このように，ラングは，所得の構成要素として市場での「獲得」という客観
的要件と「営利目的」という主観的要件という２つの要件を確立している。

⑶　キルヒホフの法曹大会での意見書
68）

　このようにルッペとラングは，所得税法をもとに市場所得説を唱えてきた。
それに対してキルヒホフは，憲法との関連から所得税のあり方を検討し市場所
得説を唱えている。キルヒホフは，₁₉₈₈ 年に行われたドイツ法曹大会の租税法
部門において，意見書を発表し，そのなかで憲法（特に基本法（Grundgesetz）

₁₄ 条２項）と関連づけて市場所得説を説いている
69）

。
　課税によって介入を受ける財産権は基本法 ₁₄ 条１項によって保障されてい
る。その財産権に対する課税の根拠について，キルヒホフは以下のような理論
を展開している。「財産の自由の本質的内容は所有権利用の権利である。この
ような利用権は，国家の持分である租税上の介入によって制限される。しかし
そのような制限が認められる場合にのみ，利用権の自由な行使が保障されるの
である。…したがって，収益基盤（Erwerbsgrundlage）を私的に利用すること
によって，私的収益が発生する。それと同時に，その収益のなかに課税対象収
益が観念される。所得税は，この課税対象収益である所得に応じて，国家の持
分を把握しなければならない」。つまり，収益基盤を利用して獲得された利得
のなかにある国家の持分が所得税というかたちで実現されるのである。
　個人の所得獲得は，生産や収益のために国家が提供する法的根拠に依拠し，
国家の経済政策を利用し，そして給付を受領する。つまり，個人所得は法律上
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用意された行為手段に本質的に依拠する。個人所得はこのような社会との結合
を前提としている。そしてこの社会的結合について基本法 ₁₄ 条２項を根拠と
している。すなわち，キルヒホフは，基本法 ₁₄ 条２項に基づき，「所得は所有
権の社会的結合の枠内でのみ課税され得る」と主張している。また，「所有権
の行使は同時に公共の福祉に役立つべきである」という基本法 ₁₄ 条２項２文
の文言から，所得の特別な社会的義務性（Sozialpflichtigkeit）を観念している。
そしてキルヒホフによれば，社会的義務性をもつ所得

70）
とは，「市場取引の対価」

であり，「社会的義務性は，財産の増加に応じてではなく，収益の増加に応じ
て増大する」。そのため収益の増加に応じて所得税を負担することになる。
　つまりキルヒホフの理論は，「国家が市場を組織し，保障し，そして秩序立
てているため，個人が市場で利益を獲得することもできるのである。その市場
には何らかの収益基盤が存在し，その収益基盤を利用することによって獲得す
る利益には，その獲得と同時に国家の持分が発生する。獲得された利益により，
それを獲得した個人の支払能力が増大するため，国家は課税というかたちで干
渉し，その持分を実現し得る」といえる。そして，市場で獲得した所得である
以上，実現されていることが必要になる。
　またキルヒホフは，生存を保障する支出，すなわち最低生活費を所得から排
除している

71）
。なぜなら，生存に必要不可欠な所得は所得税を免除されなければ

ならないからである。キルヒホフは，このことを「生存権という自然権は国家
の課税権に優先するからである」としている。すなわち，人は，市場へ参加し
てこそ収益を獲得できるのであり，市場に参加するためにはまず生存していな
ければならない。したがって，最低生活費は，まず租税に優先して控除される
べきであり，所得に含められてはならないのである

72）
。

　このようなキルヒホフの理論によれば，相続や贈与といった無償による財産
取得や帰属所得といった経済的価値の流入を伴わない利得は，市場で獲得され
ておらずかつ社会的義務性を負うものではないため，「所得」に含まれない。
また未実現のキャピタルゲインは実現されていないため「所得」に含まれない。
　このように，キルヒホフの理論は所得税を憲法と結合させて展開されている
点に大きな特徴がある。つまりキルヒホフは，憲法的観点から理論を確立し，
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市場所得による所得概念を主張しているのである。

3 小　括
　ここまでみてきたように，市場所得概念はノイマルクの経済活動説をもとに，
ルッペ，ラング，そしてキルヒホフという論者によって展開されてきている。
それは以下のように整理できる。すなわち，ルッペは「市場への参加」を法律
上の「共通分母」として確立した。そしてラングは「獲得」という客観的要件
および「所得を獲得する意思」という主観的要件を確立した。そしてキルヒホ
フは，市場所得概念を憲法と結びつけ，さらに所得に対する所得税の介入を憲
法上根拠づけた。
　そして，これらに基づいて市場所得説に基づいて，「所得」を定義する場合
には，「所得」とは「市場における経済活動への営利目的を持った参加によっ
て獲得（実現）された経済的利得」であると考えられる。そして，これらは
EStG における所得区分に共通する要素であり，また憲法との関係では応能負
担原則，最低生活費保障を実現するものと考えられる。

Ⅲ　市場所得概念の有用性

　上記のように市場所得説に基づき「所得」が定義されその範囲が限定される。
このような定義をした場合に，上述の包括的所得概念の問題はどのように考え
られるだろうか。市場所得概念の現行法との整合性，そしてその有用性につい
てみていくことにしよう。

1 実現原則
　まずは「収入金額」との関係で純資産増加説が未実現の経済的利得をも所得
に含めていながら，現実は課税できていない点についてみてみよう。
　この点について，ノイマルクによれば，個々の納税義務者は価値の増加を新
たに獲得（実現）しなければならない。そしてルッペも，国民総生産形成への
参加というメルクマールによって，未実現の利得を所得税の対象外としている。
これは，EStG に共通したメルクマールとして「実現」という要素を導き出し
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たからである。つまり，市場所得概念は実現原則と結びつき，「所得」は実現さ
れた利得になる。
　この点，実現原則は法律上明確な原則ではない。しかし，市場所得説とは不
可分といわれている。実現原則の中心的特質は，利益が流入した売上と結びつ
くことにある。市場所得説は，市場における経済活動によって得られた売上金
額に基づいて所得を把握する。つまり，市場所得説は実現した市場所得のみを
課税対象としているのである。ここにいう「実現した市場所得」とは，納税義
務者が市場における経済活動によって獲得し，自己の経済的な処分権限を増加
させた経済的利得である。このようにして，市場所得説は，実現原則と結びつ
くことにより，納税義務者が市場において獲得した売上だけを把握する。その
ため，未実現のキャピタルゲインが所得から排除される。そしてこれは，現行
所得税法上の所得分類とその課税における「収入金額」とも結びつくことにな
る。
　また，市場所得説は「市場における経済活動への参加」を基本的要件として
いる。そのため，「所得」は市場を通じて獲得されなければならない。そうする
と，帰属所得は市場で獲得されないため「所得」から除外される。これは，現
行所得税法上，帰属所得のような擬制された所得が課税されていないことに合
致する。つまり，市場所得概念では擬制的な経済的利得はすべて「所得」から
排除されるのである

73）
。

　このような市場所得概念の考え方はわが国の所得税法においても妥当する面
が少なくないと思われる。すなわち，現行所得税法における ₁₀ 種類の所得区
分において，その多くが市場への参加によって得られるものという共通の特徴
をもつと考えられる。これは所得税法が，今日の市場経済を前提とした経済活
動を前提としていると考えられるからである。その結果，市場所得説は，源泉
説が所得から除外した一時的・偶発的な利得も課税対象に含めることができ，

「収入金額」によって限定された課税を実行できる。

2 必要経費
　次に，包括的所得概念との関係で問題があると考えられる必要経費について
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みてみると，上記のように，包括的所得概念に基づくのであれば必要経費は基
因原則に基づいて包括的に捉えられなければならない。このような必要経費概
念について，市場所得概念はどのように捉えているのであろうか。次にこの点
についてみていくことにしよう。
　この点について，上記のように，ドイツにおいては，必要経費も事業支出も
純所得課税の実現という共通の目的を有するものであるため，同じ範囲のもの
であると解されている。すなわち，基因原則が必要経費概念にも適用され，原
因的な必要経費概念が成立している。
　また基因原則は収入と支出との間の経済的関連を直接的なものに限定してい
ない。すなわち，ドイツにおいて，必要経費は基因原則に基づいた原因的な概
念として理解され，当該支出とその結果得られた収入との間の経済的関連は間
接的なもので足りると考えられている。
　そして，この基因原則との関連について市場所得説では，「市場所得説は基
因理論による収益収入および収益消費の限界づけ…に貢献する

74）
」と指摘されて

いる。この指摘によれば，市場所得概念は基因理論に基づいて必要経費を捉え
ていると考えられる。
　これに関連して，上記のように，市場所得説は所得税法から導かれた各種所
得分類に共通するメルクマールとして「市場における経済活動」を前提として
いる。そして市場所得説は余剰性所得も利得性所得も包含している。それゆえ，
必要経費と事業支出も包含することになる。その結果，市場におけるすべての
収益消費は基因原則によって控除が認められる。
　本来，基因原則は純資産増加説に対応する利得性所得における事業支出にの
み妥当すると思われる。しかし，純所得への課税を実現することは，余剰性所
得にも利得性所得にも共通する。そのため，必要経費の問題においても同一の
基準が要請され，必要経費に基因原則が適用され，原因的な必要経費概念が認
められるようになっている

75）
。

　しかし，このような必要経費の理解は条文の解釈を超えるとも考えられる。
そのため，必要経費と事業支出とを統一的に基因原則に基づいて捉える理論が
必要となる。そこで，所得税法におけるすべての所得区分に共通する要素とし
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て導き出された市場所得説が妥当することになる。つまり，市場所得概念は解
釈上明確に基因原則と結びついているのである。

3 小　括
　ここまでみてきたように，包括的所得概念で問題となっていると考えられる，

「収入金額」，実現原則との結びつきについて，市場所得概念は実現という要素
を明確にしていることから，有用性があると思われる。また必要経費について
も，現在の取扱い上では，所得を包括的に構成しながら必要経費を制限的に捉
えている問題がある。これについては，純資産増加説に基づいた基因原則が採
用されるべきであるといえる。この基因原則についても，市場所得説は明確に
結びつきを求めている。この点でも有用性を有すると思われる。

おわりに

　以上のことから包括的所得概念には次の２点が大きな問題として指摘できる。
①　包括的所得概念は法律上定められていない実現原則と結びつくことによ

り，その包括性を失い，「所得」の範囲を不明確なものとしている。
②　現在の所得税法において，必要経費は収入との直接的関連性を求められ

ており，本来包括的所得概念が求めている包括的な，基因原則に基づく捉
え方になっていない。

　これらの問題に対して，市場所得説は次のように説明できる。
①　市場所得概念は，市場における経済活動とそれによる実現を「所得」の

要素としており，実現原則と明示的に結びついて「所得」の範囲を限定し
ている。

②　必要経費についても，基因原則に基づくことを明確に示し，包括的な捉
え方をしている。

　このように，ドイツにおける所得税法から導かれた市場所得説は，わが国に
おいても現実の取扱いに即した「所得」の定義として有用性をもつと考えられ
るのである。
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注
 ₁） 谷口勢津夫『税法基本講義〔第５版〕』（弘文堂，₂₀₁₆ 年）₁₉₁ 頁。
 ₂） 金子宏『租税法〔第 ₂₂ 版〕』（弘文堂，₂₀₁₇ 年）₁₈₇ 頁。
 ₃） 谷口・前掲注１・₁₉₃ 頁。
 ₄） 金子・前掲注２・₁₈₈ 頁。
 ₅） この他にも，各種特別措置などを通じて本来包括的であるはずの「所得」に対する課

税がなされていない現状がある（金子宏「租税法の諸課題—わが国税制の現状と課題—」
税大ジャーナル１号３頁（₂₀₀₅ 年）７頁）。

 ₆） 渡辺智之「タックス・ミックスについて」税研 ₁₂₈ 号 ₈₉ 頁（₂₀₀₆ 年）₉₁ 頁。
 ₇） 谷口・前掲注１・₂₀₁ 頁。
 ₈） 金子・前掲注３・₁₈₈ 頁，李昌熙「租税政策の分析枠組み（下）」ジュリ ₁₂₂₁ 号 ₁₄₅ 頁

（₂₀₀₂ 年）₁₅₀ 頁，渡辺徹也「実現主義の再考—その意義および今日的な役割を中心に
—」税研 ₁₄₇ 号 ₆₃ 頁（₂₀₀₉ 年），岡村忠生・酒井貴子・田中晶国『租税法』（有斐閣，
₂₀₁₇ 年）₄₈ 頁〔岡村〕。

 ₉） 水野忠恒「所得税と相続税の交錯—非課税もしくは課税繰り延べとされる所得」ジュ
リ ₁₀₂₀ 号 ₁₅₆ 頁（₁₉₉₃ 年），同「欧米の相続制度と相続税制」租税研究 ₅₀₅ 号 ₄₀ 頁

（₁₉₉₁ 年） ，北野弘久編『判例研究日本税法体系３』（学陽書房，₁₉₈₀ 年）₆₄ 頁〔水野武
夫〕参照。

₁₀） 訟月 ₁₄ 巻 ₁₂ 号 ₁₄₄₂ 頁。
₁₁） 判時 ₇₈₀ 号 ₃₇ 頁。
₁₂） 岡村忠生「所得の実現をめぐる概念の分別と連接」法学論叢 ₁₆₆ 巻６号（₂₀₁₀ 年）₉₄

頁（₁₀₄ 頁），岡村・酒井・田中・前掲注９・₄₉ 頁〔岡村〕。
₁₃） 民集 ₂₆ 巻 ₁₀ 号 ₂₀₈₃ 頁。
₁₄） 訟月 ₅₃ 巻９号 ₂₆₉₂ 頁。
₁₅） 谷口・前掲注１・₂₀₀ 頁。
₁₆） 渡辺・前掲注６・₇₂ 頁，伊川正樹「譲渡所得における実現の意義と譲渡所得の性質」

名城 ₆₂ 巻２号（₂₀₁₂ 年）１頁（２頁），同「譲渡所得とその課税および実現主義—増加
益清算説と譲渡益課税説の対立点」水野武夫先生古稀記念論文集『行政と国民の権利』

（法律文化社，₂₀₁₁ 年）₄₆₈ 頁。
₁₇） この意味では，「実現」は「所得」の構成要素とはいえないことになる（金子宏「租税

法における所得概念の構成」同『所得概念の研究』（有斐閣，₁₉₉₅ 年）１頁 ₇₆ 頁，李昌
熙「租税政策の分析枠組み（上）」ジュリ ₁₂₂₀ 号（₂₀₀₂ 年）₁₁₉ 頁（₁₂₃ 頁）。

₁₈） シャンツ（Georg von Schanz）は，未実現利得についても給付能力，すなわち担税力
がある者として捉え所得に含めていたと考えられるが，実際の利用可能性という観点か
ら実現した価値増加のみを所得に含めるように限定せざるを得なかったという解釈もあ
る（上野隆也「純資産増加説の現代的意義」国際会計研究学会年報 ₂₀₁₀ 年度（₂₀₁₀ 年）
₁₅₃ 頁）。

₁₉） 金子宏「所得概念について」同『租税法理論の形成と解明 上巻』（有斐閣，₂₀₁₀ 年）
₄₂₁ 頁（₄₂₅ 頁），石島弘「税法の所得概念における実現概念」同『課税権と課税物権の研
究』（信山社，₂₀₀₃ 年）₁₂₅ 頁（₁₅₄ 頁）。
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₂₀） この点で，増加益清算説が譲渡所得課税を整合的に説明できておらず，譲渡所得課税
の趣旨として譲渡益所得説が有益であると指摘するものとして，伊川正樹「譲渡所得課
税における『資産の譲渡』」税法 ₅₆₁ 号（₂₀₀₉ 年）３頁がある。

₂₁） 伊川正樹「みなし譲渡所得に『担税力』はあるのか」名城 ₆₆ 巻１・２号（₂₀₁₆ 年）₃₂₉
頁（₃₄₄ 頁，₃₅₂ 頁）。

₂₂） 岡村・前掲注 ₁₂・₁₀₂ 頁。
₂₃） 渡辺・前掲注６および岡村・前掲注 ₁₂ を参照。
₂₄） 谷口勢津夫「収入金額の計上時期に関する実現主義の意義—判例分析を中心に—」阪

法 ₆₄ 巻６号（₂₀₁₅ 年）１頁（₁₉ 頁）。
₂₅） 谷口・前掲注 ₂₅・₂₁ 頁。
₂₆） 谷口・前掲注１・₂₀₄ 頁
₂₇） 判タ ₃₇₄ 号 ₁₅₆ 頁。
₂₈） 税資 ₁₃₄ 号 ₃₈₇ 頁。
₂₉） 税資 ₂₂₉ 号 ₃₄₀ 頁。
₃₀） 東京地裁平成６年６月 ₂₄ 日判決・税資 ₂₀₁ 号 ₅₄₂ 頁。なお，控訴審判決（東京高裁平

成８年４月 ₂₆ 日判決・税資 ₂₁₆ 号 ₃₁₁ 頁）も同旨。
₃₁） 判時 ₂₁₄₅ 号 ₁₇ 頁。
₃₂） 判時 ₂₁₇₀ 号 ₂₀ 頁。なお，平成 ₂₆ 年１月 ₁₇ 日に最高裁不受理決定が出されている。
₃₃） 税制調査会「所得税法及び法人税法の整備に関する答申」（昭和 ₃₈ 年 ₁₂ 月）。必要経費

に関しては ₄₂ 頁以下。
₃₄） 田中治「家事関連費の必要経費該当性」税務事例研究 ₁₄₃ 号（₂₀₁₅ 年）₃₆ 頁（₄₀ 頁）。
₃₅） 税調答申・前掲注 ₃₃・₄₃ 頁。
₃₆） 以下の議論について詳細には，奥谷「市場所得における控除概念—基因原則による必

要経費—」島法 ₄₅ 巻２号（₂₀₀₁ 年）₂₃ 頁，同「必要経費の意義と範囲」税法 ₅₇₅ 号
（₂₀₁₆ 年）₂₂₉ 頁を参照されたい。

₃₇） Joachim Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, Köln ₁₉₈₈, S. ₃₁₈ff., 
Dieter Birk,/Marc Desens/Henning Tappe, Steuerrecht ₁₉. Aufl., ₂₀₁₆, Heidelberg, 
Rdn. ₁₀₁₂ff..

₃₈） A. a. O. Birk/Desens/Tappe, Rdn. ₆₀₈ff..
₃₉） Tipke/Lang, Steuerrecht ₂₂. Aufl., ₂₀₁₃, Köln, §₈ Rz. ₁₈₁ff. ［Johanna Hey］.
₄₀） A. a. O. Birk,/Desens/Tappe, Rdn．₁₀₁₂ff..
₄₁） BFH v. ₁₅. November ₁₉₅₇ Ⅵ ₇₉/₅₅U：BStBl. Ⅲ ₁₉₅₈, ₁₀₃. 
₄₂） 本稿において引用「　」中にある〔　〕は特に断りのない限り，筆者による補足を意味

する。
₄₃） BFH v. ₂₆. November ₁₉₈₃ GrS ₂/₈₂：BStBl. Ⅱ ₁₉₈₄, ₁₆₀. 
₄₄） BFH v. ₂. März Ⅵ ₇₉/₆₀ S：BStBl. Ⅲ ₁₉₆₂, ₁₉₂. また，₁₉₆₂ 年８月 ₂₄ 日判決（BFH 

v. ₂₄. August ₁₉₆₂ Ⅵ ₂₁₈/₆₀ U：BStBl. Ⅲ ₁₉₆₂, ₄₆₇.）でも同様に認めている。
₄₅） BFH v. ₂₈. November ₁₉₇₇ GrS ₂︲₃/₇₇, BStBl. ₁₉₇₈ Ⅱ S. ₁₀₅.
₄₆） A. a. O. Tipke/Lang, §₈ Rz. ₂₃₀ff. ［Hey］.
₄₇） BVerfG v. ₂. ₁₀. ₁₉₆₉︲₁ BvL ₁₂/₆₈, BVerfGE ₂₇, ₅₈., Joachim Lang, Konkretisierungen 
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und Restrikitionen des Leistungsfähigkeitsprinzips:in FS für Heinrich Wilhelm Kruse, 
Köln, ₂₀₀₁, S. ₃₁₆.

₄₈） Guido Weber, Die Abgrenzung zwischen Erwerbs- und Privatsphäre nach dem 
Veranlassungsprinzip, StuW ₂₀₀₉, S. ₁₈₄ （₁₈₅）.

₄₉） 奥谷・前掲注 ₃₆・₂₇ 頁。
₅₀） 基因原則を中心とした以下の内容については，奥谷・前掲注 ₃₆・₂₈ 頁。
₅₁） A. a. O. Tipka/Lang, §₈ Rz, ₅₀ff. ［Hey］.
₅₂） 以下の市場所得説の詳細については，奥谷「市場所得説の生成と展開（一）」民商 ₁₂₂

巻３号（₂₀₀₀ 年）₃₂₄ 頁（₃₃₉ 頁以下）を参照。
₅₃） Fritz Neumark, Theorie und Praxis der modernen Einkommenbesteuerung, Bern, 

₁₉₄₇, S. ₃₇.
₅₄） A. a. O. Neumark, S. ₃₄ff..
₅₅） A. a. O. Neumark, S. ₄₁.
₅₆） A. a. O. Neumark, S. ₄₂f..
₅₇） A. a. O. Neumark, S. ₄₄f..
₅₈） 木村弘之亮「西ドイツ所得税法における所得帰属論（上）—所得源泉の譲渡—」，ジュ

リ ₉₀₉ 号（₁₉₈₈ 年）₉₆ 頁（₉₇ 頁），同「ドイツ所得税法における所得概念—所得の人的
帰属との関連において—」波多野弘先生還暦祝賀記念論文集刊行委員会編『波多野弘先
生還暦祝賀記念論文集』（同刊行委員会，₁₉₈₈ 年）₁₂₅ 頁（₁₅₇ 頁）。

₅₉） H. G. Ruppe, Möglichkeit und Grenzen der Übertragung von Einkunftsquellen als 
Problem der Zurechnung von Einkünften, DStJG Bd. I, Übertragung von 
Einkunftsquellen im Steuerrecht, ₂. Aufl. Köln, ₁₉₇₉, S. ₇, ₁₇ff..

₆₀） A. a. O. Ruppe, S. ₁₆.
₆₁） Joachim Lang, Liebhaberei im Einkommensteuerrecht, StuW ₁₉₈₁, S. ₂₂₃ff. Vgl. 

Hermann-Wilfried Bayer （unter mit von Thomas Birtel）, Die Liebhaberei im 
Steuerrecht, Ein Beitrag zur Lehre vom Steuertatbestand, in: Tübinger 
Rechtswissenschaftliche Abhandlungen, Bd. ₅₂., ₁₉₈₁, Tübingen.

₆₂） A. a. O. Lang, S. ₂₂₇.
₆₃） Dazu a. a. O. Lang, S. ₂₂₉f..
₆₄） Joachim Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, Köln, ₁₉₈₈, S. ₁₆₉.
₆₅） A. a. O.（Fn. ₆₄） Lang, S. ₂₃₇ff.; ders., a. a. O. （Fn. ₆₁） S. ₂₃₀f. u..
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〔司会〕
望月　爾（立命館大学）

〔討論参加者〕
石村耕治（白鷗大学）／奥谷　健（広島修道大学）／川勝健志（京都府立大学）

／黒川　功（日本大学）／髙沢修一（大東文化大学）／鷹巣辰也（税理士）／鶴
田廣巳（関西大学）／藤間大順（青山学院大学大学院）／松井吉三（税理士）／
松田周平（税理士）／安井栄二（立命館大学）／依田俊伸（東洋大学）

司会　それでは，午後の討論に入らせて
いただきたいと思います。まず最初に，
川勝先生への白鷗大学の石村先生の最初
のスリランカのご質問からお願いします。
石村（白鷗大学）　ちょっと記憶が曖昧
なのですが，スリランカかインドかどち
らか一旦支出税を導入したと思うのです。
それで途中で廃止したと記憶しているの
ですが，それはどういう理由なのか。私
が記憶しているところでは，執行不能と
いうことだったような気がするのですが，
もし私の記憶に違いがなければ先生にお
答えをいただきたいということです。
　それから，支出税における個人の財産
の国家監視という問題について，どう考
えるのか。
川勝（京都府立大学）　２点ご質問いた
だきましたので，順次お答えしたいと思
います。
　１つ目，スリランカの事例ということ

ですが，これに関しましては，私自身も
自分で調査して研究したわけではないの
でなんともいえないのですが，スリラン
カについては，先生がおっしゃったよう
に，執行上の問題でということはよくい
われていることではあるのですが，諸説
あるように思います。スリランカという
ことで，途上国の特殊事情であったりと
か，あるいは支出税に内在する欠陥にそ
の原因があったのか。あるいは，スリラ
ンカとかインドの２国に対して影響を与
えたのはカルドアなのですが，カルドア
の支出税案自体にいろんな不備があった
のではないかとか，さらにいうと，実際
にスリランカやインドで実行に移すプロ
セスで法整備に不備があったのではない
かとか，さまざまな要因によって結局う
まくいかなかったといわれています。
　ただ，私がこれまで読んできた論文で
は，それもまだ不確かな分析ではないか
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なと思っていますし，もちろんスリラン
カとかインドという国を調査して分析す
ることの限界というのが先進国に比べる
とかなり大きいのかなとは思うのですが，
そういう意味では，安易に執行上の問題
のみでこれが実現不可能だったとは説明
しきれないかもしれないと。ただ，間違
いなく，それは一要因であったことはあ
るのかなと私は思っています。ちょっと
うまく答えられたかどうかわからないの
ですが，そのようなことで，少し情報提
供も踏まえてお答えということにさせて
いただきたいと思います。
　それから，２つ目のご質問につきまし
てはかなり重い質問でして，私はご存じ
のように財政学者ということになります
ので，個人の財産の国家監視の問題をど
う理解したらいいのかということは，こ
れは権限とか権利，そういう問題にかか
わるので，むしろ税法の先生方のほうが
得意とされる分野なのかなと思うのです。
私の分野に引きつけて考えたときに１つ
答えとして申し上げたいことは，このよ
うに個人の財産，あるいは，あらゆる金
融取引を国家が監視するような形という
のは，恐ろしく徴税コスト，モニタリン
グのコストがかかってくると考えたとき
に，アダム・スミスの租税原則でも挙げ
られているような徴税コストの最小化に
反するのではないか。おそらく徴税コス
トのほうが上げられる税収よりも上回っ
てしまう可能性すら懸念される。財政と
いう観点からすると，この点のほうが私

は気になるというようなことでお答えに
代えさせていただきたいと思います。
司会　続きまして，青山学院大学の藤間
会員より質問が出ております。
藤間（青山学院大学）　１点目ですが，
日本の所得税の話についても，現在，資
本所得の軽課措置がいろいろ講じられて
いまして，それによって消費課税化して
いるのではないかという指摘が税法のほ
うではあります。
　川勝先生の考えをお聞きしたいのです
が，当時のイギリスと現在の日本は消費
税制度について類似した状況にあるので
しょうか。
川勝（京都府立大学）　まずご質問の中で，
当時のイギリスと現在の日本，類似した
状況であるかということなのですが，私
はそういうことに対して結構慎重な立場
なのですが，当時のイギリスと日本の現
状を単純比較すべきではないというのが
あります。昨日も報告の中でご説明させ
ていただきましたように，当時のイギリ
ス税制にはある種の特殊性みたいなもの
があるということを考えると，特に単純
比較というのはできないのかなと思って
います。
　その上で，ご指摘のあった日本の所得
税が消費税化しているのではないかとい
う議論なのですが，これは支出税化しつ
つあるのではないかという言い方をする
方もいらっしゃると思います。そのとき
に必ずといっていいほど持ち込まれる議
論として，北欧などで導入されている二
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元的所得税を１つのよりどころとする説
明です。
　以前に京都大学の諸富先生を中心に一
緒に書かせていただいた『グローバル時
代の税制改革』という本があるのですが，
その中で日本の金融所得一体課税につい
て論文を書かせていただきました。今申
し上げた二元的所得税との比較をしなが
ら日本の動きを評価するということで書
いてみたのですが，その中ではっきりと
わかったことは，スウェーデンの二元的
所得税を導入する背景と，日本で金融所
得一体課税が進められる，ある種の支出
税化するような動きというのは必ずしも
一緒ではないということなのです。もっ
といえば，明らかに違うということなの
です。実はそのことについて非常に大事
な問題じゃないかなと思って，私がその
ときに結論として整理したことを申し上
げたいと思うのです。
　まず，日本の金融所得一体課税論とス
ウェーデンの二元的所得税，この決定的
な違いを４つの点から申し上げたいので
すが，１つ目が導入の背景の違いです。
北欧の二元的所得税というのは，当時，
さまざまな優遇税制が存在していて，典
型的には無制限に借入利子の控除を認め
るという形での租税裁定が横行していた
という問題です。そのことによって，高
額所得者が租税回避行動を盛んに行って
いたという問題を解消したいということ
で導入されたので，実はスウェーデンの
二元的所得税というのは，日本でいうと

ころの課税の中立性とか，簡素性とか，
そういうことを追求するようなものより
も，むしろ資本所得に対してしっかり課
税すると。その意味で，できる限り公平
性を担保していこうという意図でもって，
この二元的所得税というのは導入された
と理解するべきではないのかなと思って
います。ご存じのように，日本の金融所
得一体課税論というのは貯蓄から投資へ
という非常に政策的な要請に応えるため
に進められたという側面がありますので，
その意味では二元的所得税の背景とは随
分違うと思うのです。
　それから，両者の違いということで申
し上げたいのは，ともに分離比例課税を
するということになっているのですが，
二元的所得税の場合は，先ほどもちょっ
と申し上げましたように，従来からの総
合課税のもとで，できる限りキャピタ
ル・ゲインに対して課税して租税回避を
抑制するという目的があるというのが１
つ。
　それからもう１つが，税率がインフレ
影響を調整するとか，法人所得税や地方
勤労所得税の税率と一致させるように設
定しているということなのです。また後
でもう１回触れますが，確かに分離比例
課税を二元的所得税はしているのですが，
日本と違って，かなり高い税率で比例課
税しているのです。だから，比例課税と
いう点では同じなのですが，ご存じのよ
うに，特に日本では金融所得に対して低
い税率が優遇税制されて，それに対して
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スウェーデンのほうはかなり高い税率を
設定しているというところもかなり違う
ところです。金融所得一体課税の方はど
うであるかというと，それは先ほどもち
ょっと説明した税率が低いということに
加えて，やはり従来から税務執行上の難
しさとか，あるいは経済政策的な観点，
資本蓄積の促進，貯蓄奨励，こういうも
のが色濃く反映している。この点が２つ
目，両者の違う点です。
　そして，３つ目が課税ベースです。課
税ベースは，先ほどの説明からもおわか
りいただけたと思うのですが，二元的所
得税の場合は資本所得に対して，これま
で数多くの優遇税制，あるいは借入利子
控除を認めてきたのですが，そういうも
のを見直して，むしろ租税回避を抑制す
るだけじゃなくて，課税ベースの拡大に
努めると。その意味では課税強化なので
す。この部分はグローバル化時代に対応
して軽課するという理解をされる方も多
いと思うのですが，実態は課税ベースを
拡大するという意味では課税強化なので
す。一方で金融所得一体課税はどうかと
いうと，これはみなさんもよくご存じか
と思うのですが，先ほどもちょっと触れ
ましたが，税率が法人税率よりも低い本
則 ₂₀％。こういうもとで損益通算の範
囲を拡大するということになってしまっ
ているので，これはむしろ課税ベースを
縮小させてしまうのです。これは明らか
な軽課であり，税収減につながってしま
うということです。

　そして４つ目が，資本所得，日本の場
合だと金融所得ということに絞られるか
と思うのですが，それの捕捉という点で
す。二元的所得税の場合は，昨日の話と
もちょっと通ずると思うのですが，でき
る限り課税を強化する，公平課税を実現
しようという考えのもとに富裕税，これ
はいろんな言い方があると思うのですが，
純資産税とか，あるいは不動産税，とに
かく資産課税と組み合わせて比例課税す
ることによる弊害みたいなものをできる
限り修正するという努力も税体系全体で
やっているというのが二元的所得税の背
景にはあるということです。しかも，ス
ウェーデンの場合は納税者番号制度も既
に導入されておりましたし，その意味で
の公平性の担保というのも日本と違うと
ころといえると思います。日本の金融所
得一体課税は，これは言わずもがななの
ですが，二元的所得税，スウェーデンの
事例のような形で，少なくとも金融所得
一体課税をやるのだという動きが強まる
当初，その段階ではマイナンバー制度も
導入されておらず，まだ資産課税の強化
をするというような議論すら出てこなか
ったという意味で，やろうとしているこ
と，目的としていることが異なるという
ことなので，支出税化しているとか消費
税化しているという指摘は非常に表面的
なとらえ方ではないかなと私は思ってい
ます。
　では，なんで日本でそういう二元的所
得税をよりどころにした議論が行われて



90

きているのかというと，スウェーデンの
二元的所得税の誤解というものの典型例
なのです，その背景には，分離課税の根
拠を，担税力を生涯タームで見るという
支出税論を持ち込んでしまっているとい
うのに誤解を生む原因があったのではな
いかなと思うのです。これは二元的所得
税論，すなわち支出税論なのだと。そう
いう議論の持ち込み方をすると，どうし
てもそういうマインドになって，そうい
うとらえ方になってしまうのではないか
なと私は理解しております。
藤間（青山学院大学）　２点目ですが，
債務の話で個人的な研究分野のかかわり
でもあるのですが，借入れの取扱いにつ
いて，ミード報告では，単純にいってし
まえば，借入れ時点で課税ベースに含め
て返済時点で控除するか，あるいは，そ
うではないかの取扱いがあるというよう
な指摘がありました。ただ，債務という
ものは借入れのみによって生じるもので
はないかと思います。例えば損害賠償債
務などですが，見返りとなる資産等がな
く発生しているのかと思います。これら
についてはミード報告，つまり登録資産
と非登録資産みたいなもののモデルの中
では，このような資産を得たりしないで
負った債務については，それを弁済して
も同じく控除不可能なのかなと。少し技
術的な話なのですが，ご教示いただけま
したら幸いです。
川勝（京都府立大学）　このご質問に対
しては簡単な回答ができます。これはち

ょっとわからないということなのです。
というのは，今，例に挙げていただいた
損害賠償債務については，私がミード報
告をつぶさに読んだ限りでは取り上げて
いないのです。その取扱いがちょっと見
られない。おそらくミード報告でも，そ
のことを想定していなかったということ
ではないかなと思いますので，私がこう
ですよと言ってしまうのはまずいので，
そういうことで，お答えができないとい
うことで申しわけないのですが，以上で
す。
藤間（青山学院大学）　３点目は簡単な
質問なのですが，最後のまとめのスライ
ドです。要は支出税構想の目的は貯蓄促
進効果というよりも，と述べておられま
す。この貯蓄促進効果というのは，先ほ
どの議論ともかかわるところなのですが，
よくいわれる貯蓄への二重課税防止みた
いな話と同じなのかなという確認の質問
です。
川勝（京都府立大学）　貯蓄促進効果と，
それから貯蓄への二重課税の防止が同じ
趣旨であるかというご質問だと思います。
多少裏表みたいな感じなのですが，私は
こう理解したらいいのではないかなと思
うのです。貯蓄促進効果というのは，む
しろ支出税をより積極的に評価するため
の１つの根拠としていわれているという
ことです。要は背景にはイギリスの経済
不況を脱するために経済を再建しなけれ
ばいけないというのがあります。経済政
策効果としての貯蓄促進効果を積極的に
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評価しようという立場の表現と理解し，
逆に貯蓄への二重課税の防止というのは，
むしろ所得税批判。支出税の根拠として，
いずれが用いられるという意味では，積
極的なのか消極的なのかというところで
区別するとクリアに理解できるのかなと
思います。
司会　続きまして，立命館大学の安井会
員より質問が出ておりますが，先ほどの
所得税と消費税の課税ベースの話と少し
かぶっています。当時のことということ
なので，安井会員，よろしくお願いいた
します。
安井（立命館大学）　当初のミード報告
の背景というところで，当時のイギリス
の所得税制が事実上，支出税に近い課税
ベースになっていたとご説明されていま
したが，この点がちょっとよくわからな
かったので，もう少し詳しくご説明いた
だきたいのです。
　支出税というのは，これまでのやりと
りの中でも，私の理解では，基本的にそ
の人の消費に対して，累進的に蓄積を見
て課税していくというのは理想論として
の支出税だと理解しておりますが，その
要素が当時のイギリスの所得税制のどこ
にあったのかということがよくわからな
かったので，この点をご教示いただけれ
ば幸いに存じます。
川勝（京都府立大学）　昨日の報告では
冒頭に触れた内容であったかと思うので
すが，当時のイギリスの所得税制の税率
表というのをお示ししたものをご覧にな

っていただくと，基本税率というところ
でかなり幅広い層，とりわけ高いレベル
の層まで比例的に課税されているという
ことがおわかりになるかと思います。そ
れがまず１つ。
　それから，あまり細かくは触れなかっ
たのですが，当時のイギリス所得税制に
おいては，貯蓄，利子にかなりの優遇措
置が既に存在していたということです。
あと，昨日は個人所得税に絞ってお話を
させていただいたのですが，実は法人所
得税，法人税のほうについても，₁₀₀％
の資本控除を事実上認めるという形にな
っていたことから，当時の税制が支出税
に近いような課税ベースになっていたと
理解してもいいのかなと思っております。
司会　続きまして，関西大学の鶴田会員
よりご質問が２点出ております。まず，
最初の１点目からお願いします。
鶴田（関西大学）　タイトルに「イギリ
ス型支出税」とうたっているのですが，
支出税という場合，どちらかというとア
ンドリュースの論文以来，現代的支出税
のほうがむしろ注目をされて，アメリカ
での支出税のルネサンスというほうが注
目をされていたといってもいいかもしれ
ません。そういう意味では，アメリカの
支出税とイギリス型の支出税というのは
どういう違いがあると認識されているの
か。そのあたり，少し敷衍して説明して
いただければということで，タイトルに
は「イギリス型支出税」と書いてありま
すが，それが説明全体の中では必ずしも
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展開されていなかったかなと思いますの
で，よろしくお願いいたします。
川勝（京都府立大学）　私も当初，この
論文を書くときに，現代的支出税論の中
で，イギリスとアメリカにどれほどの違
いがあるかということをあまり意識して
いなかったのですが，ミード報告を詳細
に見ていくプロセスで両者には決定的に
違う点があるのではないかという意味で，
これはむしろ分けたほうがいいと思いま
して，「イギリス型支出税」とまずネー
ミングしたということです。その理由は
ということになるのですが，アメリカの
ほうは，それほど詳しく調べたわけでは
ないのですが，同じ研究会メンバーの方
がアメリカにフォーカスした議論をやっ
てくれていたので，耳学問で両者の違い
に決定的なものがあるのではないかと気
づいたわけなのです。
　まず大きな話としましては，アメリカ
の税制改革論議というのは，特に論文を
書いていた当時はブッシュ政権でしたが，
非常に根強い貯蓄非課税の論理があるの
だなということがわかりました。その意
味では，先ほどの藤間さんからのご質問
ではないのですが，アメリカの現代的支
出税論というのは，専ら貯蓄促進効果と
いうところに重きを置いているというこ
とがわかります。それに対してイギリ
ス・ミード報告に見られる支出税論議と
いうのは，貯蓄促進効果というのを全く
期待していないわけではないと思うので
すが，むしろ公平課税の追求というとこ

ろに重きを置いた税制改革案になってい
るということです。
　具体的には，アメリカの財務省報告，
ブループリントの中ではアンドリュース
の議論を引いて前納勘定方式，ミード報
告でいうところの非登録勘定方式を耐久
消費財，こういうものにだけじゃなくて
投資収益への適用も可能にしているとい
うこと。しかも，納税者がミード報告で
いうところの登録勘定，非登録勘定，ど
ちらの方式を採用するかというのを自由
に認めている。アメリカのほうはですね。
そういうふうになっていることに対して
ミード報告に見る支出税論議というのは，
非登録勘定方式の適用をかなり限定的に
しているということと，それから資産課
税の強化を組み合わせている。これは明
らかに先ほど申し上げたような公平課税
の実現をタックスミックスというような
形でもって，できる限り実現していこう
という意図が読み取れるというところに

「イギリス型支出税」とネーミングする
意味があるのかなと私は思っております。
鶴田（関西大学）　そうしましたら，２
点目は昨日のご報告の最後，まとめのと
ころで触れられていたのですが，₁₉₇₀
年代の支出税のルネサンスといわれたよ
うな時代から，₈₀ 年代に入ると一転し
て所得ベース課税の方向に回避すると結
論をされているのは，確かにアメリカの
₈₆ 年の税制改革がその点では非常に大
きな影響を及ぼしたのではないかと思い
ます。₈₄ 年には同様の改革がイギリス
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でもやられているということがあります。
そういう点から見て，所得ベース課税の
ほうがむしろ有力になったという方向性
が出てくるわけですが，その背景，ある
いは，その要因は何だったのかというあ
たりはどう考えておられるか，もう少し
敷衍して説明していただければというこ
とです。
川勝（京都府立大学）　この論文をまと
めるに当たって，その後の動きというこ
とについてはあまり詳しく調べてないの
で，お答えできることは限られているの
ですが，はっきりとしていることは，ミ
ード報告以後のイギリス経済の状況とい
うのを見てみると，インフレがほぼ沈静
化するというステージになりまして，イ
ギリス産業の再建と雇用の拡大を目的と
した経済政策の再編というのが ₈₀ 年代
になると始まるということです。そうな
ってくると，そういう政策目的に沿って，
税制もより簡素なものへとシフトしてい
きました。ですので，もうおわかりかと
思うのですが，支出税へ移行していくと
いうことは税制を複雑化させる，むしろ
移行に伴う問題というのがものすごいあ
るのです。
　昨日はとても説明しきれなかったので
すが，論文を見ていただいたら移行に伴
うさまざまな問題，あるいは税収がどう
なるのかとか，そういうことにも触れて
おりますので，論文のほうでご確認いた
だきたいと思います。とにかく ₈₀ 年代
に入ると，イギリス税制は簡素化の方向

を強めていくという形になります。特に
税制の経済的中立性と簡素化を図るとい
う観点から，法人税のところでそういう
動きがかなり顕著に見られるようになっ
ていきます。
　論文の中で触れたことですが，法人税
改革ということで当時行われたことを紹
介します。まず第１に，支出税体系の移
行を実際的でない，または望ましくない
と改革案の中で退けました。それから２
つ目に，先ほど申し上げましたインフレ
の沈静化によって，即時償却とか加速償
却が差別的かつ過大な投資優遇措置に変
質してしまっているということが指摘さ
れています。それから３つ目が，投資決
定を租税誘因ではなくて，市場の経済的
評価に委ねるべきであると主張されてい
るということから，今申し上げたことが
かなり読み取れるのではないかなと思っ
ております。
　もう１つは，₈₀ 年代に入ると，付加価
値税がかなり定着し，しかもイギリスで
も比重を増してくる。そうなってくると，
消費課税のあり方が直接税ではなくて間
接税のほうでという動きを伴ってきてい
るということで，むしろいろんな困難を
伴う支出税に移行する必要などないので
はないかということがミード報告以後，
イギリスの税制改革の中で顕著に表れる
ようになったということが１つの答えと
して申し上げられることかなと思います。
司会　それでは，続きまして依田先生の
ご報告に対する質問の討論へ移らせてい
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ただきたいと思います。まず，依田先生
への質問として国際会計基準等との関係
ということで，白鷗大学の石村先生から
質問が出ております。
石村（白鷗大学）　依田先生のお話の中
で国際会計基準の問題としてコンバージ
ェンスにちょっと触れているのですが，
たぶん，日本の場合は益金，損金の概念
でやって，アメリカとか諸外国では個人
所得税と法人所得税を課税ベースでとら
えて，あとは税務調整のようなことをす
るという仕組みになっているのですが，
そういう仕組みの中で考えていくと，も
し我が国がそういう国際的な基準から課
税所得，特に法人の課税所得の概念を再
構築するというと，先生のご議論の中で
はどういう観点でいくのか。それをちょ
っとご説明いただきたいのです。
依田（東洋大学）　私の考え方というか，
そのへんはまとまっていないのですが，
まず国際基準，それからコンバージェン
スの視点からいうと，その内容を法人税
で受け止めて，それに見合った課税所得
を再構築する，つくり直すということを
前提にした場合と受け止めました。
　そうすると，ちょっと基礎的なところ
になってしまうかもしれませんが，我が
国は約 ₂₀₀ 万社以上の法人があって，金
商法対象会社は約 ₅︐₀₀₀ ぐらい，残りは
一般の会社法の適用対象。金商法対象会
社の中でかなりの会社，ほぼイコールが
国際基準等を取り入れるということにな
るのではないか。そうすると，残りの大

多数の会社は，簡単にいうと，国際基準
にあまり関係ないということになるので
はないか。まず，法人税が大会社用に国
際基準等を取り込むとしても，それから
所得化への再構成をするとしても，その
他の大勢の会社にまでそれを押し広げる
ということはあまり必要がないのではな
いか。だとすると，極論すると，法人税
は大企業適用用の法人税と従前どおりの
中小企業用の法人税，まず２つに分けた
ほうがいいのではないか。分けた上で大
企業用の法人税で課税所得が再構成され
るということをもし考えた場合に益金，
損金の概念が変わっていくのではないか。
　中小がそのまま今の形で残る，それを
２系列に分けることがいいかどうかは別
にして，大企業の国際基準，コンファレ
ンスの内容を法人税が受け止めて取り込
んで課税所得を再構成するといった場合
にもともとの益金，損金の概念が，先生
のご指摘で，我が国独自の考え方が既に
存在しているのではないか。これは私が
推測するに，₂₂ 条２項で益金，３項で損
金の定理規定というのか，範囲を定めた
規定というのか，いずれにしても，そこ
で基本的な規定があり，それに対する別
段の定めというような法的な構成がとら
れております。
　その場合に益金，損金，両方検討すべ
きなのでしょうが，ここではわかりやす
く，私が述べやすいという点で損金のほ
うに着目すると，₂₂ 条３項２号の一般
管理費に関しては，債務確定基準という
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ものが括弧書きの中で要求されている。
そうすると，国際基準，コンバージェン
スされた後の基準の中には，現状でもそ
うかもしれませんが，債務確定とはいえ
ないようなものも費用，あるいは損失と
して認められるというものが増えていく
可能性があるのかな。そうした場合に，
出発点は変わらない，我が国は ₂₂ 条２項，
３項で変わらなくて，受け入れるごとに
調整の幅が広がるだけで，別段の定めを
どんどん突っ込んで，あるいは国際基準
の，いかにもここは課税所得の適正とい
う点からは調整が必要だろうというもの
に関して損金不算入，益金算入といった
調整を加え，１個１個，もぐらたたきの
ように対応していけばいいのだ。ですの
で，基本は変わりないのだというような
方向性というのは論理的には１つ考えら
れるのではないかと思います。
　もう１つ，大局では，そうはいっても，
あまりにも出発点とそれの調整としての
内容が懸け離れるのでは，もともとの出
発点自体の合理性が問われるのではない
か。だとすると，債務確定とか，そうい
う明確な原則というものを堅持するより
は，それを若干緩めてでももうちょっと
拡張し，国際基準を受け入れやすくして，
その土俵をつくった上で，さらなる調整
として別段の定めを置いたほうがいいの
ではないか。そういう規定の考え方とい
うものが，大局かどうかはわかりません
が，１つは考えられるのかなと思います。
具体的にどのようなものというのはちょ

っと想定できませんが，方向性として，
そのようなことがあるのかなと思います。
　現状の企業会計の我が国の会計，コン
バージェンスといっても，一番の根っこ
に今もって企業会計原則が廃棄されない
で残っている。それは根っこのところで
収益費用アプローチ，損益計算重視とい
う考え方があり，新しい経済事象等につ
いて，国際基準等に多く設定されている
ような資産負債アプローチの新しい資産
中心の考え方に基づく基準，それから公
正価値等に基づく見積もり計算を取り入
れた基準なんかが上乗せになっていて，
必ずしも一貫した形になっていないよう
な状態だとすれば，法人税としては独自
の考え方をいましばらく堅持した上で別
段の定め，調整の中になるべく対応する
ような考え方，規定を取り込む。ただし，
公平，適正な課税という点からすれば，
数字の把握の確実性，客観性，それから
経済的な裏づけといいますか，そういっ
たものが前提として必要ということは今
後変わらないのではないか。だとすると，
コンバージェンスとか国際基準，新しい
基準を法人税的に取り込む際には，純理
論的なものよりはある程度の形式的な基
準，理論的な計算を前提にはするのです
が，何らかの形式的な標準とか基準とい
うものを税法独自で設けて，それを通じ
て取り入れるというやり方が考えられる
かな。そこは今日ご質問をいただいてか
ら頭の中で考えた程度のことなので，確
定的というよりもちょっと考えただけと
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いう感じなのですが，方向性とか，考え
方とか，そういうことがあり得るのかな
という程度です。
石村（白鷗大学）　ということは，たぶん，
益金，損金という基本的な概念は残した
上で何らかの税務調整をしようという感
覚のほうが強いのですか。
依田（東洋大学）　それに近いと思います。
それが可能なのか，どこまで堅持できる
か，それはちょっとわかりませんが，基
本系としては，そういうことかなと。
司会　同じく会計基準のグローバル化に
関連しまして，大東文化大学の髙沢先生
から依田先生に対するご質問が出ていま
す。
髙沢（大東文化大学）　現在，国際会計
基準のコンバージェンスが進展していま
すが，EU とアメリカの挟間のなかで，
日本も国際会計基準のコンバージェンス
を実現していかなければならないという
お考えだと思います。
　また，隣国の韓国では，IFRS と類似し
ている K－IFRS と称される会計制度を
導入し，さらに，K－IFRS の導入に合わ
せて法人税改革を行ったため，経済シス
テムが混乱し，納税者も困惑しています。
　現在，日本においても会計基準のコン
バージェンスの実現のために，IFRS を
導入している企業が増えていますが，隣
国・韓国の経済状況を分析しますと，将
来的に，このような方向性で本当に良い
のかと考えてしまいます。
　また，国際会計基準のコンバージェン

スを実現しながらも，別段の定めは残し
ながら調整を図るというご指摘について
理解できましたが，現実的に失敗してい
る国もあるわけで，将来的にこのまま進
展させても問題ないのか，適切なのか，
先生のご意見をご教示いただければと思
います。
依田（東洋大学）　コンバージェンスと
いうのは何でも全部取り込んでいけばい
いのだというような考え方もあるのかも
しれませんが，そうなると，先ほど私が
申し上げたように，法人税，自国の税の
世界は今までどおり。どんどん乖離が大
きくなり，それから国内の基準に合わせ
た財務諸表，要するに決算を２つつくって
いかなきゃいけないみたいな，煩瑣，手間
がかかる。それが非常に効率を悪くする
ということもあり得るのかなと思います。
　そうなると，国際基準へのコンバージ
ェンスといっても，なるべくコンバージ
ェンスしなきゃいけないといっておきな
がら，舌の根も乾かないうちにほどほど
にというのはちょっと矛盾のような感じ
がするのですが，それぞれの国にはそれ
ぞれの内情があり，万国共通にしなきゃ
いけないというところはしなきゃいけな
いのかもしれませんが，それ以外のとこ
ろは，ある程度許容性を持ったところは
それぞれの国柄，国情に応じてというふ
うに，基準の中にも共通性を強く求めら
れるものと，それほどのものでもなく，
ある程度それぞれの独自性が求められる
もの。概念としては，そういうふうに大
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きく分けられるのではないか。もし分け
られるとすれば，共通的なものはなるべ
く早く確実に共通化すべき，そうでない
ものはなるべくそのままでおくというよ
うなことが本当はいいのではないか。そ
うすると，二度手間，三度手間というよ
うなものがより少なくなる。そうはいっ
ても，国際基準に合わせなきゃいけない
というところがあるとすれば，そこは二
度手間，三度手間で効率が悪いのではな
いかということかもしれませんが，何で
も全面的に乗っかればいいというのは必
ずしもそうではないのではないか。そこ
を適宜，取捨選択して上手にやっていく
という，ちょっとずるいのか，よくわか
りませんが，理念的に考え方としては，
そんな意味合いかなと個人的には思って
おります。
髙沢（大東文化大学）　先生のご説明を
お聞きしていますと，私の考えに近いの
ですがご確認させてください。
　現状に鑑みた場合，大企業においては，
IFRS 導入の流れになっていると思います。
　しかし，日本企業において多数を占め
ているのは中小企業であり，この中小企
業に対しては，中小企業の会計に関する
指針と中小企業の会計に関する基本要領
が存在しています。
　そして，大企業と中小企業における会
計基準の二元化には，いくつかの問題点
があると指摘されていますが，現状の会
計基準の二元化に対応するために，実務
的に適切な判断を行っていくというお考

えでしょうか。ご教示を賜りますようお
願い申し上げます。
依田（東洋大学）　おっしゃるとおりです。
先ほど，税の世界ももし必要があれば，
そういうことになってもやむを得ないの
ではないかと言ったこととの兼ね合いに
おいても，会計は完全に２系列に分けた
ほうがよろしいのではないかと，そうい
う感じは持っております。
司会　続きまして，今度は具体的な会計
処理との関係のお話につきまして，税理
士の松井先生からご質問が２点挙がって
います。
松井（税理士）　税務会計学の果たすべ
き役割に関連して２点質問させていただ
きます。
　１点目が，大企業の交際費，広告費な
どの一部も経済学的には利潤なのですが，
会計学上，税務計算上で費用，あるいは
損金に算入される，いわゆる利潤の費用
化部分というのがあるのです。私は税理
士だからずっと思っているのですが，こ
のごろ飲食費の ₅︐₀₀₀ 円基準というのが
あるのですが，我が国は交際費の取扱い
がだんだん緩くなってきていて，課税ベ
ースが狭くなっているのではないかと。
　これに対してアメリカでは逆じゃない
かと私は思うのですが，₁₀₀％，あるい
は ₈₀％よかったのが ₅₀％の損益算入割
合になっていくと思うのですが，ちょっ
と逆になっていくところなのですよね。
広告宣伝費についても，反社会的な広告
宣伝というのもあり得ると私は思うので
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すが，こういうものについて費用，ある
いは損金算入してもいいのかなと思って
いるのですが，税務会計学の世界でこう
いうものを是正していくという議論はあ
るのか。そのあたりを教えていただけた
らと思うのです。
依田（東洋大学）　税務会計学の中での
議論という言い方は，私も全部わかって
いるわけでもないし本当に不勉強ですが，
そういったことはあまり聞かないという
のが実情です。では，おまえはどう思う
かといわれれば，個人的に申し上げると，
確かに費用の中に利益の処分のようなも
のがあるという現象があるとお聞きした
ことがあるのですが，実際には費用では
なくて，費用のレッテルを張った利益の
処分だという言い方になる。そうすると，
それは費用でも何でもなくて処分だ。と
いうことは，収益を得るための必要経費
ではありませんが，収益を得るためにも
費用としての機能を果たしていないのか
というと何らかの意味で果たしている。
しかし，利潤，利益の意味合いが強いと。
全く費用のラベルを張っただけというの
であれば，それは費用でも何でもない，
交際費でも何でもないのではないかと思
うのですが，多少，そういう意味合いがあ
って，ただ利潤の意味合いのほうが多い。
　もともとの交際費課税の立法趣旨とい
うのはよくいわれますが，冗費，濫費の
抑制，そういっておりますので，交際に
名を借りた関係者の飲み食いだとかとい
うような典型でいわれておりましたが，

そういう意味の支出が利潤の費用化だと
すれば，交際費の中にはそういうものが
あるだろう。今，先生のご指摘ですと，
広告宣伝費のようなものにもなるかもし
れないと，そういうことだと思うのです。
そういう意味で交際費課税は，措置法で
制定されたときは原則として損金不算入。
いろいろな変遷がありましたが，現状で
は，中小会社に関しては ₈₀₀ 万という定
額基準の系列があり，あとは大企業では
内容的に飲食の損金算入というのを認め
られるようになった。そうすると，原則
として損金不算入だとすれば，少なくと
も交際費勘定には利潤の費用化があった
としても不算入ということで，先生のお
っしゃった利潤の費用化の部分も排除し
ているという点では，立法的にはそれは
認められない。飲食費の損金算入が認め
られたということで，全額不算入から一
歩後退したのではないか。そういう受け
止め方を先生はされているという理解だ
と思うのです。
　そういうお考えはもっともだと思うの
ですが，もともと交際費の中には，飲食
以外にも，これは社会的な儀礼とか，い
ろいろな意味での交際費として収益獲得
にかなり確実に貢献しているというもの
が一定量はあるのではないか。だとすれ
ば，全額損金不算入ではなくて，中身に
応じてふさわしいものは認める。ですか
ら，利潤の費用化が含まれているので全
体を不算入とするような立法記述がよろ
しいのかどうか。今回の改正というのは，
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飲食費は，これは損金算入するような費
用と見てもよかろう。立法者はおそらく
そう考えて，交際費の中から飲食部分だ
けは除いて損金算入を認めた。こういう
ふうに推測することができるわけですが，
それ以外にも，これは認めてもいいので
はないかというものもあり得るのではな
いかと。これは個人的にですが。という
ことは，利潤の費用化部分よりも，もっ
と範囲を広げて不算入しているというの
がちょっと厳しかったのではないかと。
私の個人的な意見は，なんとなくそんな
感じがします。
　ですので，飲食費が大企業でも損金算
入が認められたという点は，私の立場か
らすると，損金に認められるべきものが
少し認められるようになったという理解
を持っています。ただし，そういうもの
に名を借りて飲食を増やす，それを通じ
て飲食を利用して利潤の費用化というも
のが増えてくるのでは好ましくないとい
うことかと思います。一方，中小会社は
定額で ₈₀₀ 万という形式基準があるので，
逆にこういう言い方はちょっと語弊があ
りますが，₈₀₀ 万までは大丈夫なのだと
いうような感じで，もちろん経営上の観
点がありますから，₈₀₀ 万まで自由に使
えるという意味ではありませんが，それ
ほど金額を気にせずに交際費を使用して
いる実態というのは，まだあるのではな
いか。むしろ中小会社のほうに利潤の費
用化というものがあって，形式基準の
₈₀₀ 万，その昔は ₄₀₀ 万ぐらい。それが

ずっと続いて，その中の，あるときは
₈₀％損金算入とか ₉₀％，そういう変遷
がありましたが，中小企業は全額不算入
ということはなかったと。むしろ中小企
業の中に利潤の費用化はあり得るのでは
ないかという感情すら持っております。
　ですので，利潤の費用化への対応をし
て，今回の飲食費は一歩後退したのでは
ないかという先生のご指摘でしたが，私
の考え方からすると，大企業に関しては，
少しは実態にというか，損金算入を認め
られてもよかろうというような，交際費
は損金算入を認める。それに対して，中
小法人に関しては形式基準のままなので，
ひょっとして比較的利潤の費用化がまだ
かなり存在しているのではないか。むし
ろ，こちらのほうは内容に応じて判断す
る。立法技術をどういうふうにするのか
というのは問題がありますが，中身を精
査して，むしろ中小企業のほうが利潤の
費用化にもうちょっと目を光らせて制限
するということが必要なのではないかと。
そんな予感といいますか，そんな感じを
持っております。それが私の個人的な意
見です。
松井（税理士）　それに関してですが，
実情みたいな感じでは，前，交際費の枠
が大企業はなかったものですから，その
分，飲み食いのツケを下請けに回すとい
うことはありましたね。それで結局，団
体で飲食店に行くとかなり大きい額にな
るものですから，すぐ ₄₀₀ 万の枠は超え
るということがあったのです。実際聞い
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てみると，大企業の人はだいたい食事す
るときにおごってもらえるというのがあ
ったものですから，今回，そういうもの
ではなくて，少しは安い食事だったり，
自分でできるということになったと思う
のです。
　結局，中小企業について，費用の内容
ということは当然精査しないといけない
のですが，必要度合いからいうと，大企
業のほうは使うということはあまりない
かなと。やっぱり自分のお客さんという
か，元請けを接待するために中小企業の
ほうが使うと。そういうことで，資本金
１億円以下のところには優遇的な措置が
あったと私は思っているのです。ただ，
今回，大企業にも，そういう使える枠が
増えたということで，課税ベースが狭く
なったのではないか。アメリカのほうは
課税ベースを広げて税率を下げるという
流れの一環のように私は思いますが，日
本の場合は，そういう哲学はないのかな
と感じております。
石村（白鷗大学）　そのへんについて，
消費税の問題を抜きにして考えられない
のですが，アメリカの場合，基本的に連
邦税としての消費税がありません。日本
の場合だと，たぶん損金算入できても，
その分だけ消費税が入ってきますから，
経済的な刺激策の観点として，多少法人
税を犠牲にしても消費税で取れればいい
という選択的な余地で政策的にやってい
ると思うのです。
司会　それでは松井先生，２点目のご質

問をよろしいでしょうか。
松井（税理士）　２点目なのですが，所
得概念についてということになると思い
ます。企業会計の観点，経済学もそうだ
と思うのですが，研究開発費は資産に計
上した上で償却すべきだと私は思います。
先生は，この点どのようにお考えでしょ
うか。
　研究開発費については，戦前は資産だ
と計上しなさいと。戦後，企業会計原則
では繰延資産に計上しなさいといいつつ，
実際の実務では繰延資産に計上してもい
いし，申請した年度に計上してもいいと
いうことだったと。ところが，先生のレ
ジュメに入っているように，研究開発費
も全額費用に計上するのを強制的にしな
さいという説明があったと思うのですが，
こうなるとどうかなと思うのです。結局，
研究開発というのは将来のためを思って
やるものですから，支出した年度は当然
効果は及ばないのですよね。ただ，わか
らないから，結局，効果の及ぶ期間がわ
からないものを資産に計上するのもいけ
ないということで税額費用を計上するこ
とになったと思うのですが，理論的には
無形資産に計上して，５年なら５年で償
却すべきものだと私は思うのですが，こ
の点，先生の個人的考えとしてはいかが
でしょう。
依田（東洋大学）　私の個人的な意見は，
ちょっと前提を置きすぎかもしれません
が，研究開発した暁には何らかの特許権
とかといったような無体財産権，無形固
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定資産が取得できる。もちろん特許権を
得るために研究開発をしているかといえ
ば，商品開発とかいろんな目的がありま
すから，直ちに特許権まで結びつくとい
うことではないのかもしれませんが，１
つ考え方として，目標が特許権の取得だ
と考えると，その前提に立つと建設工事
の建物，特に自家建設なんかをするよう
な場合と論理構造は極めて近いのではな
いか。自家建設の場合には，自社のエネ
ルギーや人的なものを投入してどんどん
使っていって，完成して建物勘定という
資産管理を振り返る。建物は物的なもの
で，工期とか工法，それから建築費とい
うところがある程度想定できるもとでや
っている。
　それに対して，特許権に向けた研究開
発という想定でいた場合に建物の建設と
明らかに違うかなというのは，いつ特許
権が確立できるのか，どのぐらいお金を
かければできるのか。かなり確率をもっ
て想定できれば，ぴたりピンポイントで，
そういう計画が立てられるのであれば，
どんどん特許権ができるわけですが，も
しそういうことができるのであれば繰延
資産どころではなく，ダイレクトで無形
固定資産。ただし，発展途上の権利を形
成している限りは５年たとうが，₁₀ 年
たとうが，建設仮勘定でずっとためてお
くと。それで特許権ができたときに，さ
らに振り返って，そこから権利の有効期
間に応じて償却していくというやり方が
一番実態に即すし，他の似たような会計

現象と同様の処理が確保できるのではな
いか。そんな感じがするのです。
　ただ，今の想定というのは，いつかは
わからないし，どれぐらいお金を投入す
るかわかりませんが，いつかは必ず特許
権が生まれるという前提に立てばという
ことでありまして，実際に特許権がどの
ぐらいの確率で生み出されていくのかわ
かりませんが，そう簡単に特許権が取得
できるものかどうかというのはちょっと
わからない。かなりのものができずに，
お金をかけっぱなしで権利が取得されな
いで終わってしまうというものもあり得
ると。だとすると，かなりの確率で世の
中に特許権ができるのだ，生み出せるの
だということであれば，繰延資産どころ
か，自家建設のような会計処理が原則に
なるということも論理的にはあり得るの
ではないか。ただ，いつなのか，いくら
なのか，全くわからないんだとしたら，
そういう会計処理を選択するのは無謀，
あまり合理性がない。
　過去，資産に計上して，現在でも例外
的に繰延資産というのは，少しでも脈が
あるという場合がある，あるいは，そう
いう処理のほうがふさわしいというもの
に限っては認めますが，海のものとも山
のものともつかないものに資産を計上し
ておいて，それでだめだったことが確実
になった時点で全額損で落とすかという
と，そういう場合に損で落とすときのほ
うが企業利益に与える影響が大きくて，
逆に弊害が出てくるというような考え方
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もあり得るかもしれない。だとすれば，
毎年毎年かけた分を，要するに将来役立
つかどうかがはっきりしないので，支出
した年度の収益にきちんと対応している
かどうかわからないが，期間費用的にそ
の年度その年度でけりをつけていくとい
うのが現状の会計基準の背後にある考え
方なのかなという，そんな気がしており
ます。
　だとすれば，全くわからないというよ
うな状況，本当の基礎的な研究の段階で
は，これも当年度で処理するしかなかろ
う。それに対して，ある程度明確な方針
なり予想がついて，絶対だめという保証
はないですが，融合というような環境条
件がそろった場合には資産に計上しても
いいと。より確実性が高いといった場合
には，むしろ資産に計上しましょうとい
うような処理というのは，私は個人的に
はあり得るのかなと思います。ですので，
会計基準としての選択可能性というもの
を認めてもいいのではないかと思います。
ただし，その見積もりとか自己評価とい
うのは企業の自己評価ですから，その評
価が恣意になられて，当該企業にとって
有利な会計処理を選択するということに
なったのでは本末転倒になるので，その
あたりは十分確実な証拠とともに要件を
しっかり設定した上で資産計上でいくの
か，費用処理するのかを分ける処理の仕
方はあり得るのではないかなというのが
個人的な意見です。
松井（税理士）　私もそのように思います。

その点にちょっと関連するのですが，結
局，税額控除は法人税のほうから出てい
くということなものですから，研究開発
費は大企業しかできないのですね。トヨ
タはそういう意味ではあるし，ホンダと
か，そういうものとかも何千億円あると
いうことだったのです。一般の中小企業
では，そういう特例は使えないわけです。
そういうのが大法人の税負担率を下げて
いる部分。目に見えない部分で下げてい
る部分があると思うのです。それで私は
そういう質問をさせていただいたのです
が，均等にどこでも利益が及ぶようなら
いいのですが，実際，零細企業では使え
ない話ですので，結局，研究開発費を行
って，なおかつ一定割合を法人税から交
付するということになるとやりすぎじゃ
ないかと私は思うのですが，その点，先
生はどう思いますか。
依田（東洋大学）　税額控除は特例措置
なので政策からたぶん来ていると思うの
ですが，政策を度外視すれば，あらゆる
法人に適正にというのであれば，かけた
お金は損金で，それは収入の中から控除
するという程度のところでしようがない
というか，税額控除はなくてもいいのか
なという，そんな感じは持ちます。何と
も言えませんが。
松井（税理士）　私もそのように思います。
諸外国の事情はよくわかりませんが，ド
イツでは，たぶん研究開発税制はないと
思うのですよね。アメリカとか，ほかの
国はあるのですが，損金に算入した上で
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損金算入部分の一定割合を控除するよう
な制度だとなっていると思うのです。だ
から，日本も資産に計上すれば，そうい
う余地がなくなる。私はそう思っている
のです。
司会　以上で依田先生のご質問について
は終わらせていただいて，次に奥谷先生
へのご質問に移りたいと思います。
　まず最初に関西大学の鶴田先生に，包
括的所得概念と市場所得概念との理論的
な対比の２点目の質問からお願いしたい
と思うのですが，よろしいでしょうか。
鶴田（関西大学）　私は包括的所得概念を，
それが最もベストかどうかというのはは
っきりしませんが，とりあえず，支持し
ています。租税理論というのは，どうも
全体をカバーできるような包括的な理論
というのはほとんどない感じで，どれも
がある意味でピースミールにつないでい
くような，そういう議論になっています
ので，包括的所得概念が全てだと思わな
いのですが，昨日のご報告の限りでは，
包括的所得概念よりも市場所得概念のほ
うが優れているのではないかというよう
に伺ったのです。
　なぜそうなのかという点では，包括的
所得概念の欠陥として，従来から未実現
利得の課税が難しいといったようなこと
が指摘されてきているわけですが，そう
いう点から見ると，市場所得概念のほう
がむしろその問題を回避できて，実際的
方法として，そういう批判を受けなくて
済むのではないかといわれたのかなと思

います。私のほうが必ずしも十分理解で
きていないかもしれませんが，ただ未実
現利得の課税という問題については，理
論的な点では，日本でも岩田規久男さん
が，特に地価騰貴が問題になったときに
含み益利子税つき譲渡所得税だとか，八
田達夫さんが，アメリカでそういう議論
があるのですが，その議論を踏まえて売
却時中立課税といった主張もされている
わけです。ただし，これについては，そ
の際の利子率というのが時間軸でみて均
等にばらまかれているかどうかという問
題がありますので，必ずしもこれで全て
が解決するというわけではありませんが，
売却時中立課税のような方式で未実現利
得のいわゆる凍結効果を排除するような
ことも可能だという議論もあり得るわけ
です。そういう点から見ると，果たして
市場所得概念のほうが優れているといえ
るのかどうか。市場所得概念で，市場で
決まるものだけが所得概念を構成すると
いわれると，どうも市場主義的な感じが
あって，なんとなくそれでいいのかなと
感じてしまうところがあるのですが，そ
のあたりご説明いただければということ
です。
奥谷（広島修道大学）　今もそうですが，
昨日の報告もだいぶ早口で申し上げ，ま
た限られた時間の中でしたので，十分な
ご説明をさせていただいてなかった点が
あったかと思います。基本的に私のスタ
ートラインとしましては，租税法律主義
との関係で所得を定義づけておきたいと
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いうのが１つあります。
　それから，包括的所得概念で，そうい
った定義が果たして可能かどうかなとい
うことの１つの表れとしては，現行所得
税法上の，雑所得ですね。あらゆる経済
的な利得となるときに，それがどこまで
のものを含むのかがわからなくなる。政
策的な観点から課税されるものとされな
いものとが出てきて，納税者にとって，
予測ができなくなってくるのであれば，
何かしらある程度包括性を持たせた上で
少し限定するといいますか，そういった
ような定義が可能になるのが望ましいの
ではないかなということを思っていると
ころがあります。
　そういう可能性を考えたときに，現在
の所得税法がどこまでのものを課税して
いるのかということなのです。政策的に
課税できるものとできないものが峻別さ
れている。本来，所得であるのに政策的
な理由から課税されていないものの代表
例として，昨日は未実現利益を中心にご
報告させていただきました。そのほかの
ものもおそらくいろいろと出てくるだろ
うと思います。帰属所得といわれるもの
も，そういったところになるのではない
かなと思うのですが，そういったものを
排除して，現在の所得税法に基づいて課
税されているものをとらえると比較的包
括的なものとなり，かつ一定の納税者の
予測が可能な範囲に所得を定義づけるこ
とが可能ではないかというのが考え方と
してあり，まさに昨日申し上げたルッペ

やラングの議論と共通するところがあり
ます。そういった点で市場所得説が非常
に魅力的な存在になっているというのが
個人的に考えているところです。
　包括的であったほうが非常に公平であ
るということは，もちろん否定いたしま
せんので，できれば包括的なものがいい
だろうと思います。しかし，納税者にと
って予測ができなくなることは好ましく
ない。そういった点で，いわば包括的所
得概念を適切な範囲に限定するという言
い方をラングはしておりますが，そうい
ったような形で，本来の所得といいます
か，所得税の課税対象としての所得を現
行所得税法になじむ形で定義づける，見
直すというところでの市場所得という考
え方，そういうものがある程度の有効性
を持ち，そういった考え方で所得を改め
て検討していくことが１つ，所得税法の
あり方にとっては重要なのではないかと
申し上げたかったということです。お答
えになっていれば幸いです。
鶴田（関西大学）　やはり包括的所得概
念と市場所得概念との対比では，市場所
得概念は，今の説明でいきますと，課税
されているものだけを所得概念の中に取
り込めると。そのことによって納税者の
予測可能性が高まるので，むしろ実際的
にも，そちらのほうが安定的な所得概念
を提供できるのではないか。そういうご
主張だったかなと思いますが，そうだと
すると，その概念が広がっていくという
か，取り込めるものが広がっていくと，
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だんだん包括的所得概念に近づいていく
ということもあり得るのではないでしょ
うか。そういう面では，先ほどいわれた
のは未実現利得と帰属所得の話なのです
が，確かに両方とも難しい，限界領域に
あるものでありますので，果たしてどこ
まで課税対象として取り込んでいけるの
かどうかというのが非常に難しいことは
事実だと思うのですが，それでいいのか
なと。いわば市場所得概念というのは，
包括的所得概念を前提とした概念のよう
に聞こえて仕方がないのですが，そのへ
んは判断の違いになるのかもしれません。
奥谷（広島修道大学）　もちろん包括的
所得概念，あるいは制限的所得概念，ど
ちらも前提とした形で，制限的所得概念
の見方からすれば，所得の範囲，課税対
象が広がってきている。あるいは，包括
的所得概念のほうからいえば，現実には
狭まっている。その部分をどういうふう
に説明するかというところの意味合いも
ありますので，現状を説明する。そして，
それに基づいて定義を与える形で納税者
の予測の可能性を確保していく。そうな
ってくると，市場とかいろいろな取引の
可能性が広がってくれば，所得の範囲は
より包括性を持ってくる形に変わり得る
というのは，まさに先生がご指摘いただ
いたとおりでありますので，先生がおっ
しゃっていることで私も同様に理解をし
ております。これで完璧に全てのものが
できるのではなく，全てのものをあらか
じめ取り込んでおくよりは，納税者にと

っては予測ができるもののほうが望まし
いのではないかという，そういった価値
判断のもとでの市場所得概念に魅力を感
じているところです。
司会　続きまして，税理士の松井先生よ
り，包括的所得概念と所得分類の考え方
についてご質問があります。
松井（税理士）　必要経費の基因説，大
変参考になりました。１点疑問がありま
す。包括的所得税が実行不可能だから，
他の選択，例えば市場所得概念にその解
決を委ねるというのではなく，現行の制
度を分類所得税的なものから，その区分
をしないように改める，例えばアメリカ
方式にするとかして，そのように包括的
なほうに改める。一方で最低生活費免税
の基礎控除を大幅に拡大すべきと私は考
えていますが，先生は我が国の今の所得
区分について改正すべきようにお考えで
しょうか。給与所得控除のあり方を含め
てご教示くださるとありがたいです。よ
ろしくお願いします。
奥谷（広島修道大学）　所得の区分があ
ったりすることが日本の所得税，ドイツ
の所得税もそうですが，１つの特徴とし
ては考えられるかと思います。これをな
くしていく包括的所得課税の考え方に近
づけるというのも１つの方策としてはあ
り得るのかもしれませんが，包括的所得
概念の問題点として，昨日も申し上げま
したし，先ほど鶴田先生のご質問にもお
答えをさせていただく中で申し上げまし
たが，どこまでの範囲が含まれるのかの
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予測ができなくなる。課税されるものか，
されないものかが政策的な理由で判断が
異なってくるということになる問題はど
うしても残ろうかと思います。そういう
ところの議論としては，所得の区分をな
くしたとしても，包括的所得概念に完全
に依拠していいのかどうなのかは少しま
た別な議論をしなければいけないのかも
しれません。
　所得の区分についてということになる
と，少なくとも市場所得説，市場所得概
念に基づいた場合，現行の所得税法の一
時所得というのは，所得ではなくなると
思われます。それから，雑所得もある程
度の限定をすることになろうかと思いま
す。そのあたりのところで，どういう所
得の分類がいいのかというのはまた別の
観点からいろいろと議論しなければいけ
ないところがあるので，現在のところ，
まだそこまで考えが及んではおりません。
給与所得控除については，基因原則の考
え方でいえば，広くとらえていくことも
望ましいと思うのですが，個人の場合に
いわゆる家事費，家事関連費，このあた
りをどういうふうにとらえるかも，また
しっかりと検討させていただきたいと思
います。申しわけありません，回答にな
っていないところもありますが，ご容赦
いただければと思います。
司会　続きまして，税理士の鷹巣先生か
ら具体的事例に基づいてご質問が挙がっ
ております。
鷹巣（税理士）　実現ということで，ま

ず第１に収入金額ということで所得を限
定していると理解して聞いたのですが，
例えば農家の方がダイコンをつくって隣
の人のニンジンと交換した場合は，担税
力がないにもかかわらず，ニンジンの時
価という収入金額が生じてダイコンの原
価という必要経費が生じますし，₁₀₀ 万
円で買ったビットコインで ₃₀₀ 万円の買
い物をしますと，収入金額 ₃₀₀ 万と必要
経費 ₁₀₀ 万が生じます。それから，例え
ば宗教法人に時価 ₁︐₀₀₀ 万の土地を寄進
しますと，収入金額 ₁︐₀₀₀ 万と取得費 ₅₀
万は生じますから，収入金額というのは
現金収入とは限りませんので，収入金額
で所得を限定されるということは私はち
ょっとわからなくて，実現ということで
既に限定されて，さらに収入金額で限定
されるということは思い浮かばないので
すが，どういうようなことなのでしょう
か。
奥谷（広島修道大学）　実現というとこ
ろで申し上げたのは，譲渡所得のところ
で，有償，無償を問わず，資産が他に移
転をしたときに，その譲渡益は実現する
という言い方をします。無償で資産を譲
渡した場合に譲渡所得は実現します。し
かし，無償で渡した段階では収入金額は
ありません。このことを申し上げたので
すが，担税力を伴わないとは申し上げて
ないところであります。所得が担税力を
表すということであれば，収入金額を伴
わないものであっても担税力があるとと
らえるのが少なくとも今の包括的所得概
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念，増加益清算説の考え方だろうと思っ
ています。
　そうなってきたときに，昨日も少し申
し上げましたが，実質的には担税力がな
いというような議論があったりします。
つまり納税資金がないということで，そ
ういったものに課税をしないのか課税を
するのかが，現在の所得税法の中ではっ
きりしない場合が出てくる。これが包括
的所得概念の１つの問題として出てくる
ので，そのあたりを市場での有償取引に
限定し，仮に無償の場合，今のみなし譲
渡のような形で課税をする必要があると
いうのであれば，それは所得税法上，明
文の規定をもって，きちんと課税をする
ことで納税者の予測可能性を確保できる
ようになるだろうという考え方をしてい
るのが市場所得説だと，少なくとも私は
理解をしております。
司会　続きまして，税理士の松田先生か
ら雑所得の区分についての関連の質問が
出ております。
松田（税理士）　私は税理士で，つい先日，
給与所得者が事業を行っていて，それが
毎年多額の赤字を出していて，結果とし
て源泉徴収されている税額が還付になる
というクライアントの税務調査がありま
した。今の議論の中でもヒントになる話
を聞けたのですが，そのときに私は，つ
たない文章なのですが，包括所得概念
云々という観点から代用して，結果的に
それはよかったのですが，今，サラリー
マンの節税サイトとか，それが悪質とも

言いきれないとは思うのですが，そうい
うようなのが結構出ていて，税務調査官
のほうも，そういう１つだろうというこ
とで調査に入ったという形があったので
す。
　現行の場合だと，雑所得のマイナスと
いうのは損益通算できないということに
なっているのですが，そのへん，今出さ
れている包括所得概念といいますか，そ
ういう面から見て，これはどのように考
えたらいいのかということを教えていた
だければと思います。
奥谷（広島修道大学）　確認なのですが，
包括的所得概念に基づいて考えればよろ
しいのですか。市場所得概念に基づいて
お答えすればよろしいでしょうか。
松田（税理士）　含めてお答えいただけ
ると非常に勉強になります。
奥谷（広島修道大学）　では，包括的所
得概念で考えた場合，本来的には損益通
算は，まさに先ほどのご質問にもあった，
所得の区分がなくても包括的所得概念は
いいはずなので，そういった点からいう
と，損益通算の対象になり得るものだろ
うと思われます。ただ，それが現在なっ
ていないということになると，そこにも
ある種の包括的所得概念の問題点が指摘
できる可能性はあり得ると思います。
　市場所得概念に基づいて考えるという
ことになると，雑所得の考え方が現状と
かなり変わってくるだろうと思うわけで
す。ドイツの場合ですと，その他の所得
は継続的に得られる所得となっています
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ので，そういうところでの限定がありま
す。日本の場合は，それがどう変わって
くるかというところは考えなければなり
ません。損益通算ということになってき
た場合，基本的には，そこは認めていく
ほうが本来の担税力，応能負担という観
点では望ましいのではないかなというこ
とは，ご質問いただいてすぐのところで
すのではっきりと調べたわけではありま
せんが，現在の印象としては持っている
ところです。
司会　続きまして，日本大学の黒川先生
から市場所得概念，法人税法の ₂₂ 条の
無償取引に係る収入に関する規定につい
てのご質問があります。
黒川（日本大学）　先生にご紹介いただ
きました市場所得概念，現行所得税法を
理解する上で大変有意義であるように感
じられました。これが法人所得について
も有効なのではないかというように感じ
られたのですが，もしそうであるならば，
いつも問題になる規定ですが，法人税法
₂₂ 条の無償取引に係る収入という規定
ですね。これは，その立場からはどのよ
うに位置づけられ，解されることになる
のか，お教えいただけると幸いです。
奥谷（広島修道大学）　市場所得概念は，
まさに法人税にもそのまま当てはまって
いますが，法人の場合は基本的に市場取
引を行う存在ですから，法人の所得を理
解するほうがより適切という理解も可能
かと思います。そういった意味では，市
場所得概念をそのまま法人の所得概念に

持ち込むことは適切であるという評価が
なされているところもありますし，先ほ
どの議論でもありましたような収益，益
金というベースの定めが入ってくるとい
う日本の特殊性からいうと，その点はも
う少し慎重に検討しなければいけない部
分もあるだろうとは思いますが，基本的
な理解としては，市場所得概念は法人税
に妥当するものということを前提として
申し上げます。
　それからもう１つは，現在の ₂₂ 条２
項の無償取引の収益に対する一般的な，
いわゆる通説と評価されているかと思い
ますが，適正所得算出説を前提としての
回答ということにさせていただきたいの
ですが，そうなっていきますと，租税回
避の否認的な意味合いが出てきますので，
市場ではなく，これは別に租税回避の否
認的な意味合いで明記すべきものではな
いかと考えるところがあります。ですの
で，本来，無償取引で収益といいますか，
市場における有償の給付は得られません
ので，所得ではなくなる。それに対して
課税をすべきだというのであれば，法人
税法上，別に定めないといけなくなると
いうのが市場所得説からの今のところの
理解から導ける結論ではないかなと思い
ます。
黒川（日本大学）　そうすると，法人税
法にある別段の定めに対応して，それに
当たる部分で認識される益金を規定した
規定と理解してよろしいですか。
奥谷（広島修道大学）　そういった規定
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を設けていくほうが適切になっていくの
ではないかと今のところは思っておりま
す。
司会　続きまして，必要経費控除の観点
から関西大学の鶴田先生よりご質問が出
ております。
鶴田（関西大学）　必要経費控除の点で
所得概念とあわせて経費レベルの問題を
解決できるということで，昨日のご報告
はその点で興味深かったのですが，昨日
のレジュメの４ページのところに税制調
査会の昭和 ₃₈ 年 ₁₂ 月の答申がありまし
て，その中で下のほうに，「事業上の経
費と家事費とを峻別する後者の考え方も
当然無視することができないが，事業経
費または事業損失の計算については，で
きる限り前者の考え方を取り入れる方向
で整備を図ることが望ましい」というこ
とで，要するに家事費を峻別しなさいと
いうことが税調の方向として出されてい
るわけです。これに対して，先生はドイ
ツの所得税における必要経費と事業支出
の関係について触れられた上で，ドイツ
の所得税では経費の範囲をもっと広くと
っているのではないかと主張されたので
はないかと思っているのですが，そうい
うふうに理解していいのかどうかという
ことと，その際に家事費というのをいっ
たいどこまで認められると理解されてい
るのか。
　それから，６ページでも最高裁の平成
９年 ₁₀ 月の判決の内容が目的的な概念
によるもので，それでは必要経費の範囲

が狭くなるので，基因原則に基づいて広
くとるべきだと主張されたのではないか
と思うのです。目的的な概念というのと
基因原則というのは，それぞれ包括的所
得概念と，それから市場所得概念に対応
すると考えておられるのか。そのあたり，
所得概念とのかかわりも含めて説明を敷
衍していただければということでありま
す。
奥谷（広島修道大学）　まずドイツの事
業支出と，ややこしくなってしまいます
が，必要経費の２つの概念ですが，事業
支出は，これはいわゆる包括的所得概念
に対応し基因原則を採用しているもので
す。それに対して必要経費は，制限的所
得概念に対応し目的的なものとして規定
されています。それに基づいて，事業支
出は事業活動に関連する，基因するもの
を広く経費として控除を認めようという
考え方，必要経費は収入を得るためにと
いうような結びつきをより一層求め，狭
く考える立場という違いがあります。
　そのような形で判例も形成されてきて
いたのですが，純所得を算定する過程で，
同じようなものであるにもかかわらず，
所得の区分が違うと控除されるものとさ
れないものが出てくることは不平等であ
るという考え方が出てまいりました。そ
こで平等原則の考え方から，これを統一
すべきということになり，事業支出の基
因原則の考え方を必要経費に当てはめて
考えるという考え方が，市場所得説が台
頭する以前からドイツの判例上ありまし
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た。市場所得説は当時の所得税法の現状
を説明するような部分もありますので，
明確にこの２つの利得性所得と余剰性所
得，両者に共通するものとして解される
ようになっている基因原則を採用すると
いうことになります。そこで，基因原則
を市場所得説は明確に採用している。包
括的所得概念であっても基因原則を採用
しなければならないはずが，日本の所得
税法は，少なくとも裁判例で現れてきて
いるものは，間接経費についても直接的
な結びつき，収入を得るためのというよ
うな形の言い方をしているところで，目
的的に，つまり制限的所得概念に基づい
て必要経費をとらえているところに問題
があるので，必要経費は現行法において
も基因原則に基づいて広く間接経費をと
らえなければいけないだろうということ
を申し上げたかったわけです。
　そうなってきたときに，家事費はそれ
ほど問題にならないと思うのです。明確
に個人的な所得の処分ですから。家事関
連費をどういうふうにとらえるかという
ところで，今はどちらかといえば，直接
結びつかないものは全て家事費か家事関
連費として控除を認めないという形にな
っているものを，むしろ基因性がある，
関連性があるものは，なるべく区分をし
て，家事関連費も経費控除を認めていく
方向で理解するという考え方になってい
くのではないかと，いくつかの裁判例を
見たところでは理解しているところであ
ります。

司会　続きまして，所得概念と生存権保
障の観点で松井先生と黒川先生からご質
問が出ておりますが，まず黒川先生のほ
うでお答えいただくということでよろし
いですか。
黒川（日本大学）　お話の途中で，課税
権に優先する生存権保障という領域があ
ると。基礎理論の中でそういうお話が出
てきたと思いますが，この領域では，市
場の介在というような前提の制限は受け
ないと私は理解しました。つまり生存権
を保障するために必要な事項というのは，
しかるべく認識，評価，保護される，市
場性の有無と関係なく保護されるべきも
のだと理解しましたが，それでよろしい
かどうかお教えください。
奥谷（広島修道大学）　端的にそのとお
りです，というのが回答になります。
司会　以上でご質問用紙としていただい
ている質問を終えることになりましたが，
奥谷先生に対する質問で，それでは，松
井先生の追加のご質問を。
松井（税理士）　今の質問で当を得てい
ると思うのですが，先生のご発言で，必
要経費より最低生活費免税が優先すると
いうご発言があったように思うのです。
心情的にはわからないわけではないので
すが，課税所得算定の順序に照らしてち
ょっと疑問があるということで，この点，
ドイツの考え方だそうですが，先生はど
ういうお考えでしょうか。
奥谷（広島修道大学）　理想的にはまず
マイナスからスタートするほうがいいだ
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ろうとは思うのですが，計算過程とか申
告書の観点からいえば，所得控除が望ま
しいというのが考え方になります。ドイ
ツの場合，現状はゼロ％の税率をかける
ところに基礎控除が入っております。こ
れに対して，所得控除なのか，税額控除
なのかという議論はどうしても出てまい
ります。税額控除，あるいは給付つき税
額控除とすると，確かに低所得者にとっ
ては大きくなりますし，それから，きち
んと最低生活費を保障できるという部分
はあるように思えますが，担税力がない
といっている部分ですので，それに対し
て税率をかけることは好ましくないとい
う議論もあります。ゼロ％であっても，
税率をかけるということは課税をするこ
とになります。担税力がないものに対す
る課税を認めるということは，これは応
能負担原則の観点からどうなのかという
問題提起があります。そういうところで
最低生活費は非課税であり，かつ，まず
優先して控除されなければいけないとい
う言い方をしているのがおそらくキルヒ
ホフのものだろうと理解をしております
ので，そういう点からいえば，現在の課
税所得算定の中では所得控除のほうが望
ましいという制度的なたてつけは理解し
ております。
　先ほどの質問との関連で申し上げるな
らば，基礎控除はもっと引き上げなけれ

ばいけなくなる。ドイツの場合は連邦憲
法裁判所で社会保障給付を下回る基礎控
除違憲という判決が出て，これが引き上
げられ，少なくとも社会保障給付と同じ
水準でないといけないというものにはな
りました。その後，引き上げられ，社会
保障給付を上回っています。その上回る
ような基礎控除を正当化するとすれば，
生きているだけ，最低限の生活をしてい
るだけでは所得の獲得ができないという
考え方を提示しているのがおそらくキル
ヒホフの理論ではないかと思うのです。
最低限の生活をし，かつ収入を得るため
に何らかの投資なりをしていかないとい
けないのです。その部分でも基礎控除は
最低限の生活を超える金額でないといけ
ないという考え方が導かれ得るだろうと
思います。そうなってきたときには，現
在の ₃₈ 万円，₄₈ 万円という話も出てき
ていますが，それでもまだまだ不十分で
あるというのが考えられるだろうと思っ
ております。
司会　皆様方のご協力をもちまして，ち
ょうど時間どおり円滑に質疑を進行する
ことができました。
　それでは，川勝先生，依田先生，奥谷
先生に最後拍手をもって討論を終わりた
いと思います。どうもありがとうござい
ました。（拍手）





Ⅱ　一般報告

2017 年 12月9日　第 29回大会（於　椙山女学園大学）
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  消費税増税をめぐる議論と課題

齊　藤　由里恵
（椙山女学園大学現代マネジメント学部）

Ⅰ　はじめに

　日本の財政は，社会保障費の増加や，財源不足に対応するための財政赤字と
いう問題が長年にわたって続いている。財政の課題としては，財政健全化とと
もに，社会・経済環境に対応するための税制改正があげられる。
　図表１は，国民所得に占める消費課税の割合を示したものである。日本の間
接税は諸外国の間接税と比較して負担は小さい。さらには，日本の間接税には，
消費税以外の個別間接税も併存しており，₂₀₁₃ 年度における国民所得に占め
る消費課税の割合は，消費税（地方消費税を含む）が ₃．₈％であるのに対し，個
別間接税は ₃．₄％と消費税と同程度の大きさをもつ。このような背景において
も，消費税増税の議論では，とりわけ逆進性が問題とされ，₂₀₁₉ 年 ₁₀ 月の消
費税率 ₁₀％への増税時には，低所得者層への負担軽減から，軽減税率の導入が
予定されている。
　軽減税率の導入に関する先行研究には，批判的な意見，賛同的な意見ともに
存在する。批判的な意見としての代表的なものとしては，齊藤・上村（₂₀₁₁），
佐藤（₂₀₁₅）では，全員に適用されることで，高所得者に恩恵も受けることか
ら，逆進性の緩和効果が少ないことや，対象品目とそれ以外の線引きが難しい
ことがあげられている。さらに，佐藤（₂₀₁₅）では３消費者は標準税率が課税
される商品より，軽減税率対象の割安な商品を購入する誘因を持つことで，税
の中立性を阻害することを指摘している。賛同的な意見としては，諸富（₂₀₁₅）

において，「絶対額」で見ると，消費額が大きい高所得者に，より大きな軽減額
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をもたらすが，相対的な「軽減率」で見ると，低所得者により大きな改善効果
を発揮することを指摘している。
　そこで，本稿では消費税の負担に着目し，消費税率５％（消費税４％＋地方消

費税１％）時点から消費税率８％（消費税 ₆．₃％＋地方消費税 ₁．₇％）へ増税した
時点の推移を含め，所得階級別に消費税の負担を計測し，所得階級別の消費税
負担の状況を評価する。さらに，軽減税率の政策課題についても検討する。
　本稿の構成は次のとおりである。Ⅱでは消費税導入と増税の経緯についてま
とめる。Ⅲでは，消費税制度の概要と消費税の使途について述べる。Ⅳにおい
て所得階級別の消費税負担を推計と，所得階級別の負担の状況を評価する。Ⅴ
では，食料品への軽減税率もしくはゼロ税率といった複数税率の政策課題につ
いて検討し，最後のⅥはまとめとする。

Ⅱ　消費税の導入と増税の経緯

　戦後，日本の税制はシャウプ勧告に基づき，所得税，法人税，相続税などの

（出所）財務省資料「国民所得に占める消費課税（国税・地方税）の割合」より引用。

図表１　国民所得に占める消費課税の割合

日本
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直接税を中心としてきたが，社会や経済情勢の変化により，水平的公平の重視，
税収の安定化など，間接税への注目が高まることとなった。
　₁₉₇₄ 年に戦後初めて経済成長率がマイナスとなり，財政法で禁じられてい
る赤字国債を発行したことを契機に，税制改革に乗り出した。₁₉₇₇ 年の政府税
制調査会「今後の税制の在り方についての答申」にて，「所得税及び個人住民
税の負担増加を求めることに限界があるとすれば，今後一般的な税負担の増加
を求める方策としては，最終的には，広く一般に消費支出に負担を求める新税
を導入することを考えざるを得ないと判断される。（中略）一般消費税の導入に
ついて，今後さらに具体的な検討を積極的に進めることが必要であり，税府と
してもその導入について国民に十分な理解を求めるための格段の努力を払うべ
き段階に至っていると考える。」と，一般消費税の検討が始まった。₁₉₇₉ 年，
財政再建のための一般消費税の導入を閣議決定したが，同年 ₁₀ 月，衆議院議
員選挙で与党が大幅に議席を減らしたことにより一般消費税は実現には至らな
かった。
　その後，₁₉₈₆ 年 ₁₂ 月に政府税制調査会「昭和 ₆₂ 年度の税制改正に関する答
申」にて，「新しいタイプの間接税として具体的にどのような類型を採用する
ことが適当かについては，幅広い観点から検討した結果，抜本答申で取り上げ
られた三類型のうち産業経済に中立的で制度として最も優れている日本型付加
価値税を基礎とし，我が国の取引慣行等になじむよう工夫した簡素な前段階税
額控除方式（税額票による）を採用した売上税を導入し，昭和 ₆₃ 年１月１日か
ら実施することが適当であると考える。」としたが，₁₉₈₇ 年５月税制改革法案
は廃案とされた。
　その後，₁₉₈₈ 年の政府税制調査会「税制改革についての中間答申」において，

「これからの税制を考えるに当っては，消費を基準として広く薄く負担を求め
る間接税の役割について，より積極的に評価することが必要である」とし，非
納税者を少なくし，税負担を広い範囲に分散することができる間接税のウエイ
トを高めることで税制の公正性の確保し，急速に進む日本の高齢化社会へ対応
するため，₁₉₈₈ 年 ₁₂ 月 ₃₀ 日に消費税法が施行，₁₉₈₉ 年４月１日に消費税（税

率３％）が導入された。₁₉₉₇ 年には消費税率を５％（消費税４％＋地方消費税
1）
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１％）に引き上げられた。₁₉₉₉ 年度以降は，国の消費税の収入を基礎年金，老
齢医療及び介護福祉予算に充てることを予算総則に明記されており，消費税の
福祉目的化を意味している

2）
。また，₂₀₀₇ 年政府税制調査会「抜本的な税制改革

に向けた基本的考え方」では，消費税が税制における社会保障財源の中核を担
うにふさわしいという考え方を示した。「所得に対して逆進的であるとの指摘
がある。こうした指摘は十分念頭に置く必要があるが，あるべき再分配政策を
考える上では，一税目の負担のみに着目するだけでは不十分であり，他税目や
社会保険料を含む負担全体，更には社会保障給付等の受益全体をも考慮に入れ
なければならない。」としている。さらに，逆進性対策である軽減税率には，

「いわゆる軽減税率は，ヨーロッパ諸国では食料品等に対して導入されているが，
我が国の税率水準がヨーロッパ諸国と比べて低いことや高額所得者にもメリッ
トが及ぶことを踏まえれば，再分配政策としての効果は乏しい。消費税増税の
延期が決定される背景には，景気への影響，そして，消費税における，低所得
者層ほど所得に占める税負担が大きくなるという逆進性の問題がある。」とな
がらも，消費税増税にはなかなか至らない経緯がある。
　ようやく ₂₀₁₂ 年，野田政権において，₂₀₁₄ 年に消費税率を８％に，₂₀₁₅ 年
に ₁₀％に引き上げることが決定された。₂₀₁₄ 年安倍政権では，消費税率が
８％（消費税 ₆．₃％＋地方消費税 ₁．₇％）に引き上げられたが，₂₀₁₅ 年に ₁₀％へ
の引き上げは ₂₀₁₇ 年４月に１年半の延期，さらには，₂₀₁₆ 年６月，₂₀₁₇ 年４
月の税率引き上げを ₂₀₁₉ 年 ₁₀ 月へと２年半の延期が決定された。₂₀₁₉ 年 ₁₀
月に予定されている消費税率 ₁₀％への増税は，逆進性に配慮するため，食料品
への軽減税率が導入予定である

3）
。これまで，財政健全化とともに，社会・経済

環境に対応するための税制改正である消費税は，導入に至るまで，そして増税
の際にも議論は長年されてきている。

Ⅲ　消費税制度の概要と消費税の使途

1 消費税制度の概要
　本節では ₂₀₁₇ 年度の消費税制度の概要について説明する。本稿の目的は家
計の消費税負担のため，家計が負担すると考えられる消費税制度の概要の記述
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に限定する。
　消費税の課税対象は，国内において事業者が事業として対価を得て行う資産
の譲渡，貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取りとなり，取引が生じた際に
課税がされる。生産及び流通過程で，それぞれ段階において事業者が納付を行
う。商品などの販売される度，その販売価格に納付税額が上乗せされるが，最
終的に税を負担するのは消費者である。
　納付税額は，課税期間ごとに課税売上高に対して，消費税率 ₆．₃％と地方消
費税 ₁．₇％を合わせた税率８％を乗じた金額から，仕入れに含まれる税額を控
除して得られる。仕入れ税額控除を行うためには，請求書等保存方式が採用さ
れており，仕入れの事実を記載した帳簿の保存に加え，取引の相手方が発行し
た請求書，領収書，納品書等の書類のいずれかの保存が必要となる。
　中小企業に対する事務負担軽減のための特例措置として，事業者免税点制度
と簡易課税制度

4）
が設けられている。事業者免税点制度は，課税期間の課税売上

高が ₁︐₀₀₀ 万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除され
る。簡易課税制度は，基準期間の課税売上高が ₅︐₀₀₀ 万円以下の事業者は，実
際の仕入れに含まれる税額を計算することなく，売上げに対する税額に一定の
みなし仕入率

5）
を乗じた金額を仕入税額とすることがきる。また，消費税はすべ

ての財・サービスに課税されているわけではない。消費税の性格から非課税と
される取引と社会政策的な配慮から非課税とされる取引が非課税取引として指
定されている

6）
。

2 消費税の使途
　消費税の使途は，消費税法第１条第２項により，「消費税の収入については，
地方交付税法に定めるところによるほか，毎年度，制度として確立された年金，
医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

（社会保障４経費）に充てる」ことが明記されている。また，地方税法第 ₇₂ 条の
₁₁₆ により，「１ 道府県は，前条第二項に規定する合計額から同項の規定によ
り当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を，消費税法
第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉，社会保険及び保健
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衛生に関する施策をいう。次項において同じ。）に要する経費に充てるものとする。
２ 市町村は，前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する
額を，消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費
に充てるものとする」と明確化されている。₁₉₉₉ 年度以降，消費税，地方消費
税ともに，福祉目的化され，社会保障の安定財源確保のために使われるように
なっている。
　図表２は ₂₀₁₇ 年度予算における消費税の使途である。₂₀₁₇ 年度予算では消
費税（国分）で ₁₃．₃ 兆円が社会保障４経費に充てられている。しかし，社会保
障４経費の合計 ₂₈．₇ 兆円には足りず，社会保障４経費と消費税収額の差額は

「スキマ」と呼ばれ，そのスキマは ₁₅．₄ 兆円分となっている。差額は年々拡大
している状況である。
　₂₀₁₉ 年 ₁₀ 月の消費税額 ₁₀％への増税後，消費税収 ₇．₈％のうち地方交付税
分の ₁．₅₂％を除いた，国分といわれる ₆．₂₈％が社会保障４経費に充てられる
予定である。増税後においても，現在の社会保障４経費ベースで考えたとして
も，消費税収額と社会保障４経費のスキマは埋まらず，足りない状況は続くと

（出所）財務省資料「消費税の使途に関する資料」より引用

図表２　消費税の使途 （平成 ₂₉ 年度予算）

消費税
（国・地方）

8％
21.7 兆円

消費税
6.3％
17.1 兆円

税率構造

地方消費税
1　％　分

地方消費税
1.7％
4.6 兆円

消費税（国分）

地方交付税

地方消費税
（0.7％分）

社会保障４
経費へ

29 年度税収

社会保障４経費
（国・地方）
［39.8 兆円］

国　　　
年金 12.1 兆円
医療 11.5 兆円
介護 3.0 兆円

子ども・子育て支援 2.1 兆円
［28.7 兆円］

［11.1 兆円］

計　39.8 兆円
消費税収（地方消費税
1％分を除く）19.0 兆円
との差額は 20.8 兆円

13.3 兆円
従来分：7.7 兆円
増収分：5.6 兆円

3.8 兆円
従来分：3.2 兆円
増収分：0.6 兆円
0.7％分：1.9 兆円

計　5.7 兆円

地方交付税
として地方へ
国で徴収して
地方へ

年　　金

地　　方

医　　療

介　　護

子ども・
子育て支援

地　　方
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見られる。

Ⅳ　消費税の負担配分

　本節では，所得階級別の消費税負担の推計を行う。推計には，総務省統計局
『家計調査』，『全国消費実態調査』，『国勢調査』，国税庁『国税庁統計年報書』
のデータを利用する。家計消費データは，家計調査の ₂₀₀₁ 年，₂₀₀₆ 年，₂₀₁₁
年の５年刻みのデータ，₂₀₁₁ 年から ₂₀₁₆ 年を使用し，住居，保健医療，教育
などの非課税消費は考慮している。「家計調査」データは暦年データであるため，
年度への調整を行っている。世帯数は，国勢調査を利用しているが，５年おき
の調査であるため，データのない４年間は線形補完により推計している。ここ
では，消費税，地方消費税を合わせたものを消費税と呼んでいる。
　所得階級別の消費税負担の推計は，上村（₂₀₀₆），齊藤・上村（₂₀₁₁）といっ
た既存研究と同様の方法をとっている。所得階級別の消費税負担を推計するた
めに，①所得階級別のマクロの家計消費の推計，②所得階級別マクロの税収の
₁₀ 大消費費目への振り分け，③所得階級別の消費費目別の消費税負担率の推
計を行っている。
　①所得階級別のマクロの家計消費の推計では，所得階級 i の消費費目 j に対
するマクロの家計消費 Cij を推計する。所得階級を添え字 i，消費費目を添え字
j とする。総務省統計局『家計調査』「１世帯当たり年間の品目別支出金額（全

世帯）」より，十分位別の ₁₀ 大消費費目別の「消費支出」「年間収入」を得る。
非課税消費支出である「家賃地代」（住居），「保健医療サービス」（保健医療），

「授業料等」（教育）は「消費支出」から除くことで考慮している。

所得階級 i の「消費支出」
　＝「食料」＋「住居」＋「光熱・水道」＋「家具・家事用品」＋「被服及び履物」
　＋「保健医療」＋「交通・通信」＋「教育」＋「教養娯楽」
　＋「その他の消費支出」

　以上で得られた消費費目別の所得階級別の家計消費データに各所得階級の世
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帯数総数
7）
を乗じて，消費費目別の所得階級別のマクロの家計消費を推計した。

　次に，②所得階級別のマクロの税収の ₁₀ 大消費費目への振り分けを行った。
ここでは，所得階級別，消費費目別マクロの税収のデータを推計する。所得階
級ごとに，各消費費目が家計消費データを全体の各消費費目にどれだけ占める
か，その消費シェアからそれぞれの消費費目の税収

8）
を割り出した。国税は，国

税庁『国税庁統計年報書』「租税及び印紙収入決算額」より，一般会計及び特別
会計の税収データを，地方税は，総務省編『地方財政白書』より道府県民税及
び市町村民税の税収データを利用する。
　最後に，③所得階級別の消費費目別の消費税負担額は，所得階級別の消費費
目別の『家計調査』の消費データに所得階級別の消費費目別の消費税実効税率
を乗じて得られる。それを所得階級別の『家計調査』の年間収入で除算すれば，
所得階級別の消費費目別の消費税負担率が得られる。
　図表３は所得階級別の消費税負担率である。推計期間である，₂₀₀₁ 年度，
₂₀₀₆ 年度，₂₀₁₁ 年度から ₂₀₁₃ 年度においては，年度による差は特に見られな

図表３　所得階級別の消費税負担率 （年度別）
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い。₂₀₁₄ 年度から ₂₀₁₇ 年度は消費税率を８％に改定したことから，₂₀₁₃ 年度
までと比較すると，それぞれの所得階級において負担率は高くなっている。全
体的な傾向で見ると，低所得階級は消費税の負担が相対的に高い。低所得階級
である第一分位は，高所得階級である第十分位の消費税負担率と比べ，２倍程
度の大きさがあることから，逆進性が認められる。また，₂₀₁₄ 年度以降の，税
制改正後のほうが第一分位から第十分位にかけての傾きがやや急になっている
ことから，逆進性の比重が高まっていると言える。税率に変更がない場合，年
度間での大きな差は見られないともわかった。
　図表４は ₂₀₁₆ 年度における所得階級別・消費費目別の消費税負担率である。

「食料」はどの所得階級においても消費税負担率は大きく，他の消費費目と比
較すると，逆進性が高い消費費目である。このことからも，食料に対する軽減
税率の導入が予定されていることも理解できるところかもしれない。
　しかしながら，「その他の消費支出」，「交通・通信」も消費税負担率は大きく，
逆進性の存在も見てとれる。さらには，消費税負担率を「食料」と「食料以外」

図表４　所得階級別・消費費目別の消費税負担率 （₂₀₁₆ 年度）
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でわけると，「食料以外」のほうが負担率は高いことも忘れてならない。
　そこで，消費税率引き上げが消費税負担率に与える影響，食料に対する軽減
税率の導入がどれほどの再分配効果をもつのか，次節で検討したい。

Ⅴ　軽減税率の政策課題についての検討

　前節では，所得階級別の消費税負担率の推計を行った。消費税については，
₂₀₁₉ 年 ₁₀ 月から消費税率 ₁₀％へ増税，それとともに，軽減税率の適用も開始
される。そこで，消費税率引き上げが，家計の消費税負担に与える影響を考察
する。
　₂₀₁₆ 年度の所得階級別間接税負担率を基準とし，ケースＡからケースＥの
５つの政策パターンを想定し推計を行った。ケースＡは消費税８％（現行），ケ
ースＢや消費税 ₁₀％（「食料（外食・酒類除く）」除く）＋「食料」消費税（現行），
ケースＣは消費税 ₁₀％ （「食料」除く）＋「食料」消費税（現行），ケースＤは消費
税 ₁₀%，ケースＥは消費税 ₁₀％ （「食料」除く）＋「食料」消費税ゼロ税率である。
　図表５は，ケースＡからケースＥの５つの政策パターンによる，所得階級別

図表５　政策別・所得階級別の消費税負担率
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の間接税負担率を示している。ケースＡが現行である。当然ながら，増税が大
きいほど逆進性の程度は深刻となる。逆進性緩和のために，食料への軽減税率
を適用した政策パターンは，₂₀₁₉ 年改正と同様であるケースＢ，食料を現行の
８％に据え置くケースＣ，食料にゼロ税率を適用するケースＥである。ケース
Ｅでは，食料をゼロ税率にすることから，現行のケースＡより逆進性は緩和さ
れる。しかし，ケースＢやケースＣでは，逆進性はそれほど緩和されていない。
食料品から外食や酒類を除いたケースＢと，食料全体に対して軽減税率を適用
するケースＣの差はほとんど見られない。
　図表６は，ケースＡからケースＥの政策パターンを，再分配係数を用いて評
価している。再分配係数は，年間収入から消費税負担額を除いたものから年間
収入を引き，それを平均収入で除算することで求めている。消費税の再分配係
数のため，マイナスとなる。
　全体的に見れば，第一分位から第十分位にかけて上昇することから，低所得
者階級ほど逆進性の高い再分配，つまりマイナスの影響を受けていることにな
る。また，現行のケース A と比べ，食料をゼロ税率にするケースＥ以外の他の

図表６　所得階級別の再分配係数
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すべてのケースにおいて，再分配係数はよりマイナスに向かっている。食料に
対しては現行の税率を維持するといった，軽減税率を導入しても，現行ケース
の再分配係数を改善することはできない。消費税の引き上げは，逆進性を軽減
する政策を採用したとしても，どの所得階級にもマイナスの再分配にとどまっ
てしまうことが指摘できる。
　さらに，消費税制全体の評価を行うため，各ケースにおけるジニ係数の改善
度を計算した。ジニ係数の改善度は，年間収入のジニ係数から，年間収入から
間接税負担率を除いたもののジニ係数を引き，年間収入から間接税負担率を除
いたもののジニ係数で除算し求めている。ここでも，ジニ係数の改善度はマイ
ナスの値をとっている。これは，消費税が逆進性を持つためである。ケースＡ
消費税８％（現行）は－₁．₆₂%，ケースＢ消費税 ₁₀％（「食料（外食・酒類除く）」
除く）＋「食料」消費税（現行）は－₁．₈₈%，ケースＣ消費税 ₁₀％ （「食料」除く）

＋「食料」消費税（現行）は－₁．₈₉%，ケースＤ消費税 ₁₀% は－₂．₀₄%，ケースＥ
消費税 ₁₀％（「食料」除く）＋「食料」消費税ゼロ税率は－₁．₂₈ の改善度であった。
　もっとも逆進的なのは，ケースＤの消費税率をすべてに対して ₁₀% に引き
上げる政策パターンである。しかし，逆進性を緩和するための，ケースＢ，ケ
ースＣにおいても，ジニ係数の改善度は大幅に変えるには至らない。また，ケ
ースＢとケースＣにおけるジニ係数の改善度は，ほぼ変わらない。軽減税率や
ゼロ税率は低所得者だけでなく，高所得者も含めたすべての人に，恩恵を与え
るからである。さらには，高い税率の下で，大幅な軽減をすると影響はあるが，
低い税率の下では，それほど効果はない。例えば，ケースＥでは，税率は ₁₀％
と高くはないが，食料をゼロ税率にしたことで，軽減幅が大きいことから，効
果が見られるのはそのためである。

Ⅵ　むすびとして

　本稿では財政再建と社会保障の安定財源確保のため，消費税増税が予定され
ていることを前に，消費税導入，増税に関するこれまでの流れと，消費税の使
途についてまとめた。さらには，消費税 ₁₀％への増税を控え，消費税が家計に
与える影響，すなわち消費税の負担率の計測と，軽減税率の効果について推計
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した。
　₂₀₀₁ 年度，₂₀₀₆ 年度，₂₀₁₁ 年度から ₂₀₁₆ 年度における８年のデータを基に，
所得階級別の消費税の負担率を計測したところ，どの年においても逆進性は認
められた。さらには，税率が高くなれば，逆進性は高まることが，₂₀₁₄ 年度の
税制改正を受けて明らかとなった。消費費目別に見れば，「食料」に対する消
費税負担率が高く，逆進性が認められた。消費税増税の推計では，増税が大き
いほど逆進性は高まり，逆進性緩和の政策を採用しても，消費税率の引き上げ
はどの所得階級にもマイナスの影響を及ぼすことを，再分配係数やジニ係数の
改善度から見られた。日本のように，現状が高くない税率のもとで，逆進性緩
和の政策を行うことは，効果が薄いことが示された。
　₂₀₁₉ 年の増税後も，消費税収と社会保障４経費にはスキマがある。そのため，
今後も消費税の増税については，議論が尽きないであろう。それに伴い，逆進
性緩和のための政策についても，より効果的な方法を検討していかなければな
らない。その点は次の課題としたい。
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ととし，消費譲与税に代えて消費に広く負担を求める都道府県税として創設された。
 ₂） ₁₉₇₉ 年大平内閣による一般消費税の導入を閣議決定，その後導入断念をして以来，消

費税の福祉目的税化に関する是非は論じられてきた。₁₉₉₄ 年細川内閣では消費税を廃止
し，税率７％の国民福祉税構想を発表，翌日撤回された。

 ₃） 標準税率 ₁₀％（消費税 ₇．₈％＋地方消費税 ₂．₂％），軽減税率８％（消費税 ₆．₂₄％＋地
方消費税 ₁．₇₆％）の予定である。

 ₄） 事業者免税点制度では納付が免除されるために，事業者が消費者から消費税をとって
いれば益税が発生する。簡易課税制度についても，みなし仕入率が実際の仕入率よりも
高い場合は，その差に相当する部分の税額が益税となる。

 ₅） みなし税率は事業種類ごとに異なり，第１種事業（卸売業）₉₀％，第２種事業（小売
業）₈₀％，第３種事業（製造業等）₇₀％，第４種事業（その他の事業）₆₀％，第５種事業

（サービス業等）₅₀％，第６種事業（不動産業）₄₀％である。
 ₆） 消費税の性格から非課税とされる取引には土地，有価証券，貸付金等の利子，郵便切手，

印紙，行政手数料などがあり，社会政策的な配慮から非課税とされる取引には医療保険
各法の医療，介護保険法にもとづくサービス等，社会福祉事業法にもとづく事業等，助産，
埋葬料や火葬料，一定の学校の授業料等，教科書図書，住宅の貸付などがある。

 ₇） 『国勢調査』で得られた世帯総数を ₁₀ 分の１にすることで各所得階級の世帯数とした。
 ₈） 『家計調査』の消費データはマクロの消費データに比べて過小であることが知られてい

る。そのため，表面税率から得られた消費税実効税率を推計された消費税実効税率で除
算することで，調整係数を計算し，調整前の消費税実効税率に乗じてマクロの消費に合
わせている。
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  会計学批判
─  税法研究の現場からみる企業会計中心の会計学の問題点
と一般会計学の提唱 ─

黒　川　　　功
（日本大学法学部教授）

はじめに

　税法学は，会計事実としては明確なただ１種類の事実，すなわち仕分けで示
せば
　　　（租税）　×××　／　（資産）　×××
という事象の法的当否を解明する学問である。初学者であった頃の筆者は，課
税要件の発生から納税に至るまでの過程も，当然仕訳によって説明されるもの
と考えていたが，現実にはそのような説明を目にすることはなかった

1）
。

　会計学の議論は，税務会計という分野は存在するものの，企業会計の立場を
中心に，財務会計，管理会計，公会計といった自己の研究分野の一歩外の問題
にはほとんど発言しておらず，税法学においても，会計学的検証に堪えないそ
の場しのぎの場当たり的議論が放置されているのが現状である。
　しかるに，複式簿記における貸借一致の原則は，数学の公理を除けば人類が
絶対に正しいものとして前提できる唯一の原則である

2）
といわれるように，会計

学は実は社会科学においては最も堅固な科学的基盤を有しているはずのもので
ある。その会計学が，税法をはじめ社会科学の各分野で十分な影響力を行使し
ていない現状には，どのような問題がありどのような原因があるのか，本稿で
は税法学ないしこれと関連する問題の分析を通じて論じ，解明を試みてみたい。
またこれにより，会計学の科学性と社会科学に対する可能性を確認，示唆でき
れば幸甚である。
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Ⅰ　会計学の可能性と課題

1 会計情報の客観性
　社会関係の基礎的構成要素は，人々が必要とする財貨やサービスといった価
値対象とこれに権利を有する人格（権利者）との関係ということができる。こ
こで，これら財貨やサービスに権利を有する状態を所有と呼ぶこととすると，
　　　　 （価値対象） （権利者・人格）

　　　 財貨・サービス　　 　　　　〔所有〕　
という図式が現れる。これをこの権利者について仕分けの形で表現すれば，
　　　（資産）　×××　／　（所有）　×××
ないし，
　　　（消費）　×××　／　（所有）　×××
という形態が現れる。これは，所有，消費といった今日の会計学で一般的でな
い科目を，資本，費用等に置き換えれば，非常に見慣れた形態であることがわ
かる。
　　　（資産）　×××　／　（資本）　×××
　これらの価値対象は，市場経済の発達した現代社会では容易に他の価値対象
と交換できるし，
　　　（資産）　×××　／　（資産）　×××
　　 （（消費）） （（消費））
生産過程に投入して価値対象の増加を図ることもできる。
　　　（費用）　×××　／　（資産）　×××
　　　（資産）　×××　／　（収入）　×××
　さらに価値対象の占有権を他者に移せば，新たに他の人格に対する権利義務
の関係としての債権債務関係が成立する。なお，社会関係を表示するために，
ここでは債権債務についてはあえて法律用語を用いることとする。
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　　　（価値対象） （Ａ）

　　　　 財貨 　　　　　 　　債権〔所有〕

　　　　　　　　　　（Ｂ）

　　　　　　　　　 〔債務〕
　移転する価値対象は，資産に限らずサービスについても同様の図式が成立す
るが，一般的な資産について権利主体Ａ，Ｂごとに仕分形式でこの状態を示せ
ば，
　　（Ａ）　　　（債権）　×××　／　（所有）　×××
　　（Ｂ）　　　（資産）　×××　／　（債務）　×××
という，これもまた本稿で用いている特殊な科目を除けば見慣れた形態が現れ
ることとなる。
　このように，複式簿記の手法においては，基本的な社会関係はそのまま実に
的確に認識・記録・処理される。しかも，各会計主体において，いつ，どのよ
うに各勘定科目が発生・存続・増減・消滅したのか，相手方会計主体との関係
も含めて整合的に説明しなければ，途端に貸借の不一致や科目間の矛盾等を露
呈することとなり，議論の正当性が維持できなくなる。このように，税法学は
勿論のこと，会計学は価値対象と権利主体によって構成される社会を研究する
全ての社会科学…法学，経済学（財政学），経営学，政治学，社会学等…におけ
る議論の科学性・合理性を担保する強力な学術的基盤となりうることを，我々
は再認識すべきである。

2 会計学界の現状と問題点
　今日の会計学は，財務会計を中心に，管理会計，公会計，税務会計等の領域
を有しているが，いずれも企業会計を基盤とするものと考えてよいであろう。
しかして，今日の社会において特徴的な生産体である法人企業（ここでは営利

法人たる株式会社を前提として論じる。）をめぐる社会関係は，少しく特殊である。
すなわち，個人や企業といった権利主体（Ａ）は，出資という形でその財貨

（通常は現金等の貨幣性資産）の所有権を対象法人（Ｃ）に移転させるが，その対
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価として得るのは（Ｃ）に対する債権ではなく，株式という特殊な資産である。
（Ａ）は株主総会における議決権と配当を受ける権利を取得し，株式自体を通
常の資産と同様に処分する権利を有するが，原則として法人（Ｃ）に対し出資
した資産についての直接的請求権は発生しない。法によって法人格を与えられ
る法人（Ｃ）は，出資者に対する直接的債務から解放され，事実上出資された
資産を半永久的にその所有の下に置くことが可能となり，株主とは別個の人格

（権利義務の主体）として，社会に恒常的に存在し活動する生産体として成立す
るに至っている

3）
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（価値対象）

　　　（価値対象）　　 （Ａ）　　　　　　　　　　 財貨
　　　　 株式　 　〔所有〕
　　　配当・議決権

　　　　　　　　　　　　　（法人Ｃ）…権利義務の主体
　　　　　　　　　　　　〔資本≒所有〕　…法人の特殊な「所有」形態
　企業の財務・損益情報を認識，記録，表示する財務会計中心の現在の会計学
は，利潤追求に基礎を置く資本の運動を認識・記録・表示することのみに特化
した会計学と評することができる

4）
。近来貸借対照表における資本の部を純資産

の部に改編した事例などは，会計学が資本の集合体である法人企業の実態によ
り忠実になった反面，社会において権利義務の主体として価値対象（財貨・サ

ービス）を支配する法人企業の実体や法的性格についてはより無頓着になった
ことを意味し，現在の会計学は資本の運動を記述する専門の社会的道具として
の性格をより強くしている。
　先に述べた会計学の影響力が，税法学その他の社会科学において十分発揮さ
れていないという問題は，現在の会計学のこうした状況が大きく起因している。
まず，①個人や家計等，本来価値対象に対する権利主体として最も多く存在し
ているものが，会計主体として軽視されており，この分野での研究は十分とは
言い難い状況にある点が指摘される。これらは個々の規模は小さくても，社会
で起こっている価値対象をめぐる物質代謝の量的大半を占めており

5）
，このこと
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は学問としての会計学の社会的使命を考える上では看過しえない問題となって
いる。また，民法上の組合

6）
や有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限

責任事業組合
7）
，信託等の会計主体についても状況は大差がないように思われる。

　次に，②個人を含む広範な会計主体を対象とする場合，財貨・サービス等の
価値対象と権利主体の関係は，資本を介した特殊な形態ではなく，直接的に所
有の関係になっており，むしろこちらのほうが基本的・一般的な関係であると
いえよう。この場合会計主体が価値対象に対し権利を有している関係は，
　　　（資産）　×××　／　（所有）　×××
の形で示されるべきであろう。また，その物質代謝は資本の投下・回収の過程
におけるもののみではなく，生活等の過程で生ずるものも含まれるのであるか
ら，消費も会計科目として認識されるべきである

8）
。しかもこれら所有，消費と

して表示される事象は，少なからぬ場合において，人権問題に関係したり，法
的にも権利・義務の対象となる可能性のあるものであって，これらを初めから
研究の対象外としてしまうことは，市民法生活においてこれを現実に規定する
法秩序との関係を把握できないことを意味し，それは実存する社会関係を正確
に認識・理解する上では大きな足枷となろう。
　会計学には，企業会計という斜眼帯を外し，価値対象に対して権利を有する
人格，社会的実在は全て会計主体として対象とし，消費，所有等企業活動と関
係のない科目も研究対象に包含し，市民法生活に存在する社会関係すべてに通
用する「一般会計学」ともいうべき理論が求められるのではないかと思われる。
仮に会計学がそうした条件を備えた場合には，現在自然科学において数学がそ
の推論の正しさを証明する基礎学問の役割を演じているように，会計学も社会
科学全般に対してその議論を検証する基礎学問の地位を得られるのではあるま
いか。

Ⅱ　複式簿記的分析の税法事例における有効性

　複式簿記のシステムの下では，取引が時系列すなわち因果関係を通じて，ま
た各時点における科目全体の貸借が一致する形で整合性を保ちつつ説明されな
ければならない。この整合性は取引の相手方・取引系内部での整合性にも拡大
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しうるものである。こうした複式簿記の観点から税法学の領域で行われている
議論を検証すると，対象を裁判例に限定しても，不合理という他ない解釈論は
簡単に見つけることができる。

1 〔みなし相続財産となった年金保険契約からの給付金の所得課税〕
　近年話題となった，相続した年金保険から支給された各年の給付金が所得課
税されていた事案がある。下級審は，相続した年金受給権と個々の年金の取得
とは，別個であるとして，前者に相続税，後者に所得税を課すことは問題ない
として課税を支持した。理由として（おそらく相続した財産を原資と想定して）

自らの負担で定期金給付契約を締結して年毎の定期金を受け取る場合も所得課
税が起こるので，事案における個々の年金の取得と同一であると指摘している。
しかし，給付額がただちに全額所得を構成するなどという課税関係はありえず，
両者は同じではない。そもそも元本と運用益の区別がされていないこと自体，
複式簿記的視角を欠いた謬論であり，判断は有効な根拠が示されないまま行わ
れたことになる。

「福岡高等裁判所，平成 19 年 10 月 25 日判決，平成 18 年（行コ）第 38 号，訟
務月報 54 巻９号 2090 頁以下
　被控訴人Ｘは，受給権（基本権）を取得する権利・所得と支分権に基づく年
金の所得は，形式的・表面的には別異と認識できるが，実質的・経済的には同
一の資産であり，二重に課税することは許されないと主張する。確かに，本件
年金受給権の評価は，相続税法 ₂₄ 条１項１号により，有期定期金は，その残
存期間に受けるべき給付金の総額に，その期間に応じた一定の割合を乗じて計
算した金額とされているところ，この割合は，将来に支給を受ける各年金の課
税時期における現価を複利の方法によって計算し，その合計額が支給を受ける
べき年金の総額のうちに占める割合を求め，端数整理をしたものといわれてい
る。そうすると，本件年金受給権の評価は，将来にわたって受け取る各年金の
当該取得時における経済的な利益を現価（正確にはその近似値）に引き直したも
のといいうるから，本件年金受給権と年金の総額は，実質的・経済的にはほぼ



135

 　会計学批判

同一の資産と評価することも可能である。しかし，本件年金受給権の取得と
個々の年金の取得とは，別個の側面がある。まず，後者についてみると，Ｘは，
本件保険契約において，将来の特約年金（年金）を受け取るものであるが，こ
れは，Ｘが自ら年金契約等の定期金給付契約を締結して自ら掛金を負担し，年
毎に年金等の定期金を受け取る場合と異なるところはなく，いずれについても
所得があるのである。そうすると，両者を区別することはできず，これらの所
得は所得税の対象となる。そして，前者についてみると，Ｘは，本件保険契約
において，自ら保険料を支払ったものではないのに，Ａの死亡により，本件年
金受給権を取得したのであるから，これは，前者とは別個に，相続税の対象と
なる。このように考えると，本件年金受給権の取得に相続税を課し，個々の年
金の取得に所得税を課することを，二重に課税するものということはできない。」

　最高裁は，各年の支給額のうち相続税の課税対象となった年金受給権に相当
する部分は，相続財産の経済的価値と同一のものであるから，所得税法９条１
項 ₁₅ 号（当時・以下同）により非課税所得であるとして課税を否定した。

「最高裁判所第三小法廷，平成 22 年７月６日判決，平成 20 年（行ヒ）第 16 号，
判例タイムズ 1324 号 78 頁以下
　年金の方法により支払を受ける保険金（年金受給権）のうち有期定期金債権
に当たるものについては，相続税法 ₂₄ 条１項１号の規定により，その残存期
間に応じ，その残存期間に受けるべき年金の総額に同号所定の割合を乗じて計
算した金額が当該年金受給権の価額として相続税の課税対象となるが，この価
額は，当該年金受給権の取得の時における時価（同法 ₂₂ 条），すなわち，将来
にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直した
金額の合計額に相当し，その価額と上記残存期間に受けるべき年金の総額との
差額は，当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計
額に相当するものとして規定されているものと解される。したがって，これら
の年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は，相続税の課税対象と
なる経済的価値と同一のものということができ，所得税法９条１項 ₁₅ 号によ
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り所得税の課税対象とならないものである。」

　このように下級審と上告審とで判断は分かれているが，判断基準が相続財産
である年金受給権と各年の支給額を同一のものと見なせるか否かで共通してお
り，この点，両裁判所とも本質を外れた議論をしている。以下，事案の推移を
冷静にみてみよう。
　①　相続時
　相続人が掛金を負担した年金の受給権が相続税の課税財産となる。当然収入
も発生するが，所得税法９条１項 ₁₅ 号により所得税は非課税となる。なお同
規定は，相続財産を取得すれば財産税である相続税が課税されるが，同時にそ
れは収入をも生じさせることとなり，放置すればインカムタックスである所得
税も課されることとなるため，同一の事象に両税が課されることを防ぐための
規定である。すでに相続ではない年金受給時にこの規定を持ち出す最高裁の判
示もやはり間違っている。またここで，評価減の問題を持ち出す向きもあるよ
うであるが，これは後年度に実現する資産の現在価値への調整措置であって別
問題である。
　　　（年金受給権）　₂₃₀₀ 万円　／　（相続収入）　₂₃₀₀ 万円
 →　相続税課税 →　所得税非課税
　②　個別受給権確定時
　年金受給権の一部が特定の年分の受給権に転換する。保険会社等は，新たに
個別年分の年金の支給義務が生ずるが，元々の年金支給権は同額減少する。
　　　（年度年金受給権）　₂₃₀ 万円　／　（年金受給権）　₂₃₀ 万円
　③　年金受給時
　個別年度の年金が振り込まれ，現金預金を取得する。振り込みが実行された
ことにより，当該年分の年金受給権も消滅する。
　　　（現金預金）　₂₃₀ 万円　／　（年度年金受給権）　₂₃₀ 万円
　以上，事案に登場する諸権利の変転の過程を複式簿記の仕分けの形式に整理
してみれば，それは単に年金受給権が個別年分の年金受給権，現金預金と転換
されていった過程であって，二重課税や相続財産の取得にかかる非課税の規定
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を持ち出すまでもなく，そもそも収入が発生しておらず，所得課税を論ずべき
事案ですらなかったということができる。また，元本が相続財産であれ何であ
れ，そこから運用益等何らかの利得が生じている場合，その部分に関しては当
然に所得課税の問題が生じることも明らかである。
　課税庁の調査官や裁判官が，純資産増加説や包括的所得概念を知らなかった
とは思えないが，それと事案とを関連付けて判断できず，複式簿記的思考がな
されていなかったことも明らかである。彼らのうちの誰かが，最初に納税者の
資産状況を，貸借対照表でも試算表の形式でも簡単に頭の中に描いた上で，問
題の年金の振り込みと関連付けて考えることができていれば，この事案は長く
最高裁まで争われるような事案にはならなかったといえよう。

2 土地売買契約履行途中の相続事例
　土地売買契約の履行途中で，買主ないし売主が死亡した場合，その土地は買
主，売主の相続財産となるかにつき，最高裁判所は同じ日付で異なる判断を下
している。
　Ａ）買主相続事例
　被相続人が農地の買受契約をし，その所有権の移転要件である農地委員会の
許可が到達する前に死亡した場合，その相続財産は農地ではなく，農地の所有
権移転請求権であると判示した。

「最高裁判所第二小法廷，昭和 61 年 12 月５日判決，昭和 57 年（行ツ）第 18 号，
相続税更正処分取消請求事件，判例時報 1225 号 56 頁以下
　被相続人が農地の買受契約を締結した場合，その生存中に農地の所有権移転
につき許可証が到達していないときは，その農地は相続財産とならないとした
原審判断は，相続税法２条（相続税の課税財産の範囲）１項の解釈を誤ったもの
である旨の上告理由について，原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて，
本件相続税の課税財産は，農地の売買契約に基づき買主たる被相続人が売主に
対して取得した農地の所有権移転請求権等の債権的権利と解すべきであり，そ
の価額は売買契約による農地の取得価額に相当する ₁₉₆₅ 万余円と評価すべき



138

であるとした原審の判断は，正当として是認することができ，所論の違法はな
い。」

　判示内容を複式簿記の形式を用いて表示すると
　①　土地売買契約締結時（被相続人）

　₂₀₀₀ 万円にて農地の買取契約を結んだとき，被相続人には農地代金 ₂₀₀₀ 万
円の支払債務が発生し，同額に評価される土地所有権移転請求権が発生する。
　　　（所有権移転請求権）　₂₀₀₀ 万円　／　（売買代金債務）　₂₀₀₀ 万円
　②　手付金収受時
　手付金の支払いにより，手持ち資産 ₂₀₀ 万円，売買代金債務 ₂₀₀ 万円が減少
する。
　　　（売買代金債務）　₂₀₀ 万円　／　（現金）　₂₀₀ 万円
　③　相続時（相続人）

　相続により相続人が当該農地に関して相続する資産の内訳は
　　　（所有権移転請求権）　₂₀₀₀ 万円　／　（売買代金債務）　₁₈₀₀ 万円
　　　 （現金（減少分））　₂₀₀ 万円
　④　相続人による残金支払時
　土地代金 ₁₈₀₀ 万円を支払うことにより売買代金債務が消滅する。
　　　（売買代金債務）　₁₈₀₀ 万円　／　（現金）　₁₈₀₀ 万円
　⑤　農地委員会許可到達日
　法的要件であった農地委員会の許可が到達することにより，農地の所有権移
転が実行される。
　　　（土地）　₂₀₀₀ 万円　／　（所有権移転請求権）　₂₀₀₀ 万円
となるが，市民法生活上起こった事実を忠実に認識しており，判示は相当であ
るということができる。結局，所有権移転請求権を法的には未だ取得できてい
ない土地であると主張して，その金額を土地評価額まで圧縮しようとする試み
は認められないこととなる。
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　Ｂ）売主相続事例
　売主である被相続人が，所有権の移転は土地代金の完済時とする特約付きの
土地売買契約を結び，残金を残したまま相続が開始した事例である。ここでま
ず，先の買主相続事例に倣って，取引の過程で起こったことをそのままに記し
てみると
　①　土地売買契約締結時（被相続人）

　売買契約により，土地代金債権 ₄₆₀₀ 万円と同額に評価される土地引渡し債
務が生ずる。
　　　（売買代金債権）　₄₆₀₀ 万円　／　（土地引渡債務）　₄₆₀₀ 万円
　②　手付金収受時
　手付金 ₁₆₀₀ 万円を取得し，売買代金債権が同額減少する。
　　　（現金）　₁₆₀₀ 万円　／　（売買代金債権）　₁₆₀₀ 万円
　④　相続時（相続人）

　相続時の土地売買をめぐる債権債務関連の状況は
　　　（売買代金債権） 　₃₀₀₀ 万円　／　（土地引渡債務）　₄₆₀₀ 万円
　　　（現金（増加分））　₁₆₀₀ 万円
で，土地売買契約をめぐる売買代金債権＋資産増減と土地引渡債務は，科目の
変化はあっても双方の金額は均衡を保ち，相続財産の総額に影響を及ぼさない。
相続税の課税財産を構成するのは，元々の土地（相続税評価額）その他の相続
財産である。
　⑤　相続人による引渡し（残金受取，譲渡完了）時
　残金 ₃₀₀₀ 万円を収受し，売買代金債権が消滅する。
　　　（現金）　₃₀₀₀ 万円　／　（売買代金債権）　₃₀₀₀ 万円
　同時に土地の引渡しによって土地引渡債務 ₄₆₀₀ 万円が消滅し，被相続人か
ら受け継いだ土地の取得原価が ₁₀₀₀ 万円だとすると，このとき初めて土地の
含み益 ₃₆₀₀ 万円が実現し，相続人に譲渡所得の課税がなされることとなる。
　　　（土地引渡債務）　₄₆₀₀ 万円　／　（土地）　　₁₀₀₀ 万円
 （譲渡益）　₃₆₀₀ 万円
　以上のように，土地売買契約による売買代金債権と土地引渡債務は同一金額
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をもって成立し，その後その一部が他の資産等によって置き換わることはあっ
ても，最終的に土地が譲渡されキャピタルゲインが実現するまで均衡を保ち，
相続財産の総額に影響を与えるべきものではない。しかしながら第二小法廷は，
土地の評価額は売買残代金債権と同額であると判示した。

「最高裁判所第二小法廷，昭和 61 年 12 月５日判決，昭和 56 年（行ツ）第 89 号，
相続税課税処分取消請求上告事件，訟務月報 33 巻８号 2149 頁以下 
　相続税の課税財産に関し，被相続人Ｐは ₄₇ 年７月７日その所有土地につき
売買契約を締結したが，この契約においては，土地の所有権移転の時期を売買
代金の残金が支払われた時とする特約があり，右残代金が支払われたのは，Ｐ
の死亡（相続開始）後の ₄₇ 年 ₁₂ 月 ₁₅ 日であるため，同人が死亡当時にはいま
だ買主側に移転しておらず，したがって土地はＰの遺産として同人の相続人に
承継されたものであるとの事実関係のもとにおいては，たとえ土地の所有権が
売主に残つているとしても，もはやその実質は売買代金債権を確保するための
機能を有するにすぎないものであり，右土地の所有権は，独立して相続税の課
税財産を構成しないというべきであって，相続税の課税財産となるのは，売買
残代金債権であると解するのが相当であり，したがって，右土地の価額をその
売買残代金債権と同額であるとした原審の判断は，結論において正当として是
認することができる。」

　判決は，売主に残っている土地の所有権の実質は売買代金債権を確保するた
めの機能を有するにすぎず，独立して相続税の課税財産を構成しないと判示し，
ここからさらに矛盾を深めることに，相続税の課税財産となるのは売買残代金
債権であると断言してしまっている。売買代金債権は土地引渡債務と同一金額
で成立し，譲渡益が実現するまでその金額で総体的に貸借の均衡を保つため，
土地引渡債務によって相殺され相続財産としては実質カウントできないはずで
ある。また土地の所有権の実質を売買代金債権を確保するための機能にすぎな
いというのであれば，中間支払の度に債権は縮小しているのに土地評価額が逓
減していかないのもなにゆえであろうか。何より，土地売買契約の時点で売主
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の元で消滅した（？）土地勘定が，引渡しとともに買主の下で復活するまで，
どこでどうなっていたのであろうか。
　そして，土地所有権が実質的に消滅し，売買代金債権に置き換わっていると
いうのであれば，譲渡所得については「譲渡所得に対する課税は，資産の値上
りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として，その資産が所有者
の支配を離れて他に移転するのを機会に，これを清算して課税する趣旨のもの
である」として増加益清算説の立場をとる最高裁判所

9）
としては，売買契約の時

点で被相続人に譲渡所得を認定し，相続人にこれにつき準確定申告をさせ，相
続財産からはその税負担額を控除しなければならなかったはずであるが，判決
はこれらの点につき何の説明も行っていない。
　全体として，判決は課税関係をきちんと整合的に説明したものとは評価しが
たいものとなっている。

Ⅲ　所有概念を使った分析の税法事例における有効性

　所有とは，ある権利主体が，価値対象に対して支配的権利を及ぼしている状
態を表示する科目で，その会計主体に帰属する物質的・経済的能力をほぼその
まま表示する性格を帯びることとなる。また同時にそれは人権論的な評価の対
象ともなり，社会関係を分析する有益なツールとなりうるものと考える。

1 〔差押禁止財産の判断にかかる事例〕
　国民年金及び労災保険金の受給権は差押等禁止債権とされているところ（国

民年金法 ₂₄ 条，厚生年金保険法 ₄₁ 条１項，労働者補償保険法 ₁₂ 条の５第２項），こ
れらが指定預金口座に振り込まれることによって受給権は消滅して預金債権に
転化し，これらを受働債権として相殺に付しても差押等禁止の規定に違反する
ことにはならないとされた事案である。
　判決はその理由として，年金等は預金口座に振り込まれると受給者の一般財
産に混入し識別できなくなるため，これらを差押え禁止にすると取引秩序を乱
すという実務上の便宜を挙げ，差押等禁止債権の振込みによって生じた預金債
権は，原則として，差押等禁止債権としての属性を承継しないと結論付けている。
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「釧路地方裁判所北見支部，平成８年７月 19 日判決，平成５年（ワ）第 48 号，
金融法務事情 1470 号 41 頁（最高裁判所第三小法廷（上告審）平成 10 年２月 10
日判決も支持）
　被告金庫は被告国から年金取扱金融機関の指定を受けていること，原告は，
国民年金及び労災年金の支払い方式につきいわゆる振込払の方式を選択し，振
込先として被告金庫の本件預金口座を指定したこと，これを受けて被告国は，
被告金庫の本件預金口座に国民年金及び労災保険金を直接振り込み，原告に対
して事前に振り込み通知書を発送したことは当事者間に争いがない。ところで，
振込払の方式が選択された場合にあっては，年金取扱金融機関は，国に代わっ
て年金等の支払いを行うものとみるべきではなく，むしろ，受給者に代わって
年金等を受領するものというべきである。そして，指定預金口座に振込まれる
ことによって年金等の受給権は消滅し，同時に預金口座に預金が形成され，口
座開設者たる年金等受給者は年金取扱金融機関に対して預貯金の払戻請求権を
有することとなると解するのが相当である。本件における受働債権は年金等の
受給権そのものではなく，それらが転化したところの預金債権とみるべきであ
って，これらを相殺に供することがただちに差押等禁止の規定に違反すること
にはならないというべきである。
　次に，年金等の振り込みによる預金債権も差押禁止の対象とならないかにつ
き検討する。
　たしかに，年金等のように差押ができない旨定められている給付については，
それらが受給者の預金口座に振り込まれた場合においても，受給者の生活保持
の見地から右差押禁止の趣旨は十分に尊重されてしかるべきではある。しかし
ながら，一般的には預金口座には差押等禁止債権についての振込み以外の振込
みや預入れも存在するのであって，年金等は預金口座に振込まれると受給者の
一般財産に混入し，年金等としては識別できなくなるといわざるを得ず，この
ようなものについてまで差押を禁止することとなると取引秩序に大きな混乱を
招く結果となるというべきである。したがって，差押等禁止債権の振り込みに
よって生じた預金債権は，原則として，差押等禁止債権としての属性を承継し
ないと解するのが相当である。」
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　判示するところは，実務上の便宜の観点から，年金受給権と預金債権の属性
の違いを論じて，結局差押等禁止債権としての属性を承継しないと結論付けて
いるが，こうした議論は全く差押え禁止財産制度の本質を離れた無意味な議論
である。
　差押え禁止の規定は，この案件に関わってきた規定以外にも相当数存在する
が
10）

，これらは本質的に国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障し，これを
侵害しない（憲法 ₂₅ 条）ために設けられている規定と解さざるを得ない。問題
は借方の資産の属性の問題ではなく，貸方の所有，すなわち生活資力の問題で
ある。このような立場から生存権保障がなされるパターンを図式化すると
　①　最低生活の保障
　すべての人の所有の内，最低生活を維持するのに必要な部分は，人権所有と
して他の所有と区別され，国家権力からの侵害を許さず，かつ必ず維持されな
ければならない部分となる。（仮に１月の間に最低限必要とされる人権所有を便宜

上 ₁₀ 万円とすると）

　　　（資産）　₁₀₀ 万円　／　（所有）　　　₉₀ 万円
 （人権所有）　₁₀ 万円
となるが，
　②　必要なだけの財貨がない場合は，
　　　（所有欠落）　₁₀ 万円　／　（人権所有）　₁₀ 万円　
となり，この所有欠落が生じるが，これは負の所有であり，最低生活を送る資
力が欠けていることを示し，あってはならない状態なので，
　③　社会保障受給権の発生時
　社会保障の受給権が発生しこの所有欠落を打ち消すこととなる。
　　　（受給権）　　₁₀ 万円　　　　（所有欠落）　₁₀ 万円
　　　（所有欠落）　₁₀ 万円　　　　（人権所有）　₁₀ 万円
　④　受給時
　　　（現金預金）　₁₀ 万円　　　　（受給権）　　₁₀ 万円
　　　（受給権）　　₁₀ 万円　　　　（人権所有）　₁₀ 万円
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　⑤　差押時
　ここで預金をそのまま滞納税額として差押えられたとすると
　　　（所有欠落）　₁₀ 万円　　　　（現金預金）　₁₀ 万円
　　　（現金預金）　₁₀ 万円　　　　（人権所有）　₁₀ 万円
と，再びあってはならない所有欠落が生じてしまう。
　このため差押えを合法的に行うために徴収側が証明すべきことは，差押えを
行っても所有欠落が発生しないだけの資産ないし必要な消費をもたらす収入

（所有の増加）があったということであり，差押えに堪えるだけの人権所有を超
える通常の所有が存することである。
　　（資産）　₁₀ 万円　／　（収入）　₁₀ 万円　　　又は
　　（消費）　₁₀ 万円　／　（収入）　₁₀ 万円
　　　　↓

　　（収入）　₁₀ 万円　／　（所有）　₁₀ 万円　
　　　　↓

　　（資産）　₂₀ 万円　／　（所有）　　　₁₀ 万円
 （人権所有）　₁₀ 万円
　従来，この問題に関しては，差押禁止性非承継説ないし差押禁止性承継説，

（限定的）預金債権転化説等，権利の属性の観点から論じられてきたが，論点は
そこではあるまい。重要なのは，差押えによって，債務者が最低限度の生活を
送れない状態，すなわち憲法の許容しない「所有欠落」を生じさせてはならな
いという点であろう。債権者側は，差押えを可能とする通常の所有が債務者に
生じていることを証明しなければならず，かつその範囲において差押えが許さ
れるものと解すべきである。とりわけ，所有欠落を解消するためになされる社
会保障系の給付については，そもそも既に生じていた所有欠落を解消するため
に行われるのであって，いとも簡単に人権侵害状況を惹起しかねないのである
から，明確な反証がない限り差押えは許されないものと解すべきである。

2 〔財産分与の事例〕
　先に紹介した最高裁判所第三小法廷昭和 ₅₀ 年５月 ₂₇ 日判決は，増加益清算
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説の立場に立つ譲渡所得の基本判例であると同時に，財産分与についてのリー
ディングケースでもある

11）
。譲渡所得に対する課税は「資産の値上がりによりそ

の資産の所有者に帰属する増加益を所得として，その資産が所有者の支配を離
れて他に移転するのを機会に，これを清算して課税する趣旨のものであ（り）

…，その課税所得たる譲渡所得の発生には，必ずしも当該資産の譲渡が有償で
あることを要せず…所得税法 ₃₃ 条（譲渡所得）にいう『資産の譲渡』とは，有
償無償を問わず資産を移転させるいっさいの行為をいう」と，典型的な増加益
清算説を展開して夫の名のもとに所有されていた期間中の根上益は夫の譲渡所
得として課税するものと結論している。
　また，これは増加益清算説とは論理的には矛盾するのであるが，財産の引き
渡しにより消滅する財産分与義務を経済的利益（収入）とみて所得が発生する
との主張も展開している。しかし，財産分与義務の発生時はいかなる扱いにな
るのかについては何ら触れておらず，同義務の発生から消滅までを因果関係を
追って説明できてはいない。

「最高裁判所第三小法廷，昭和 50 年５月 27 日判決，昭和 47 年（行ツ）第４号，
民集 29 巻５号 641 頁以下
　譲渡所得に対する課税は，資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属す
る増加益を所得として，その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機
会に，これを清算して課税する趣旨のものであるから，その課税所得たる譲渡
所得の発生には，必ずしも当該資産の譲渡が有償であることを要せず（最高裁

昭和 ₄₁ 年（行ツ）第 ₁₀₂ 号同 ₄₇ 年 ₁₂ 月 ₁₂ 月 ₂₆ 日第三小法廷・民集 ₂₆ 巻 ₁₀
号 ₂₀₈₃ 頁参照），したがって，所得税法 ₃₃ 条（譲渡所得）にいう「資産の譲渡」
とは，有償無償を問わず資産を移転させるいっさいの行為をいうものと解すべ
きであり，そして，同法 ₅₉ 条１項（贈与等の場合の譲渡所得等の特例）（昭和 ₄₈

年法律第８号による改正前のもの）が譲渡所得の総収入金額に関する特例規定で
あって，所得のないところに課税譲渡所得の存在を擬制したものでないことは， 
その規定の位置及び文言に照らし，明らかである。…
　夫婦が離婚したときは，その一方は，他方に対し，財産分与を請求すること
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ができる（民法 ₇₆₈ 条，₇₇₁ 条）ところ，この権利義務の内容は，当事者の協議，
家庭裁判所の調停若しくは審判又は地方裁判所の判決をまって具体的に確定さ
れるが，右権利義務そのものは，離婚の成立によって発生し，実体的権利義務
として存在するに至り，右当事者の協議等は，単にその内容を具体的に確定す
るものであるにすぎず，財産分与に関し右当事者の協議等が行われてその内容
が具体的に確定され，これに従い金銭の支払い，不動産の譲渡等の分与が完了
すれば，右財産分与の義務は消滅するが，この分与義務の消滅は，それ自体一
つの経済的利益ということができ，したがって，財産分与として不動産等の資
産を譲渡した場合，分与者は，これによって，分与義務の消滅という経済的利
益を享受したものというべきであって，してみると，本件不動産の譲渡のうち
財産分与に係るものがＸに譲渡所得を生ずるものとして課税の対象となるとし
た原審の判断は，その結論において正当として是認することができ，論旨は採
用することができない。」

　①　婚姻中
　財産分与（民法 ₇₆₈ 条）を婚姻期間中の夫婦共有財産の分割とすると，婚姻
期間中に夫婦の協力の下に得られた財産は，たとえ夫の名義で所有されていて
も，そこには確実に妻の持分も含まれているのであるから，単なる夫の所有と
異なり，夫婦所有ないし共所有の状態にある。妻は夫名義の資産の中に未分割
ではあるが確実に自らのものとしうる部分があり（未分割資産），現在は夫名義
の所有となっているが，その中には確実に自らの持分とされるべき部分が存在
する（所有未分割）。

（夫）　　（土地）　　　　₁₀₀₀ 万円　／　（夫婦所有）　　₂₀₀₀ 万円
　　　　（マンション）　₁₀₀₀ 万円

（妻）　　（未分割資産）　₁₀₀₀ 万円　／　（所有未分割）　₁₀₀₀ 万円　
　②　離婚時
　離婚が決まり，夫は土地，妻はマンションを取ることとなった。夫婦所有は
解消され，引渡しの済んでいないマンションについては財産分与義務が付され
ている。
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（夫）　　（夫婦所有）　₂₀₀₀ 万円　／　（所有）　　　　　₁₀₀₀ 万円
　　　　　　　　　　　　 　　　　　（財産分与義務）　₁₀₀₀ 万円
　結果，夫の資産・所有状況は以下の通りとなる。
　　　　（土地）　　　　₁₀₀₀ 万円　／　（所有）　　　　　₁₀₀₀ 万円
　　　　（マンション）　₁₀₀₀ 万円　　　（財産分与義務）　₁₀₀₀ 万円
　妻については所有未分割が解消され，純然たる自己の所有が現れる。未分割
資産も解消され，マンションに対する分与請求権に具体化している。

（妻）　　（所有未分割）　₁₀₀₀ 万円　／　（所有）　　　　₁₀₀₀ 万円　
　　　　（分与請求権）　₁₀₀₀ 万円　　　（未分割資産）　₁₀₀₀ 万円　
　③　財産引渡し時
　元夫はマンションを元妻に引渡し，財産分与義務が消滅する。

（元夫）　（財産分与義務）　₁₀₀₀ 万円　／　（マンション）　₁₀₀₀ 万円
　この時の元夫の資産・所有状態は自分の取り分である土地の純然たる自己所
有となる。
　　　　（土地）　₁₀₀₀ 万円　／　（所有）　₁₀₀₀ 万円
　元妻はマンションの引渡しを受け，分与請求権が消滅する。

（元妻）　（マンション）　₁₀₀₀ 万円　／　（分与請求権）　₁₀₀₀ 万円
　この時の元妻の資産・所有状態は自分の取り分であるマンションの純然たる
自己所有となる。　　　　　　
　　　　（マンション）　₁₀₀₀ 万円　／　（所有）　₁₀₀₀ 万円
　以上のように，財産分与の過程は，夫婦の潜在的持分がきれいに分離されて
いく過程として説明される。夫の財産分与義務も，結局妻の持分を分離すると
きの仲介をするだけであって，発生の時に損失ともならなければ，消滅の時に
収入ともならない。この点，最高裁の財産分与消滅利益説は，自己の増加益清
算説と矛盾するだけでなく，全く事実関係に根拠を有しない。そもそも財産分
与の過程は企業会計で言えば資本等取引に相当し，所得の生ずべきケースでは
ないように思われる。
　みなし譲渡の制度を，相続，遺贈，贈与，低額譲渡と，あらゆる無償，低額
譲渡をみなし課税の対象としていたシャウプ税制当時

12）
に遡っても，実は最初か
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ら財産分与の文言は含まれていなかった。この点，上記財産分与が夫婦財産の
潜在的持分の整理・分離の過程として説明できる点と考え合わせれば，立法府
は当初より財産分与を譲渡の中に含めて考えてはいなかったと考えるほうが自
然であるように思われる。この点，財産分与事例を「みなし譲渡課税」の対象
に含めることには合理的な説明が困難であるように思われる。

Ⅳ　課税標準概念

　財政学における課税標準理論は，時として税法解釈そのものに大きな影響を
与えるものではあるが，税法解釈学の視覚から会計学の現状を批判的に論ずる
という本稿の趣旨からすると，若干テーマの中心から外れるので，簡単に問題
点を指摘するに止めるが，課税標準は，資産か所得か消費のいずれかしかない
という財政学が採用している前提は，会計学的には支持されないはずのもので
ある。
　すなわち，所得も消費も資産もどれも担税力を形成する要素に過ぎず，支払
い能力そのものではないということである。これまで経済学で用いられてきた
最も近い概念は「富」であろうが，これとて能力ではなく要素である。
　この不完全で部分的な課税標準を組み合わせて公平化を図ろうというタック
スミックス論は，時として公平どころか不公平を加速させかねない手法である。
たとえば，稼いだ所得をほとんど生活費に使い切って生活している貧しい勤労
者にとって，所得税も消費税もその担税力のほぼすべてを課税対象とする税で，
この２つを組み合わせることは，担税力の獲得と利用の両面で完全に捕捉され
て搾り取られることを意味する。しかしてこの組み合わせは，今日本のみなら
ず世界で主流となりつつある。片や最も優れた担税力が見込まれる富裕・余剰
財産には，いかほどの課税がなされているだろうか。たとえ低税率でも富裕税
を課している国がどこにあるだろうか。
　担税力，すなわち
　　　（租税公課）　×××　／　（資産）　×××
という行為を行いうる原因となる事象は何かといわれれば，それは価値対象を
支配する能力，すなわち所有に行きつく。それはおそらく，「資産 + 期中消費
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－負債＝総所有，総所有－人権所有＝純所有」という算術で表現されるように
思われるが，いずれにせよ担税力・課税標準は，税制度の合理化・公平化を図
るためには，会計学的に示され，科学的検証の下に置かれるべきである。

おわりに

　会計学の科学性・信頼性は本来今世間で考えられているよりもはるかに高い
であろう。　本稿で扱った租税事件の分析においても相当に有用であることは
明らかであろう。研究対象を資本の運動以外のすべての会計主体・取引に拡大
し，価値対象と権利主体による運動を正確・精密に認識・把握しうる一般会計
学としての体裁を整え終わったとき，会計学は税法は勿論社会科学全般におい
て，非科学的，一面的，皮相的な議論を一掃するような影響力を行使しうるよ
うに思われる。数学に匹敵するような基本科学としての役割を，筆者は会計学
に切に期待する。

注
 ₁） 譲渡担保取引と財産分与を題材に最初に研究テーマとして選んだ譲渡所得の研究に際

しても，会計学分野からの示唆はなく，自ら仕分けを考えなければならなかった。拙稿
「渡所得学説と税法解釈学の方法論（１），（２），（３），（４・完）　～　譲渡担保・財産分
与の事例的検討とともに」税理 ₂₈ 巻９号 ₁₁₅ ～ ₁₂₆ 頁，₂₈ 巻 ₁₂ 号 ₁₁₃ ～ ₁₂₁ 頁，₂₈ 巻
₁₅ 号 ₁₄₄ ～ ₁₅₁ 頁，₂₉ 巻２号 ₉₄ ～ ₁₀₂ 頁，ぎょうせい，₁₉₈₅ ～ ₁₉₈₆ 年（昭和 ₆₀ 年８
月，₁₀ 月，₁₂ 月，₆₁ 年２月）。

 ₂） 学生時代に古本街で見かけて印象に残っている言葉である。残念ながら現時点で誰の
ものであるか把握できていないが，真実を言い当てているように思われる。

 ₃） この点，「法人は株主（社員）の集合体」という前提が妥当するのは，組合企業ないし
アメリカ法でいうところのパートナーシップまでで，法人税の設計思想として採用され
ている法人擬制説は，社会的・会計的事実に基づかないフィクションの上に構築された
議論であるということができる。

 ₄） 当学会（租税理論学会）設立後間もない頃のレセプションで，会計学は誕生以来資本
主義の奴隷であった旨の発言をされた会計学畑の古参の会員がおられたが，こうした指
摘は会計学の立ち位置を客観的に自覚するものであり，本稿における問題意識にも少な
からず影響をもたらしてくれたものと考えている。

 ₅） 内閣府の公表している「年次 GDP 実額」では，₂₀₁₇ 年度の GDP（名目）₅₄₈ 兆 ₆₃₉₂
億円に対し 家計最終消費支出（名目）は ₂₉₅ 兆 ₇₉₀₉ 億円（₅₃．₉％）にもなり，家計消費
が我が国の経済の屋台骨を支えていることは明白である。（http://www.esri.cao.go.jp/jp/
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sna/menu.html）
 ₆） 課税庁は「経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」１人を「当

該事業の事業主に該当するもの」と認定して，事実上組合を極力認めない方針を採って
いる（所得税基本通達 ₁₂ －１～５）ため，課税実務において事実上認められない会計主
体に対する研究意欲がそがれているという事情は否定できないであろう。

 ₇） 一般に知れ渡っておらず，利用実績もあまりないようである。
 ₈） 贈与，相続等の利潤追求を目的としない財貨・サービスの移転も，厳密には収入・損

失等の科目の流用では本来的には済まされない問題であろうと考える。
 ₉） 最高裁判所第三小法廷，昭和 ₅₀ 年５月 ₂₇ 日判決，昭和 ₄₇ 年（行ツ）第４号，民集 ₂₉

巻５号 ₆₄₁ 頁。
₁₀） 民事執行法第 ₁₃₁ 条（差押禁止動産）は，生活に欠くことができない日用品，１か月分

の食糧・燃料，２か月分の生計費，農漁業等の正業を営む上で必要な動産，勤労者の業
務に欠くことができない器具等，社会生活に必要な印鑑・文具等，個人の名誉にかかる
物品，学習用教材等，独自の発明・著作にかかるもの，保安・安全機器等を規定し，民事
執行法第 ₁₅₂ 条１（差押禁止債権）は，₃₃ 万円を超えない給与等債権の４分の３を，国
税通則法 ₇₅ 条（一般の差押禁止財産）は民事執行法同様生活に欠くことの出きない動産
等を，同法 ₇₆ 条（給与の差押禁止）は，一定の給与等を，同法 ₇₇ 条（社会保険制度に基
づく給付の差押禁止）は，社会保険制度に基づく一定の年金等の給付金を，同法 ₇₈ 条

（条件付差押禁止財産）は，農漁業等正業や事業等に必要な動産や機器等を指定し，この
他にも生活保護法 ₅₈ 条が生活保護受給権を，生活保護法 ₅₈ 条が児童手当受給権を差押
え禁止財産として指定するなど，多くの規定が存在する。

₁₁） この問題に関する筆者の法解釈論的見解は，注１に示した拙論文を参照されたい。
₁₂） 昭和 ₂₅ 年法律第 ₇₁ 号。旧所得税法５条の２。
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  企業再生税制と事業再生税制の差異

藤　間　大　順
（青山学院大学大学院法学研究科博士後期課程，

日本学術振興会特別研究員（DC１・公法学））

はじめに

　債務免除益は，一般的に課税所得であると解されている。一方，一定の財政
状態にある者が受けた債務免除益については，課税を行わない制度が複数の税
目に存在している。筆者は，これらの制度を総称して「広義の事業再生税制」
と呼称している

1）
。本稿は，広義の事業再生税制に存在する不整合な点を指摘し

た上で，立法的提言を行う論稿である。
　具体的な検討に移る前に，本稿で用いる用語の定義をしておく。まず，「広
義の事業再生税制」は，法人税法上の企業再生税制

2）
，所得税における事業再生

税制および贈与税の非課税規定（相続税法８条括弧書き）からなるが，本稿では
専ら企業再生税制および事業再生税制を検討の対象とする。「租税属性」とは，
一般的には税負担に影響を及ぼす一切の要素のことを指すが

3）
，広義の事業再生

税制について論じる本稿においては，専ら利用可能な繰越欠損金または繰越損
失および資産の含み損益を指す。
　次に，本稿の検討手法について述べる。本稿は，企業再生税制の検討にあた
っては，法人格を維持したまま倒産法や私的整理スキームの適用を受ける単純
な場面を想定する。清算型手続や第二会社方式ではなく，再生型手続（会社更

生法，民事再生法等）に基づく資本再構成方式による企業の再生を想定する，と
いうことである。なぜならば，事業再生税制の適用を受ける個人は倒産処理に
よって人格が消滅せず，企業再生税制と事業再生税制を比較する本稿において
は，このような前提を置かざるを得ないからである。
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　本稿の構成は，以下のとおりである。まず，Ⅰにおいて，企業再生税制と事
業再生税制の差異を指摘する。次に，Ⅱでは，差異に関する評価基準を構築し
た上で，差異が正当化できるのか，正当化できないものならばどのように立法
的解決が図られるべきかを論じる。

Ⅰ　企業再生税制と事業再生税制の差異

　Ⅰでは，法人税法上の企業再生税制と所得税における事業再生税制に制度上
の差異があることを指摘する。

1 企業再生税制における債務免除益の非課税と租税属性の清算
　企業再生税制には３通りの適用方式があるが，いずれの方式においても，資
産の評価損益の算入，青色欠損金の損金算入，期限切れ欠損金の損金算入が組
み合わせて行われる

4）
。これは，資産の評価損益および青色欠損金の算入による

租税属性の清算
5）
と期限切れ欠損金の損金算入による債務免除益等の非課税が組

み合わせて行われているものと整理できる。
　この場合において，期限切れ欠損金の損金算入が（租税属性の清算ではなく）

債務免除益等の非課税と整理できる点については説明が必要であろう
6）
。ある所

得がある年度に生じた場合に，その所得の取扱いは①永久に課税しない，②過
去に遡及して課税する，③その年度において課税する，④将来において課税す
る，という４通りの取扱いが考えられる。本稿では，実質的に見て①と考えら
れる場合を非課税と呼称している。一方，益金や収入金額と同額，欠損金や資
産の含み損のような納税者に将来的に租税利益をもたらす租税属性が清算され
た場合，将来の損金や必要経費が減少し，所得が増加することから，実質的に
は④課税繰延が行われたものと分析できる。期限切れ欠損金は青色欠損金のよ
うに将来的な税負担に影響を及ぼす租税属性ではない。したがって，期限切れ
欠損金の損金算入による債務免除益等の相殺は④課税繰延ではなく①非課税で
あると整理できる。
　以上のように整理した場合，企業再生税制においては租税属性の清算と債務
免除益等の非課税が組み合わせて行われているものと整理できよう。
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2 事業再生税制における債務免除益の非課税と租税属性の清算
　一方，事業再生税制はどのような制度と分析できるだろうか。
　まず，非課税規定の適用を受ける場合，債務免除益の金額を総収入金額に算
入しないことが定められている（所税 ₄₄ 条の２第１項）。次に，債務免除益が生
じた年度において各種所得の計算上生じた損失の金額または純損失の繰越控除

（所税 ₇₀ 条）の適用を受ける金額については，１項の規定を適用しない（したが

って債務免除益の金額が総収入金額に算入される）ことが定められている（所税 ₄₄

条の２第２項）。この規定については，利用可能な損失の金額という租税属性は
債務免除益と両建てすることで清算しつつ，残額の債務免除益を非課税とする
ものと整理できよう。
　一方，評価損規定の適用を受ける場合には，事業所得等を生ずべき事業に供
する一定の資産の評価損の金額が必要経費に算入される（租特 ₂₈ 条の２の２第

１項）。評価損を計上できる資産は，減価償却資産のほか，繰延資産および繰延
消費税額等のうち必要経費未算入額であり（租特令 ₁₈ 条の６第２項），この規定
により必要経費に算入された金額は，その年以後の所得計算において既に償却
または必要経費に算入された金額とみなされる（同条４項）。したがって，この
規定は資産の含み損という租税属性を清算する規定と整理できる。
　以上のように，事業再生税制は，企業再生税制と同じく，純損失および資産
の含み損という租税属性の清算ならびに債務免除益の非課税という仕組みを持
っている。ここにおいて問題となるのは，非課税規定および評価損規定の適用
要件である。
　まず，非課税規定の適用要件については，法的整理の場合および資力喪失の
場合に適用されるものと定められている

7）
（所税 ₄₄ 条の２第１項）。一方，評価損

規定の適用要件は，一定の準則に基づき評定により資産の評価損を計上した場
合に適用されるものと定められている（租特 ₂₈ 条の２の２第１項）。一定の準則
の範囲については，政令において，企業再生税制における書類添付方式の要件
を借用している（租特令 ₁₈ 条の６第１項）。
　評価損規定の要件において「所得税法第 ₄₄ 条の２第１項の規定の適用を受
ける場合を除く」とされていることから（租特 ₂₈ 条の２の２第１項），両規定は
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排他的なものである。また，適用される実際の場面も異なり，非課税規定は民
事再生法の適用を受ける場合（再生計画認可の決定があつた場合）に適用される
ことが明示されているが，評価損規定については，実務上，民事再生法の適用
を受ける場合には適用されないものとされている

8）
（措置法通達 ₂₈ の２の ₂︲₁）。

したがって，①法的整理を受ける場合または資力喪失状態の場合には純損失が
清算された上で債務免除益が非課税となり，②私的整理手続のうち一定の準則
に従ったものの適用を受ける場合かつ青色申告書を提出している場合には債務
免除益が（資産の含み損が清算されることにより）課税繰延になる。

3 制度の比較—差異の指摘
　以上の整理によれば，企業再生税制と事業再生税制には以下のような差異が
あるものと指摘できる。
　企業再生税制においては，租税属性（資産の含み損益および青色欠損金）の清
算と債務免除益等の非課税が組み合わせて行われる。一方，事業再生税制にお
いては，非課税規定の適用を受ける場合（法的整理の場面および納税者が資力喪

失状態にある場合），繰り越されてきたまたは繰り越しうる損失の清算は債務免
除益の非課税と組み合わせて行われるが，この場合資産の含み損益の清算は行
われない（評価損規定の適用は排除される）。資産の含み損益については，一定の
私的整理の準則に基づく場合に含み損のみを清算する規定があるものの，含み
益はどの規定においても清算されず，また資産の含み損を清算した場合には損
失の清算や債務免除益の非課税は行われない。
　Ⅰの検討からは，以上のような差異が指摘できよう。次に，ここで指摘した
これらの差異は果たして租税政策上または何らかの立法政策上正当化できるの
か，Ⅱにおいて検討していきたい。

Ⅱ　差異の評価と立法的解決策

　Ⅱでは，Ⅰで指摘した差異が正当化しうるのか，正当化しえないならばどの
ように立法的解決が図られるべきか議論する。
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1 評価基準の構築
　差異の評価を行う以前に，まずは本稿が取る評価基準を構築する必要がある。
　従来，広義の事業再生税制の趣旨については，本来課税されるべき債務免除
益に対し，事業再生を後押しする観点から特例的に課税を差し控える制度であ
るという説明がなされてきた。換言すれば，倒産処理政策が一部租税政策に優
位する課税問題であり，両者の調和点を探る方向での検討がなされてきた。例
えば，旧所得税基本通達 ₃₆︲₁₇ につき，「収入金額の測定のための議論という
よりはむしろ，倒産立法政策の課題ではないだろうか

9）
」と論じている先行研究

がこのような考え方の典型例として挙げられる。
　このような先行研究には，課税所得としての債務免除益は納税者の財政状態
に関わらず生じ，租税政策上は課税が行われるべきであるという前提がある。
しかし，この前提は，事業再生税制の非課税規定の前身である旧所得税基本通
達 ₃₆︲₁₇ が所税 ₃₆ 条の解釈として（すなわち，租税政策内部のものとして）合理
的なものであるとする判示や

10）
，資力喪失者が受けた債務免除益が「単に形式上

の所得であって，免除を受けたことによってそれだけ担税力のある所得を得た
ものとみるのは必ずしも実情に即したものとはいえない

11）
」ことを同通達の趣旨

と説明する文献と反することになる。企業再生税制についても，通達上の取扱
いが一部その前身となっているので

12）
，同様の指摘が可能である。

　そこで，筆者は，新たな債務免除益の課税理論（債務控除アプローチ）に基づ
き，「個人納税者が負っている債務が消滅しても，債務超過額分または債務超
過が確実な額の現在価値分のうち租税属性と相殺された分を除いた残額分の債
務免除益は発生しない」という主張を個人の所得計算の枠内で構築し，旧所得
税基本通達 ₃₆︲₁₇ のような法解釈およびそれが立法化された非課税規定はそれ
を確認した規定である，と論じた

13）
。この主張は，個人の所得計算の枠内で構築

されたものであるため，法人の所得計算への適用可能性については一定の留保
がつく。具体的には，個人においては観念しえない資本等取引を考慮する必要
があろう。そこで，以下では，上記の主張に一定の論理操作を行うことで，企
業再生税制においても事業再生税制においても適用可能な評価基準を導出した
い。
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　上記の主張は，「納税者の債務超過とは，課税上無視された債務額の累積
14）

」
であることを根拠としていた。本来ならば，ある課税期間の所得計算上生じた
損失は他の課税期間において必ず考慮されるべきである

15）
。しかし，所得額以上

に損失が生じた場合，日本の所得税法には完全還付制度が存在しないことから，
所得額以上に生じた損失は（繰越控除や繰戻還付を行ったとしても）無視される。
そして，所得額以上に生じ無視された損失は債務によって補塡され，債務超過
額として積みあがっていく。仮に，債務超過額について債務免除を受けたとし
ても，それは所得計算上無視された損失を打ち消す行為にすぎないのであるか
ら，当該行為によって債務免除益が生じたとは考え得ない

16）
。ただし，租税属性

の額については，将来的な所得計算において考慮されうるのであるから，この
金額分の債務免除益は非課税とすべきではなく，租税属性の清算と債務免除益
の相殺を行うべきである。
　以上の考察は個人については妥当するものだが，法人については，資本等取
引（法税 ₂₂ 条５項）が存在することにより必ずしも妥当しない。法人が負った
損失（赤字）については，債務（借入れ）のみならず，資本（出資）によっても
補塡されうる。逆に，配当等により，資本等取引によって債務超過額が拡大す
ることもありうる

17）
。むしろ，法人については，所得額以上に生じた損失の額は

欠損金として直接的に把握可能であり，こちらを用いるべきであろう。
　以上の考察に基づき，本稿では，「納税者が負っている債務が消滅しても，
所得計算で考慮され得ない損失額分（法人税については欠損金額分，所得税につ

いては債務超過額分または債務超過が確実な額の現在価値分）のうち租税属性と相
殺された分を除いた残額分の債務免除益は発生しない」という所得計算上の原
則との整合性（以下「第一基準」という）を第一次的な評価基準として置く。
　もっとも，企業再生税制のうち会社更生法の適用を受ける場合の取扱いが以
前は会社更生法に定められていたこと（旧会社更生法（昭和 ₂₇ 年法律第 ₁₇₂ 号）

₂₆₉ 条３項，平成 ₁₇ 年度税制改正（平成 ₁₇ 年法律第 ₂₁ 号）以前の会社更生法 ₂₃₂ 条

３項）等を鑑みれば，広義の事業再生税制が倒産法制の要請を受けて設けられ
ている規定でもあることは間違いがないであろう。したがって，第二次的な基
準として，倒産法制の要請を勘案するために，「仮に第一次的な評価基準と整
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合しない取扱いが行われている場合，倒産処理手続やそれに伴う課税上の取扱
いから正当化されるか」という基準（以下「第二基準」という）を置くべきであ
る。この基準は，倒産処理手続の選択に対する課税の中立性という，従来企業
再生税制について論じられてきた点と類似した基準である。
　２以降では，以上の２つの基準に沿い，Ⅰで指摘した差異を評価する。

2 事業再生税制と企業再生税制の差異
　Ⅰで指摘した事業再生税制と企業再生税制の差異は，１で定立した評価基準
においてはどのように評価できるだろうか。
　第一基準からは，租税属性が清算された後に債務免除益が非課税となるべき
である。これに照らせば，そもそも事業再生税制においては資産の評価益が計
上されることがない点が問題点としてまず指摘できる。評価損益をいずれも計
上する書類添付方式の適用要件を借用しながら，評価損規定が評価益の計上を
規定していないことは不可解である。
　また，非課税規定の適用を受ける場合には，資産の評価損益が計上されない
ため租税属性の清算が不完全である一方，評価損規定の適用を受ける場合には
債務免除益が非課税とはならず，評価損規定の適用を受ける納税者が非課税規
定の適用を受ける納税者に比してあまりに不利である。この点，適用初年度の
９ヶ月分のデータであり，₁₅︐₀₀₀ 人弱の申告書を抽出したデータではあるが，
会計検査院の平成 ₂₈ 年 ₁₂ 月の調査によれば，評価損規定の適用を受けた納税
者はいなかったという報告がされている

18）
。

　資産の評価損を計上する納税者が不利に扱われるという事業再生税制の特徴
は，第二基準から正当化しうるのだろうか。非課税規定という有利な規定が裁
判所の関与による公正な法的整理手続に適用され，評価損規定が（一定の公正

さが要求されるとはいえ）公正さにおいては劣る私的整理手続に適用されること
は，一見すると正当化が可能なようにも見える。しかし，資力喪失要件がある
ことからこの線引きは不完全であり，むしろ，非課税規定は準則に従わない

（公正性が最も劣る）私的整理手続にも適用される。また，裁判所の関与による
公正さを重視するならば，むしろ法的整理の場合にのみ資産の評価損を必要経
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費に算入する（評価額を公正な価額と税法上承認する）制度とすべきではないか
と思われる。したがって，このような正当化は困難であろう。
　以上の検討により，事業再生税制と企業再生税制の差異については正当化が
困難であることが明らかになった。すなわち，事業再生税制も，企業再生税制
と平仄を合わせ，資産の評価損益の計上，繰越損失の清算および債務免除益の
非課税を併用する制度へと改正されるべきであろう。具体的には，評価損規定
を削除した上で，非課税規定において事業または業務用資産の評価損益の必要
経費または総収入金額算入を規定すべきである。この意見は，平成 ₂₆ 年度税
制改正による事業再生税制の整備において企業再生税制との平仄が理由として
挙げられていたこと

19）
と整合する。

3 先行学説との比較検討
　最後に，先行学説との関連で本稿の立場がどのようなものであるか述べてお
く。なお，事業再生税制について倒産処理政策の課題であるとする増井教授の
見解は既に紹介したため，ここでは扱わない。

第一款　課税繰延制度の提案
　広義の事業再生税制については，課税の公平の観点から，債務免除益の非課
税ではなく課税繰延のみを効果とする規定とすべきではないかという提案がな
されている。
　企業再生税制についてこのような提案をする先行研究として，髙橋教授の

「企業再生と債務免除益課税」が挙げられる。髙橋教授は，抽象的に考えれば
再生企業の収益力は市場収益率よりも大きいはずであるという「見地から，ま
た租税の平等の観点を可能な限り重視すれば，債務免除益非課税よりは課税繰
延べが可能であり，また望ましい

20）
」と論じている。

　次に，事業再生税制についてこのような提案をする先行研究として，佐藤教
授の「家族の経済的危機と所得税制」がある。佐藤教授は，事業再生税制に存
在している問題点が，それによって与えられる利益が非課税（now or never）

であることに由来することを理由として，利益を課税繰延（sooner or later）の
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問題に留めるべきだと主張している。その上で，「①納税者の経済的困難が客
観的に認識できるようになった日（中略）以降に確定する所得で債務の弁済に
充てられたものと，②広義の倒産手続において行われた債務免除による所得を，
③すべて課税繰延の対象とし（中略），④繰り延べられた所得を，納税者の経済
的再生が行われて資力が回復した場合（中略）には，資力回復日の属する年分
の所得として課税すること

21）
」を骨子とした制度を提案している。

　これらの提案は，課税の公平を重視すれば納税者の財政状態に関わらず債務
免除益課税が行われるべきであるという見解を前提とした上で，倒産処理段階
では課税を差し控えるべきという見解と調和する点としては，課税繰延という
方式が望ましいと論じているものと整理できよう。既に論じたように，本稿は
課税の公平の枠内で一定の債務免除益は非課税となるべきことを前提としてお
り，これらの提案とは前提が異なるが，これらの提案について３点批判してお
く。
　まず，このような課税繰延制度がなぜ租税実体法上設けられる必要があるの
か，これらの提案においては理由が明らかではない。本来ならば課税されるべ
き所得に対する課税を倒産法の要請によって差し控える，というのであれば，
納税の猶予（国税通則法 ₄₆ 条ないし ₄₉ 条）の拡充等，租税手続法の改正案によ
って対処する可能性についても論じるべきであろう。また，これらの見解は，
納税者の財政状態に関わらず債務免除益課税が行われることが万人にとっての
理想であることを前提としており，例えば佐藤教授は「非課税制度を適用した
納税者が後に資力を回復した際に過去の所得について追及する手段がまったく
ないことは，他の納税者の納得を得難いと考えられ，制度を執行する課税庁や
その判断を審査する裁判所に大きなフラストレーションを与えている

22）
」と論じ

ている。しかし，そもそも事業再生税制は課税庁の内部の取扱いとして設けら
れ（旧所得税基本通達 ₃₆︲₁₇），裁判所はそれを合理的な取扱いとしてきたので
あり

23）
，このような見解の妥当性には疑問がある。更に，佐藤教授は，事業再生

税制について総合的な検討を行っているものの，評価損規定と非課税規定が排
他的に適用される点について論じておらず，提案している制度において資産の
含み損益がどのように扱われるのか明らかとなっていない。
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第二款　「新たなスタート，しかし有利でないスタート」の観点
　第一款で述べたように，髙橋教授は「企業再生と債務免除益課税」において，
企業再生税制に係る債務免除益の課税繰延制度を提案している。しかし，後に
発表した「事業再生と法人課税」においては，若干筋の異なる議論を展開して
いる。髙橋教授は，「企業再生と債務免除益課税」で既に紹介していた「新たな
スタート（fresh start），しかし有利でないスタート（not a head start）」の考え
方をより具体的に展開し，①新設法人との同等性の観点から，債務免除時にお
ける事業年度終了と債務免除益等非課税および租税属性の更新を行うこと，②
債務免除時等の非課税等の措置は非常手段的に取られるべきであること，③倒
産処理手続間の選択につき税負担が中立であることを事業再生局面での課税の
原則として置いている

24）
。この基準に照らし，青色欠損金を利用した後の期限切

れ欠損金の利用，全ての資産の評価損益の計上および欠損金の控除以前の損益
への算入，期限切れ欠損金という枠を超えた債務免除益等の無制限な非課税お
よび租税属性の更新という企業再生税制に係る立法論を主張している

25）
。

　髙橋教授の議論と本稿の議論は，前提が異なる。本稿は新設法人との同等性
を何ら議論の前提とはしておらず，むしろ課税の公平の観点では，他の債務免
除益を得ている法人との公平性を問題としている。一方，髙橋教授の議論と本
稿の議論は結論として共通する点が多い。青色欠損金を利用した後の期限切れ
欠損金の利用，全ての資産の評価損益の計上と欠損金の控除以前の損益への算
入および租税属性の更新については，本稿も立場を同じくするものである。期
限切れ欠損金という枠を超えた債務免除益等の無制限な非課税については，本
稿は債務免除益等の非課税を所得計算上無視された損失に結び付ける見解に立
つ以上，賛同できない。

第三款　リスク・テイキングに対する中立性の観点
　長戸教授は，『事業再生と課税』において，欠損の利用の問題として企業再
生税制を定式化した上で検討している

26）
。そして，リスク・テイキングに対する

課税の中立性の確保および事業再生局面を「経済活動の終了」と見る観点から，
現行の税制について，「平時には，課税上，経済的所得を正確に算定していな
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いことに鑑みて青色欠損金額の利用には制限を設けつつも，倒産局面において
は，それまでのリスク・テイキングが失敗に終わったとみなし，この時点にお
いて期限切れ欠損金の利用を認めることを担保しておく制度と理解すれば，単
なる倒産政策上の優遇措置としてだけでなく，リスク・テイキングへの中立性
を確保するための仕組みとして租税政策論的に正当化する余地を見出せるかも
しれない

27）
」と論じている。上記のような機能的分析をしつつも，現実的な解決

策としては，政治的受容の問題も勘案し，平時における欠損金の控除制度の拡
充等を併せて行うべきである，と長戸教授は結論づけている

28）
。

　長戸教授の議論については，欠損の利用という視野から検討を行っているも
のであり，債務免除益の課税問題として企業再生税制を捉える本稿とは若干の
ズレがある。一方，平時における課税ルールの不合理，具体的には完全還付制
度の不存在を論拠とし，平時における規律と連続した問題として企業再生税制
を捉える議論は，本稿の議論とも親和性が高い。ただし，長戸教授の議論にお
いてはどの程度まで現行の企業再生税制が許容できるのか，許容できない部分
は具体的にどのように改正されるべきなのかは明らかではないため，賛否につ
いては明らかにできない。

おわりに

　本稿では，広義の事業再生税制に現在する差異を抽出した上で，評価基準に
従って立法的な解決策を探った。結果として，企業再生税制と事業再生税制の
差異は正当化できず，租税属性の清算の後の債務免除益非課税という債務免除
益の課税理論からの要請に従った制度へと一本化する形で改正されることが望
ましいことが明らかになった。
　なお，本稿は，日本租税理論学会第 ₂₉ 回大会において筆者が行った「広義
の事業再生税制に現在する２つの差異」という報告のうち一部を抜粋したもの
である。当日の報告においては，企業再生税制および事業再生税制の概要につ
いて整理し，企業再生税制の方式毎の差異（会社更生法等適用時が有利であると

いう問題等）についても検討したが，分量等の都合から割愛した。
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注
 ₁） 拙稿「債務免除益課税の基礎理論（上）」青山ビジネスロー・レビュー６巻１号（₂₀₁₆

年）₇₄ ～ ₇₅ 頁参照。
 ₂） なお，解散等の場合における欠損金の繰戻還付制度（法人税法 ₈₀ 条４項）や仮装経理

に基づく税額の還付・控除の除外規定（法人税法 ₁₃₅ 条１項，３項）については扱わな
い。

 ₃） 租税属性に関する総合的な（特に引継ぎの場面に着目した）検討として，酒井貴子『法
人課税における租税属性の研究』（成文堂，₂₀₁₁ 年）参照。

 ₄） 企業再生税制について整理した文献として，藤曲武美「企業設立（起業）・再生支援税
制」日税研論集 ₆₆ 号（₂₀₁₅ 年）₇₅ 頁参照。髙橋祐介「事業再生と法人課税」金子宏＝中
里実＝ J. マーク・ラムザイヤー編『租税法と市場』（有斐閣，₂₀₁₄ 年）₄₂₁ ～ ₄₂₅ 頁も参
照。

 ₅） 書類添付方式においては，（会社更生法等適用時および損金経理方式とは異なり）必ず
しも資産の帳簿価額を増減させることが求められてはいないが，評価損益の算入額分，
資産の帳簿価額が増減したものとすること（税法上擬制する，ということであろう）が
定められている（法税令 ₂₄ 条の２第６項，₂₈ 条の２第５項）。

 ₆） 期限切れ欠損金の損金算入を債務免除益等の非課税と位置づけるものとして，高橋祐
介「企業再生と債務免除益課税」総合税制研究 ₁₂ 号（₂₀₀₄ 年）₁₇₃ 頁，岡村忠生『法人
税法講義［第３版］』（成文堂，₂₀₀₆ 年）₄₃₉ ～ ₄₄₄ 頁，髙橋・前掲注⑷ ₄₁₉ 頁，谷口勢津
夫『税法基本講義［第５版］』（弘文堂，₂₀₁₆ 年）₄₇₈ 頁参照。

 ₇） この要件の解釈論については，拙稿・前掲注⑴ ₉₆ ～ ₁₀₄ 頁，拙稿「債務免除益課税の
基礎理論（下）」青山ビジネスロー・レビュー６巻２号（₂₀₁₇ 年）₄₉ ～ ₅₄ 頁参照。

 ₈） ただし，要件の借用元である書類添付方式は民事再生法の適用を受ける場合に適用さ
れるのであるから，（条文の文言上はこの通達の解釈は正しいものの）要件を借用した趣
旨に合致する解釈かどうか疑問が生じうる。

  　また，個人向けの準則でこの要件に当てはまるものとしてどのような準則があるのか
は明らかではない。個人向け私的整理ガイドラインの適用を受ける場合が考えうるが，
この場合には震災特例法（平成 ₂₃ 年法律第 ₂₉ 号）₁₁ 条の３の３の適用があるものと解
されるので，この規定の適用によっては資産の評価損が計上される訳ではない。

 ₉） 増井良啓「債務免除益をめぐる所得税法上のいくつかの解釈問題（上）」ジュリスト
₁₃₁₅ 号（₂₀₀₆ 年）₁₉₉ 頁。

₁₀） 大阪地判平成 ₂₄ 年２月 ₂₈ 日税資 ₂₆₂ 号順号 ₁₁₈₉₃。
  　また，同旨を判示した判決として，倉敷青果荷受組合事件第一審判決（岡山地判平成

₂₅ 年３月 ₂₇ 日税資 ₂₆₃ 号順号 ₁₂₁₈₄）参照。同事件上告審判決（最判平成 ₂₇ 年 ₁₀ 月８
日集民 ₂₅₁ 号１頁）においては，旧所得税基本通達 ₃₆︲₁₇ と類似した文言を理由として
原審に事件が差し戻され，差戻控訴審においては，通達の適用の可否が論点であること
を前提として判決が下されている（広島高判平成 ₂₉ 年２月８日（公刊物未登載，LEX/
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DB 文献番号 ₂₅₅₄₅₈₆₇））。あくまで差戻理由で述べられたにすぎないが，最高裁判所判
決においても，同通達は一定の合理性をもったものとして扱われたということはできよ
う。

₁₁） 後藤昇＝森谷義光＝阿部輝男＝北島一晃共編『所得税基本通達逐条解説　平成 ₂₄ 年度
版』（大蔵財務協会，₂₀₁₂ 年）₂₈₃ 頁。

₁₂） 武田昌輔『DHC コンメンタール法人税法』（第一法規，₁₉₇₉ 年［加除式］）₃₅₀₃ の２～
₃₅₀₃ の３頁参照。

₁₃） 拙稿・前掲注⑺ ₄₆ ～ ₅₁ 頁参照。
₁₄） 拙稿・前掲注⑺ ₄₈ 頁。
₁₅） この場合の「損失」とは，所得計算の最終的な結果としての損失（赤字）であり，所得

計算の過程における損失（法税 ₂₂ 条３項３号，所税 ₅₁ 条等）とは異なる点に注意。
₁₆） このような考え方の底にあるのは「債務免除益が生じるためには，債務を負ったこと

が所得の減算項目として考慮されていなければならない」という考え方だが，この点は
本稿の主題を外れるため省略する。

₁₇） なお，分配可能額に対する規制により（会社法 ₄₆₁ 条），債務超過会社の多くは配当を
行えないものと思われる。しかし，ここで述べているのは，その取引が行われた時点が
債務超過になった以後であるか以前であるかを問わず，資本等取引で最終的な債務超過
額に変動が起きうる，ということであって，債務超過になった後の配当の可否について
は問題としていない。

₁₈） 会計検査院平成 ₂₈ 年 ₁₂ 月付随時報告「租税特別措置（所得税関係）の適用状況等に
ついて」別表１（会計検査院ウェブサイト（http://report.jbaudit.go.jp/org/h₂₈/ZUIJI₃/ 
₂₀₁₆︲h₂₈︲Z₃₀₃₇︲₀.htm））参照。

₁₉） 内閣府の平成 ₂₆ 年度税制改正要望（財務省ウェブサイト（http://www.mof.go.jp/tax_
policy/tax_reform/outline/fy₂₀₁₄/request/cao/₂₆y_cao_k_₂₄.pdf））参照。

₂₀） 高橋・前掲注⑹ ₁₇₅ 頁。
₂₁） 佐藤英明「家族の経済的危機と所得税制」金子宏監修『現代租税法講座　第２巻　家

族・社会』（日本評論社，₂₀₁₇ 年）₁₆₈ 頁。
₂₂） 佐藤・前掲注㉑ ₁₆₇ 頁。
₂₃） 大阪地判平成 ₂₄ 年２月 ₂₈ 日・前掲注⑽参照。
₂₄） 髙橋・前掲注⑷ ₄₁₆ ～ ₄₂₁ 頁参照。
₂₅） 髙橋・前掲注⑷ ₄₂₁ ～ ₄₃₀ 頁参照。
₂₆） ただし，長戸教授は欠損金の移転制限（法税 ₅₇ 条の２）についても射程に入れて議論

を行っている点に注意。
₂₇） 長戸貴之『事業再生と課税』（東京大学出版会，₂₀₁₇ 年）₃₁₃ 頁。
₂₈） 長戸・前掲注㉗ ₃₄₈ ～ ₃₅₄ 頁参照。
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青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻
ビジネスロードクター養成プログラム博士後期課程）

はじめに

　本稿の目的は，債務免除益が法人税法における益金の額に含まれるという基
本的な解釈を根拠づけて行うとともに，債務免除益に関連する法人税法の各制
度を概観することを通じて，債務免除益をめぐる法人税法上の問題を網羅的に
確認することである。そのために，次の順序で議論を行う。
　まず，債務免除益と「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」（以下，

「公正処理基準」という。）の関係について検討する。法人税法 ₂₂ 条２項
1）
は「当

該事業年度の益金の額に算入すべき金額は，別段の定めがあるものを除き，資
産の販売，有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供，無償による資産の
譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額と
する」と定めており，また，同法 ₂₂ 条４項は，収益の額は公正処理基準に従っ
て計算される旨を定めている。同法 ₂₅ 条の２や同法 ₅₉ 条も債務免除益がこの
収益に該当することを前提にしている。しかしながら，同法では収益の額が公
正処理基準に従い計算されることになっていることに伴って，所得税法におけ
る場合に比べて法律の「建て付け」そのものの問題が比較的見えにくい構造に
なっているという指摘がある

2）
。そこで，債務免除益が公正処理基準を通じて収

益の額に該当し，法人税法の益金の額に算入されると解することができるかど
うかの検討を行う。
　次に，債務免除益に関連して今も通達に残存する定めについて触れる。
　なお，債務免除益に関する制度として，法人税法 ₂₂ 条２項の別段の定めで
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ある同法 ₂₅ 条の２（グループ法人税制）及び同法 ₅₉ 条（企業再生税制）があり，
本稿では本来その制度概要に触れるべきであるが，紙幅の都合で触れない。

Ⅰ　債務免除益の収益への該当性

1 はじめに
　債務免除益の益金該当性について，例えば「法人税法は，所得の計算上，無
償による資産の譲受その他の取引からも収益が生ずる旨を定めている。無償の
経済的価値の流入は広く益金に含まれるものと解すべきところ，債務免除益に
ついても，債権者からの債務免除の意思表示により，債務が消滅することにな
って，債務者である当該法人に無償で経済的価値が流入するものであるから，
法人税法の所得の計算上，益金の額に算入されるべきものである」と判示した
裁判例

3）
がある。しかし前に述べたとおり，債務免除益が法人税の課税所得を構

成するという解釈を導くためには債務免除益が公正処理基準に従い計算した収
益の額に含まれることを根拠づけなければならないところ，そのことが説明さ
れた判示になっていないように思われる。本章Ⅰの目的は，公正処理基準との
関係において債務免除益全般が法人税法上の益金に算入されることを明らかに
することである。そしてこれにあたっては，特に，企業会計原則上の資本剰余
金にいわゆる欠損塡補目的の債務免除益が含まれると理解されていることと公
正処理基準の関係を整理する必要がある。そこで次節以降では，公正処理基準
の内容を確認したうえで，現状の債務免除益一般の企業会計上の取扱い，欠損
塡補目的の債務免除益を資本とする企業会計原則の規定と税務上の取扱いの変
遷，そしてその規定と公正処理基準の関係について検討していき，最後に債務
免除益全般が法人税法上の益金にあたることを確認する。

2 公正処理基準の内容
　法人税法 ₂₂ 条４項は昭和 ₄₂ 年に税制簡素化のために設けられた，法人税の
所得計算は原則として企業会計に準拠して行われるべきこと（企業会計準拠主

義）を定めた基本規定であるといわれる
4）
。多くの学説・裁判例がこの企業会計

準拠主義を支持していると考えられる一方で，その準拠の程度について多くの
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議論がある。
　この企業会計準拠主義を肯定する考え方のうち代表的なものは，公正処理基
準は基本的に会社法 ₄₃₁ 条の「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」

（以下，「公正会計慣行」という。）及び会社法の計算規定（以下，両者を合わせて

「公正会計慣行等」という。）のことであり，法人税の所得計算は会社法を通じて
企業会計に準拠することになる，と考える。金子宏名誉教授はこのような関係
性を企業会計・会社法会計・租税会計の三重構造

5）
と表現しており，この考え方

を以下では「会計の三重構造説」と呼称することにする。
　会計の三重構造説を採る立場の中でも企業会計への準拠の程度については幅
があり，①公正処理基準は公正会計慣行等と一致するため法人税法に規定のな
い事項については税法独自の解釈が否定されるとする立場

6）
，②納税者を法的に

救済すべき事情がある場合には公正会計慣行等ではない会計処理方法を例外的
に公正処理基準とすべきとする立場

7）
，③公正会計慣行等であっても法人税法の

企図する公平な所得計算という要請に反するなどの会計処理方法は公正処理基
準にあたらないとする立場

8）
などがある。

　このうち，近年の裁判例の多くは③の立場によっている。すなわち，最判平
成５年 ₁₁ 月 ₂₅ 日（民集 ₄₇ 巻９号 ₅₂₇₈ 頁［大竹貿易事件最高裁判決］）は「法人
税法 ₂₂ 条４項は，現に法人がした利益計算が法人税法の企図する公平な所得
計算という要請に反するものでない限り，課税所得の計算上もこれを是認する
のが相当との見地から，収益を一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に
従って計上すべきものと定めたものと解される」と判示し，法人税法の企図す
る公平な所得計算の要請に反する会計処理は公正会計慣行等に適合するもので
あっても公正処理基準からは除かれるという解釈を示した

9）
。筆者は，同判決は

いわゆる現金主義による会計処理方法は収益計上の時点を納税者自身が操作し
得る点で恣意が介入するおそれがあり他の会計処理方法を採用する納税者との
間で不公平を招く点を問題にしていると考えているが

10）
，同判決を引用しながら

も税法の独自性を強調し，企業会計と法人税法の目的の相違という抽象的な観
点から公平性を判断した下級審判決

11）
もある。

　以下では，会計の三重構造説のうち③の立場を前提に検討を進めたい。
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3 公正会計慣行と企業会計上の会計基準の関係
　検討を前に進める前に，公正会計慣行と企業会計上の明文化された会計基準
の関係も確認しておく。会社法上，企業会計審議会が公表する企業会計原則を
はじめとする会計基準（金融商品取引法において準拠すべきもの

12）
）は公正会計慣

行に該当すると解されているが，必ずしもそれらのみならず，例えば「中小企
業の会計に関する指針

13）
」や「中小企業の会計に関する基本要領

14）
」もこれに含ま

れると解されている
15）

。会社法における公正会計慣行は金融商品取引法において
準拠すべきとされる会計基準を含むより大きな概念であることには注意が必要
である。また，公正処理基準との関係では，企業会計上は同一の事実に対して
複数の会計処理方法の選択適用が容認される場合があること

16）
にも注意を要する。

4 債務免除益の企業会計上の基本的な取扱い
　企業会計上，債務免除益は収益にあたるといってよいだろうか。そのことを
確認するためにはまず企業会計における収益の意義が明らかでなければならな
いが，例えば，企業会計基準委員会が平成 ₁₈ 年に公表した「財務会計の概念
フレームワーク」によれば，収益とは純利益を増加させる項目であり特定期間
の期末までに生じた資産の増加や負債の減少に見合う額のうち投資のリスクか
ら解放された部分をいい，純利益とは特定期間の期末までに生じた純資産の変
動額（報告主体の所有者である株主等との直接的な取引による部分を除く。）のうち
その期間中にリスクから解放された投資の成果であって報告主体の所有者に帰
属する部分をいうものとされている

17）
。なお，ここでいうリスクからの解放とは，

投資の成果が確定して事実になることをいうと考えられる
18）

。
　本フレームワークに従うと，例えば第三者から借入金の債務免除を受けた法
人では，債務免除を受けたことによって負債が減少することが確実となり，株
主ではない第三者との直接的な取引によって純資産が増加することになるのだ
から，負債の減少額として計算される債務免除益は収益に該当するということ
になろう。
　また，より直接的に会計処理方法を規定する企業会計基準第 ₁₀ 号「金融商
品に関する会計基準

19）
」によれば，金融負債

20）
の契約上の義務が消滅したときは当
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該金融負債の消滅を認識せねばならず（₁₀ 項），金融負債の消滅を認識したと
きはその金融負債の帳簿価額とその対価としての受払額との差額を当期の損益
として処理することとされている（₁₁ 項）。
　本会計基準に従っても，借入金の債務免除を受けた法人では，借入金返済に
かかる契約上の義務が消滅することになるからこの借入金の消滅を認識し，

（債務免除を受ける対価は通常ないから）借入金の帳簿価額の全額を当期の収益と
して会計処理することになる。
　いずれにしても，企業会計上は，原則的には債務免除益は収益にあたるとい
い得ると考える。しかしながらその一方で，企業会計原則にはいわゆる欠損塡
補目的の債務免除益を資本剰余金に含める旨の規定があるといわれる。次節５
でその規定について確認する。

5 債務免除益資本説—企業会計原則の規定とその変遷
　企業会計原則は昭和 ₂₄ 年７月に当時の経済安定本部企業会計制度対策調査
会中間報告として公表され（同注解の最初の公表は昭和 ₂₉ 年７月），以後，商法
との調整等のために部分的な修正を繰り返し

21）
，最新のものは昭和 ₅₇ 年最終改

正の企業会計原則及び同注解
22）

である。
　現行の企業会計原則「第三　貸借対照表原則」の四（三）に「資本は，資本
金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない」という規
定があり，この規定の注 ₁₉ では，会社の純資産額が法定資本の額を超える部
分を剰余金といい，この剰余金は資本剰余金と利益剰余金に分かれる旨，資本
剰余金は「株式払込剰余金，減資差益，合併差益等」であることが示されてい
る。同注解の前身である旧注７では資本剰余金として債務免除益が例示されて
いたが，昭和 ₄₉ 年の企業会計原則及び同注解の一部修正に伴って現在の注 ₁₉
に修正される際にこれが「等」に吸収されたために，この「等」に欠損塡補目
的の債務免除益が含まれていると解されている

23）
。このような欠損塡補目的の債

務免除益を資本剰余金に含める企業会計原則の立場を，本稿では便宜上「債務
免除益資本説」と呼ぶことにする。
　債務免除益資本説のような受贈資本を利益ではなく資本とみる立場の論拠と
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して，大きくは，資本維持の必要性を強調する考え方と，企業観からくる考え
方が主張されていた

24）
。前者は，資本補塡の目的で贈与や債務免除が行われたに

も関わらずそれを利益として企業外部への流出の対象にしてはならないという
意味において受贈資本は資本剰余金であるとする考え方であり

25）
，後者は，企業

の社会的性格を強調する企業体理論に基づき，受贈資本を国・地方公共団体又
は一般社会からの払込資本に相当するもので受贈企業が恒久的に維持すべきも
のとする考え方である

26）
。

　このような考え方に基づいた債務免除益資本説は当時の企業会計における多
数説・通説であった

27）
。しかしながら，企業観として資本主理論を採る商法は資

本を株主からの払込資本に限っており
28）

，法制度が債務免除益資本説を受け入れ
ることはなかった。逆に，昭和 ₄₉ 年の商法改正において旧商法 ₃₂ 条２項

29）
（会

社法 ₄₃₁ 条の前身）が新設されたこと等との調整を図るため，企業会計原則の
方が修正を迫られた

30）
。この修正において債務免除益は資本剰余金の例示から姿

を消し「等」に含まれることになり，同時に，修正前の「第二　損益計算書原
則」六における資本剰余金を利益剰余金に直接又は間接に振り替えてはならな
い旨の定めも削除された。旧商法では資本準備金とすべき項目が限定列挙され
ており，債務免除益を資本の部に計上するためには一旦これを損益計算書に計
上して未処分利益としたうえで株主総会決議により積み立てる必要があったが，
企業会計原則のこの修正は，旧商法のかかる取扱いを受け入れたものと考えら
れる。
　なお，当時の会計実務上は受贈資本を資本剰余金として処理したケースはほ
ぼなく，修正前の企業会計原則の文言は空文化していたという指摘がある

31）
。ま

た現在においては，企業会計基準第５号「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準

32）
」において，貸借対照表の表示についてこの会計基準の定めは企

業会計原則に優先するとされており（₂₆ 項），また，贈与により発生する剰余
金を資本剰余金とする考え方は実際上ほぼ採用されていないと思われるために
本会計基準の策定にあたってこのような考え方を検討対象としていないことが
明らかにされている（₃₇ 項及び ₃₇︲₂ 項）。
　以上から，債務免除益資本説はかつて企業会計上の有力な立場であったもの
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の，企業会計原則もこれを受け入れない商法との調整の過程で債務免除益を収
益として会計処理することを実質的に受け入れたこと，現在の会計実務上は債
務免除益を資本とする会計処理がされる可能性はほぼないといえることが確認
できる。

6 債務免除益資本説と法人税法上の取扱い
　では，債務免除益資本説が企業会計上の多数説・通説であった当時において，
この立場を法人税法の側はどのように受け止めていたのであろうか。
　この点，法人税法上，債務免除益一般は古くから益金に算入すべきものと取
扱われていた

33）
。そしてそれを前提に，旧法人税基本通達 ₂₄₇ において，法人の

資産整理にあたってなされた債務免除を含む私財提供による益金は繰越控除の
適用を受けない繰越欠損金の補塡に充当した部分については課税しない旨の取
扱いが定められていた。この通達の規定は昭和 ₄₀ 年の法人税法の全文改正に
際して当時の法人税 ₅₉ 条として法制化された。すなわち，法人税法は欠損塡
補目的の債務免除益を課税の対象から除いてはいたが，資本と取扱ってはいな
かった。企業会計原則の債務免除益資本説を根拠に欠損塡補目的の債務免除益
が益金にあたらず資本等取引に該当するという主張が納税者側からなされた東
京地判昭和 ₅₀ 年５月６日（民集 ₃₆ 巻２号 ₂₂₃ 頁

34）
）でも，裁判所は「企業会計原

則は，企業本来の活動に基づく利益以外の財産の増加は，これを広く資本とみ
る立場から，資本補塡を目的とする債務免除益を資本剰余金に区分しているけ
れども，元来，法人税法においてはこのような資本剰余金は資本等の金額にふ
くまれないのであるから，債務免除益が同法第 ₂₂ 条第４項［当時：筆者注］の

『資本等取引』に当たることはない」と判示して，その主張を退けている。もっ
とも，欠損塡補目的の債務免除益を積極的に益金と解したわけではなく，資本
等取引にあたらないために益金であるという論理構成がとられている点に注意
を要する。また，本事案で争われたのは現行の法人税法 ₂₂ 条４項の立法前の
事柄であった。
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7 小括—債務免除益と公正処理基準の関係
　これまでに債務免除益をめぐる企業会計上の立場・取扱いとこれに対する法
人税法の態度について見てきたが，法人税法 ₂₂ 条４項に公正処理基準が定め
られている現在において，欠損塡補目的の債務免除益までを含めて，債務免除
益の全般が公正処理基準に従って計算した収益にあたると解することができる
だろうか。
　まず，欠損塡補目的の債務免除益について，債務免除益資本説を採る企業会
計原則の規定を前提にこれを直接資本剰余金に計上する会計処理方法が公正処
理基準に適合するといえるだろうか。この点，筆者は次の点から否定的に考え
る。
　第一に，債務免除益資本説が企業会計上の多数説・通説であった当時から会
計実務上はこれに則った会計処理方法がほぼ採用されておらず，現在において
もほぼ採用されないと思われることから，債務免除益資本説に基づく会計処理
方法が公正会計慣行等に該当するといえるのかに疑義がある。
　第二に，公正会計慣行等への該当性を所与にしたとしても，債務免除益資本
説による会計処理がほぼ行われていない現状を踏まえると，これを所得計算上
認めることは，欠損塡補目的の債務免除益を益金として税務申告をした多くの
納税者との間で課税上の不公平をもたらすことになる。公正処理基準は，その
ような不公平をもたらす会計処理方法を所得計算から除外する機能を有してい
ると考えられる。
　また，債務免除益資本説による会計処理方法は株主以外の利害関係者までを
広く資本参加者と捉える企業観を背景にしており，いわば会計の目的が異なっ
ており，このことは法人の事業活動を株主との間の取引である資本等取引とそ
れ以外の損益取引に区別している法人税法の所得計算構造と相容れない。この
ような目的観の差異をもって，債務免除益資本説による会計処理方法が公正処
理基準に適合しないと解することも考えられる。
　これらのことから，債務免除益資本説による会計処理方法は公正処理基準に
適合しないと考える。
　そうすると，債務免除益全般について次のように考えられる。まず，債務免
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除益全般は収益であるとするのが公正会計慣行等に適合する会計処理方法であ
る。そして，そのような公正会計慣行等に基づく会計処理は法人税の所得計算
上も法人税法の企図する公平な所得計算という要請に反するおそれはない。し
たがって，債務免除益は公正処理基準に従えば収益にあたると解すべきことに
なる。

Ⅱ　債務免除益課税に関連して通達に残る規定

1 未払賞与の債務免除益の益金不算入
　最後に，債務免除益課税に関連して現在も通達に残っている規定について触
れる。
　法人税基本通達４︲２︲３は，法人が，その法人の会社の整理等を目的として
未払役員給与（損金不算入のものに限る。）を支払わないことにした場合には，
源泉徴収後の金額を益金の額に算入しないことができる旨を定めている。本規
定は会社の整理等の場合に行われた債務免除について課税を生じさせることを
避ける趣旨

35）
であり，その目的において法人税法 ₅₉ 条と共通しているが，立法

化されずに現在に至っている。

2 未払配当金の債務免除益の取扱い
　上記通達の注書きにおいて「法人が未払配当金を支払わないこととした場合
のその支払わないこととなった金額については，本文の取扱いの適用がないこ
とに留意する」とされている。この注書きについて最近の実務書では，未払給
与に係る債務免除益に限って特別な取扱いをする一方未払配当金の債務免除益
には益金として扱う前提で通達が定められているとしたうえで，「このことは，
本通達の前身である昭和 ₃₀ 年直法 ₁︲₁₅₆ 通達において定められていた取扱い
を昭和 ₄₄ 年の全文改正に際して基本通達に吸収するに際して，従前は未払給
与に係る債務免除益と同じように特別の取扱いを認めていた未払配当金に係る
債務免除益につき，特別な取扱いをしないことに改めた経緯からみても明らか
である

36）
。」と解説されている。

　しかしながら，昭和 ₅₀ 年という昭和 ₄₄ 年に近い時期に出版された同実務書
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の初版によると，未払配当金の債務免除益について通達に定めない理由は，配
当決議の段階で支払配当について軽減税率が適用されているからである旨が解
説されている

37）
。そうであれば平成元年の配当軽課税率（旧租税特別措置法 ₄₂ 条

の２）の廃止を契機に過去の取扱いが復活してもいいはずであるが，そうなっ
ていない理由は明らかでない。

おわりに

　本稿では，法人税法上，債務免除益が益金と位置付けられるかどうかについ
ての検討を中心に，債務免除益をめぐる法人税法上の問題を確認した。その結
果，債務免除益は公正処理基準に従い計算される収益の額に含まれるため，益
金の額に含まれることを確認した。また，法人税法 ₅₉ 条立法後も同様の趣旨
の規定が立法されずに法人税基本通達に残存していること，その中に，現存の
理由が不明確な規定があることを確認した。

注
 ₁） なお，本稿は筆者が日本租税理論学会第 ₂₉ 回大会（平成 ₂₉ 年 ₁₂ 月 ₁₀ 日）において

報告を行った際に作成したものを一部修正したものであるため，平成 ₃₀ 年度税制改正前
の法人税法を前提としている点に留意されたい。但し，本稿で検討した債務免除益と公
正処理基準の関係は平成 ₃₀ 年度税制改正後においても基本的に異ならないと考える。

 ₂） 増井良啓「債務免除益をめぐる所得税法上のいくつかの解釈問題（下）」ジュリスト
₁₃₁₇ 号（₂₀₀₆ 年）₂₇₃ 頁参照。

 ₃） 東京高判平成 ₂₀ 年３月 ₂₅ 日（税務訴訟資料 ₂₅₈ 号順号 ₁₀₉₂₅）参照。
 ₄） 金子宏『租税法』（弘文堂，₂₀₁₇ 年）₃₃₀ 頁参照。
 ₅） 金子宏『所得税・法人税の理論と課題』（日本租税研究会，₂₀₁₀ 年）₁₂₄ 頁参照。
 ₆） 例えば，中里実「企業課税における課税所得算定の法的構造（５・完）」法学協会雑誌

₁₀₀ 巻９号（₁₉₈₃ 年）₁₅₆₅ 頁参照。
 ₇） 金子・前掲注⑷ ₁₂₈ 頁～ ₁₂₉ 頁参照。
 ₈） ③のように会計の三重構造説を前提としつつ公正処理基準に積極的な機能を認める見

解として，例えば酒井克彦『プログレッシブ税務会計論Ⅰ—租税法と企業会計の接点—』
（中央経済社グループパブリッシング，₂₀₁₆ 年）₅₃ 頁～ ₁₀₀ 頁参照。

 ₉） 本判決の調査官解説では現金主義が企業会計上も問題視されることが述べられた上，
「本判決は，企業会計上広く一般に採用されている輸出取引による収益計上の実務的取扱
いを追認」したものと述べられており，納税者のした会計処理は公正会計慣行上も問題
であるという認識が判決の背景にあるように思われる（綿引万里子「判解」『最高裁判所
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判例解説民事篇平成５年度』（₁₉₉₃ 年）₁₀₁₁︲₁₀₁₂ 頁参照）。
₁₀） 大竹貿易事件最高裁判決を引用して同じように所得計算に恣意の介在する余地が生じ

てしまうことを問題にしていると思われる裁判例として東京地判平成 ₂₇ 年９月 ₂₅ 日
（税務訴訟資料 ₂₆₅ 号順号 ₁₂₇₂₅）がある。

₁₁） 東京高判平成 ₂₅ 年７月 ₁₉ 日（訟務月報 ₆₀ 巻５号 ₁₀₈₉ 頁［ビックカメラ事件控訴審
判決］）参照。この裁判例に対しては税務会計の企業会計からの独立性を宣言したものと
する評価がある。岡村忠生「判批」税研 ₁₇₈ 号（₂₀₁₄ 年）₁₄₃ 頁参照。

₁₂） 金融商品取引法 ₁₉₃ 条がいう内閣府令である財務諸表等規則１条１項の「一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準」のことを指している。同条２項は企業会計審議会が
公表した会計基準が，同条３項は実質的に公益財団法人財務会計基準機構が設置した企
業会計基準委員会が公表した企業会計の基準（金融庁告示 ₇₀ 号［平成 ₂₁ 年 ₁₂ 月 ₁₁ 日］
参照）が，それぞれこの「企業会計の基準」にあたることを定めている。

₁₃） 日本税理士連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議所・企業会計基準委員会，平
成 ₂₉ 年３月９日最終改正。

₁₄） 中小企業の会計に関する検討会，平成 ₂₄ 年２月１日。
₁₅） 江頭憲治郎『株式会社法［第６版］』（有斐閣，₂₀₁₅ 年）₆₂₈ 頁～ ₆₂₉ 頁参照。
₁₆） 例えば，企業会計原則第一・五，同注解注３参照。
₁₇） 企業会計基準委員会「討議資料　財務会計の概念フレームワーク」（₂₀₀₆ 年 ₁₂ 月）₁₆

頁～ ₁₇ 頁参照。
₁₈） 企業会計基準委員会・前掲⒄ ₂₀ 頁参照。
₁₉） 企業会計基準委員会，最終改正平成 ₂₀ 年３月 ₁₀ 日。
₂₀） 買掛金や借入金といった金銭債務は金融負債に含まれる（同会計基準５項）。
₂₁） 企業会計原則の制定及び商法との調整の過程については，遠藤博志＝小宮山賢＝逆瀬

重郎＝多賀谷充＝橋本尚編著『戦後企業会計史』（中央経済社，₂₀₁₅ 年）₇₄ 頁～ ₈₂ 頁・
₁₅₁ 頁～ ₁₆₆ 頁を参照。

₂₂） 企業会計審議会，最終改正昭和 ₅₇ 年４月 ₂₀ 日。
₂₃） 広瀬義州『財務会計［第 ₁₃ 版］』（中央経済社，₂₀₁₅ 年）₃₅₆ 頁参照。
₂₄） この点の学説を整理したものとして，嶌村剛雄『会計原則コンメンタール［増補改訂

版］』（中央経済社，₁₉₈₅ 年）₄₉₉ 頁～ ₅₀₇ 頁参照。
₂₅） 飯野利夫『財務会計論［改訂版］』（同文舘出版，₁₉₈₆ 年）₁₀︲₂₅ 頁参照。
₂₆） 新井清光「報告　資本剰余金を考える—とくに評価替剰余金と贈与剰余金について

（制度会計重要問題の総合検討—４　資本剰余金〈シンポジウム〉）」企業会計第 ₂₉ 巻４
号 ₆₃ 頁～ ₆₄ 頁参照。

₂₇） 新井・前掲注㉖ ₆₄ 頁参照。
₂₈） 広瀬・前掲注㉓ ₃₅₆ 頁参照。
₂₉） 「商業帳簿ノ作成二関スル規定ノ解釈二付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」と規定

されていた。
₃₀） 企業会計審議会「企業会計原則の一部修正について」（昭和 ₄₉ 年８月 ₃₀ 日）参照。
₃₁） 新井・前掲注㉖ ₆₃ 頁参照。
₃₂） 企業会計基準委員会，最終改正平成 ₂₅ 年９月 ₁₃ 日。
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₃₃） 市丸吉左エ門『法人税の實務』（税務経理協会，₁₉₅₀ 年）₂₆₈ 頁参照。
₃₄） 判例評釈として，中村利雄『法人税の課税所得計算—その基本原理と税務調整』（ぎょ

うせい，₁₉₈₂ 年）₃₇₁ 頁～ ₃₇₆ 頁参照。
₃₅） 小原一博『法人税基本通達逐条解説』（税務研究会出版，₂₀₁₆ 年）₄₂₇ 頁～ ₄₂₈ 頁参照。
₃₆） 小原・前掲注㉟ ₄₂₈ 頁。
₃₇） 田中嘉男ほか『法人税基本通達逐条解説［初版６訂版］』（税務研究会出版局，₁₉₇₅ 年）

₈₅ 頁参照。
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  所得税法上の債務免除益課税問題
─ 遅延損害金の債務免除を中心として ─

櫻　井　博　行
（税理士）

Ⅰ　はじめに

　債務免除があった場合の税務上の取扱いについて質問した場合，ほとんどの
税理士は「債務免除益」が発生すると回答するだろう。税務会計において債務
免除益は特殊なものではなく，残高試算表の構造から容易に導き出されるから
である。
　この仕組みは，負債が消滅したとき貸借が均衡するよう収益を認識する。こ
の思考に立脚している限り，債務免除が利益を構成するというのは，企業会計
のような閉鎖しているシステムにおいて自動的に導き出される正しい認識であ
る。
　個人納税者は，事業所得等の計算において帳簿に基づき複式簿記の原則によ
り計算書類を作成することにしており，債務免除益を認識することは問題ない
ようにも思える。しかしながら，ここで作成する貸借対照表は，納税者の全体
財産および負債を表しているわけではなく，事業所得等の青色申告要件を担保
するために作成しているに過ぎないのである。
　したがって，個人の所得概念は，会計システムと直接結びつくものではなく
貸借一致の原則から債務免除益を導き出すことは困難である。そうすると債務
免除が利益を構成するためには，企業会計と異なった思考が必要となるだろう。
　なお，所得の概念を会計システムと基本的に同じ考え方をベースに経済学的
に表記したのが純資産増減法であり，今日の主流をなしている。しかしながら，
わが国の所得税法は，収入から必要経費を差し引いて所得を算出しているので
あって，純資産増減法ではないことは条文上明らかである。
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　そこで，本稿は，電気代などの役務提供を受けて生じる債務と異なり，役務
提供を認識できない民法 ₄₁₉ 条の遅延損害金に焦点を当て，その債務免除の課
税を考察する

1）
ことによって純資産増減法と異なる債務免除益理論の糸口を探る

ことを目的とする
2）
。

Ⅱ　債務免除益課税の所得税法上の根拠

1 所得税法 36条１項
　ところで，債務の免除は，所得税法上の債務免除益として課税対象とする根
拠はどこにあるのであろうか。わが国の所得税法には，「部分的免除か全額免
除かを問わず，債務免除を受けた債務者は，その債務免除益を，原則として，
総所得に算入しなければならない。」と規定している米国内国歳入法 ₆₁ 条

3）
のよ

うな明文規定がないのである。
　唯一，債務免除益が課税の対象となることを定めたと思われるのは，所得税
法 ₃₆ 条１項であろう。同条は，収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入
すべき金額を金銭だけではなく物又は権利その他の経済的利益を含めている。
問題は，経済的利益を具体的に明示していないことである。同条に規定する経
済的利益の中に債務免除益が含まれているかは，必ずしも明らかでない。

2 相続税法および法人税法上の関連規定
　しかしながら，個人に対する債務免除は，相続税法と法人税法にそれぞれ関
連規定が存在するので，これらの規定と所得税法との関係を考えてみよう。

⑴　相続税法
　相続税法８条は，対価を支払わないで債務の免除を受けた場合

4）
には，法律的

には，贈与（遺言による場合には遺贈）によって取得した財産とはいえないが，
実質的には贈与（又は遺贈）によって取得した

5）
ものとして贈与税（みなし遺贈の

場合は相続税）が課される
6）
。

　一方，所得税法９条１項 ₁₆ 号が「相続，遺贈又は個人からの贈与により取
得するもの」は，所得税法上，非課税とすることによって債務免除による所得
が相続税法の規定によるのか所得税の対象となるかの区別を，贈与又は遺贈と
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みなされない場合には所得税の課税対象になることを示して，間接的に解決し
ている

7）
。

⑵　法人税法
　また，法人税法 ₃₄ 条４項は，「…給与には，債務の免除による利益その他の
経済的利益を含むものとする。」として，役員給与の中に債務の免除による経
済的利益が含まれることを明示している。使用人給与に関する同法 ₃₆ 条およ
び法人税施行令 ₇₂ 条の２も同様に債務免除益は経済的利益の中に包含されて
いる。
　これらの法令のもとで役員等に対してなされる債務免除益は，法人税法上役
員又は使用人の給与とされることから，所得税法上９条の非課税規定や同法
₄₄ 条の２（免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金

額不算入）といった特段の規定の適用がない限り，同法 ₂₈ 条に基づいて役員等
の給与所得として課税される。

3 課税実務上の取扱い
⑴　所得税通達

　わが国の債務免除課税の歴史をみても，すでに昭和 ₂₇ 年発遣の個別通達には，
債務免除益は当該免除を受けた年の総収入金額に算入すると記されている

8）
。さ

らに免除益収入の例外として，破産宣告を受けた場合又は和議手続を開始した
場合，もしくは事業上多大の損失を生じたため，その事業を廃止又は休止し，
かつ資力を全く喪失した場合には，その弁済が困難な金額の一部を積極的には
収入金額に算入しないとされていた

9）
。

　そして，昭和 ₃₈ 年 ₁₂ 月６日，税制調査会「所得税法及び法人税法の整備に
関する答申」が公表され，「債務免除益に対する課税については，破産の場合
とのバランスもあり，債務超過ないし支払不能の場合につき何らかの課税軽減
の措置を講ずる必要があると認められるが，他方脱法行為をいかに防止するか
の問題があるので，軽減の方向でその具体的方法について検討するものとす
る。」とされた。
　昭和 ₄₅ 年には，所得税基本通達が制定され，現在の所得税基本通達 ₃₆－₁₅
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と同様な内容で「法第 ₃₆ 条第１項かっこ内に規定する…経済的利益には次に
掲げるような利益が含まれる。…⑸買掛金その他の債務の免除を受けた場合に
おけるその免除を受けた金額…」がと記されている。
　このように，債務免除益に関する通達が古くから存在し，この通達に基づき
債務免除益が，原則として課税されるという課税実務が長年にわたり行われて
いる。

⑵　給与等の反対給付の場合
　また，債務免除益が給与等の反対給付の場合，現物給与として観念される。
その所得区分は給与所得

10）
又は退職所得となる。たとえば，使用者から借り入れ

た厚生資金などの返済を免除されたことによる利益や使用者に役員又は使用人
が負担すべき個人の税金を納付してもらった場合

11）
などが考えられる。 

4 小　括
　所得税法 ₃₆ 条１項の経済的利益の中に債務免除益を含めることは，法人税
および相続税法の規定から間接的に読み取ることはできる。また，課税実務上
も古くから債務免除益を所得税法の収入金額に算入されてきた歴史がある。し
たがって，個人について生じた債務免除による利益が，経済的利益として課税
所得を構成することについて何ら違和感がない。
　ただし，債務免除がすべて利益になるかは別の検討を要するだろう。

Ⅲ　遅延損害金の性質とその負担者側の課税関係

1 遅延損害金の性質
　この問題を検討するにあたって延滞利息とも呼ばれている遅延損害金の債務
免除を論ずることにする。理由はこの遅延損害金の性質にある。
　債務不履行による損害賠償のなかで，金銭債務については特則が設けられて
いる。第一に，金銭債務の不履行の場合，債権者は損害の証明をする必要がな
く，債務者は不可抗力をもって抗弁とすることが許されない

12）
。たとえば，災害

によってやむなく返済ができなくとも，債務不履行の責任を免れることはでき
ない。第二に損害賠償の額が，一定のレートによって一律に決定される

13）
。
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　したがって，民法 ₄₁₉ 条によって算定される遅延損害金は，法的には不法行
為その他の突発的な事故による損害に起因した履行遅滞による損害賠償金であ
り，経済的には元本利用の対価としての性質を有する金利と同じである

14）
。

　問題は，この二面性を有する遅延損害金債務を免除した場合どのような課税
関係を生じるかである。

2 遅延損害金債務の確定時期
　最初に，遅延損害金債務が生じた場合の課税関係を整理しておく必要がある。
　遅延損害金が金利と同様な計算方法で算出されることから，遅延損害金債務
額は，日々自動的に確定していくと解せそうである。
　しかしながら，遅延損害金は必ずしも日々自動的に確定されているわけでは
ない。たとえば，損害賠償金債務の存在やその債務金額について紛争がある場
合には，遅延損害金額が確定しているとはいえない。遅延損害金が元本債権に
附帯するものだからである。また，賠償額の予定であっても賠償額の請求され
る要件を付される場合

15）
があるので，その要件が成就しなければ，遅延損害金額

が確定するとはいえない。
　したがって，遅延損害金債務の確定時期は，損害賠償金債務と同様に，資産
等に加えられた損害額が法的に確定した時点ということになる。これは，遅延
損害金の経済的性質からは導き出せない。

3 遅延損害金等の必要経費計上要件
　そうすると，遅延損害金は法的に損害賠償金にほかならない側面を重視し，
個人の支払う遅延損害金が所得の計算上必要経費に計上されるかどうかは，損
害賠償金の取扱いに準じて考えてみるべきである。
　損害賠償金の支払が，不動産所得，事業所得，山林所得又は雑所得（以下

「事業所得等」という。）の必要経費に算入されるためには，「業務の遂行に関連
したものである」という要件のほか，「他人の権利を侵害したことにより支払
う損害賠償金については」別途，納税者の「故意又は重過失」がないことが必
要である

16）
。これは，損害賠償金が持つ必要経費と家事費との区分が明確でない
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点を「故意又は重過失」に求めた
17）

といえる。この必要経費算入の二要件を満た
さない損害賠償金の支払は，個人財産を減らす結果となったにもかかわらず，
税負担軽減の恩恵を受けられない。
　遅延損害金の必要経費計上も，業務関連の要件とともに「故意又は重過失

18）
」

の要件があてはまるかどうかであるが，これについては，同法施行令 ₉₈ 条に
規定する損害賠償金の中に「これに類するものを含む」として，遅延損害金も
その対象となることを明らかにしている。
　したがって，遅延損害金を必要経費として計上するためには，損害賠償金と
同様な二要件を具備しなければならない。

4 家事費等となる遅延損害金
　所得税法は，個人が支出した費用のうち必要経費に計上しない遅延損害金を
家事費

19）
又は家事関連費

20）
に該当するものとし，専ら利潤追求のための事業活動で

なく消費活動としての範疇に含めている。
　しかしながら，遅延損害金のような役務提供がない支出を消費の中に含める
ことには，大いに疑問が生じる。この点は後述することにする。

5 小　括
　遅延損害金が事業所得等の必要経費に算入されるか否かは，業務遂行に関連
する費用であるという要件以外に「故意又は重過失」でない要件で判断される。
これは通常の経費判断基準とは異なる要件を付すことによって，遅延損害金の
必要経費性の曖昧さに対応している

21）
。

　その結果，業務関連で生じた遅延損害金であっても，家事費等とされること
もある。
　このような債務発生時に税務上の特殊性を有する遅延損害金債務が滅失した
場合は，どのような課税関係が成り立つのかが重要である。
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Ⅳ　遅延損害金の免除があった場合の課税関係

1 はじめに
　債務の免除が，所得税法に明記されていないものの所得税法 ₃₆ 条の経済的
利益に含まれて，原則として収入金額を計上すべきであるとされる。これを根
拠にして，遅延損害金が免除になったときも免除額を単純に収入に計上すれば
よいであろうかという疑問が生じる。
　この問題を解決するためには，遅延損害金債務免除がすべて収益になると仮
定した場合，どのような課税上の矛盾が生じるのかを明らかにすればよい。
　なお，課税関係が明確になるように三条件を付す。第一に，免除は債務確定
した日の属する年の翌年に行われる。第二に，債務者は資力を喪失して債務弁
済することが著しく困難な状況でない個人である。第三に，遅延損害金は債務
確定していなければならない

22）
。

2 遅延損害金を必要費用に計上している場合
　遅延損害金を必要経費に計上している場合，収入金額から減額しているので，
納税者はすでに税務上の恩恵を受けている。翌年に債務免除が行われた場合，
債務免除による収入金額を計上したとしても，年度が異なるだけで収入と費用
が見合いの関係になる。つまり，差し引きゼロである。また，支払義務と債務
免除が同一年度でなされた場合にも，当然ながらゼロである

23）
。

　このように，必要経費に計上された遅延損害金の免除は，年度の違いがある
ものの最初から遅延損害金債務がなかったこと同じ結果となる。

3 遅延損害金が家事費に計上されている場合
　一方，遅延損害金を必要経費に計上できないときには大きな問題が生ずる。
　何ら税負担減額の恩恵を受けていないにもかかわらず，その債務免除益を計
上した場合には，追い打ちをかけるように新たな税負担が生じてしまう。とり
わけ事業上で生じた支出であっても「故意又は重過失」要件を具備できないこ
とによって必要経費に算入できていない遅延損害金は，債務免除によって債務
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がなかったことになるにもかかわらず，二重の税負担が生じることになる。
　このように，遅延損害金が必要経費に計上されているかどうかで，その債務
免除がなされたときの税負担に差が生じる結果となることは，著しく不公平で
あると言わざるを得ない。
　この問題について純資産増加説はうまく説明できるのであろうか。

Ⅴ　遅延損害金の債務免除の検討

1 純資産増加説からの検討
　純資産増加説からの説明を試みるならば，次のようになる。
　純資産増加説での所得の定義は，いうまでもなく「純資産の増減額＋消費
額」で定式化されている。そして「純資産増加説は個別経済の立場に立ち，す
べての個人の純資産の増加をもとらすものはその担税力を増加させるもの

24）
。」

として，すべての利得を課税の対象としている。公平負担の要請，所得税の再
分配機能を高め，景気調整機能を高めることから，この説は一般的な支持を受
けている

25）
。

　この説によれば，個人が遅延損害金債務を負担することになった場合，必要
経費又は家事費とは無関係に純資産は減少する

26）
。確かに，必要経費になる債務

はこれで説明ができるだろう。
　しかしながら，必要経費に計上できなかった遅延損害金をどのように説明す
るかが問題である。この説では，遅延損害金のような役務提供がない支出又は
債務を「消費」と位置付けることで純資産増減額に加算しているものと思われ
る。このようにすれば，翌年に遅延損害金の債務免除が行われた場合には，自
動的に純資産が増加するので，必要経費，家事費の区別なく遅延損害金の免除
額が利益又は所得になる。つまり債務免除があったときは，常に債務免除益を
認識することを要請することになる。また，課税実務

27）
もこのように考えている。

　結果，純資産増加説は，必要経費になる遅延損害金の免除益に比べて必要経
費に計上できなかった遅延損害金の債務免除益相当額だけ所得が過大になるこ
とを容認している。
　しかしながら，このような考え方に同意することはできない。
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　なぜならば，遅延損害金債務が生じる直前と翌年に免除を受けた後とで，純
資産額は，少しも増加していないからである。遅延損害金債務が生じたことに
よって一時的に純資産は減少するが，免除によって純資産が元の状態に回復し
ただけである。これを担税力のある所得と呼べるのであろうか，甚だ疑問であ
る。
　このように，遅延損害金に限らず個人の持つ消費生活面や資産損失について，
純資産増加説だけではうまく説明できない場合がある

28）
。

2 債務免除益課税の仮説
　遅延損害金の債務免除は，もっと単純な考え方をすべきである。
　必要経費になる債務が取り消され場合，すでに計上された必要経費を減額す
ればよい

29）
。翌年に必要経費をマイナスするか債務免除益という収入を計上すれ

ば済むだけである。　
　一方，必要経費にならない債務の免除が行われた場合，債務が取り消され，
債務が生じる直前の状態に戻るだけなので，その年分の純資産の増加があるも
のの，必要経費とならなかった見返しとして，債務免除益を認識すべきではな
い
30）

。これを実現するためには，必要経費に計上されない遅延損害金を必要経費，
家事費，家事関連費とは別のカテゴリーに隔離し，翌年以降に免除が行われた
場合，その取扱いを別段の定めに委ねる必要がある。
　この考え方は，債務の発生と消滅を一連の取引としてみており

31）
，債務免除さ

れた時点だけで収入を認識する所得税法 ₃₆ 条１項や課税実務とは異なる。
　また，必要経費に算入されなかった遅延損害金の債務確定と免除とが同一年
度に行われた場合，債務免除益を認識するべきなのであろうかという問いに対
する回答でもある。
　結論は，単に最初の状況に戻っただけであり，債務免除益が生じるはずはな
い。

Ⅵ　おわりに

　債務免除理論を展開するには，まず債務の存在を前提としなければならない。
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そのため，議論の展開が代表的な債務である借入金について考察するところか
ら始まることが多い

32）
。この借入金は，債務であると同時に資産をもたらすもの

である。この場合は，債務免除があったときも，純資産増加説で説明できる。
なぜならば，純資産増加説は企業会計の財務諸表をイメージして論理展開され
ており，借入金の調達や免除について矛盾なく説明できる。両者ともこの財務
諸表に記載される財産債務だからである。また，受け入れた役務提供の費消に
係る債務免除も同様である。
　ところが，本論で対象とした債務は，遅延損害金という金銭債務の不履行に
基づく損害賠償金である。資産は存在せず，又は役務提供を伴わず先行して債
務が増加することになる。個人の場合，法人と異なって別途消費活動があるこ
とから本来，財務諸表とは無関係の世界であり，個人の課税関係を純資産増加
説での説明することには限界があると言わざるを得ない。 
　遅延損害金の債務免除が行われた場合，従来の考えでは，一律債務免除益を
計上し，所得税法 ₃₆ 条１項により原則として課税の対象としている。この最
大の原因は，債務免除があった場合，債務免除益という経済的利益が常に発生
するという思考があるからである。
　しかしながら，遅延損害金が債務不履行に基づく損害賠償金であり，遅延損
害金に係る債務免除のうち必要経費に算入されなかった部分の金額は，減少し
た純資産が元に回復しただけである。わが国の所得税法が資本主義経済の要請
に沿う形で必要経費の控除を認める構造を有し

33）
，資産の回復は所得とはならな

いという基本原則から，遅延損害金に係る債務免除のうち必要経費に算入され
なかった部分の金額は，収益とはならないはずである。たとえば，所得税の計
算上必要経費に計上されなかった個人の住宅ローン等の債務不履行で生じた遅
延損害金の債務免除は，課税の対象とすべきでない

34）
。

　債務の免除に必ず免除益が生じる思考は，債務免除の最終局面だけに注目し
て課税関係を律している結果にほかならない。しかしながら，遅延損害金に係
る債務免除課税は，債務発生から債務免除までを一連の取引として考えるべき
である。それを実現するためには，個人の支出を必要経費・家事費・家事関連
費以外のカテゴリーを別に設け，その債務免除に関する別段の定めを置いて立
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法による解決を図るほかないだろう
35）

。

注
 ₁） 債務免除益に関する先行研究として，増井良啓「債務免除益をめぐる所得税法上のい

くつかの解釈問題（上）」ジュリスト ₁₃₁₅ 号（₂₀₀₆ 年）₁₉₂ 頁～ ₁₉₉ 頁，同「同（上）」
₁₃₁₇ 号（₂₀₀₆ 年）₂₆₈ 頁～ ₂₇₃ 頁。

 ₂） 遅延損害金の免除については「租税法務学会」裁決事例研究　第 ₂₀₄ 回例会発表報告
で国税不服審判所裁決平成 ₂₁ 年 ₁₂ 月 ₁₆ 日裁決事例集 ₇₈ 集 ₁₃₁ 頁を題材に川崎浩税理
士が行ったものがある。税務弘報 ₅₉ 巻 ₁₀ 号（₂₀₁₁ 年）₁₃₂ 頁～ ₁₃₉ 頁。

 ₃） 内国歳入法 ₆₁ 条⒜⑿。
 ₄） 「何らかの対価的利益の反対給付を受けている場合には，贈与とならない。」橋本守次

『新訂版　ゼミナール相続税法』（大蔵財務協会，₂₀₁₁ 年）₄₃₉ 頁。
 ₅） 金子宏『租税法［第 ₂₂ 版］』（弘文堂，₂₀₁₇ 年）₆₃₂ 頁，₆₅₃ 頁。
 ₆） ただし，債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合には，この限りで

はない。相続税法８条ただし書き。
 ₇） 「同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税との二重課税を排除したものであると解

される。」最判平成 ₂₂ 年７月６日民集 ₆₄ 巻５号 ₁₂₇₇ 頁。
 ₈） 和泉彰宏「個人事業者への民事再生法の適用と所得課税—債務免除課税の一考察」月

刊税理 ₄₉ 巻７号（₂₀₀₆ 年）₁₄₃ 頁～ ₁₄₉ 頁。
 ₉） 昭和 ₃₈ 年８月１日に個別通達（昭 ₃₈　直審・所 ₇₀　直所 ₁－₆）が発遣された。
₁₀） たとえば，国税不服審判所裁決平成 ₂₃ 年 ₁₂ 月 ₂₀ 日裁決事例集 ₈₅ 集 ₂₃₀ 頁。
₁₁） 冨永賢一『平成 ₂₇ 年版　源泉所得税　現物給与をめぐる税務』（大蔵財務協会，₂₀₁₅

年）₂₀₄ 頁，₄₉₉ 頁～ ₅₀₉ 頁。
₁₂） 民法 ₄₁₉ 条２項・３項。
₁₃） 金銭債務の不履行についても賠償額の予定がなされる（民法 ₄₂₀ 条）。一定の率によっ

て定められるべきものと通常解されており，これも遅延損害金である。我妻栄・有泉
亨・清水誠・田山輝明『第３版　我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権—』

（日本評論社，₂₀₁₃ 年）₇₆₉ 頁。
₁₄） 米倉明『プレップ民法［第４版］ 』（弘文堂，₂₀₀₅ 年）₁₁₅ 頁。
₁₅） 我妻・前掲注⒀ ₇₆₃ 頁。
₁₆） 所得税法 ₄₅ 条１項７号，同法施行令 ₉₈ 条。
₁₇） 植松守雄編『五訂版　注解　所得税法』（大蔵財務協会，₂₀₁₁ 年）₁₀₁₁ 頁。また，罰金

等が必要経費不算入されると同様に制裁的意義を強調する見解もある。武田昌輔監修
『DHC コンメンタール所得税法』（第一法規出版）₃₅₆₃ 頁。

₁₈） 刑事判決を受けた場合であっても「所得税法施行令 ₉₈ 条にいう「重大な過失」とは一
般に，ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいう」として損害賠償金の必要経費
が認められた裁決がある。国税不服審判所裁決昭和 ₅₀ 年６月 ₂₀ 日裁決事例集 ₃₃₈₇ 集５
頁。

₁₉） 所得税法 ₄₅ 条。
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₂₀） 所得税法施行令 ₉₆ 条。
₂₁） さらに課税実務は，遅延損害金等を受け取る側でも権利確定ではなく現金主義を認め

ている（法人税基本通達 ₂︲₁︲₄₃）。
₂₂） 債務確定とはその債務が法的に決着をされている状態であって，その金額等を具体的

かつ客観的な数値で表記できる。債務確定されていないとは，債務の存在を観念できる
ものの，その金額を客観的に認識することができないものと解することができる。その
ために債務確定前では，その額を金額としてあらわすことは不可能であり，遅延損害金
に対し観念的に免除があったとしても課税関係が生じることはない。

₂₃） 同一年で必要経費と債務免除収入を両建てすることは義務付けられていない。
₂₄） 植松・前掲注⒄ ₂₁₂ 頁。
₂₅） 金子・前掲注⑸ ₁₈₇ 頁。
₂₆） 債務が生じたときに，同時に財産をもたらすこともある。たとえば借入金が収入とな

らないことは，この純資産増加説から説明ができる。増井・前掲注⑴ ₁₉₂ 頁～ ₁₉₃ 頁。
₂₇） 所得税基本通達 ₃₆︲₁₅ ⑸。
₂₈） 「一概に純資産増加説的所得概念といっても，その個人所得への適用に大きな限界があ

ることは確かである。」植松・前掲注⒄ ₂₁₇ 頁。
₂₉） 若木裕「ノンリコースローンを巡る課税上の諸問題について—債務免除益課税を中心

に—」税大論叢 ₇₇ 号　https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/₇₇/₀₂/₀₁.pdf　₁₈₃ 頁
～ ₁₈₄ 頁。

₃₀） 増井・前掲注⑴ ₂₆₈ 頁では，債務免除の取引を①資産の移転がある場合②資産の移転
がないが受け入れた役務を費消している場合③資産移転も役務費消も観念できない場合
を具体的に掲示している。

₃₁） 増井・前掲注⑴ ₁₉₄ 頁。
₃₂） たとえば，増井・前掲注⑴の冒頭部分。
₃₃） 金子・前掲注⑸ ₁₈₉ 頁。
₃₄） このような現象が生じるのは，他にもいくつかありそうである。たとえば，損害賠償

請求権等が無い損害賠償金などを指摘することができる。増井・前掲注⑴ ₂₆₈ 頁～ ₂₇₀
頁は①贈与契約②価格調整③第三者弁済④代物弁済の４つを挙げている。

₃₅） 拙稿「所得税法における債務免除益課税—遅延損害金の場合を中心として—」青山ビ
ジネスロー・レビュー第３巻第２号（₂₀₁₄ 年）に若干の考察を加えて記述した。
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  債務免除益課税の諸問題
─ 判例等の状況を中心に ─

木　山　泰　嗣
（青山学院大学法学部教授）

はじめに

　債務免除益に対する課税問題を検討するにあたっては，たとえば離婚に伴い
特有財産である不動産を妻に財産分与した夫には譲渡所得課税がなされるとい
う判例理論に

1）
，「分与義務の消滅」という義務（債務）の消滅を捉えたものがあ

る点を，どのように考えるべきかという問題があると思われる。この判例理論
（最高裁昭和 ₅₀ 年判決）は，財産「分与義務の消滅は，それ自体１つの経済的利
益ということができる」という。
　本稿で取り上げる債務免除益やこれに附随して検討する消滅時効による利益
も，債務が消滅したことによって得られる利益である。しかし，財産分与の場
合は譲渡所得課税が問題になっており，キャピタル・ゲイン（値上り益）に対
する課税（増加益清算課税説）が本質にある。分与義務の消滅による経済的利益
を強調するのは，無償ではなく有償譲渡である点を指摘することで

2）
，「贈与」

ではないこと（妻に贈与税は課されないこと）にも言及しておく必要があったか
らではないかと思われる。ここでは，分与義務の消滅という債務消滅そのもの
に課税するというより，資産の移転を捉えて増加益を清算することに主眼があ
ったと考えられる（もちろん，その増加益は有償譲渡と捉えることで実現したもの

と考えることができる）。
　法律行為においては，売買契約を履行した場合を考えても，売主の目的物引
渡債務は消滅しているし，買主の代金支払債務も消滅している。しかし，こう
した個々の債務消滅そのものに対し利益を得たとして課税されることは，通常
ない。それは所得概念（包括的所得概念，純資産増加説）にたどり着くものと思
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われるが，あらたな経済的価値の流入（純資産の増加）がないからであろう
3）
。

　しかし，同じように債務が消滅する場合でも，債務免除については債務の消
滅そのものから利益（所得）が発生したと考え，債務免除益課税が問題になる。
また，同じく消滅時効によって債務が消滅した者にも，債務免除益課税と同じ
ようにその利益（債務消滅益）に課税できるか，という問題が生じる。
　本稿では，まず，前者について，近時の判例で問題になった源泉徴収義務の
問題を中心に法解釈の検討を行う。後者については，実務解説書など言及があ
るものでも，債務免除益と同じように課税されるとの指摘にとどまるものが散
見されるが，条文の適用との関係で理論的に考えたときに果たして同じといえ
るのかという点を問題提起し，あり得る考え方を検討する。

Ⅰ　債務免除益課税についての税法上の適用法令

　債務免除（民法 ₅₁₉ 条）によって消滅した債務（債権）相当額は，「経済的な
利益」（所得税法 ₃₆ 条１項かっこ書，２項）として所得課税の対象になるのが原
則である

4）
。

　近時の最高裁判決では，権利能力のない社団
5）
が理事長に対して約 ₄₈ 億円の

貸付金の債務免除をした事案で，「賞与」または「賞与……の性質を有する給
与」（所得税法 ₂₈ 条１項）に該当すると判断された事案がある（以下「最高裁平

成 ₂₇ 年判決」という
6）

）。同判決では，債務免除益が原則として所得にあたること
については，当然の前提とされている。
　債権者が法人（権利能力のない社団）であり，債務者が個人（理事長）である
事案であったため，債務免除をした権利能力のない社団の源泉徴収義務が問題
になったが，債務者に債務免除益に対する所得税が課されることが基礎にある。
債務免除益に対する課税は，債権者が個人か法人か，債務者が個人か法人かに
よって適用される税法及び条文が異なる。債権者が法人で債務者が個人の場合
は，個人の債務者に生じた債務免除益については所得税の課税対象になり（所

得税法 ₃₆ 条１項かっこ書，２項），その所得区分が問題になる
7）
。債務免除益が給

与所得に該当する場合には「給与等の支払」として，債権者には源泉徴収義務
が生じるのが原則である（所得税法 ₁₈₃ 条１項）。これに対し，債権者が個人で
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債務者が個人の場合，相続税法８条が適用され，債務免除益が生じた債務者に
は，原則としてみなし贈与課税がなされる（例外は，同条ただし書）。
　また，債権者が法人で債務者が法人の場合，または債権者が個人で債務者が
法人の場合，債務者である法人には債務免除された債務（債権）相当額が債務
免除益として，当該事業年度の益金（法人税法 ₂₂ 条２項）に算入されるのが原
則である

8）
。

　このように債務免除益に対する課税については，債権者及び債務者がそれぞ
れ個人か法人かにより適用される税法及び条文が異なる

9）
。これらの点について

は，基本的には裁判例もあり，適用法令について一応の整理はなされている。

Ⅱ　債務免除益に対する源泉徴収義務

1 広島高裁平成 29年判決
　最高裁平成 ₂₇ 年判決には，差戻審判決（以下「広島高裁平成 ₂₉ 年判決」とい

う
10）

。）がある。同判決は，債務免除益に対する源泉徴収義務の解釈適用問題を考
える素材になる。

⑴　事案の概要
　X（原告・被控訴人・被上告人）は，平成 ₁₉ 年 ₁₂ 月 ₁₀ 日，その当時の X の理
事長であった A（以下「A 理事長」という。）に対し，₄₈ 億 ₃₆₈₂ 万 ₁₂₃₅ 円の借
入金債務の免除（以下「本件債務免除」という。）をした。これに対し，所轄税務
署長は，本件債務免除に係る経済的利益である債務免除益（以下「本件債務免除

益」という。）が A 理事長に対する賞与（所得税法 ₁₈₃ 条１項，₂₈ 条１項）に該当
するとして，X に対して給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分及び不納付
加算税の賦課決定処分をした。そこで，X は，国である Y（被告・控訴人・上告

人）に対し，上記各処分（裁決による一部取消し後のもの）の取消しを求め，不
服申立てを経たうえで出訴した。

⑵　裁判所の判断
　上告審

11）
は，本件債務免除益は，A 理事長が X に対し雇用契約に類する原因に

基づき提供した役務の対価として，X から功労への報償等の観点をも考慮して
臨時的に付与された給付とみるのが相当であるとして，賞与または賞与の性質
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を有する給与（所得税法 ₂₈ 条１項）に該当するとした
12）

。そのうえで，「本件債務
免除当時に A が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であったな
ど本件債務免除益を同人の給与所得における収入金額に算入しないものとすべ
き事情が認められるなど，本件各処分が取り消されるべきものであるか否かに
つき更に審理を尽くさせるため」，差戻し前の控訴審判決

13）
を破棄し，差し戻し

た。
　差戻審（広島高裁平成 ₂₉ 年判決）は，「債務免除益のうち，債務者が資力を喪
失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの
については，各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないも
のとする。」と規定されていた当時の所得税基本通達 ₃₆－₁₇（以下「本件旧通

達」という
14）

。）について，同通達が適用される場合には，源泉所得税の徴収納付
義務も発生しないことを判示した。
　そのうえで，差戻し前の控訴審では，資産の ₂₀ 倍に迫る金額と認定されて
いた債務免除時の理事長の負債の額について，３倍以上との異なる事実認定を
行った。その結果，差戻し前の控訴審では２億 ₈₂₂₂ 万 ₅₆₂₂ 円と認定されてい
た A 理事長の資産の合計額は，₁₇ 億 ₂₅₁₉ 万 ₉₅₁₀ 円と約６倍になった。こう
して，債務免除された全額について源泉徴収義務は生じないとして処分の全部
取消しを命じていた差戻し前の控訴審と異なり，広島高裁平成 ₂₉ 年判決では，
納税告知処分については，源泉所得税 ₁₈ 億 ₃₅₅₀ 万 ₆₂₄₄ 円のうち４億 ₈₅₇₃ 万
₄₃₀₄ 円を超える部分のみが取り消された。また，不納付加算税賦課決定処分に
ついても，不納付加算税１億 ₈₃₅₅ 万円のうち ₄₈₅₇ 万 ₃₀₀₀ 円を超える部分の
みが取り消された（上告及び上告受理申立て中）。

⑶　検　討
　裁判所では争点となっていないものの，理論的には，まず，そもそも債務免
除は「支払」（所得税法 ₁₈₃ 条１項）に該当するのかが問題になる（論点①）。ま
た，資力を喪失して著しく弁済が困難な場合に，同条同項の解釈適用をどのよ
うに考えるべきなのかも問題になるであろう（論点②）。更に，支払者とされる
X は支払時とされる債務免除時に，広島高裁平成 ₂₉ 年判決が認定した源泉所
得税額を把握することが困難であったのではないか，という問題も生じる。こ
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のように，支払時に源泉所得税の課税要件を満たすか否か，そして満たすとし
てその税額はいくらかを支払者が判断できない場合にも，源泉徴収義務が生じ
ると解してよいのかが問題になる（論点③）。
　以上の３つの論点について，以下検討する。

2 債務免除の「支払」該当性（論点①）
　裁判例では，支払概念が通常の日本語の意味より拡張されて解釈される傾向
にある

15）
。支払概念を拡張する見解には，所得税法 ₁₈₃ 条１項の「支払」を給与

等の支払債務を消滅させる法律行為と理解するものがある
16）

。所得税基本通達
₁₈₁ ～ ₂₂₃ 共－₁ も，「支払には，現実の金銭を交付する行為のほか，元本に繰
り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が
含まれる〔下線は筆者〕」とする。この見解による場合，債務免除の場合には債
務免除をした者（支払者）は，何ら債務者（受給者）に対し法的債務を負ってい
たものではなく（逆に債権を有していた），この意味での債務の消滅はない（なお，

X が A に理事長の報酬支払債務を負っていたとしても，債務免除額である約 ₄₈ 億円

の報酬を支払う債務を負っていたとの事実はないため，ここにいう債務の消滅はない

と考えるのが自然である）。
　そこで，そもそも債務免除が所得税法 ₁₈₃ 条１項の「支払」に該当するのか
否かについて法的な検討がなされるべきである。支払概念を受給者に経済的な
利益を移転させる一切の行為をいうものと捉えれば

17）
，債務免除が支払に含まれ

ることの説明が可能になる。
　所得税法 ₃₆ 条１項かっこ書及び２項が「経済的な利益」も所得課税の対象
に捉えていることも考えると，「支払」は，経済的利益の移転と捉えることが
妥当である

18）
。

3 資力喪失の場合の法適用（論点②）
　本判決は，旧通達が，課税要件を根拠づける法令（憲法 ₈₄ 条（租税法律主義）

参照）ではないものの，内容に合理性があるためこれを適用できるとする立場
を前提にしていると思われる。
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　しかし，このように通達適用の問題として捉えると，非課税要件を通達で定
めてよいのかという問題が残る

19）
。この点については，そもそも，資力を喪失し

ており弁済をすることが著しく困難である債務者になされた債務免除について
は，担税力を増加させる所得がないため所得税は課されない

20）
（つまり，この場合

には，債務免除を受けた債務者であっても例外的に「経済的な利益」（所得税法 ₃₆ 条

１項）は生じていない）と考えれば，所得概念にも整合的な説明が可能である
21）

。
　そもそも，「国家経費の財源である租税は専ら担税能力に即応して負担させる
ことが，税法の根本理念である負担公平の原理に合し且つは社会正義の要請に
適うものであると共に……各種税法はこの原則に基いて組み立てられており，
又これを指導理念として解釈運用すべき〔下線は筆者〕」と考えられている

22）
。こ

のように考えれば，旧通達（旧通達削除後の所得税法 ₄₄ 条の２第１項の規定も含

む。）はこれを前提に更に詳細な要件を具体化したものと理解することが可能
になり，通達による非課税という租税法律主義違反の問題を解消することがで
きる。

Ⅲ　 債務免除時の判断—解釈論における源泉徴収義務の明確性（論
点③）

1 自動確定方式から導かれる解釈論における明確性
　源泉所得税の納税義務は，自動確定方式で税額が確定される（国税通則法 ₁₅

条２項２号
23）

）。これは，「この義務の内容をなす納付すべき税額は，特別の確定
手続をまつまでもなく容易に計算することができる」からである

24）
。また，そも

そも，源泉所得税を含め自動確定方式が採られた国税があるのは，「国税のう
ちには，課税要件たる事実が明白で，税額の計算が容易である等のため，あえ
て納付すべき税額の確定に特別の手続をとる必要がないものがあ」るからであ
り，「直ちに履行過程に進みうる建前をとっている」ものである

25）
。

　このように自動確定方式が採られている源泉徴収制度の特殊性に鑑みれば，
支払者に源泉徴収義務を負わせるためには，支払時に

26）
支払者において源泉徴収

義務が発生すること（当該課税要件を充足すること）及びその具体的な源泉所得
税額を明確に判断できる客観的状況があったこと（明確性）が必要であると考
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えるべきである
27）

（源泉徴収義務の解釈論における明確性）。そして，こうした明確
に判断できる客観的な状況は，支払を生じた法律行為をする前後の過程を通じ
て，支払者が支払時までに容易に入手できた客観資料を基準にすべきである

28）
。

2 受忍すべき不利益の程度論からの考察
　神戸地裁平成２年５月 ₁₆ 日判決は

29）
，「支払者の受ける不利益は事務処理上の

経費の増大にとどまる」とし，「この程度の不利益であるならば，所得税の源
泉徴収制度を維持していくためには，受忍すべきである」と判示する。
　しかし，この議論は，納税告知後に「支払われる給与等から……納付額を控
除するだけで実質的な自己の経済的負担を回避することができる」という点と，
同判決の控訴審

30）
が示した「求償することによって，不利益を伴う財産的損害を

塡補することができる（所得税法第 ₂₂₂ 条）」という点のいずれかが可能である
であることを前提にしている。
　そこで，①継続的な法律関係がないなど，次の支払がない場合（受給者が非

居住者または外国法人である場合
31）

）や，②受給者が資力を喪失しているなど，求
償権を行使しても満足できない可能性が高い場合には，受忍すべき「程度の不
利益」とはいえなくなることも考慮すべきである

32）
。

3 本件の検討
　本件では，債務免除時に X は A 理事長の資産及び負債について同判決が認
定するような詳細な事実（資産 ₁₇ 億 ₂₅₁₉ 万 ₉₅₁₀ 円，負債 ₅₂ 億 ₇₇₂₂ 万 ₉₆₉₂ 円）

を把握して，債務免除額（₄₈ 億 ₃₆₈₂ 万 ₁₂₃₅ 円）とその差額である ₁₂ 億 ₈₄₇₉
万 ₁₀₅₃ 円を「経済的利益」と判断し，その部分についてのみ源泉所得税（４億

₈₅₇₃ 万 ₄₃₀₄ 円）が発生すると判断することは困難であった。また，多額の負債
があり，資力を喪失した債務者に対する求償権の行使は事実上困難であると思
われる点で，受忍すべき不利益ということもできない（②）。
　したがって，源泉徴収義務を発生すべき基礎を欠くものであったといわざる
を得ない。解釈論における源泉徴収義務の明確性については，このように債務
免除益についての源泉徴収義務において重要な問題としてあらわれる。
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Ⅳ　消滅時効によって債務者が得る利益に対する課税問題

1 問題の所在
　一般に債務免除益と同じように考えられているものの，実際には債務免除に
よって得られる利益ではなく，明確な税法規定の適用が明らかにされていない
ものに，消滅時効（民法 ₁₆₇ 条１項〔改正民法 ₁₆₆ 条１項〕参照）によって債務が
消滅した場合の利益に対する課税がある。
　時効については取得時効の裁判例があり

33）
，学説の議論もある

34）
。これに対して，

消滅時効については裁判例もなく，深い議論はあまりされていない。そもそも，
消滅時効は，取得時効と異なり，具体的に不動産などの経済的価値を有する物
の所有権を取得するものではない。そこで，消滅時効により債務者がどのよう
な利益を得たのかが問題になる。
　法的に存在していた債権者に対する債務は，消滅時効の援用（民法 ₁₄₅ 条）

によって（そして裁判所の確定判断によって）消滅する。これが消滅時効におけ
る民法の理解である。そうすると，消滅した債務相当額について，原則として
債務消滅益（債務免除益）を得ているといえ，所得が発生したと考えるのが自
然であるように思われる

35）
。ここで，次の３つの問題点が生じる。

2 問題点①—法的な債務の消滅があったといえるか（事実認定）
　まず，そもそも，法的な債務の消滅があったといえるのか，という問題があ
る。裁判所で消滅時効について判断される場合，当事者間で債権の存在につい
ても争われているケースがある。裁判所の判断が，「仮に債権が存在していた
としても，消滅時効が完成しており援用があるため，いずれにしても請求権は
存在しない。」といったものであった場合，法的に存在していた

4 4 4 4 4 4 4 4 4

債務が消滅し
たといえるのか（債務消滅益が本当に存在するのか）が，認定事実から読み取れ
ないという場合があり得る

36）
。

　この点，債務免除益がもともと法的に存在していた債務を前提にする以上，
このような認定の場合に税法を適用をすることは困難と思われる。
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3  問題点②—時効により法的に消滅した債務の利益は債務免除益と同じと
いえるか

　次に，法的な債務が存在していた事実は明らかであり，消滅時効によって当
該債務が消滅したことが明らかである場合であっても，当該債務消滅益につい
ては，債務免除益の場合と同じに考えて税法規定を適用できるのか，という点
が問題になる。
　たとえば，個人の債務が消滅時効により消滅した場合，債務免除益と同じよ
うに考えれば，債権者が法人であれば所得税の問題となり，債権者が個人であ
れば贈与税（相続税法８条）の問題になりそうである。しかし，消滅時効により
生じる利益（債務消滅益）は，厳密にいうと，債権者による債務免除によって生
じた利益ではない。誰から得られた利益なのか（債権者が個人なのか法人なの

か）を，債務免除益と同じように区別してよいのだろうか。
　この点について，借入債務が消滅時効にかかった場合は，「債権者……が免
除の意思を表明したのではないから，民法 ₅₁₉ 条にいう債務免除に当たら」ず，

「消滅時効にかかって債権が消えたというだけである（民法 ₁₆₇ 条）」とし，「こ
の例は正確には債務免除の例ではなく，時効による債務の消滅の例」であると
指摘するものがある

37）
。両者を同一に捉える説明も多いが，この指摘にあるとお

り，両者は別であることをまずは出発点として捉えるべきである。債務消滅益
が生じた原因は，債権者の債務免除ではなく（債権者はおそらく訴訟で債権の行

使を主張していた），法律上の消滅時効制度によって消滅したものであるからで
ある。

4 問題点③—債権者から債務者に経済的利益が移転したといえるのか
⑴　問題の所在

　このように債務免除益と消滅時効による利益（債務消滅益）は別であること
を前提にしながらも，「債務消滅原因に関するこの違いは，この例における個
人債務者における所得計算上の有無を考える上で，有意な違いをもたらさな
い」という指摘がある

38）
。

　しかし，税法適用における要件を細かく検討すれば，消滅時効による利益を
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債務免除益と同様に捉えようとした際，債務免除が行われたものではないのに，
債務免除について定めた規定（相続税法８条）を適用できるのかという問題が
生じるはずである。理論的にいえば，債権者から

4 4 4 4 4

債務者に経済的利益が移転し
4 4 4

たといえるのか
4 4 4 4 4 4 4

，という問題である。
　この点，給与等の支払についての源泉徴収義務を定めた所得税法 ₁₈₃ 条１項
の「支払」の解釈において，消滅時効は該当しないと解するのが一般的である
と思われることもあわせ考えると

39）
，消滅時効を援用した債務者に使用者からの

「経済的利益の移転」はないと言わざるを得ないと思われる。そうすると，消
滅時効の場合には，理論的には債務免除益と同じような利益（債務消滅益）が
生じて所得課税の対象になると考えられているものの，現実にこの利益に課税
する際には適用条文が選択できない，という問題が起きる。

⑵　２つの考え方
ア　否定説

　この点，「理屈としては消滅時効の援用による利益が発生」するため，「消滅
時効を理由として身内間の債務を消滅させた場合は贈与税の課税など

4 4 4 4 4 4 4 4

が問題に
なります〔傍点は筆者〕」と説明するものもある

40）
。しかし，この債務消滅益に課

される可能性があるのが所得税ではなく贈与税である根拠は明らかにされてい
ない。もちろん，相続税法８条には該当しないとしても，「対価を支払わない
で……利益を受けた場合」にあたるとして，同法９条が適用され，みなし贈与
になるとの考え方もあり得る。しかし，この場合も，「利益を受けた」の意義が
問題になるはずである。そして，贈与とみなされる効果を生じる要件である以
上，利益を与えた者が存在しないとなれば，みなし贈与を観念することはでき
ないと思われる

41）
。

イ　肯定説
　これに対し，「時効の援用により債務を免れたときは法人の場合はその金額
が益金に算入されることにな」り，「個人の場合，取得した利益は一時所得に
区分され」るとの解説もある

42）
。この解説は，消滅時効の援用によって，債権者

には損失が生じ，債務者には利益が生じることを前提に議論をするものである
43）

。
　このように，債権者と債務者との関係について，前者に損失が生じ，後者に
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利益が生じていることを捉え，両者の因果関係を肯定すれば，「経済的な利益
の移転」を説明することが可能になるようにも思われる。しかし，不当利得返
還請求（民法 ₇₀₃ 条）の要件が満たされるような関係をもって「利益の移転」と
捉えてよいのかについては，相続税法９条の趣旨目的や適用範囲の問題の観点
からも別途考える必要があるであろう。債権者が債権を失ったことについて債
権者側の税法処理がされるとしても，債権者においては債務免除のような何ら
の意思表示もせず（また不本意にも）消滅時効により債権を失っていることを
考えると，債権者から債務者への「利益の移転」はないとみる余地もあるよう
に思う。
　経済的利益の移転がないと考え，相続税法（みなし贈与）の適用をできない
と考えた場合，「個人からの贈与」（所得税法９条１項 ₁₆ 号）により取得したも
のではなくなる。この場合，贈与税と所得税の二重課税を排除するために規定
された非課税規定（同法同条同項同号）の適用が排除される。そうすると，所得
税法が適用されることになり，一時所得（同法 ₃₄ 条１項）として課税されるこ
とになるのではないかとも考えられる

44）
。しかし，所得税法 ₃₆ 条１項及び２項

にいう「収入」を「他の者から受ける経済的価値」と捉える場合
45）

，消滅時効の
場合は債務免除と異なり債権者は何らの行為を行っていないため，他の者（債

権者）から得た利益とはいえず，「収入」にあたらないと考えることもできるで
あろう。このように考えると，課税要件を充足せず，所得課税もできないこと
になる。

5 小　括
　以上のとおり，消滅時効による利益（債務消滅益）の課税を考えるにあたっ
ては，債務免除益と似ている側面があるとはいえ，仔細に税法条文の適用を検
討すると，債務免除益と同様に課税要件を充足するといえるかの問題が起きる。
判例もないため，理論面における研究が更になされる必要があるが，債権者から
債務者への経済的利益の移転があったといえるかの検討が重要になると考える。
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結びに代えて

　債務免除益課税には，更に検討されるべき諸問題がある。債務免除を行った
者に生じるとされる源泉徴収義務の有無及び範囲がその１つである。この点に
ついては，解釈論における源泉徴収義務の明確性が検討されるべきである。ま
た，債務免除益と同じ議論がされることが多い消滅時効による債務消滅益につ
いても，課税要件の充足について検討されなければならない問題がある。この
点については，特に債権者から債務者に経済的利益の移転があったといえるか
が重要になる。

注
 ₁） 最判昭和 ₅₀ 年５月 ₂₇ 日民集 ₂₉ 巻５号 ₆₄₁ 頁。
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（最判平成 ₁₆ 年 ₁₂ 月 ₂₄ 日民集 ₅₈ 巻９号 ₂₆₃₇ 頁参照）といえず，貸倒損失としての損
金算入ができない法人の債権者については寄附金（法人税法 ₃₇ 条１項）の問題も生じ得
る。

₁₀） 広島高判平成 ₂₉ 年２月８日公刊物未登載。同判決の評釈に，木山泰嗣「判批」青山法
学論集 ₅₉ 巻３号（₂₀₁₇ 年）₉₁ 頁，佐藤英明「判批」TKC 税情 ₂₇ 巻１号（₂₀₁₈ 年）₁₂
頁等がある。

₁₁） 最判平成 ₂₇ 年 ₁₀ 月８日・前掲注 ₆）。
₁₂） 反対説に，金子宏『租税法〔第 ₂₂ 版〕』（弘文堂，₂₀₁₇ 年）₂₃₂ 頁。対価性に疑問を呈

するものに，奥谷・前掲注 ₆）₄₉ 頁。一時所得説に，田中治「給与所得者の経済的利益に
対する課税」税務事例研究 ₅₉ 号（₂₀₀₁ 年）₅₁ 頁。

₁₃） 広島高岡山支判平成 ₂₆ 年１月 ₃₀ 日税資 ₂₆₄ 号順号 ₁₂₄₀₄。
₁₄） 平成 ₂₆ 年度税制改正により，所得税法 ₄₄ 条の２の規定が創設されたことに伴い廃止

された（『改正税法のすべて〔平成 ₂₆ 年度版〕』（大蔵財務協会，₂₀₁₄ 年）₁₀₃ 頁参照）。
₁₅） 大阪高判平成 ₁₅ 年８月 ₂₇ 日税資 ₂₅₃ 号順号 ₉₄₁₆，東京地判平成 ₂₇ 年 ₁₂ 月９日公刊

物未登載。青柳達郎「所得税法 ₁₈₃ 条の『支払』について」税大ジャーナル５号（₂₀₀₇
年）₅₈ 頁参照。

₁₆） 大阪地判平成９年５月 ₂₁ 日税資 ₂₂₃ 号 ₇₅₈ 頁参照。
₁₇） 例えば，青柳・前掲注 ₁₅）₇₇ 頁は「経済的な利益の供与がなされた場合」を広く「支

払」と捉える。
₁₈） 山口地判昭和 ₃₅ 年３月 ₃₁ 日訟月６巻６号 ₁₂₇₉ 頁参照。
₁₉） 通達により非課税とすることについて，租税法律主義違反になることを指摘するものに，

田中治「給与所得者の経済的利益に対する課税」税務事例研究 ₅₉ 号（₂₀₀₁ 年）₃₇ 頁，品
川芳宣「判批」税研 ₁₆₆ 号（₂₀₁₂ 年）₉₀ 頁，酒井克彦「債務免除益に係る源泉徴収義務
—国税不服審判所平成 ₁₇ 年２月 ₂₈ 日裁決の検討を契機として—」税務事例 ₄₆ 巻３号

（₂₀₁₄ 年）₅₆ 頁等がある。
₂₀） 木山・前掲注 ₆）（青山ジネスロー・レビュー）₇₈︲₇₉ 頁。なお，この点を論ずるものに，

小湊高徳「債務免除益に対する所得課税の検討」立命館法政策論集８号（₂₀₁₀ 年）₂₂︲₂₇
頁がある。

₂₁） 大阪地判平成 ₂₄ 年２月 ₂₈ 日訟月 ₅₈ 巻 ₁₁ 号 ₃₉₁₃ 頁参照。
₂₂） 最判昭和 ₃₇ 年６月 ₂₉ 日税資 ₃₉ 号１頁。
₂₃） 最判昭和 ₄₅ 年 ₁₂ 月 ₂₄ 日民集 ₂₄ 巻 ₁₃ 号 ₂₂₄₃ 頁，最判平成４年２月 ₁₈ 日民集 ₄₆ 巻
２号 ₇₇ 頁参照。

₂₄） 志場喜徳郎＝荒井勇ほか編『国税通則法精解』（大蔵財務協会，₂₀₁₆ 年）₂₆₂ 頁。
₂₅） 志場ほか・前掲注 ₂₄）₂₆₁ 頁。
₂₆） 所得税法 ₁₆₁ 条１項５号及び ₂₁₂ 条１項等が定める源泉徴収義務について，「支払の時
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点で行わざるを得ないのではないか」と指摘するものに，浦東久男「源泉徴収と支払概
念」税法学 ₅₃₄ 号（₁₉₉₅ 年）₂₉ 頁がある。

₂₇） 自動確定方式を理由に「課税標準の金額又は数量が明らかで，さらに税額の算定も極
めて容易なものでなければならない」とするものに，脇谷英夫「『経済的利益』を対象と
する源泉徴収制度の考察」税法学 ₅₇₁ 号（₂₀₁₄ 年）₁₇₀ 頁。

₂₈） 木山泰嗣「源泉徴収制度をめぐる諸問題—特別密接関係と支払者に注意義務はあるの
かを中心に—」青山ローフォーラム６巻２号（₂₀₁₈ 年）₇₃ 頁。

₂₉） 神戸地判平成２年５月 ₁₆ 日税資 ₁₇₆ 号 ₇₈₅ 頁。
₃₀） 大阪高判平成３年９月 ₂₆ 日税資 ₁₈₆ 号 ₆₃₅ 頁（上告審・最判平成５年２月 ₁₈ 日税資

₁₉₄ 号 ₄₁₆ 頁（棄却））。
₃₁） 東京高判平成 ₂₈ 年 ₁₂ 月１日裁判所 HP（東京地判平成 ₂₈ 年５月 ₁₉ 日裁判所 HP）参

照。同判決の評釈に，平川英子「判批」新・判例解説 Watch ₂₁ 号（₂₀₁₇ 年）₂₂₃ 頁，安
井栄二「判批」税務 QA₁₈₇ 号（₂₀₁₇ 年）₈₀ 頁，木山泰嗣「判批」Accord Tax Review 
₉＝₁₀ 号（₂₀₁₈ 年）₁₃ 頁等がある。

₃₂） 木山・前掲注 ₂₈）₁₀₈︲₁₀₉ 頁参照
₃₃） 東京地判平成４年３月 ₁₀ 日訟月 ₃₉ 巻１号 ₁₃₉ 頁，静岡地判平成８年７月 ₁₈ 日行集

₄₇ 巻 ₇＝₈ 号 ₆₃₂ 頁。
₃₄） 水島淳「判批」中里実＝佐藤英明＝増井良啓＝渋谷雅弘編『租税判例百選〔第６版〕』

（有斐閣，₂₀₁₆ 年）₃₃ 頁等を参照。
₃₅） 「この場合も理屈としては消滅時効の援用による利益が発生します」と説明するものに，

三木義一＝関根稔＝山名隆男＝占部裕典『実務家のための税務相談（民法編）〔第２版〕』
（有斐閣，₂₀₀₆ 年）₆₁︲₆₂ 頁〔関根稔執筆部分〕がある。所得課税の観点から，債務免除
益を得たと認定される理論的な可能性を指摘するものに（三木義一監修＝本山敦・伊川
正樹編『新実務家のための税務相談　民法編』（有斐閣，₂₀₁₇ 年）₅₆ 頁〔木山泰嗣執筆部
分〕）。消滅時効ではないが，「債務の消滅においては，消滅する債務が課税の対象である
と一応は考えられる」と説明するものに，岡村・前掲注 ₄）₃₇₂ 頁。

₃₆） 木山泰嗣監修＝西中間浩『債権法改正と税務実務への影響』（税務研究会出版局，₂₀₁₈　
年）₄₂ 頁，木山泰嗣「民法改正が税法解釈に与える影響について」同 ₁₇₇ 頁参照。

₃₇） 増井・前掲注 ₄）（下）₂₇₁ 頁。
₃₈） 増井・前掲注 ₄）（下）₂₇₁ 頁。
₃₉） 浦東久男「源泉徴収と支払概念」税法学 ₅₃₄ 号（₁₉₉₅ 年）₂₂ 頁参照。
₄₀） 三木・前掲注 ₃₅）₆₁︲₆₂ 頁〔関根稔執筆部分〕。
₄₁） この要件の意義について，「贈与と同様の経済的利益の移転」が必要であるとするもの

に，大阪高判平成 ₂₆ 年６月 ₁₈ 日税資 ₂₆₄ 号順号 ₁₂₄₈₈。
₄₂） 東京弁護士会編『法律家のための税法　民法編〔新訂第７版〕』（第一法規，₂₀₁₄ 年）₃₄

頁。
₄₃） 東京弁護士会編・前掲注 ₄₂）₃₄ 頁。
₄₄） 事業について生じた金銭債務の場合は事業所得として，非事業について生じた金銭債

務の場合は一時所得として課税されるとするものに，青木康國＝牛嶋勉＝小田修司＝辺
見紀男＝菅納敏恭編『法的紛争処理の税務〔第２版〕—民事・家事・会社・倒産—』（民
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事法研究会，₂₀₀₃ 年），佐藤義行「取得・消滅時効」税理 ₃₆ 巻 ₁₃ 号（₁₉₉₃ 年）₅₅ 頁。
₄₅） 谷口勢津夫＝一高龍司＝野一色直人＝木山泰嗣『基礎から学べる租税法』（弘文堂，

₂₀₁₇ 年）₁₁₅ 頁〔谷口勢津夫執筆部分〕参照。
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日本租税理論学会規約

日本租税理論学会規約

（₁₉₈₉年₁₂月９日　制定）

（₂₀₀₂年₁₁月₁₆日　改正）

（₂₀₁₁年₁₁月₁₂日　改正）

第１章　総　則

第１条　本会は、日本租税理論学会（Japan Association of Science of Taxation）と称
する。

第２条　本会の事務所は、東京都に置く。

第２章　目的及び事業

第３条　本会は、租税民主主義の理念に立脚し、租税問題を関連諸科学の協力を得て総
合的・科学的に研究することを目的とする。

第４条　本会は、前条の目的を達成するために、左の事業を行う。
　１　研究者の連絡及び協力促進
　２　研究会、講演会及び講習会の開催
　３　機関誌その他図書の刊行
　４　外国の学会との連絡及び協力
　５　その他理事会において適当と認めた事業

第３章　会員及び総会

第５条　本会は、租税問題の研究にたずさわる者によって組織される。
第６条　会員になろうとする者は、会員２人の推薦を得て理事会の承認を受けなければ

ならない。
第７条　会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。３年の期

間を超えて会費を納めない場合は、当該会員は退会したものとみなす。
第８条　本会は、会員によって構成され、少なくとも毎年１回総会を開催する。

第４章　理事会等

第９条　本会の運営及び会務の執行のために、理事会を置く。
　理事会は、理事長及び若干人の理事をもって構成する。
第 ₁₀ 条　理事長は、理事会において互選する。
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　理事は、総会において互選する。
第 ₁₁ 条　理事長及び理事の任期は、３年とする。但し、再任を妨げない。
第 ₁₂ 条　理事長は、会務を総理し、本会を代表する。
第 ₁₂ 条の２　理事会内に若干人の常任理事で構成する常任理事会を置く。任期は３年

とする。但し、再任を妨げない。
第 ₁₃ 条　本会に、事務局長を置く。事務局長は、理事長が委嘱する。
第 ₁₄ 条　本会に、会計及び会務執行の状況を監査するために、若干人の監事を置く。
　監事は、総会において互選し、任期は３年とする。但し、再任を妨げない。
第 ₁₄ 条の２　理事会は、本会のために顕著な業績のあった者を顧問、名誉会員とする

ことができる。

第５章　会　計

第 ₁₅ 条　本会の会計年度は、毎年１月１日に始まり、その年の ₁₂ 月 ₃₁ 日に終わるも
のとする。

第 ₁₆ 条　理事長は、毎会計年度の終了後遅滞なく決算報告書を作り、監事の監査を経
て総会に提出して、その承認を得なければならない。

第６章　改　正

第 ₁₇ 条　本規約を改正するには、総会出席者の３分の２以上の同意を得なければなら
ない。

 附　則

第１条　本規約は、₁₉₈₉ 年 ₁₂ 月９日から施行する。



〔　　　　　   〕日本租税理論学会理事名簿 ＊　は常任理事会構成理事
○　は名誉教授

（2018 年 4 月現在）

理 事 長 鶴田　廣巳（ 関 西 大）
事 務 局 長 髙沢　修一（ 大 東 文 化 大 ）
理 事

〔 財 政 学 〕 安藤　　実（ 静 岡 大） 岩波　一寛（ 中 央 大 ）
植田　和弘（ 京 都 大） 内山　　昭（ 京都・成美大 ）
梅原　英治（ 大 阪 経 済 大 ） 後藤　和子（ 摂 南 大）

篠原　正博（ 中 央 大）
関野　満夫（ 中 央 大） 鶴田　廣巳（ 関 西 大）
宮入　興一（ 愛 知 大）

〔 税 法 学 〕 阿部　徳幸（ 日 本 大） 新井　隆一（ 早 稲 田 大）
石村　耕治（ 白 鷗 大） 伊藤　　悟（ 日 本 大）
浦野　広明（ 立 正 大） 小川　正雄（ 愛 知 学 院 大 ）
黒川　　功（ 日 本 大） 小池　幸造（ 税 理 士）
湖東　京至（ 税 理 士） 田中　　治（ 同 志 社 大）
千葉　寛樹（ 札 幌 学 院 大 ） 中村　芳昭（ 青 山 学 院 大 ）
浪花　健三（ 立 命 館 大） 水野　武夫（ 立 命 館 大）
望月　　爾（ 立 命 館 大）

〔税務会計学〕 朝倉　洋子（ 税 理 士） 浦野　晴夫（ 元 立 命 館 大 ）
大江　晋也（ 名古屋経済大 ） 粕谷　幸男（ 税 理 士）
菊谷　正人（ 法 政 大） 髙沢　修一（ 大 東 文 化 大 ）
富岡　幸雄（ 中 央 大） 長島　　弘（ 立 正 大）
山本　守之（ 千 葉 商 科 大 ）

監 事 小山　　登（ LEC 会計大学院 ） 小山　廣和（ 明 治 大）

事務所所在地　〒 175‒8571　東京都板橋区高島平 1‒9‒1
大東文化大学経営学部髙沢研究室内

日本租税理論学会
（郵便振替　00110‒9‒543581　日本租税理論学会）

○ ○

坂野　光俊（ 立 命 館 大）
○

○

○

理　 事 　長 石村　耕治（ 白　 鷗 　大 ）

事  務  局  長 髙沢　修一（ 大 東 文 化 大 ）

理　　　　事
〔 財 政 学 〕 安

＊
藤

〇

　　実（ 静　 岡 　大 ） 内山　　昭（ 京都・成美大 ）

 梅
＊

原　英治（ 大 阪 経 済 大 ） 後藤　和子（ 摂　 南 　大 ）

 篠原　正博（ 中　 央 　大 ） 関野　満夫（ 中　 央 　大 ）

 鶴
＊

田　廣巳（ 関　 西 　大 ）

〔 税 法 学 〕 阿
＊

部　徳幸（ 日　 本 　大 ） 石
＊

村
○

　耕治（ 白　 鷗 　大 ）

 伊藤　　悟（ 日　 本 　大 ） 浦野　広明（ 立　 正 　大 ）

 小川　正雄（ 愛 知 学 院 大 ） 黒
＊

川　　功（ 日　 本 　大 ）

 小池　幸造（ 元静岡大・税理士 ） 湖東　京至（ 元静岡大・税理士 ）

 田中　　治（ 同  志  社  大 ） 千葉　寛樹（ 札 幌 学 院 大 ）

 長
＊

島　　弘（ 立　 正 　大 ） 中
＊

村　芳昭（ 青 山 学 院 大 ）

 浪
＊

花　健三（ 立  命  館  大 ） 水野　武夫（ 立  命  館  大 ）

 望
＊

月　　爾（ 立  命  館  大 ）

〔税務会計学〕 朝倉　洋子（ 税　 理 　士 ） 浦野　晴夫（ 元 立 命 館 大 ）

 粕谷　幸男（ 税　 理 　士 ） 菊谷　正人（ 法　 政 　大 ）

 髙
＊

沢　修一（ 大 東 文 化 大 ） 富
○

岡　幸雄（ 中　 央 　大 ）

 山本　守之（ 千 葉 商 科 大 ）

監　　　　事 小山　廣和（ 明　 治 　大 ） 小山　　登（ LEC 会計大学院 ）

〔　　　　　   〕日本租税理論学会理事名簿 ＊　は常任理事会構成理事
○　は名誉教授

（2018 年 4 月現在）

理 事 長 鶴田　廣巳（ 関 西 大）
事 務 局 長 髙沢　修一（ 大 東 文 化 大 ）
理 事

〔 財 政 学 〕 安藤　　実（ 静 岡 大） 岩波　一寛（ 中 央 大 ）
植田　和弘（ 京 都 大） 内山　　昭（ 京都・成美大 ）
梅原　英治（ 大 阪 経 済 大 ） 後藤　和子（ 摂 南 大）

篠原　正博（ 中 央 大）
関野　満夫（ 中 央 大） 鶴田　廣巳（ 関 西 大）
宮入　興一（ 愛 知 大）

〔 税 法 学 〕 阿部　徳幸（ 日 本 大） 新井　隆一（ 早 稲 田 大）
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大震災と税制

税制改革と消費税

格差是正と税制

●

●

●

税財政による災害復興制度は，震災被害からの復旧・復興をどのように支え，
またどのような課題を抱えているのか。その現状と課題を示し，今後の展望を
理論的・実証的に検討する。

社会保障の安定財源を確保する観点から，消費税率の引上げを柱とする税制改
革が進められようとしている。財政学，税務会計学，税法学の研究者と実務家
らが，消費税の宿罪ともいえる様々な難点を徹底的に討議する。

世界各国における所得格差の拡大と貧困の累積についての実態が明らかにされ
るなか，その是正に果たす税制の役割について検討。諸氏の問題提起論文と討
論を収録。 

表示価格は本体（税別）価格です 10号～21号のバックナンバーもございます

25 国際課税の新展開 ● ２８００

リーマン・ショック後の国際課税制度，居住地国課税原則をめぐる社会変化，
電子商取引と国際二重課税，租税条約適用の問題点，グローバル化の中での我
が国の対応，通商的側面からの消費税，BEPS と国際課税原則などを掲載。

26 中小企業課税 ● ２８００

中小企業の課税状況の現状と今後の課題から，アメリカの法人税改革 S 法人
課税，外形標準課税の中小企業への拡充問題，中小企業会計基準の複線化に伴
う公正処理基準などを取り上げ，討論や一般報告も収録。

27 消費課税の国際比較 ● ２８００

わが国における消費税引上げに伴う一連の展開を受けて，英国，ドイツ，カナ
ダ，EUなど諸外国の消費税についての研究報告を中心に，消費税の国際比較
に関する討論や税理士のあり方，英国の高額所得課税などの研究報告も掲載。














